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４１番 浅 田 ますみ 君

４２番 外 間 雅 広 君

４３番 徳 永 達 也 君

４４番 瀬 川 光 之 君

４５番 溝 口 芙美雄 君

４６番 田 中 愛 国 君

欠 席 議 員（１名）

１２番 初 手 安 幸 君

説明のため出席した者

知 事 大 石 賢 吾 君
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地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 伊 達 良 弘 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君
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地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君

文化観光国際部政策監 村 田 利 博 君

産業労働部政策監 石 田 智 久 君

教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員長 渡 邊 敏 則 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 辻  良 子 君

公安委員会委員長 安 部 惠美子 君

警 察 本 部 長 遠 藤 顕 史 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 楠 本 雅 一 君

警察本部参事官兼総務課長 古 賀 新 一 君

議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君

政務 調査課 長 大 宮 巌 浩 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 口 祐一郎 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開会 ―

〇議長（徳永達也君） ただいまから、令和6年
9月定例会を開会いたします。
これより、本日の会議を開きます。

この際、知事並びに公安委員会委員長より、

新任の幹部職員を紹介いたしたい旨、申し出が

あっておりますので、これを受けることにいた

します－知事。

〇知事（大石賢吾君） 本年4月1日付で発令い

たしました幹部職員をご紹介いたします。

農林部政策監 高石洋行君。（拍手）

以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 公安委員会委員長。

〇公安委員会委員長（安部惠美子君） 本年8月
27日付の人事異動で着任いたしました警察本
部長 遠藤顕史君をご紹介いたします。（拍手）

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 次に、会期の決定をいた

します。

本定例会の会期は、本日より10月4日の26日
間とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、会期は、26日間と決定されました。
次に、会議録署名議員の指名をいたします。

本定例会の会議録署名議員につきましては、

饗庭敦子議員及び湊亮太議員を指名いたします。

次に、知事より、出資法人の経営状況説明書

等が、さきに配付いたしましたとおり提出され

ておりますので、ご報告いたします。

次に、議会運営委員会委員長及び委員の辞任

許可の件を議題といたします。

お諮りいたします。

ごうまなみ議員から、一身上の都合により、

議会運営委員会委員長及び委員を辞任いたした

い旨の申し出があっておりますので、これを許

可することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定されました。

次に、特別委員会委員の辞任許可の件を議題

といたします。

お諮りいたします。
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中島浩介議員から、一身上の都合により、成

長産業・県土強靱化対策特別委員会委員を辞任

いたしたい旨の申し出があっておりますので、

これを許可することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定されました。

次に、議会運営委員会委員の補充選任の件を

議題といたします。

ごうまなみ議員の議会運営委員会委員の辞任

が許可されましたので、その後任委員に中島浩

介議員を選任することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。

次に、議会運営委員会委員長の補充選任の件

を議題といたします。

ごうまなみ議員の議会運営委員会委員長の辞

任が許可されましたので、近藤智昭議員をその

後任の委員長に選任することにご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。

次に、特別委員会委員の補充選任の件を議題

といたします。

中島浩介議員の成長産業・県土強靱化対策特

別委員会委員の辞任が許可されましたので、そ

の後任委員にごうまなみ議員を選任することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり選任することに決定され

ました。

次に、知事より、第82号議案乃至第92号議案
の送付がありましたので、これを一括上程いた

します。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます－知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日、ここに、

令和6年9月定例県議会を招集いたしましたと
ころ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜

り、厚く御礼を申し上げます。

説明に入ります前に、去る7月25日以降の活
発化した梅雨前線の影響により、山形・秋田両

県を中心に、大雨による河川の氾濫や土砂災害

による被害が発生しております。

また、先日の台風10号の影響による大雨や強
風等により、全国各地で被害が生じており、県

内においても、各地域において、がけ崩れ等の

被害が発生したところであります。

お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に、心から哀悼の意を表しますとともに、被

害を受けられた方々に衷心よりお見舞いを申し

上げます。

一方、去る8月26日、中国の軍用機が本県男
女群島沖の領海上空を侵犯したことが明らかと

なりました。

県としては、国に対し、県民の安全・安心を

預かる立場を伝えるとともに、今回のような事

案が生じた場合の速やかな情報提供を依頼した

ところであります。

引き続き、県民の安全・安心を確保するため、

関係機関と連携し、適切に対処してまいります。

それでは、開会に当たり、当面する諸課題に

ついて所信を申し述べますとともに、前定例会

以降、今日までの県政の重要事項について、ご

報告を申し上げたいと存じます。
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（赤潮による養殖魚の被害）

6月中旬から橘湾、西彼、県北海域など県内
各地で複数種の赤潮が同時かつ長期にわたって

発生し、現時点でブリ、ヒラマサ、シマアジ、

クロマグロなど約57万尾の養殖魚がへい死す
るなど、甚大な被害が生じており、被害額とし

ては過去最大となる約16億円が見込まれてお
ります。

私も去る6月27日に橘湾、7月26日に伊万里湾
の現地を訪問し、養殖業者の皆様に直接お会い

して被害状況を確認してまいりました。

今回の被害の発生を受け、県としては、関係

市や関係団体と連携し、まず緊急の対応として、

へい死した養殖魚の処理や赤潮の防除剤散布等

にかかる経費の支援について、予備費等で速や

かに措置したところであります。

また、被害を受けた養殖業者の声も踏まえ、

代替魚の確保や被害低減が期待される足し網な

どの導入にかかる経費の支援、経営再建・事業

継続に向けた金融支援等を行うため、関係予算

を本定例県議会に提案しております。

一方、近年、赤潮被害が本県をはじめ広域的

に発生し、甚大な被害を及ぼしており、その対

応や対策については県単独では限界があり、国

による支援が不可欠な状況となっております。

そのため、7月30日に、徳永県議会議長とと
もに、赤潮被害が発生している熊本県や鹿児島

県と合同で、坂本農林水産大臣及び松本総務大

臣に対し緊急要望を行いました。

私からは、今回の赤潮被害の状況や本県の対

応を説明し、共済制度の見直しや被害軽減技術

の開発、複数県に跨るような大規模赤潮が発生

した際の防除対策の推進などについて、国にお

いて最大限の配慮をいただくよう要望いたしま

した。

両大臣からは、「重大な被害と認識しており、

両省で連携しながら対応してまいりたい」との

お話をいただいたところであります。

県としては、引き続き、地元市や関係者の方々

とともに、本県選出国会議員の皆様や県議会の

お力添えも賜りながら、養殖業に携わる皆様が、

将来に希望を持って働き続けられるよう力を注

いでまいります。

（九州新幹線西九州ルートの整備促進）

九州新幹線西九州ルートについては、去る7
月24日と30日、与党整備新幹線建設推進プロジ
ェクトチーム「九州新幹線（西九州ルート）検

討委員会」において、本県や佐賀県、JR九州の
ほか、沿線自治体や経済団体に対し、西九州ル

ート（新鳥栖～武雄温泉間）の整備の在り方に

関する意見聴取が行われました。

本県からは私が出席し、これまでの経緯や西

九州新幹線の開業効果に加え、関西圏からの大

規模なインバウンド需要の取り込みや、災害・

有事などに備えた輸送機能としての重要性など、

新幹線ネットワークにつながることの必要性を

説明いたしました。

併せて、議論が膠着している現状を打開する

ための、課題解決に向けた具体策の提示や、国

を交えた関係者間による協議の実施など、1日
も早い全線フル規格による整備の実現に向けた

具体的な対応について、強く求めたところであ

ります。

県としては、引き続き、政府・与党をはじめ

関係者に対して、議論の進展や地域課題の解決

について働きかけるとともに、関西直通運行の

実現に向けた機運醸成を図るなど、西九州地域

全体の発展に資する全線フル規格による整備の

早期実現に向け、力を注いでまいります。

（長崎～ソウル間の国際航空路線の運航）
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長崎～ソウル間の国際定期航空路線について

は、平成31年3月から運休となっており、県に
おいては、この間、航空会社や旅行会社等と協

議を続けてまいりました。

こうした中、このたび、韓国からの観光客を

対象とするチャーター便が、9月13日から22日
にかけて4往復運航されることが決定いたしま
した。加えて、10月27日からは、大韓航空によ
る、長崎空港と仁川国際空港を結ぶ定期便が、

週4便で運航再開の運びとなりました。
仁川という世界的なハブ空港と直行便で結ば

れることにより、インバウンドの拡大に加え、

長崎空港から海外への渡航がますます便利とな

り、観光やビジネスなどアウトバウンドの促進

にもつながるものと期待しております。

運航再開に向けては、これまで航空会社等に

対し、トップセールスを行ってきており、今般、

8月22日から23日にかけて、私自身が改めて大
韓航空本社や旅行会社等を訪問し、今後の安定

運航及び利用促進に向けた意見交換や本県の

PRを行ってまいりました。
意見交換の中では、大韓航空の崔晶皓副社長

から「当路線については、成長させていくべき

路線と考えている」との積極的な意向が示され

たほか、各訪問先においても、今回の運航再開

による交流拡大に大きな期待を寄せているとの

お話や、今後の利用促進にかかるご要望等をい

ただいたところであります。

県としては、待望の運航再開となった長崎～

ソウル線について、本県の魅力を幅広く発信し

て誘客促進に努めるほか、引き続き、更なる国

際航空路線の拡大に向けた取組を推進し、海外

からの交流人口の増加につなげてまいります。

（離島航路の維持・確保）

本土と離島を結ぶ離島航路におけるジェット

フォイルについては、海上高速交通として、高

速性や乗り心地、就航率に優れ、住民の移動手

段はもとより、離島医療の確保や交流人口の拡

大等にも重要な役割を担っており、現在、県内

では、2事業者において計4隻が運航されており
ます。

一方、いずれも船齢が30年を超えるなど老朽
化が進んでおり、早期の更新が待たれるところ

でありますが、運航事業者が大変厳しい経営環

境にある中、建造費の高騰などもあり、事業者

単独による更新は非常に負担が大きくなってお

ります。

このため、国を含めた関係者間で検討を重ね、

今般、国庫補助事業の活用と併せて、県や地元

市が協調して支援するスキームを構築いたしま

した。

これにより、船齢が39年と最も高い「博多～
壱岐～対馬」間を結ぶジェットフォイル「ヴィ

ーナス2」について、保有する九州郵船株式会
社において、更新が進められる運びとなりまし

た。

今年度中に新船建造に着手し、令和10年度前
半の就航を目指すとされており、バリアフリー

や船内環境の向上にも配慮した新船の就航によ

り、離島住民等の航路利用者の安全・安心な移

動や、観光・ビジネス等の交流人口の拡大に寄

与するものと考えております。

県としては、今後とも、国や関係自治体等と

連携し、離島の海上高速交通の維持・確保に力

を注いでまいります。

（長崎の被爆体験者の救済）

去る8月9日、長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式
典後に、被爆体験者の皆様が、岸田総理大臣及

び武見厚生労働大臣と面会され、長崎の被爆体

験者を被爆者として認めてほしいと訴えられま
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した。

これを受けて直ちに、岸田総理から武見大臣

に対し、「政府として早急に課題を合理的に解

決できるよう、長崎県、長崎市を含め、具体的

な対応策を調整するよう」とのご指示がなされ

たところであります。

県としては、被爆体験者の皆様の救済に向け

て、一歩前進したものと捉えており、私からも、

その日のうちに武見大臣へお電話させていただ

き、改めて被爆体験者の救済について、お願い

をいたしました。

高齢化が進む被爆体験者の皆様の現状を踏ま

えると、国において、スピード感を持って検討

を進めていただくことが重要であると考えてお

ります。

今後とも、長崎市と連携しながら、被爆体験

者の救済に向けた国との調整等について、適切

に対応してまいります。

（日本スポーツマスターズ2024長崎大会の
開催）

いよいよ「日本スポーツマスターズ2024長崎
大会」の開催まで残すところ2週間余りとなり
ました。9月7日からは、長崎市において、会期
前競技として水泳競技が始まるなど、大会の機

運が一気に高まってきたところであります。

今回のマスターズは、県内10市町で各種球技
など13競技が実施され、選手やその他関係者等
を含め、約1万人の参加者が見込まれておりま
す。

9月27日の開会式や各競技の会場等において
は、本県の全国に誇れる食や県産酒による、お

もてなしや販売を行うなど、来場された皆様に、

本県の魅力をしっかりと発信してまいりたいと

考えております。

県としては、参加者をはじめ、多くの皆様の

心に残る、魅力あふれる大会となるよう、市町

や競技団体等とともに、開催に向けた最終確認

並びに期間中の大会運営に全力を注いでまいり

ます。

（ながさきピース文化祭2025の開催準備）
「ながさきピース文化祭2025」については、

去る9月6日に文化庁の実行委員会において、正
式に実施計画の承認をいただきました。引き続

き、来年9月の開催に向け、県や市町、関係団
体等が一丸となって着実に準備を進めてまいり

たいと考えております。

また、開催1年前となる9月14日には、長崎市
の出島表門橋公園において、カウントダウンボ

ードの除幕式等を行うこととしており、今後も

節目節目でのイベント実施に加え、県内外への

情報発信をさらに強化することにより、開催に

向けた機運のより一層の向上に努めてまいりま

す。

（大阪・関西万博における出展）

来年4月から開催される「大阪・関西万博」
は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテー

マに、SDGsの達成への貢献やSociety5.0の実現
を目指し、半年間にわたって様々な催しや出展

等が行われます。

地球規模の様々な課題に取り組む国際博覧会

として、世界中の英知が集まり新たなアイデア

が創造発信される予定であり、期間中、国内外

から約2,820万人の来場者が見込まれておりま
す。

このような中、今般、本県の呼びかけにより、

本県並びに九州の魅力を国内外に広く発信し、

誘客を図ることを目的として、来年9月3日から
3日間、万博の催事会場の一つである大阪市の
EXPOメッセにおいて、九州各県による共同PR
ブース等を出展することとなりました。
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今後とも、九州各県と連携しながら、魅力あ

る出展となるよう準備を進めてまいります。

（海外との交流促進）

去る9月3日から4日まで、長崎県・釜山広域
市友好交流関係樹立10周年を記念し、徳永県議
会議長をはじめ、県議会の皆様とともに韓国の

釜山広域市を訪問いたしました。

今回の訪問では、釜山広域市の朴享埈市長や

安成民議長らと意見交換を行い、本県と釜山広

域市とのさらなる友好交流や、文化・観光など

各分野での交流拡大の取組を一層推進していく

ことを確認いたしました。

また、釜山広域市訪問に引き続き、9月4日か
ら6日まで、長崎～上海定期航空路線開設45周
年に際し、徳永県議会議長並びに県議会の皆様、

市町長、経済界等の皆様とともに中国の上海市

を訪問いたしました。

現地では、長崎～上海線を運航する中国東方

航空の王志清董事長を訪問し、45周年を迎えた
当路線のさらなる発展について意見交換を行う

とともに、地元の旅行会社などに対し、本県の

観光等の魅力を発信する説明会を開催いたしま

した。

さらに、上海市人民政府の龔正市長とも面会

し、本県と上海市との友好交流の促進や経済分

野等での交流拡大に向けて、意見を交わしたと

ころであります。

県としては、長年築いてきたこうした友好交

流の絆を大切にしながら、本県と地理的に近く、

歴史的に深い繋がりを持つ中国や韓国との経済

や文化・教育など幅広い分野での交流を積極的

に推進してまいります。

（石木ダムの推進）

石木ダムについては、これまで総事業費285
億円、工期は令和7年度末までとして、完成を

目指してまいりましたが、人件費や資材価格の

高騰、建設業における働き方改革の取組などに

加え、反対住民による妨害活動の影響等により、

事業費及び工期の見直しは避けられない状況と

なりました。

そうした中、去る8月2日に開催された長崎県
公共事業評価監視委員会において、県が事業主

体である治水面について再評価が行われ、県か

らは総事業費を420億円、完成工期を令和14年
度末として事業を継続する対応方針をお示しし、

ご審議をいただいた結果、9月2日付で原案どお
り認めるとの意見書が提出されたところであり

ます。

なお、利水面の再評価についても、事業主体

である佐世保市において、今年度中に実施され

ると聞いております。

一方、ダム周辺の地域振興策についても、現

在、佐世保市及び川棚町とともに、水源地域整

備計画として、素案のとりまとめを進めており、

できるだけ早く公表し、川棚町民の皆様にダム

完成後のイメージを持っていただきたいと考え

ております。

石木ダムは、洪水や渇水などの自然災害から

地域の皆様の安全・安心を確保するために必要

不可欠であります。また、川原地区にお住まい

の13世帯の皆様のご理解とご協力を得たうえ
で、事業を円滑に進めることが最善であるとい

う考えに変わりはなく、引き続き、ご理解をい

ただくための様々な努力を続けてまいります。

県としては、今後とも、石木ダムの一日も早

い完成に向け、佐世保市及び川棚町と一体とな

って事業の推進に全力を注いでまいります。

（企業誘致の推進）

去る7月12日、横浜市に本社を置く日揮株式
会社が、長崎市への立地を決定されました。同
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社は、日揮グループの主要事業会社であり、5
年間で8名を雇用し、各種プラント・施設の設
計・調達事業などを行うこととされております。

なお、同社は、住友商事株式会社や株式会社

大島造船所と連携し、浮体式洋上風力発電の浮

体構造部材の量産技術の確立や、新たなサプラ

イチェーンの構築を目指されており、今後、県

内企業への受注拡大につながることが期待され

ます。

また、7月17日には、栃木県に本社を置く株
式会社タスクが、長崎市への立地を決定されま

した。同社は、5年間で12名を雇用し、医療用
注射針や新規製品の研究開発などを行うことと

されております。

さらに、7月23日には、愛知県に本社を置く
アイサンテクノロジー株式会社が、長崎市への

立地を決定されました。同社は、5年間で12名
を雇用し、社内システムのほか、段階的に自動

運転関連システムの開発などを行うこととされ

ております。

加えて、8月2日には、東京都に本社を置くハ
イ・アベイラビリティ・システムズ株式会社が、

初の地方拠点として長崎市への立地を決定され

ました。同社は、5年間で18名を雇用し、金融
機関等に向けた基幹システム開発を行うことと

されております。

このほか、8月20日には、東京都に本社を置
くSBエンジニアリング株式会社が、長崎市への
立地を決定されました。同社は、5年間で18名
を雇用し、全国のスマートシティやスマートビ

ルにおける次世代通信ネットワークの研究開発

などを行うこととされております。

一方、企業誘致の受け皿となる工業団地の整

備に関しては、東彼杵町から提案のあった、工

業用水日量4,000トン以上かつ面積約29ヘクタ

ールの候補地について、半導体市場等の拡大に

伴う企業の投資スピードに対応した整備を図る

ため、民間事業者から整備手法等の提案を受け

ることとし、県においては、東彼杵町と連携し

て、8月29日から公募を開始したところであり
ます。

今後、実施主体となる民間事業者の決定に向

けた手続きを進め、サプライチェーンの中核と

なる、いわゆるアンカー企業の誘致に適う工業

団地の早期整備を目指して取り組んでまいりま

す。

県としては、引き続き、地元自治体や関係機

関と連携しながら、雇用の拡大と地域経済の活

性化に資する企業誘致の推進に力を注いでまい

ります。

（県内企業への上場支援）

去る8月29日、佐世保市に本社を置くCross
Eホールディングス株式会社が、福岡証券取引
所に上場され、本県では5年ぶりの上場企業と
なりました。

同社は、施設管理及び環境関連プラントへの

機械器具設置工事などを手がける企業を傘下に

置く持ち株会社であり、県としても、今年度か

ら上場意欲のある企業を対象に実施している、

「上場チャレンジステップアッププロジェクト

事業」に参加いただくなど、上場に向けて後押

ししてきたところであります。

今後とも、成長を目指す県内企業への支援を

通じて、本県産業の発展を図ってまいります。

（オリンピック・パラリンピックにおける本

県ゆかりの選手の活躍）

この夏、多くの国民が注目したパリオリンピ

ック・パラリンピックには、本県ゆかりの選手

3名が出場され、すばらしい活躍を見せてくれ
ました。
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オリンピックでは、柔道競技の永瀬貴規選手

が男子81kg級において史上初となる2連覇を果
たし、3大会連続でメダルを獲得されました。
また、混合団体でも銀メダルを獲得され、輝か

しい成績を収められました。

さらに、パラリンピックでは、車いすバスケ

ットボール競技女子の江口侑里選手、カヌー競

技女子の宮嶋志帆選手が、最後まで粘り強く健

闘されました。

こうした選手たちの活躍は、スポーツを愛す

る子どもたちをはじめ、県民に大きな夢と感動

を与えるものであります。県ではそのご活躍を

たたえ表彰することとし、永瀬選手には「県民

栄誉賞特別賞」を、江口選手、宮嶋選手には「県

民表彰特別賞」をそれぞれお贈りすることとし

ております。

選手の皆様のご活躍に心から敬意を表します

とともに、今後の更なる飛躍を期待する次第で

あります。県としても、世界で活躍できる選手

の発掘や育成・強化に取り組んでまいります。

（スポーツの振興）

本県の中・高校生も各種全国大会において、

見事な活躍を見せてくれました。

去る7月21日から8月20日まで、本県を含む北
部九州4県を中心に、全国高等学校総合体育大
会が開催されましたが、本県では、高円宮承子

女王殿下のご臨席を仰ぎ開催されたアーチェリ

ー競技をはじめ、卓球、ソフトテニスなど9競
技が実施され、全国各地から、期間中延べ約15
万人の参加をいただきました。

県勢は、登山競技団体女子で長崎北陽台高校、

レスリング競技男子55kg級で島原高校3年小川
大和選手、柔道競技女子48kg級で長崎明誠高校
3年近藤杏樹選手がそれぞれ優勝するなど、団
体・個人合わせて40の入賞を果たしました。

県内の各会場や案内所等では、地元の高校生

に大会運営や歓迎行事、清掃活動などに携わっ

ていただくなど、本県を訪れた方々に長崎の魅

力が十分に伝わる、心に残る大会となったもの

と思っております。

これもひとえに、県議会をはじめ関係市町、

競技団体、県民の皆様のご支援、ご協力のたま

ものであり、心から感謝申し上げます。

また、7月22日から8月16日まで東京都を中心
に開催された全国高等学校定時制通信制体育大

会において、卓球競技女子団体で鳴滝高校通信

制、バドミントン競技女子団体でこころ未来高

校、剣道競技女子個人で佐世保中央高校通信制

2年髙橋ひな選手がそれぞれ優勝を果たしまし
た。

さらに、8月17日から25日まで北信越5県で開
催された全国中学校体育大会では、バレーボー

ル競技女子で諫早市立諫早中学校、剣道競技男

子団体で長崎南山中学校が準優勝するなど団

体・個人合わせて11の入賞を果たしました。
一方、成年競技においては、7月にイタリア

で開催された、第19回世界剣道選手権大会にお
いて、松﨑賢士郎選手、草野龍二朗選手が男子

団体戦で、竹中美帆選手が女子団体戦で優勝さ

れました。さらに松﨑選手においては、男子個

人戦で準優勝を果たされました。

選手並びに指導に当たられた関係者の皆様の

ご健闘を心からたたえるとともに、引き続き、

県民に希望と活力を与えるスポーツの振興と競

技力の向上に力を注いでまいります。

次に、議案関係についてご説明いたします。

まず、補正予算でありますが、今回は、国庫

補助事業の内示等に伴う事業費の追加、その他

緊急を要する経費について編成いたしました。

一般会計25億8,171万9,000円の増額補正を
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しております。

この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、7,381億1,449万
8,000円となり、前年同期の予算に比べ、294億
3,906万7,000円の減となっております。
次に、予算以外の議案のうち、主なものにつ

いてご説明いたします。

第85号議案「長崎県安心こども基金条例の一
部を改正する条例」は、国の子育て支援対策臨

時特例交付金に基づく基金が延長されることに

伴い、所要の改正をしようとするものでありま

す。

第88号議案「契約の締結の一部変更につい
て」は、主要地方道小浜北有馬線道路改良工事

（（仮称）大亀矢代トンネル）について、工事

内容の一部変更に伴い、契約金額を変更しよう

とするものであります。

第91号議案「第4次長崎県男女共同参画基本
計画の変更について」は、第4次長崎県男女共
同参画基本計画の数値目標について、一部変更

しようとするものであります。

第92号議案は、長崎県収用委員会の委員及び
予備委員の任命について議会の同意を得ようと

するものであります。

委員といたしまして、佐野竜之君、楠大典君、

予備委員といたしまして、山下肇君を任命しよ

うとするものであります。

いずれも適任と存じますので、ご決定を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

なお、収用委員会委員を退任されます三好德

明君には、在任中、多大のご尽力をいただきま

した。この機会に厚くお礼申し上げます。

その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。

何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（徳永達也君） 本日の会議は、これにて

終了いたします。

明日から、9月12日までは、議案調査等のた
め本会議は休会、9月13日は、定刻より本会議
を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午前１０時３７分 散会 ―
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産業労働部政策監 石 田 智 久 君

教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員 中 島 廣 義 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 辻   良 子 君

公安委員会委員 森   拓二郎 君

警 察 本 部 長 遠 藤 顕 史 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任) 田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君
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局 長 中 尾 美恵子 君
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議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（徳永達也君） ただいまから、本日の会

議を開きます。

これより、一般質問を行います。

溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）（拍手）〔登壇〕 皆

さん、おはようございます。

自由民主党、佐世保市・北松浦郡選挙区選出、

溝口芙美雄でございます。

通告に従いまして、順次質問をさせていただ

きます。

1、知事の基本姿勢について。
（1）石木ダムの建設促進について。
近年、気候変動の影響により、全国各地で甚

大な自然災害が頻発する中、川棚川流域におい

て、洪水被害を軽減するとともに、佐世保市に

安定した水源を確保するための石木ダムの必要

性は、より一層高まっており、地域住民の皆様

の安全・安心を守り、県北地域の発展を考える

うえでも、早急にダムを完成させなければなり

ません。

去る8月2日に開催された「長崎県公共事業評
価監視委員会」において、県は、石木ダムの総

事業費を285億円から420億円に、完成工期を令
和7年度末から令和14年度末に見直すとの方針
を示し、去る9月2日には、委員会から原案どお
り認める意見書が提出されたところであります

が、総事業費や完成工期を大きく変更せざるを

得ない事態となったことは、ダムの完成を待ち

望む多くの佐世保市民のことを思うと、非常に

残念でならず、また、事業費の増額に伴い、共

同事業者である佐世保市の負担額が増額するこ

とについても憂慮しております。

そこで、総事業費が、これまでの約1.5倍、工
期が7年延長と大きく見直すことになった今回
の事業計画の変更について、知事の見解をお尋

ねいたします。

また、今回、事業計画を変更し、完成工期を

7年間延長したのは、労働基準法改正に伴う建
設業の働き方改革などの影響もさることながら、

事業に反対されている方々による妨害行為の影

響も大きいと考えられます。

令和14年度末までの確実な完成に向けて、今
後、どのように事業を進めていくのか、改めて

知事の見解をお尋ねいたします。

（2）九州新幹線西九州ルートの整備促進につ
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いて。

西九州新幹線が開業して、この9月に2周年を
迎えます。沿線市を中心にまちづくりが進み、

インバウンドを含めて多くの方々に利用される

など、新たなにぎわいがもたらされています。

一方、新鳥栖－武雄温泉間については、いま

だ整備方式が決まっておらず、関係者間で議論

が続いています。

こうした中、7月に開催された「与党PT九州
新幹線（西九州ルート）検討委員会」では、地

元へのヒアリングが行われ、本県からは、大石

知事、長崎市 鈴木市長、大村市 園田市長、長

崎県商工会議所連合会 森会長が出席し、西九州

新幹線の効果や全線フル規格の必要性を訴えら

れたと承知しております。

また、8月23日には、国土交通省と佐賀県の
間で、約1年半ぶりに幅広い協議が行われまし
たが、大きな進展はなかったと伺っております。

そもそも、新幹線は、国家プロジェクトであ

り、長崎県や佐賀県といった地元だけではなく、

様々な関係者が協力して進めるべきものだと考

えております。

新幹線の効果を最大限発揮するためにも、全

線フル規格による整備が望まれますが、県は、

新鳥栖－武雄温泉間の整備促進に向けて、どの

ように取り組まれるのか、お尋ねいたします。

新幹線について、全国を見ますと、未着工区

間は、西九州ルート（新鳥栖－武雄温泉間）と

北陸新幹線（敦賀－新大阪間）の2区間だけで
あります。

しかしながら、近年では、東九州新幹線や四

国新幹線においても、整備計画路線への格上げ

に向けた機運が高まっており、与党PT九州新幹
線（西九州ルート）検討委員会の森山委員長も、

「新幹線は、全国から希望が多く、西九州ルー

トだけではない」という発言もされています。

このような中、北陸新幹線の議論が進み、整

備財源が先行して確保されることになれば、西

九州ルートの着工が大幅に遅れてしまうのでは

ないかと心配しております。

そこで、西九州ルートの財源確保について、

どう対応するのか、お尋ねいたします。

（3）県北地域の振興対策について。
IR誘致は、県と佐世保市が一体となって、県
政の重要プロジェクトとして取り組んできたも

のであり、観光振興を中心とした交流人口や観

光消費額の拡大をはじめ、雇用創出、まちづく

りの推進など、佐世保市や県北地域の地域経済

が大きく飛躍する絶好の機会でありましたが、

不認定となったことについては残念な思いでな

りません。

IR誘致の現状を踏まえた県北地域の振興対
策については、先行的に国際自転車ロードレー

スである「ツール・ド・九州」の佐世保開催を

表明され、9月補正予算において、関係準備経
費が計上されているところであります。

IR誘致は、民間投資によるプロジェクトであ
り、それと同様の投資や効果を目指すことは難

しいものと考えておりますが、これまでのIR誘
致活動を活かした施策に加え、今後の県北地域

の振興対策については、どのような考えのもと、

どういった分野に注力する考えなのか、お尋ね

いたします。

（4）中期財政見通しと財政運営について。
石木ダム建設、九州新幹線西九州ルートをは

じめとした重点プロジェクトの推進や、本県の

重要課題である人口減少対策、産業の振興、頻

発化・激甚化する自然災害等へ対応するために

は、当然ながら財政に裏打ちされた予算が必要

となります。
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県においては、去る9月9日に、令和7年度か
ら5年間の「中期財政見通し」を策定、公表さ
れました。

大石知事のもと、これまで取り組んでこられ

た財政健全化の取組により、ここ数年、基金を

取り崩さない財政運営が達成できていることを

評価しているところであります。

一方で、今回の「中期財政見通し」によると、

歳出面において、社会保障関係費の継続的な伸

びに加え、公債費負担の増加により、令和7年
度以降、毎年、約20億円の財源不足が生じるな
ど、再び厳しい財政状況が続く見込みとなって

おります。

このような中で、本県が直面する様々な課題

の解決に必要な事業に取り組むためにも、歳

入・歳出両面からの収支改善の取組を着実に図

り、財政の健全化を確保していく必要があるも

のと考えております。

そこで、今回の「中期財政見通し」の策定を

踏まえた本県の財政状況の認識と、今後の財政

運営の考え方について、知事にお尋ねいたしま

す。

2、農林業の振興について
（1）本県農林業の現状と今後の取組について。
地形や自然条件を活かした多様な農林業が営

まれているなど、離島・半島を多く抱える本県

にとって、農林業は重要な基幹産業となってお

ります。

農業産出額においては、野菜、花きを中心と

した施設園芸の推進や露地野菜の拡大、肉用牛

の振興などにより、令和4年は1,504億円と、10
年前より82億円増加しているところでありま
す。

しかし、一方では、総農家戸数は平成22年か
ら令和2年の10年間で約1万戸減少し、基幹的農

業従事者での65歳以上の割合は62％を占める
など、今後、農林業、農山村地域では、農業従

事者のさらなる減少や高齢化に伴って、生産基

盤の維持が危惧されるものではないかと考えて

おります。

こうした状況の中、本県農林業を維持・拡大

していくためには、農業産出額をいかに向上し

ていくのかが重要と考えますが、県は、今後、

どのように取り組んでいくのか、お尋ねいたし

ます。

（2）農業のグリーン化の推進について。
国では、農業の生産力向上と持続性の両立を

イノベーションで実現させるため、「みどりの

食料システム戦略」を令和3年に策定し、化学
肥料、化学農薬低減技術などによるグリーンな

栽培体系への転換に向けた取組を推進していま

す。

本年6月には、農水経済委員会の県外視察に
おいて、京都大学の日本教授を訪問し、生物多

様性の維持などの観点から、レーザービームを

用いた害虫防除など、新たな技術開発や普及の

必要性について説明をいただきました。

本県においても、このように環境負荷低減や

持続的な農業のために、農薬のみに依存しない

防除等を推進することが重要と考えます。

そこで、農業のグリーン化について、県では、

これまで、どのような取組を行い、今後、どう

推進していくのか、お尋ねいたします。

3、水産業の振興について。
（1）2023年漁業センサス結果について。
水産業は、本県経済を支える重要な基幹産業

の一つであります。

近年は、生産量や魚価の回復など、明るい兆

しが見られる一方で、燃油や資材、飼料価格の

高止まりなど、社会経済情勢の変化を受け、漁
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業者にとって厳しい状況が続いております。

そのような中、先日、国から公表されました

「2023年漁業センサス結果の概要」によると、
県内の漁業就業者数や漁業経営体数は、全国2
位であるものの、前回調査の平成30年と比較し
ますと、その数値の減少が顕著であります。

今後とも、本県の重要な産業である水産業を

振興していくに当たり、県は、この結果を踏ま

え、どのような施策を推進しようとしているの

か、お尋ねいたします。

（2）赤潮対策について。
昨年度に引き続き、今年も大規模な赤潮によ

る養殖魚の被害が県内各地で発生し、養殖現場

においては、連日のモニタリング調査に加え、

長期間にわたる餌止めや防除剤散布などの被害

防止対策に取り組んでこられました。

養殖業者においては、養殖魚の被害だけでな

く、防除剤散布やへい死魚処理にかかる費用な

ども大きな負担となっております。

また、近年、赤潮の早期化、広域化、長期化

が進む中、これまでの監視体制強化や防除剤散

布、餌止めなどでは被害防止効果が限定的であ

り、今後、養殖業者が安心して養殖業を営んで

いくためには、新たな被害防止対策を早急に開

発・普及していくとともに、根本的な発生メカ

ニズムの解明や、広域的な防除対策など、県単

独では対応が困難な課題については、国や近隣

県と連携が必要であると考えております。

そこで、今回の赤潮被害に伴い生じた養殖業

者の負担軽減や、大規模な赤潮被害を繰り返さ

ないための今後の対策にかかる県の取組状況を

お尋ねいたします。

4、産業振興について。
（1）成長分野の産業振興について。
私は、かねてより、人口減少対策については、

産業振興を強力に推し進め、新たな雇用を生み

出すことが非常に重要であり、その中でも他産

業と比較して、雇用規模が大きく、所得水準が

高い製造業については、各県力を入れており、

本県においても、特に、注力すべき分野だと考

えております。

そのような中、本県では、造船業に次ぐ基幹

産業として、半導体や航空機、海洋エネルギー

関連などを成長分野と位置づけ、県内企業の育

成や企業誘致などの取組を進めており、一定の

成果が出てきていると認識しております。

これらについては、今後も成長が見込まれる

分野であり、さらに強化していく必要があると考

えております。

そこで、県で取り組む成長分野の支援の現状と

今後の取組について、お尋ねいたします。

（2）企業誘致について。
先日発表された東彼杵町における工業団地整

備については、これまで県が進めてきた市町主

体の整備手法ではなく、県が東彼杵町からの提

案を受ける中で、企業の動向等も踏まえながら、

スピード感を持った整備手法をとるため、民間

事業者からの提案を受け入れるなど、これまで

にない戦略的な取組であると承知しております。

九州における半導体関連企業の投資が過熱す

るのを受け、九州各県において工業団地の整備

が急ピッチで進められる中、本県にアンカー企

業の誘致にかなう工業団地がないことは、本県

への投資を取り逃がすことになり、今回、およ

そ29ヘクタールの整備面積を目指す取組は、一
定評価するところであります。

一方で、今後、大規模な工業団地が東彼杵町

に整備された場合、誘致する企業を県内で取り

合うことが懸念されます。とりわけ、東彼杵町

から距離的に近い佐世保相浦工業団地について
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は、特に、その影響が懸念され、両工業団地の

特徴に応じた誘致活動が必要だと思うが、県の

考え方について、お尋ねいたします。

（3）インバウンド対策について。
国等が発表している統計調査によると、我が

国の本年7月の訪日外国人観光客数は、約330万
人と好調であり、民間のシンクタンクの予測で

は、訪日需要は今後も継続すると見られ、令和

6年は年間3,477万人と、過去最高であった令和
元年の3,188万人を超えると言われております。
そのような中、本県の外国人延べ宿泊者数に

ついては、観光庁が発表している宿泊旅行統計

調査において、令和5年は約46万人泊、8月30
日に発表された令和6年6月は、速報値で約4万
3,000人泊となっており、前年同月と比較すると、
回復傾向ではあるものの、コロナ禍前の令和元

年と比較して約6割の回復にとどまっている状
況であります。

今後、本県への誘客拡大を図るためには、イ

ンバウンドの獲得に直結する国際航空路線の誘

致が大変重要と考えております。

先般、長崎～ソウル線の国際航空路線の再開

が発表されましたが、県として、今後、同路線

を活用したインバウンド誘客の取組をどのよう

に進めていくのか、お尋ねいたします。

5、道路行政について。
（1）西九州自動車道の整備促進について。
①松浦佐々道路の進捗状況について。

地域の振興や発展のためには、地域間の人や

モノの移動を支える道路、特に、高規格道路の

整備が重要な課題であります。

西九州自動車道は、県北地域の観光や産業、

さらに、地域経済の活性化に大きく寄与する道

路であります。

松浦佐々道路については、2つのトンネルが

既に貫通しており、特に、松浦インターチェン

ジから平戸インターチェンジ間の一日も早い供

用を期待しているところでありますが、松浦

佐々道路の現在の進捗状況について、お尋ねい

たします。

②4車線化事業の進捗状況について。
佐々インターチェンジから佐世保大塔インタ

ーチェンジ間は、交通渋滞や事故が頻繁に発生

していることから、4車線化の早期供用が望ま
れる区間であります。

工事は、着々と進んでいるようであり、令和

6年度から令和9年度にかけて、完成区間から順
次、供用すると発表されていますが、現在の進

捗状況と、今年度の供用予定について、お尋ね

いたします。

6、安全・安心な県土づくりについて。
（1）盛土対策について。
近年、記録的な大雨などの異常気象が激甚化、

頻発化している中、令和3年7月、静岡県熱海市
で、大雨に伴って盛土が崩落し、多くの人命や

財産が失われるという大規模な土石流災害が発

生しました。

このため、国においては、危険な盛土を規制

する「盛土規制法」を創設し、令和5年5月に施
行しております。

令和5年2月定例会において、私は、「『盛土
規制法』の施行に当たり、本県はどのように対

応を行う予定か」とお尋ねしたところ、「法に

基づく規制区域指定のための基礎調査に着手す

る」との答弁がありました。

県民の生命・財産を守る観点から、県におい

ても区域の指定に向けた準備を進めていると認

識しておりますが、現在の進捗と今後の予定に

ついて、お尋ねいたします。

また、本県は、急峻な山地や崖地が多く、平
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地が狭いことから、宅地や農地を生み出すため

に、盛り土や切土による地形の改変が広範囲に

行われる可能性があります。「盛土規制法」に

よる危険な盛り土の規制を実効あるものとする

ためには、地形の改変が広範囲に行われる可能

性があることを踏まえ、規制区域を指定する必

要があると考えますが、本県における考え方を

お尋ねいたします。

壇上からの質問を終了いたしまして、あとは

対面演壇席から再質問させていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 溝口議員のご質

問にお答えさせていただきます。

まず、はじめに、石木ダムの建設促進につい

て、総事業費がこれまでの約1.5倍、工期が7年
延長と、大きく見直すこととなった今回の事業

計画の変更についての見解をお尋ねいただきま

した。

石木ダムについては、これまで、総事業費を

285億円、工期を令和7年度末までとして、付替
道路工事と並行してダム本体の掘削工事に先行

着手するなど、工事の進め方を工夫しながら、

完成を目指してまいりました。

しかしながら、事業の進捗により、法面工や

仮設工など、追加工事の必要性が判明したこと

に加え、人件費や資材価格の高騰、建設業にお

ける働き方改革の取組、反対住民による妨害活

動の影響等もあり、今回の事業計画の変更は、

やむを得ないものであったと考えております。

次に、令和14年度末までの確実な完成に向け
て、今後、どのように石木ダム事業を進めてい

くのか、お尋ねをいただきました。

近年、全国各地で甚大な自然災害が頻発する

中、県民の安全・安心を確保することは行政の

重要な責務であることから、一日も早い完成を

目指す必要があると考えております。

また、今回の再評価においても、「計画期間

内の完成に向けて努力するように」とのご意見

をいただいたところであり、新たな工程に沿っ

て、着実に工事を進めてまいります。

一方で、住民の皆様のご理解とご協力を得た

うえで、事業を円滑に進めることが最善という

考えに変わりはなく、引き続き、話し合いの実

現に向け、様々な努力を続けてまいります。

次に、九州新幹線西九州ルートの整備促進に

ついて、新鳥栖－武雄温泉間の整備促進に向け

て、どのように取り組まれるのかとのお尋ねを

いただきました。

去る7月30日に開催された「与党PT西九州ル
ート検討委員会」において、私からは、これま

での経緯や西九州新幹線の開業効果に加え、関

西圏からの大規模なインバウンド需要の取り込

みや、災害、有事などに備えた輸送機能として

の重要性など、新幹線ネットワークにつながる

必要性を説明いたしました。

また、新幹線整備に関するルートや在来線な

どの課題に対する解決策の提示や、国を交えた

関係者間による協議の実施など、一日も早い全

線フル規格による整備の実現に向けた具体的な

対応を強く求めてまいりました。

さらに、令和7年度政府施策に関する提案・
要望に際しましては、自民党本部の森山総務会

長や公明党本部の山口代表などに直接お会いし

たほか、茂木自民党幹事長が本県を訪れた際に

も要望を行うなど、様々な機会を通じて、政府・

与党をはじめ、関係者への働きかけを行ってお

ります。

県としては、関西直通運行の実現に向けた機

運醸成を図るとともに、議論を前に進めるため、
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関係者間での協議を重ね、全線フル規格による

整備の早期実現に力を注いでまいります。

次に、西九州ルートの財源確保について、ど

う対応するのかとのお尋ねもいただいておりま

す。

北陸新幹線（敦賀－新大阪間）については、

令和元年度から、環境影響評価に着手をしてお

り、先般、国土交通省から与党PT北陸新幹線整
備委員会に対して、3つのルート案や事業費、
工期等が示され、同委員会においては、年内に

もルートを絞り込む方針を出されております。

また、令和7年度予算の概算要求では、着工
の条件が整った場合に対応できるよう、金額を

示さない事項要求とされたところであります。

一方、九州新幹線西九州ルートについては、

事業着手に必要な環境影響評価の予算が計上さ

れておらず、さらに厳しい状況にあるものの、

国土交通省は、西九州ルートの環境影響評価に

ついて、「議論の進捗によっては、既存の予算

で対応できる」との柔軟な姿勢を示されており

ます。

県としては、今後、財源議論に乗り遅れると、

北陸新幹線との一体的な財源の確保が困難であ

ると考えており、引き続き、国土交通省とも連

携を図りながら、政府・与党など、関係者への

働きかけを行ってまいります。

次に、県北地域の振興対策について、どのよ

うな考えのもと、どういった分野に注力してい

くのかとのお尋ねをいただきました。

県北地域の振興対策については、IR誘致によ
り得られた知見を活かしつつ、IRで目指してき
た広域的な周遊観光や多様な雇用の創出等を意

識しながら、地域の活性化につなげていく必要

があると認識をしております。

また、県だけではなく、関係市町や経済団体

等の皆様と一体となり、目的や目標を共有して

施策を構築し、持続可能な取組とすることが重

要であると考えております。

そのため、県では、振興策の検討において、

例えば、民間活力による集客、周遊観光の拠点

整備や、基地を活かした経済の活性化、再生可

能エネルギー等のカーボンニュートラル施策の

推進など、佐世保市をはじめ、市町及び民間の

方々のご意見をお聞きしながら、プロジェクト

の検討を行っているところであります。

今後とも、地元関係者の皆様や県議会等のご

意見を踏まえながら、佐世保市をはじめ、県北

地域振興と県全体の発展を目指し、具体的な施

策の構築に力を注いでまいりたいと考えており

ます。

次に、中期財政見通しを踏まえた本県の財政

状況の認識と今後の財政運営の考え方について、

どのように考えているのかとのお尋ねをいただ

きました。

今般、策定した「中期財政見通し」において

は、国の財政措置や継続的な収支改善対策等に

より、令和6年度は、財源不足が生じない見込
みとなっております。

しかしながら、令和7年度以降は、社会保障
関係費や、実質的な公債費の増加等により、財

源調整のための基金の取り崩しが見込まれてお

り、本県の財政状況は、さらに厳しさを増して

いく状況にあると認識をしております。

そのため、今後の財政運営に当たっては、物

価高騰など、社会経済情勢を注視しつつ、引き

続き、施策の重点化や着実な収支改善に取り組

むほか、国に対して、全国知事会等と連携しな

がら、地方税財源の確保・充実を強く要請して

まいります。

併せて、将来の公債費抑制に向け、中・長期
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的な視点で投資事業の重点化や効率化、各年度

間の負担の平準化等にも取り組み、持続可能な

財政運営を目指してまいりたいと考えておりま

す。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）農業産出額の向上に

向けて、県は、今後、どのように取り組んでい

くのかとのお尋ねですが、県といたしましては、

地域別、品目別に所得向上を図ることを目標と

した「産地計画」に基づき、農地等生産基盤や

集出荷施設の整備、外国人材の活用等による規

模拡大に加え、施設園芸の環境制御技術や、露

地作物でのドローン防除、肉用牛の分娩間隔の

短縮など、生産性向上やコスト縮減を図るため

のスマート農業の実証及び技術改良に取り組ん

でいるところです。

今後、こうした取組に加え、さらなる生産性

や収益性の向上を図るため、デジタル人材の育

成とスマート機器の普及・拡大、環境にやさし

いグリーンな栽培体系への転換などに取り組む

とともに、UIターン向け園芸団地の整備などに
より、新規就農者の確保を図ることとしており

ます。

引き続き、生産者や農業団体等と一体となっ

て、農業産出額の向上に努め、若者から選ばれ

る快適で暮らしやすい農林業の実現を目指して

まいります。

次に、農業のグリーン化について、県では、

これまでどのような取組を行い、今後、どう推

進するのかとのお尋ねですが、県では、令和4
年12月に「長崎県みどりの食料システム戦略ビ
ジョン」を策定し、グリーンな栽培体系への転

換に向け、化学肥料を低減するための有機質肥

料の利用や局所施肥、化学農薬を低減するため

の天敵昆虫や近紫外線の利用などを実証すると

ともに、必要な機器の導入支援等を行いながら、

グリーンな農業に取り組む農業者の認定を推進

してまいりました。

現在、国内の産学官が、総力を挙げて土壌微

生物機能の解明等による化学肥料低減技術や、

AIによる病害虫発生予察、光、音等の物理的手
法、天敵等の科学的手法等による化学農薬低減

技術など、科学的根拠に基づいた技術の開発を

進めています。

今後は、新たに開発された技術を各産地で実

証し、農業者の多くが取り組むことができる技

術体系として確立することにより、農業のグリ

ーン化を進めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 私からは、2点お答
えいたします。

まず、県は、2023年漁業センサスの結果を踏
まえ、どのような水産業振興の施策を推進しよ

うとしているのかとのお尋ねでございます。

今回の調査結果におきましては、前回調査の

2018年に比べ、漁業就業者数が22％、漁業経営
体数が20％減少しております。
一方で、近年の漁業生産量や産出額は増加傾

向にあり、このことは、県におけるIJターン者
の呼び込み強化による新規漁業就業者の確保・

育成や、新漁法導入などの新たなチャレンジの

支援による生産性や所得の向上の取組の成果が

あらわれているものと考えております。

県といたしましては、引き続き、漁業のスマ

ート化による担い手の確保・育成、資源管理に

よる水産資源の維持・増大、養殖業の沖合化な

どによる生産量の増大や輸出の促進など、様々

な施策を推進し、漁業者の所得向上などを図っ
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てまいります。

次に、今回の赤潮被害に伴い生じた養殖業者

の負担軽減や、大規模な赤潮被害を繰り返さな

いための今後の対策にかかる県の取組状況につ

いてのお尋ねでございます。

赤潮被害防止のために要した防除剤や、へい

死魚処理の費用につきましては、関係市と連携

して、既存制度により対応いたしております。

また、今後、赤潮が発生した場合でも、大き

な被害を防ぐ足し網など、新たな赤潮被害低減

対策を進めるため、必要な関係予算を本定例県

議会に提案しているところでございます。

さらに、赤潮メカニズムの解明や、新たな被

害低減技術の開発、また、複数県にまたがる大

規模赤潮の発生海域における防除などについて

は、国主導で対策を講じるよう、熊本県、鹿児

島県との3県合同で国に要望したところでござ
います。

引き続き、関係機関と連携し、生産者の負担

軽減を図りながら、赤潮に強い養殖産地の育成

に取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 私からは、2点
ご答弁申し上げます。

まず、県で取り組む成長分野の支援の現状と

今後の取組についてとのお尋ねでございます。

県では、人口減少対策が本県の喫緊の課題と

なっている中、経済波及効果が大きく、若者の

良質な雇用の場の確保が期待できる成長産業の

振興が重要であると考えております。

このため、これまで造船業で培った高い技術

力や優秀な人材を活かせる分野として、半導体

関連や航空機関連、洋上風力等の海洋エネルギ

ー関連の各分野について、企業の規模拡大が図

られるよう、設備投資や取引拡大、人材確保・

育成等の支援に取り組んでおります。

半導体関連については、国の調査によると、

この3年間で公表された投資額が、九州で4.7兆
円を超える中、他県との競争に勝ち抜くため、

スピード感を持って工業団地の整備等を進め、

アンカー企業の誘致を目指してまいります。

また、航空機関連については、市場の参入に

必要な認証企業数が九州トップとなるなど、九

州を代表する航空機産業集積県となっており、

今後、県内サプライチェーンの維持・強化に向

け、エンジン部品等のメンテナンス分野への参

入を後押ししてまいります。

さらに、海洋エネルギー関連では、西海市江

島沖での発電事業に関し、県内企業の参入を促

進するほか、今後、世界的に市場が拡大する浮

体式洋上風力発電分野で、大手企業が県内にお

いて、基礎部材の量産技術の確立などを目指す

世界初の取組に対し、県内企業のサプライチェ

ーン参入を支援してまいります。

今後とも、社会情勢や企業動向を的確に捉え

ながら、成長分野における企業誘致や県内サプ

ライチェーンの構築に取り組み、地域経済の活

性化と良質な雇用の場の確保に努めてまいりま

す。

次に、東彼杵町の工業団地と佐世保相浦工業

団地の両工業団地の特徴に応じた誘致活動に対

する県の考えについてとのお尋ねでございます。

県では、今回、整備予定の東彼杵町の工業団

地と佐世保相浦工業団地では、面積などインフ

ラの状況が違うため、誘致のターゲットとする

企業も異なるものと考えております。

具体的には、10ヘクタール以上の分譲を希望
することが多いアンカー企業に対しては、東彼

杵町の工業団地を提案する一方、分譲面積6ヘ
クタールの佐世保相浦工業団地については、中
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堅企業への誘致活動が中心になるものと考えて

おります。

なお、県から製造拠点の立地を提案している

アンカー企業に対し、比較的面積が小さくても

立地可能な研究開発拠点については、佐世保相

浦工業団地への立地を併せて検討いただくよう、

両団地の距離的近さを活かした提案も実施して

いるところであります。

今後とも、早期の企業立地に向け、工業団地

の特徴も活かした誘致活動を積極的に進めてま

いります。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）長崎～

ソウル線を活用したインバウンド誘客について

のご質問でございます。

長崎～ソウル線につきましては、本年10月27
日から、大韓航空による長崎空港と仁川国際空

港を結ぶ定期便が運航再開となったところでご

ざいます。

県では、定期便の利用促進を図るため、8月
に、知事自ら韓国を訪問し、県観光連盟会長の

同席のもと、大韓航空の崔副社長と意見交換を

行ったほか、ソウル特別市観光協会や旅行会社

へ、ソウル線を活用したツアー商品の造成など、

働きかけを行ってまいりました。

県といたしましては、運航再開を契機に、今

後も、旅行会社等を対象とした現地商談会の開

催や、SNS等を活用した情報発信を強化するな
ど、官民一体となって利用促進に努めてまいり

ます。

また、今回、就航する大韓航空は、フルサー

ビスキャリアで週4便の運航であることから、
インバウンド、あるいはアウトバウンド双方の

利便性向上が期待できます。

加えまして、仁川国際空港は、世界的なハブ

空港であり、韓国だけではなく、欧・米・豪等

からの誘客が期待できますことから、同路線を

活用した誘客促進に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 私から、2点お答え
させていただきます。

まず、西九州自動車道の松浦佐々道路の進捗

状況についてのお尋ねですが、西九州自動車道

の松浦佐々道路につきましては、今年度、92億
円の予算が確保されております。

松浦インターチェンジから平戸インターチェ

ンジ間におきましては、既に貫通した松浦1
号・2号トンネル内の舗装工事や、橋梁上部工
事などが進められており、令和7年度の供用に
向けて、順調に進捗していると国から伺ってお

ります。

また、平戸インターチェンジから江迎鹿町イ

ンターチェンジ間につきましては、用地取得が

9割を超え、今年6月から江迎3号トンネルの掘
削が開始されるなど、着実に進捗が図られてお

ります。

松浦佐々道路の整備促進のためには、予算確

保への取組が重要であることから、引き続き、

国に対して強く要望を行ってまいります。

次に、西九州自動車道の4車線化事業の進捗
についてのお尋ねですが、西九州自動車道の

佐々インターチェンジから佐世保大塔インター

チェンジ間の4車線化事業につきましては、現
在、事業区間全線にわたって工事が進められて

おり、来月26日には、完成間近の施設を活用し
たウォーキングイベントも開催されます。

今年度に供用する区間や時期につきましては、

近く公表されることを期待しているところでご

ざいます。引き続き、一日も早い全線供用を
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NEXCO西日本に対し働きかけてまいります。
〇議長（徳永達也君） 土木部技監。

〇土木部技監（植村公彦君）「盛土規制法」に

基づく区域指定に向けた作業の進捗状況と今後

の予定、並びに区域指定の考え方に関するお尋

ねでございます。

県におきましては、令和5年度から「盛土規
制法」に基づく基礎調査を、中核市である長崎

市と佐世保市を除く県全域で行いまして、この

調査結果を踏まえ、規制区域の案を作成したと

ころであり、近く公表することとしております。

併せて、法に基づく市町への意見聴取を行い、

規制区域を確定した後、県民や関係団体の皆様

への周知を図り、令和7年5月に規制区域の指定
と許可等の運用開始を行う予定でございます。

また、規制区域につきましては、国の基本方

針において、「リスクのあるエリアは、できる

限り広く指定することが重要」と示されており

まして、規制のないエリアを残した場合、そこ

に危険な盛り土が生じる可能性が高まります。

このことを踏まえ、全域を指定して、法に基づ

く規制を実効性のあるものにしたいと考えてお

ります。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） それぞれ、大石知事

をはじめ、執行部の皆さん、答弁ありがとうご

ざいました。

残った時間、幾らかの項目について再質問を

させていただきます。

まず、知事の基本姿勢についてですけれども、

知事の政治姿勢について、石木ダムや新幹線な

どの県の重点プロジェクトをはじめ、地域活性

化や財政運営につきましても、しっかりと取り

組んでいくとの答弁をいただきました。

しかしながら、一方で、連日のように知事の

政治資金に関する報道がなされ、知事がその対

応に追われるということは、「県政停滞を招い

ているのではないか」との厳しい意見も県民か

ら多く聞こえてまいります。

知事は、この県民の声に対し、強い危機感と

緊張感を持って対応すべきであります。

説明責任を十分に果たして、県民に信頼いた

だき、県政を進めることが知事の責務でありま

すが、改めて知事の決意をお伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まずは、私の後援会の資

金管理や収支報告書の記載内容をめぐって、県

民の皆様にご心配をおかけしていることに対し

て、深くお詫びを申し上げます。

また、県議会をはじめ、県民の皆様から厳し

いご意見をいただき、私自身、政治資金の管理

に至らない点があったことについては、深く反

省をしております。

溝口議員ご指摘のとおり、県政を進めるため

には、県民の皆様から信頼をいただくことが大

変重要であると考えております。

改めて、私自身が置かれている現状を自覚し

たうえで、危機感と緊張感を持って政治資金に

関するご指摘を真摯に受け止めて、県民の皆様

へ丁寧にご説明したうえで、ご理解をいただく

こととともに、県政の諸課題に対しても、県勢

の発展に全力を尽くすとともに、それによって

新しい長崎県づくりをできるように努力をして

いきたいと思っております。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） 本当に、県民にわか

りやすい説明をしていただきたいと思っており

ます。

先に、自民党の幹事長と私も知事のところに

行きまして、記者会見でも何でもいいですから、
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県民の前ではっきりした説明をしていただきた

いというお願いをしておりますので、このこと

について、ぜひ実行していただけるよう、よろ

しくお願い申し上げたいと思っております。

次に、石木ダムについて、現地では、いまだ

に事業に反対されている方々による座り込みな

どの妨害行為が続いておりますが、これ以上、

完成が遅れるようなことがあってはなりません。

先ほど答弁にあったように、話し合いの実現

に向け、努力を重ねることは大事なことであり

ますが、反対住民が設置している団結小屋など

の撤去を県が行うことなども検討すべき段階で

はないかと考えていますが、知事の見解をお尋

ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 行政代執行は、これまで

も申してきましたとおり、あくまでも最終手段

であり、ほかに取り得る方法がないという段階

で、状況を踏まえながら総合的に判断する必要

がまずあると考えております。

今回見直した工事工程に沿って、まずは、着

実に工事を進めること、そして、引き続き、川

原地区にお住いの13世帯の皆様のご理解とご
協力を得られるよう、話し合いの実現に向けた

努力も続けていきたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）話し合いをしていく、

話し合いをしていくということは、ずっと言わ

れてきていることですけれども、残念ながら、

これまでのところ、進展が見られないようであ

りますね。それで本当に話し合いが進むのか、

実現に向けて、今後、どのような形で進めてい

くのか、お尋ねをしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）住民との話し合いにつき

ましては、今回、ご了解をいただきました長崎

県の公共事業評価監視委員会からも、「最近の

豪雨災害の頻発等を踏まえた事業効果や技術的

な面などについて、ご説明を尽くしていただき

たい」という意見もいただいております。この

実現に向けて、まずは、県としても検討してい

きたいと思っています。

また、現在、水源地域整備計画の素案を策定

中でございます。これをできるだけ早い時期に

公表しまして、13世帯を含む川棚町民の皆様に、
地域振興策に対する具体的なイメージを持って

いただくことで、石木ダム事業への理解促進に

つなげていきたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）石木ダムを早く完成

していかないと、人口減少があっているから、

もう石木ダムは要らないのではないかというそ

ういう意見が出ていますけれども、やはり企業

誘致をするにしても、水がないとこないんです

ね。だから、石木ダムの建設というのは、佐世

保市にとっても、本当に重要な課題だと思って

おります。

ですから、この10回延長ですから、今回、7
年間延長したということは、やはりその間に完

成をさせなければいけないと思っております。

今後、水を確保するためにも、ぜひ石木ダムの

建設を促進していただければと、このように思

っております。

次に、九州新幹線（西九州ルート）の整備に

当たっては、平成4年に県北地域の苦渋の決断
があり、現在の短絡ルートが決定した経緯があ

ります。

県北地域としては、佐世保線についても、新

幹線と同様、県の重要課題と認識しており、こ

れまでも、佐世保線の輸送改善について、要望
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を行ってまいりました。

そこで、県は、佐世保線の輸送改善について、

どのように考えているのか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川正純君）JR佐世保線は、
佐世保市と福岡都市圏を結ぶ幹線の一部として

重要な路線と認識しており、平成4年に示した
「九州新幹線（長崎ルート）等の整備に関する

基本的考え方」に基づき、佐世保線の輸送改善

を図っているところであります。

未整備区間の在来線の扱いは明らかになって

おりませんが、令和3年の与党PT西九州ルート
検討委員会において、「鉄軌道路線として維持

することが適当であり、その際、JR九州による
運行が不可欠」との方向性が示されております。

県としては、引き続き、JR九州や政府・与党
に対して、県北地域の鉄道輸送の利便性確保を

はじめ、課題の解決に向けた議論の進展を働き

かけてまいります。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）県北地域への周遊促

進について、九州新幹線（西九州ルート）は、

今月、開業2周年を迎えることになります。様々
なイベントが催されていると伺っておりますけ

れども、こうしたイベントを通して、多くの方

が新幹線を利用されることに加え、県北地域を

含めた各地を訪れてもらうのが重要だと考えて

おります。

そこで、県は、新幹線利用者の周遊促進につ

いて、どのように取り組まれるのか、お尋ねい

たします。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） JR九州は、9
月21日、開業2周年を記念し、西九州新幹線が
乗り放題となるTシャツ切符の販売や、大村車

両基地で、新幹線かもめのお掃除イベントを実

施するほか、新幹線各駅では、沿線市が中心と

なって記念イベントが実施される予定でありま

す。

県では、こうしたイベントと連携し、新幹線

を利用された方の周遊を促すため、佐世保駅に

おいて、県北地域をはじめ、県内市町のご当地

グルメや特産品の出店のほか、音楽ステージな

どのイベントを開催することとしております。

また、観光列車「ふたつ星4047」による長崎
駅から佐世保駅間の特別運行ツアーを実施する

こととしており、今後の佐世保駅への乗り入れ

の定着化につなげていきたいと考えております。

県としては、引き続き、各市町や関係事業者

と連携を図りながら、新幹線効果の波及、拡大

に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）相浦地区のまちづく

り構想についてですけれども、県北振興対策の

関連ですが、佐世保市相浦地区において、地元

関係者等でスポーツ施設の再整備や、にぎわい

機能の創出によるまちづくり構想を、長年かけ

て民間の方々が検討され、作成されました。

9月11日に、知事と県北振興局長に提案をし
ておりますけれども、総合グラウンドの再整備

をはじめとした相浦地区のまちづくりの検討に

当たっては、佐世保市における事業化に向け、

県・市連携による推進体制の構築ができないか、

お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）佐世保市相浦地区

のまちづくり構想につきましては、まずは基礎

自治体である佐世保市におかれて、周辺地域も

含めた相浦地区のまちづくりをどのように進め

ていかれるのかを注視する必要があるものと考
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えております。

現在、県におきましては、県北地域の振興対

策の検討を行っているところであり、県と市の

連携を含む推進体制など、広域的な視点も含め

て、今後、地元佐世保市とも協議を図ってまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） 今回、相浦地区のま

ちづくり構想については、民間の方々が何年も

かけて調査して作っております。そのようなこ

とで、私たちも説明を聞きながら、本当にすば

らしい構想だなと思っておりますので、その辺

について、ぜひ、知事が検討していただき、佐

世保市と一体になって、この実現に向けて取り

組んでもらいたいと思いますが、改めて知事の

見解を求めたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 先ほど、県北地域の振興

について答弁をさせていただきましたけれども、

長崎県の発展のためには、県北地域の発展とい

ったものが必ず必要だというふうに強く思って

おります。

その観点からも、しっかりと取り組んでいき

たいと思っておりますけれども、この件につき

ましても、先ほど部長から答弁があったように、

まずはしっかりと基礎自治体の考えをお聞きし

たうえで検討を深めていきたいと思っています。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）もう相浦の総合グラ

ウンドも本当に老朽化しておりますので、早め

に検討していただいて、何らかの対策をしてい

かなければいけないと思っております。なかな

か民間でこういう構想を提案するということは

ないわけですよね。だから、このことについて

は、しっかりと検討していただき、進めていた

だければと要望しておきたいと思っております。

次に、国際クルーズの誘致についてですけれ

ども、本県へのインバウンド誘客拡大を図るた

めには、国際航空路線の誘致と並んで国際クル

ーズの誘致も重要と考えております。

昨年の本県へのクルーズ船の入港実績は133
回で、うち外国船籍のクルーズ船は121回と全
国第2位となっております。
しかし、その多くは長崎港への入港でありま

して、そのような中、佐世保港浦頭地区につい

ては、本年3月に国際クルーズ拠点として供用
開始され、6月には国際クルーズ船が初入港し
ております。さらなる入港が期待されるものと

考えております。

今後、佐世保港をはじめとした県内各地への

さらなる入港拡大を図るためには、船会社等へ

の誘致活動のほか、入港増加や大型クルーズ船

に対応可能なCIQ体制の強化が必要であると考
えますが、県の取組状況をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（林田利博君）本県の

令和6年のクルーズ船の入港数は、8月末現在、
171回、年間では258回の入港予定となっており
ます。入港数が最も多かった平成29年の365回
と比較いたしますと、約7割の回復を見込んで
おります。

クルーズ船の誘致につきましては、船会社等

を直接訪問し、本県の港の特色や強みのほか、

各寄港地の魅力についてセールスを行ってきて

おり、今年度も、チャーター旅行会社を招聘し

た県内視察など、積極的な誘致活動を実施して

いるところでございます。

CIQ体制の強化につきましては、これまで関
係機関の増員等について、国に対して要望し、

徐々に改善が図られてきたところでありますが、
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長崎税関をはじめ、県内関係機関との意見交換

等の機会を捉え、継続して、その必要性を繰り

返しお伝えしているところでございます。

引き続き、佐世保市をはじめとした市町や関

係機関と連携し、本県へのクルーズ船の入港拡

大を図り、インバウンドの獲得につなげてまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）東彼杵道路の早期事

業化について、国道205号は、県北地域と県南
地域を最短で結ぶ道路であり、特に、ハウステ

ンボス入口交差点から東彼杵インター間につい

ては、朝夕には慢性的な交通渋滞が発生するこ

とから、経済活動や観光振興の支障となってい

るところであります。

東彼杵道路は、地域の発展やハウステンボス

を基軸とした観光振興に必要な道路であると考

えますが、東彼杵道路の事業化に向けた取組の

進捗状況について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）東彼杵道路につきま

しては、現在、事業化に向けて、環境影響評価

の手続を県において進めており、これまでに評

価の項目や方法を記載した方法書の縦覧や説明

会を行いました。

今後は、現地での環境調査が国によって実施

され、工事による影響の予測や評価、環境保全

対策の検討が行われる予定です。

引き続き、事業化に必要な手続を円滑に進め、

国と連携しながら、東彼杵道路の早期事業化に

向けて力を注いでまいります。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君）なかなかこの東彼杵

道路が、本当にずっとお願いしているんですけ

れど、先に余り進まないような状況なんですね。

できるだけ早く、この環境影響評価の手続を済

ませていただいて、早く整備をしていただけれ

ばと思っておりますけれども、その辺について、

どのように進めていっているのか、お尋ねした

いと思います。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）環境影響評価の中身

を詰める部分につきましては、国の方で対応し

ていただいております。環境影響評価、住民の

皆様への意見を聞いたりする手続の部分は、県

の方で対応しております。

双方連携して、それぞれ速やかに、できる限

り速やかに進めることで、環境影響評価のステ

ップが終えられると思いますので、連携して進

めてまいりたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 溝口議員─45番。
〇４５番（溝口芙美雄君） ぜひ、早くお願いし

たいと思っております。

以上で、私の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、11時15分から再開いたします。
― 午前１１時 １分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）（拍手）〔登壇〕 皆

様、おはようございます。

自由民主党、長崎市選挙区選出、浅田ますみ

でございます。

今回、大石県政4回目の一般質問となります。
いささか派手なジャケットと思われている方
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が多いかと思いますが、これは私なりに、平和

な長崎を県民の皆様のために、そして安定感の

ある平和な県政をという願い込めまして、私の

友人が作ってくれました。tenboというブラン
ドの鶴田さんというデザイナーなんですが、こ

れは私のイメージカラーの赤に、平和のシンボ

ルの折り鶴をあしらったものになっております。

平和的な質問を、しっかりと挑みながら行って

まいりたいと思いますので、最後まで、よろし

くお願い申し上げます。（発言する者あり）頑

張ります。

1、大石県政マニフェストと未来大国につい
て。

（1）今の達成率と自己評価はどのようなも
のか。

大石県政は、2年半を迎えることになりまし
た。この間、知事は様々な事業をなさっている

中で、ドローンに関する特区の絆、そして18歳
までの医療費の無償化や、最近で言うと、ソウ

ルと長崎の国際定期便の再開など、様々なこと

をなさってきました。

それ以外にも、もちろん総合計画とはまた違

った形で、「こども」、「イノベーション」、

「食」、「交流」といった特化した形のテーマ

を持っての「未来大国」、「みんなで大きな夢

を描こう」を策定なさっております。

2年半がたった中で、この知事自身のマニフ
ェスト、そして、この「未来大国」、どこまで、

どのように進められたかの進捗状況、ご自身の

達成感、そして、今現在の自己評価、こういっ

たものをまずはお聞かせいただければと思って

おります。

残余につきましては、対面演壇より質問いた

します。

よろしくお願いします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 浅田議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

マニフェストの進捗状況につきましては、さ

きの知事選挙において掲げた約100項目の施策
のうち、約6割が実施に至ったもの、または道
筋がつけられたものと認識をしております。

また、「新しい長崎県づくりのビジョン」に

ついては、4つの分野のありたい姿の実現に向
けて、今年度からは、基盤となる土台づくりに

かかる取組を開始し、例えば、こども分野にお

いて、子どもの居場所づくりのための民間との

連携体制の構築や、イノベーション分野におけ

るドローンプラットフォームの開設及び国家戦

略特区制度の活用など、施策の推進に力を注い

でいるところでございます。

マニフェストに掲げた施策については、「県

民車座集会の実施」や子育て支援関係における

「高校生世代を対象とした本県独自の医療費助

成制度の創設」、「不妊に悩む方々に対する先

進医療費の一部助成」及び「保育士等の処遇改

善を支援する県独自の制度の創設」等の施策を

講じたところでございます。

また、産業振興面では、スタートアップ支援

の「ミライ企業Nagasakiの実施」、離島振興面
では、「ジェットフォイルの更新」にかかる施

策に取り組むとともに、「新型コロナ対策にか

かる各種施策」などを進めてきたところでござ

います。

こうした項目については、実施に至ったもの、

または道筋がつけられたものと認識をしており

ます。

一方、西九州自動車道、島原道路等の整備や

長崎空港の24時間化などの交通ネットワーク
の整備のほか、西九州新幹線のフル規格実現及
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び石木ダム早期完成実現といった中・長期的な

観点を要する施策を含め、約4割の項目が実現
に向けて取組中でございます。

加えて、IR誘致に関連し、国の審査結果を踏
まえ、施策の方向性について見直しが必要な項

目などもあることから、まだ道半ばであると評

価をしております。

残された任期の中で、可能なものから早期の

実現が図られるよう、さらに力を注いでまいり

たいと考えております。

今後とも、県議会の皆様のご意見を伺いなが

ら、県政の諸課題について、引き続き全力で取

り組んでまいります。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）様々な事業を実現し

たというような答弁だったかと思うのですが、

これからは、私の方でも「未来大国」、そして

マニフェスト、詳細について、ご確認をさせて

いただければと思っております。

（2）ニューレジリエンス…自然災害に強い
社会の実現について。

まず第1項目なんですが、ニューレジリエン
ス、非常に言いづらい言葉ではございますが、

自然災害に強い社会実現を目指してというもの

であります。

これは7日に、命と生活を守るための「ニュ
ーレジリエンスフォーラム長崎大会」というも

のが開催をされ、医療界そして経済界の方、様々

な方にお越しいただき、知事も参加をなさって

おりました。

感染症の問題につきましては、7月に国の方
で新たな行動計画を策定し、それに基づいて、

長崎県も今、見直しをしている段階であるとい

うふうに伺っております。

また、自然災害につきましては、能登半島地

震が皆様の記憶にも新しいかと存じますけれど

も、国難級の災害がこれからきた場合を想定し

ながらの対応が県というものには求められます。

平時からどのような備えをしていくのか、ま

た平時から緊急時に向けて転換可能な法整備、

そして私は、緊急事態条項の創設といったもの

も非常に重要なのではないかと思っております。

何にせよ、想定外を想定したこと、それを考

えることが県としては必要でございます。県民

を守るための課題整理や特に注力したことなど、

そして県民を守るための覚悟というものを、改

めてマニフェストにも国土強靭化を掲げており

ます知事にお伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 激甚化、頻発化している

自然災害から県民の皆様の命や財産を守ること

は、知事として最大の責任だというふうに考え

ております。

近年、大規模な災害が発生するたびに、これ

まで想定しなかったような新たな事態が発生を

しております。

こうした事態に的確に対応していくため、議

員もご指摘いただきましたけれども、平時にお

いて、いかに準備をしておくか、これが重要で

あって、明らかになった課題を確実にクリアし

ながら、様々な事態を想定して、ハード、ソフ

ト両面から総合的な防災・減災対策を講じてい

くことが必要であると考えております。

ソフト面の対策については、現在、能登半島

地震での課題等を踏まえて見直しを行っており

ます。引き続き、市町や関係団体と一体となっ

て、有事即応体制の充実強化や避難所環境の向

上等に取り組んでまいりたいと考えております。
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また、ハード面の対策として、国土強靭化対

策による防災・減災のさらなる推進を図ってま

いります。

引き続き、県民の皆様の安全・安心な暮らし

の実現に向けて、全力を尽くしてまいりたいと

考えているところでございます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）様々な課題もあろう

かと思いますが、何よりも、やはり長崎が起こ

ったらということを想定しながら、ともどもに

この問題には取り組んでまいりたいと思ってお

ります。

（3）国際会議 ONE YOUNG WORLDにつ
いて。

「未来大国」の実現の中に、知事は、明るい

未来を築くために、子どもへの投資というもの

は未来への投資と捉えていきたいということで

すとか、世界中から国際都市として認識をされ、

観光客や留学生があふれて活気のある長崎をつ

くりたい、また選ばれる長崎の実現のためには

ブランディングが必要である、そして、あらゆ

る分野で活躍できる人材育成の環境整備の充実

といったものを掲げているのではないかと思い

ます。

こういう意味においてのこの「未来大国」に

非常に近いイベントが今年、長崎で開催をされ

ました。これは「ONE YOUNG WORLD」で
ございます。

この「ONE YOUNG WORLD」は、次世代の
リーダーを育成し、そして交流を開かせるため

の、若者のためのダボス会議と言われているも

のであり、社会問題に関する議論がなされる国

際会議でございます。これを産学官の7つの団
体によるトップによってつくられている長崎サ

ミット、こちらの方で昨年、「平和」をテーマ

にした分科会を長崎に誘致し、毎年支援してい

こうということが決定され、今年の5月11日か
ら13日までの間に、実に25か国から150人の若
い人たちが集っていただきました。その場に知

事もいらっしゃったと聞いており、非常に楽し

みながら、若い方たちと様々な会話をなさって

いたと聞いております。

まずは、このすばらしい長崎での大会、「ピ

ース・プレナー・フォーラム」と名づけており

ますが、これに参加をしたこと、参加をしてど

のように思ったか、そういったことなどについ

て、伺えればと思っております。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）被爆者が高齢化して被爆

体験の風化が懸念をされる中で、「長崎を最後

の被爆地に」という思いを世界中の人々と共有

するためにも、このような平和発信に取り組む

次代を担う若者たちの育成が進むといった機会、

これは非常に重要なものだと考えております。

そのような中で開催をされた「ONE YOUNG 
WORLD長崎フォーラム」ですけれども、世界
の各国から集まった多くの若者たちが、講演や

様々な立場の方々と意見交換を通じて多くのこ

とを吸収するような、そのような貴重な機会で

あったというふうに考えております。

また、最終日にワークショップがございまし

て、次世代を担う若者の平和への熱意と、また、

想像力あふれるすばらしいアイデアが発表され

ていたと記憶をしています。それによって、私

も感銘を受けたところでございます。

先ほど、若者への投資は未来への投資という

言葉がありました。まさに我々にとって、この

ような若者が長崎県から育っていく、また長崎

県で活躍していくといったことは、非常に意義

が深いものだと思いますし、まさに未来そのも
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のだと思っています。

今回のフォーラムが、「長崎を最後の被爆地

に」という強い思いを世界中の人々が共有して、

我々が望んで、追い求めてきております核兵器

廃絶を自分ごととして捉えていただくような機

会にもなればと思っております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）非常に前向きにその

プレイベントに参加をして、感銘を受けたとい

うようなお言葉を頂戴いたしました。

まさしく、今、知事がおっしゃったように、

核兵器廃絶の思いを次世代に持っていただくと

いうことも大切だと思うのですが、確かに知事

は、これまでの知事と違って、2回にわたって
NPTにも参加をしている。これはなぜですかと
いうことを、前の議会でご質問させていただい

た時に、知事は、なぜ参加をするのかは、ポス

トSDGsの中に、核兵器廃絶のグローバルアジ
ェンダを入れるために、しっかりと自分は自分

の言葉で、そこの皆さんに語りたいということ

をおっしゃっていました。

その場にも、この「ONE YOUNG WORLD」
にも参加をいただきました中満国連事務次長が

参加をしておりました。中満国連事務次長と

NPTで面談した時に、たしか知事は中満国連事
務次長から、被爆地の若者が交流を通じ世界の

ネットワークにつながって、被爆地の思いを共

有しながら、核兵器廃絶を含めて様々な分野で

活躍してくれることを期待するというようなお

話をしたと伺っています。

そして、知事自身も、「ONE YOUNG 
WORLD」の前夜祭で、核兵器廃絶の必要性を
訴えるためには、ますます次世代が担う育成と

いうものが重要なのではないかということを強

く言ってくださいました。

そういう意味において、この「ONE YOUNG 
WORLD」がSDGsにもつながる、ポストSDGs、
グローバルアジェンダにもつながる後押しにも

なるのではないかということを私は感じた次第

でございます。

「未来大国」の中にもイノベーションが掲げ

られております。来年も開催が決まっておりま

す。前回、長崎県は、エクスカーションとか、

要人が来た場合においての様々な支援体制をつ

くっていくということはやっていただいたとい

うふうにお伺いをしているのですが、もっとも

っと新たな支援策、もっともっと県も前向きに

支援をしていただければ、これが若者の未来の

投資につながるのではないかなというふうに考

えておりますが、知事、いかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）議員ご指摘いただきまし

たけれども、やはり核兵器廃絶といった非常に

大きなテーマを実現するためには、世界中の

方々が自分ごととして受け止めていただくとい

ったことが非常に重要だと思っています。です

ので、そういった意思を、考えを意見交換しな

がら、若い方々がしっかりと吸収をして、共有

を図っていくという機会は非常に重要だと思っ

ています。

今回開催されたプレ大会でございますけれど

も、海外と長崎をはじめとした日本各地の若者

たちによって平和な未来をつくるための国境を

超えた活発な議論が展開をされておりまして、

非常に意義深い大会であったと思っています。

また、本フォーラムですけれども、被爆80周
年の節目となります来年から本格実施をされる

ということもありまして、世界に向けて長崎か

ら平和発信をする貴重な機会になるものと考え

ております。
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来年度の開催内容につきましては、今後、具

体的な検討がはじまると伺っておりますけれど

も、県としましては、引き続き、運営主体とな

ります経済界の皆様や長崎市とも協議をしなが

ら、世界に向けて平和のメッセージを発信する

若者たちを後押ししていきたいと考えています。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 今、知事がおっしゃ

ってくださいました長崎被爆80周年を来年迎
えます。世界中に発信する時としては、非常に

大きなものがあるのではないかと感じておりま

す。

そんな中で、このタイトルにも込められてお

りますが、ピース・プレナー・フォーラム、こ

れは知事自身も、イノベーションを起こすため

にはアントレプレナーの教育も非常に必要だと

いうことも、これまでも述べてこられたと思い

ますが、「平和」と「アントレプレナー」を併

せた造語がこの「ピース・プレナー」でござい

ます。そういう意味も込めて、ここからまた若

い人材がつくられ、そして、その方たちがどん

どん、どんどん世界に発展していく、発信して

いくということを考えると、これは非常に大き

な、意義深いイベントだなというふうに感じて

おります。若者と、このイベントで知事自身に

「未来大国」、大きな、大きな夢を描いていた

だきたい。

今、協議会ともこれからまた様々な協議をし

ていきたいということをおっしゃっていただい

た。でも、実はこれは1年前にも同じような答
弁があるんですね。

来年開催でございます。本当にどういったこ

とを協議会の方たちが県に望んでいるのか、知

事に望んでいるのか、それが未来の投資につな

がるのか、そういったことをいま一歩進めて、

県からも協議会に提案するようなことがあって

もいいのではないかと思いますが、知事、最後

に一言、これに関して、また述べていただけれ

ば幸いです。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）来年度から本格開催され

るこの大会ですけれども、これについては今後

具体的に検討がされると聞いておりますので、

開催主体である経済界の皆様、また先ほど申し

上げましたけれども、そういった方々と、また

長崎市も含めてですけれども、協議をしながら、

検討を深めていきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） ぜひ知事、このイベ

ントには前向きに、しっかりと取り組んでいた

だくことを切望しまして、次の質問へと移らせ

ていただきます。

（4）医療福祉介護の充実と人材確保につい
て。

これも知事のマニフェストに掲げられており

ました医療福祉介護の充実と人材確保について

でございます。

これまでの答弁の中で、知事は、参入促進の

ために、若い人たちを増やしていくことが介護

人材のためには非常に重要であるということを

述べられ、また人材の方たちが辞めない環境づ

くりをすることも重要である、業務負担の軽減

のためには、介護ロボットなどを支援すること

を積極的にやっていきたいということを答弁を

していただいております。様々な施策というも

のは投じていただいているのだと思うのですが、

やはり介護現場は非常に大変な状況であるとい

うことは否めません。

実は、私もほぼほぼ毎日、二、三時間でござ

いますが、介護の現場で働いており、今日も、
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一般質問が終わったら、そちらの方にも行く予

定でございます。それはなぜかというと、本当

に人材が少ないということを肌身に感じるから

でございます。

同僚議員が2年前に質問した中で、外国人材
をどうするのですかという質問がありました。

その時には、令和7年までに外国人材を600人ま
では増やしていきたいという目標を掲げていた

だきました。現在、490人が外国人材に頼って
いるというような現状でございます。

今増えてきているのが、ベトナムを抜いてく

る勢いで、ミャンマーですとか、私たちも先日

行きましたが、インドネシア、ここからの人材

が伸びています。しかし、まだ増やしていかな

ければならない。

今年、人材の実態調査を各福祉施設でしたそ

うなんですが、それにはやはり充実していない、

あまり充実しているとは言えないという施設が

75％にも及んでいるということです。
これを考えると、まだまだ外国人雇用を考え

る必要性があろうかと思いますが、このことに

ついて知事はどのようにお考えなのか、お聞か

せください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）県内の介護事業所の方に

お聞きをしたところですけれども、施設で働い

ておられる外国人の方は非常に勉強熱心だとい

うこと、あと熱意があると、高く評価をされて

いると伺っております。既に介護現場に欠かせ

ない人材になっているというふうに認識をして

おります。

本県の外国人介護人材数は、先ほどお話もあ

りましたけれども、令和5年度において490人と
なっております。これは前年度と比較をしまし

て、年間約170人増加をしております。

一方で、生産年齢人口が減少する中で、将来

にわたって安定した介護サービスを提供してい

くためには、外国人の方に活躍していただくこ

とは必要で、重要であると考えております。

今回、アンケートを行っておりますけれども、

このアンケートでは、外国人材を雇用しておら

ず、今後の予定もない事業所が5割に上ってお
ります。

まだまだ外国人の活用に踏み出せない事業所

が多いこと、また理由として、住居の確保、受

入れ費用、受入れ体制などに不安を抱えておら

れることがわかりました。

県としましては、アンケートの結果を踏まえ

て、介護現場のご意見をお聞きしながら、多く

の事業所で外国人材の活用が進むように、効果

的な施策に取り組んでいきたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）知事がおっしゃるよ

うに、介護現場は、本当に外国人の方々に頼ら

なければならないような状況であります。

しかしながら、これは全国的にも問題になっ

ておりますが、訪問介護の施設などが減ってい

る状況の中、訪問介護というのは、外国人の方

は実は従事できないというような状況でもあり

ます。そのために、どんどん、どんどんそこを

フォローしていくような体制が求められている

という厳しさがあるというのが実情なんです。

今、知事がおっしゃっていただいたように、

外国人材の活用に関しては、50％が未雇用で、
今後も予定がないというお答えが返ってきまし

た。しかし、長崎県におきましては、令和8年
までには1,500人が足りないと言われておりま
す。ここが半数は外国人に頼る必要性があると

も言われております。
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知事も先日参加していただいたかと思うので

すが、全国知事会の中でも、介護提供体制の構

築に向けた提言というのが、2040年に向けてな
されております。これはあらゆる手段を活用し、

緊急かつ集中的に財源を投下し、介護職への理

解促進とイメージアップに取り組むことや多様

な人材の確保を推進してほしいということを私

たち現場の声を受けていただいて、国にも要望

していただいたものだと思っております。

しかしながら、やっぱり進まない、5割が未
雇用というのは、先ほど知事もおっしゃってい

ただいたように、宿舎の確保、そして、やはり

受入れ体制の費用や、こういったところが難し

いというふうに言われております。

例えば長崎県で、じゃ、県営住宅はどうなん

ですかということを伺ったところ、県営住宅で

も、随時募集というのが207戸あるそうなんで
す。だけれども、公営住宅の場合は公募という

ものが原則でありますし、住民票がそこになけ

ればならないという問題があります。

しかしながら、翻ってみると、技能実習生の

方は、来日前にある一定、住まいを決めておか

なければならないというような一般的な原則が

ある。様々な問題がある中で、いかにして働き

に対する支援ですとか、部局間を乗り越えて考

えていただくこと、市町との協力といったもの

が必要なのではないかなということを考えてい

るところでございます。

先ほど答弁もしていただいたところとかぶる

ところもあるかもしれませんが、この住居の問

題とか、それも踏まえたうえで、もっともっと、

さらに長崎県ならではこそできること、先進事

例というものを考えることによって、外国から

も選ばれる県になるのではないかと私は考えて

おりますが、この点に関してはいかがでしょう

か。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）県におきまして

は、介護事業所に対する支援といたしまして、

外国人材を新たに受け入れる場合のマニュアル

作成でありますとか、専門家による個別面談会

の開催に加え、日本語教育や介護福祉士の資格

取得講座の提供などを行っているところです。

今回のアンケートにおきましては、住居の確

保など、外国人の方が介護現場で安心して働い

ていただけるような環境づくりの重要性を改め

て認識したところでございまして、より介護現

場のニーズに応じた支援を検討する必要がある

というふうに考えているところです。

県といたしましては、多くの介護事業所で外

国人の方にご活躍いただけるよう、今回明らか

になった様々な課題を踏まえた効果的な取組を

進めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）ぜひとも様々な施策

を打って出て、暮らしやすい長崎、選ばれる県

として頑張っていきたいと、私もともどもに考

えるところでございます。

（5）女性活躍社会促進の取り組み状況につ
いて。

これは「未来大国」の中の施策に、貫くため

の視点ということで、「ダイバーシティの推進」

というのが掲げられておりました。

この中には、女性活躍社会の促進というよう

なものが取り組まれるのではないかというふう

に推測するところでございますが、私もこれま

で、フェムテックですとか、女性活躍社会とい

うのを何度か質問してまいりました。これはな

ぜかというと、女性特有の健康課題によっての

経済損失というのが社会全体で約3.4兆円にも



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１３日）

- 36 -

及んでおります。これはきっと長崎県も同じだ

と思うんです。そういったものを軽減するため

には、いかにこういった環境をつくっていくの

かというのが大切ではないか。

昨年も質問したのですが、その後には、男性

管理職を対象者にした女性特有の健康課題につ

いてのテーマを設けてセミナーもしていただい

たということで、非常にありがたいなというこ

とを感じているところです。

そしてまた、その時に副知事から、「長崎の

女性が伸び伸びと仕事できる環境をつくること

に尽力していきたい」、これが副知事にとって

のはじめての答弁だったと思います。

それから約1年が経過をしました。この1年間、
具体的な副知事としての活動、そういった政策

などがありましたら、ぜひ教えてください。

〇議長（徳永達也君） 馬場副知事。

〇副知事（馬場裕子君） 私は就任以来、ありが

たいことに、民間主体のイベントですとか、大

学におきまして、女性活躍について話す機会を

度々いただきました。その際には、女性活躍を

進めるには、企業経営者自らがその意義を理解

し、性別に関わりなく誰もが働きやすい職場環

境づくりや人材育成を積極的に進めていくこと、

また女性自身も自らのキャリア形成を図ってい

くこと、そのための意識改革などを進めること

が必要だと述べてまいりました。

女性活躍には、「輝く女性」、「頑張ってい

る女性」、「優秀な女性」などの枕詞は必要で

はありません。経験に応じて職責を担っていく

ことは、特別なことではなく、当たり前のこと

として捉えるべきであると重ねて申し上げてま

いりました。

そのような中、管理的立場に女性が少なく、

女性が抱える悩みや課題を共有し、学び合う場

がほしいという声をしばしばいただきました。

このため、企業の垣根を越えた女性のネットワ

ーク構築が必要ではないかと感じてまいりまし

た。このため、県内企業の女性管理職を対象に

いたしましてネットワーク会を立ち上げ、日頃

の業務やこれまでの経験などについて意見交換

を行ったところでございます。今後とも定期開

催を行っていく予定です。

今後も、ながさき長崎女性活躍推進会議や民

間主催の女性ネットワーク等とも連携し、女性

が活躍できる環境づくりに力を尽くしてまいり

ます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 私も、わざわざこの

「女性活躍」という言葉を本当は使わないでい

いような時代が早くくるということが一番望ま

しいのではないかなというふうに感じておりま

す。しかしながら、まだまだやはり足りない部

分があるので、様々な形で県が主体となって施

策を打っていただくことも必要なのではないか、

それを今、いろんな形でやっていただいている

ということは十分理解をするところでございま

す。

今、私のところにインターン生が4人ほど来
てくれているのですが、別途のことでアンケー

ト調査をしたそうです。このアンケート、262
名の男女大学生が加わっていただいたのですが、

その中に、意外だなと思ったのですが、意外と

今の若者たちは、出世をしたい、結婚をしたい、

家事や育児はしっかりと分担をしたい、これが

90％にも及ぶんです。そういう意味では、今の
世代とは随分変わった価値観かなと思います。

しかし、驚くことに、それであっても、男女

は平等だと思いますかと聞くと､80％が「ノー」
という答えだそうです。そこには様々な女性の
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進出を阻害している要因というのがあるという

ことだったのですが、詳しく聞いてみると、実

は10年前とあまり変わっていないと思ったの
が、育休が取れない、取りづらいイメージがあ

ると、職場復帰が本当にできるのか不安である、

ワーク・ライフ・バランスの難しさということ

が要因で挙げられました。

長崎県は、随分と女性管理職、進んできたか

なというふうに感じます。私が議員になった時

に比べると格段上がっておりまして、今、目標

の20％に随分近づいた17％を超えているとい
うような状況であり、育休も、庁内では61.4％
を超えたと、しかし、残念ながら、民間の方が、

まだまだ16.2％にとどまっているという状況だ
そうです。

そんな中で、大学生にも向けた次世代女性の

キャリア形成の推進事業、そういったこともや

られているということは知っているのですが、

そこの中で大学生からきたのは、行政発信の情

報というのが利用しづらい、これが届きにくい

というのが実に67％もあったんです。こういう
広報活動というものもしっかり考えていただき

たいということと、前に知事から、相互理解が

深まるような取組をしっかり検討するというよ

うなお話があったのですが、知事、いま一度、

この女性活躍に対する今の思いなどがありまし

たら、お聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 女性活躍推進は、大変重

要な課題だと認識をしています。県政において

も、女性の意見をこれまで以上に反映させるこ

とが必要だと考えております。

そのような考えもありますけれども、マニフ

ェストに「女性副知事の登用」を掲げて、馬場

副知事に就任していただいた経緯もございます。

また、女性の活躍に向けて、共家事、共育て

を進めていくうえでは、性別に関わりなく働き

やすい環境づくり、これが重要であることから、

県庁におきましては、男性育休取得の目標を、

個人の事情によって取得が難しい職員を除いて

ではございますけれども、100％に引き上げる
といったこともして、率先して機運醸成を図っ

てきたところでございます。

ビジョンにおいても、施策を貫く視点として、

「ダイバーシティの推進」を掲げております。

今後も、男性も女性も全ての方が個性と能力

を十分発揮できるような社会の実現へ向けて、

若い世代のご意見もお聞きをしながら、取組を

進めていきたいと考えております。

ただ、その中で、議員ご指摘にありましたけ

れども、情報発信が使いにくいという方が60％
以上いたということですので、そういったお声

もしっかりとお聞きをしながら、今後の取組、

検討していきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）しっかりと情報発信

なども含めて、女性の働きやすい環境づくり、

「長崎県はすごいね」と言われるような県づく

りをしていただければと思っております。

（6）中国の男女群島沖の領海上空侵犯につ
いて。

知事のマニフェストにもありました離島振興

でございます。

やはり振興するには、地域の安全・安心とい

うのが重要なのではないかと感じているところ

でございますが、さきの8月26日に、中国の情
報収集機が長崎の男女群島沖の領海上空を侵犯

いたすという非常に遺憾なる事件が起こりまし

た。

これに関して、8月27日に担当課は国に連絡
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し、情報提供をしっかりすることを依頼したと

いうふうに聞いております。

また、中国総領事館が長崎にはあります。こ

の総領事館にも副知事が出向いて抗議をしたと

いうことも伺っております。

中国総領事館があるだけ、長崎は他県よりも

中国とは密接な場所でもあります。私自身も、

中国の友人は非常に多いわけでございますが、

今回のこの問題に関しましての知事の所見と、

今後このようなことがあってはならないという

覚悟を込めて、今後の体制というものを、お考

えをお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 県としては、今回、国か

ら県への情報提供がなされなかったということ

がありまして、防衛省に対して、県民の安全・

安心を預かる立場であることを伝えるとともに、

今回のような事案が生じた場合など、速やかな

情報提供を依頼したところでございます。

それを受けて防衛省から、今後の対応としま

して、同様の対外的に発表するような事案が発

生した場合には、県への情報提供に努めていく

よう取扱いを見直す旨の説明がございました。

また、先ほど議員のご質問の中にもありまし

たけれども、先月、副知事が中国駐長崎総領事

館を訪問いたしまして、県として、このような

事案が起こったことは残念であること、二度と

ないように本国に伝えてほしい旨を申入れさせ

ていただきまして、総領事館からは、本国に伝

える旨の回答をいただいております。

一方で、国家レベルの課題が存在する中にお

いても、やはり良好な地域間交流をしっかり続

けていくことが、日中の平和で安定した関係構

築にも重要な役割を果たす、またそれによって

再発防止にもつながっていくというふうに考え

ております。

引き続き、県民の安全・安心を守る立場から

適切に対応していくとともに、式典等において

は、さらなる友好交流の促進につながるような

取組にしっかりと努めていきたいと思っており

ます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 私も、地域間交流と

いうのは非常に重要だと思います。しかし、時

として、毅然な体制、そういったものも必要だ

と思っておりますので、含めまして、今度も75
周年の中国の式典などがあります。しっかりと

言うべきことは言うという長崎県のトップとし

ての体制を守っていただければ幸いです。

この件に関しては以上で、次の質問に移らせ

ていただきます。

（7）スタジアムシティ開業における駅前な
ど周辺地域について。

これは知事自身もマニフェストの中に、にぎ

わいのある長崎県を目指すということを掲げら

れております。私たち県民にとっても、本当に

わくわくするような事業でございます。待望の

長崎スタジアムシティ、10月14日、もう本当に
1か月後に迫っているわけです。
よくこの地域を見ますと、一直線上に、これ

から開発もしていく元船地区、そしてこの長崎

県庁があり、長崎駅があり、アミュプラザがあ

り、出島メッセがあり、そこでスタジアムシテ

ィがあって、今度、ブリックホールがあるとい

う流れがあります。

その中で、やはり県民の方が一番危惧してい

るところは、交通対策だと思うんです。開業後、

いっぱいの人が訪れると思います。交通混雑が

やはりこの中で一番心配で、一斉にイベントが、

さっき私が言ったところで、様々なところで起
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きたら、本当に大丈夫なのかなというふうに感

じるところでございます。

長崎県の交通渋滞対策協議会というのが8月
に開催されて、検討することというのが6つほ
どあるということでお伺いしました。これはス

タジアムシティの事業の中で頑張っていただく

ための駐車場の出入庫ですとか、誘導員の配置、

そういったことももろもろあろうかと思います

が、何よりも、公共交通機関の利用促進などが

掲げられております。

しかし、地域だったり、夜間などにおいては、

今、その公共交通が減便をしている、そういっ

たものが影響してきたりとか、その6つの検討
材料の中にあるアプリやホームページで混雑状

況の可視化、これもまだまだちょっと不確定要

素があるかなと。

そして、県の方に聞くと、必ずこれを強く言

うんですけれども、パーク・アンド・ライドの

促進と言うんですね。だけど、じゃ、どこにあ

るんですかと聞くと、松山町駐車場、桜町駐車

場、休みの時はみなとメディカルセンターを想

定しているとおっしゃっています。これで果し

て万全なのかなという疑問が私の中にはありま

す。

県としては、もっともっとさらなる協力体制

が必要なのではないかと思っているのですが、

ここをどのようにお考えなのか、教えてくださ

い。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）スタジアムシティに

つきましては、バス停や電停、JR駅からのアク
セスが良く、公共交通の利便性が高いことから、

公共交通機関の利用促進に主眼を置きながら、

事業者を中心に、県や長崎市、県警、交通事業

者などが連携して交通対策を検討しております。

公共交通機関のキャパシティを増やす取組に

なりますけれども、路面電車につきましては、

混雑状況に応じた臨時便の増設や折り返し運行

が可能となるよう、開業までに、宝町電停と銭

座町電停の間に渡り線を設置することとしてお

ります。

また、バスにつきましては、イベントの開催

時に、市中心部と郊外を結ぶ臨時便の運行など

を計画しております。

さらに、事前の周知を図るため、事業者によ

る周知はもちろんのこと、県では、ラジオの広

報番組、市では、広報誌並びにテレビ、ラジオ

の広報番組などにより、公共交通機関での来場

やパーク・アンド・ライドの利用を呼びかける

予定でございます。

引き続き、開業に伴う交通の影響を軽減でき

るよう、関係者と連携して検討してまいりたい

と思います。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君）正直、我々も含めて、

皆さんも、開業してみないとわからないという

ことは多々、多々あろうかと思いますが、県民

ですとか、観光都市ですから、いろんな方が訪

れた時に、やっぱり長崎、いいよねと思わせら

れるような施策を打つ必要があろうかと思いま

す。

この長崎駅周辺に関しましては、バスターミ

ナルの再整備ですとか、駅地区のバリアフリー

化、そして地域全体の回遊性の向上というもの

も非常に重要な問題であろうかと思います。

交通対策の一つとして、また駅周辺が整うに

は重要な問題として、これまでも大黒町に予定

されておりましたバスターミナルがございます。

これに関しまして、今年、再開発の準備組合が

ようやくでき、先日、協力事業者が決定したと
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いうところまでは伺っております。

しかしながら、もっともっとやっていく必要

性というのがあるかと思うのですが、日程的な

ことを含めまして、周辺のまちづくりやバスタ

ーミナルの整備、どのようになっているのか、

教えてください。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）少し関係した取組も

含め、お答えさせていただきたいと思います。

まず、長崎駅前の交通対策につきましては、

令和2年に策定した「長崎市中心部の交通結節
機能強化の基本計画」、これを踏まえまして、

事業化に向けた検討をさらに進めるため、今年

7月に、国、県、長崎市で、「長崎駅前交通拠
点整備事業計画検討会」を設立しました。

現在、駅周辺の交通結節の強化やバリアフリ

ー化等について、国や長崎市と連携して検討を

行っているところであり、今年秋頃に整備方針

を取りまとめる予定です。

また、長崎駅前バスターミナルの再整備につ

きましては、事業主体である「大黒町地区市街

地再開発準備組合」におきまして、今月、事業

協力者が決定され、今後、施設計画策定への技

術的な支援等により、再開発の具体的な検討が

進められていきます。

引き続き、準備組合や地元まちづくり協議会

との意見交換を行いながら、大黒町を含む駅周

辺のにぎわい創出や回遊性強化を図るため、国

や市と連携し、これらの取組を進めてまいりま

す。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員―41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 地域の方々は、回遊

性も含めて、まだまだここに対して心配をして

いるというところがございますので、声を聞き

ながら、早め早めの動きというものをしていた

だきたい。

そして、やはりここに関わる問題なんですけ

れども、私は、旭大橋のこともずっと質問をし

てきたんですけれども、この問題も、1年前も、
市と一緒に検討していきたいということがござ

いました。すぐにでもこれが低床化するならわ

かるのですが、20年間ぐらいはどうもしないよ
うな状況であるとするならば、今は暫定的に、

来年の3月までは駐車場になっているんですけ
れども、その先、もっともっと長期的な部分で、

本当に活用しやすいものを検討していく必要性

があります。ここに関しては、スピード感を上

げていただきたいということをお願いして、要

望としてお伝えしたいと思います。

そして、スタジアムシティの活用なんですけ

れども、この間、記者会見を見て、知事、私、

気になったことがあるのですが、知事自身が記

者の方から、スタジアムシティと長崎県、これ

からもっともっといろんな形で連携できる、大

きな形で絵を描けるんじゃないかという質問を

された時に、知事が職員の方に、「何かできる。

お答えできることありますか」とか、「具体的

なことありますか」と、ちょっと他人ごとのよ

うに聞いていたんですね。これこそ「未来大国」

を築ける大きな夢を描ける場所でございます。

記者会見も、やっぱり発信の一つでございます

から、私は、そういった時に、知事自身の言葉

でお答えをできるようにしていただきたいと、

これも時間に限りがありますので、要望に代え

させていただきます。

そして、その様々な知事の声をしっかりと聞

かせていただきたいということで、続いての質

問へと移らせていただきます。

2、知事の様々な疑惑について。
この中で、なぜ私がこれを取り上げているか。
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これは私自身が県政与党議員として、そして長

崎県民に選ばれた県議会議員として、しっかり

と県民の皆様方に説明をする責任が私にもある

と思ったので、この議会で取り上げております。

（1）県民に不安や疑義を抱かせていること
をどう考えているのか。

この問題は、402万円のオートコール、286
万円の迂回献金疑惑、そして知事から2,000万円
の後援会への架空貸付け、そしてまた、今度は

後援会から確認団体への910万円の架空貸付け、
そして陳情実現団体からの資金を集めるという

ことを要求した、様々な問題が今挙がっており

ます。

これに関しまして、告発案件が十数件、そし

て報道もすごく多いなということを感じており

ますし、県民の皆様の関心も非常に高いのでは

ないかと思います。

そういった意味においての、知事、県民に不

安ですとか、今、疑義を抱かせていること、こ

のことをどのようにお考えなのか、改めてお聞

かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）報道等によって県民の皆

様へご心配をおかけしていることについて、大

変申し訳なく思っております。

また、これまで説明に努めてまいりましたけ

れども、まだまだ不十分であるというご指摘も

ございます。そうしたご意見については、しっ

かりと受け止めたいと考えております。

今後、県民の皆様へ丁寧にご説明をしたうえ

で、ご理解いただくとともに、専門家のご指導

もいただきながら、適正の確保に万全を尽くし

てまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員─41番。
〇４１番（浅田ますみ君）しっかり受け止めて

丁寧な説明が必要であるとおっしゃいました。

だとすれば、今、全員協議会から1か月が経過
をしております。

説明責任を果たすために、知事は、この1か
月間、どのようなことをしてきたのか。そして、

新しく判明した事実というものがあれば、教え

てください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 前回、全員協議会でご説

明をさせていただいたところでございますけれ

ども、その全員協議会後、286万円の資金移動
の件について、改めて当時の別の選対関係者に

追加で確認をいたしましたけれども、誰の判断

で資金移動が行われたのか、これは全員協議会

でも質問いただいたところですけれども、それ

については把握をすることができませんでした。

また、迂回ではないのかとご指摘もいただい

ていたところでございます。そのご指摘も踏ま

えまして、医療法人からのご寄附の経緯につい

て、弁護士を通じて、改めて医師連盟の会長に

確認をいたしましたけれども、医師連盟として

は、私を応援してくださる議員が多く所属をす

る政党の支部に寄附をしたものであって、私の

後援会に資金移動がなされることを意図したも

のではなかったという回答を得ております。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員─41番。
〇４１番（浅田ますみ君） 1か月の間で追加的
に動いて新しいこと、しかし、今述べられたこ

とは全員協議会で述べられたこととあまり変わ

らないのではないかということ、そういう意味

を考えると、全員協議会での私や県民の方から

寄せられた意見に対する答弁というものを、改

めて一つひとつ聞かせていただければと思って

いるのですが、実態として、全員協議会での答

弁、あれを理解した人、納得した方というのは
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皆無ではなかろうかと、私自身は思っておりま

す。

今おっしゃったように、把握できない、把握

する必要、ありますよね。いろんな方に聞いて、

なぜ把握ができないのでしょう。大きなものが

動いているんですよね、2円や20円じゃないわ
けですよね。そういったものが動いている中で、

把握ができないとか、私も政治家です、知事も

政治家です、考えられないのではないかと思う

のですが、いま一度お伺いします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、少し経緯を含めて

お話をさせていただきますけれども、令和4年
の2月に県議の後援会から私の後援会に286万
円の資金移動が行われた当時の認識について、

ご説明をさせていただきたいと思います。

これは先日の全員協議会でもご説明をさせて

いただきましたけれども、令和4年2月、（発言
する者あり）その時に私自身が選対会議等々に

もほとんど参加できておりませんでした。資金

や日程の管理をはじめとする選対本部の運営に

ついては、スタッフの皆様に全面的にお任せを

してしまっていたところでございまして、私自

身が詳細について把握できる立場にはなかった

状況でございます。

選挙資金につきましては、私は、自己資金で

2,000万円を準備いたしましたけれども、それ以
外のご寄附の状況であったり、選挙資金の支出

状況の詳細について、ご指摘の286万円も含め
てでございますけれども、そこまで目を配るこ

とができておらず、把握できておりませんでし

た。

その後の資金移動については、借入れとして

いたものを寄附に訂正をしたといったことにつ

いては、先日、全員協議会の中でもご説明した

とおりでございます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員─41番。
〇４１番（浅田ますみ君） では、ちょっと質問

の仕方を変えます。

全員協議会の中で、知事は、自分としては、

当初はまず知らなかったと、知らなかったから、

わからなかった、移動の時には、だから、当初

それを知った時には、繰り返しですけれども、

貸借と認識をしていたとおっしゃいました。貸

借と寄附、大違いだと思っているんですね、当

たり前ですけれども。

そもそも、その資金移動を知った時点で、こ

れは貸借ですか、これは寄附ですか、そのこと

は確認はしたのですか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）全員協議会の中でもご説

明を申し上げましたけれども、その時点では県

議の後援会から資金が入ってきて、それを返金

したという資金の動きがありましたので、私は、

県議の後援会との間の貸借だと認識をしており

ました。その認識の下で金銭消費貸借契約書も

作成をしております。そのうえで、収支報告書

には借入金と、その返済というふうに記載をし

てございました。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員─41番。
〇４１番（浅田ますみ君）それは私も前回の全

員協議会でも聞いていたので、ただし、不思議

だなと思うのが、知事の話を聞けば、訂正すれ

ば問題はないかのようにおっしゃっているので

はないかなと思うんですね。これ、訂正すれば

問題のないような案件でしょうか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、今回の286万円に
かかる収支報告書の訂正ですけれども、令和4
年に、先ほどから申し上げておりますが、令和
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4年に県議の後援会から286万円の資金が入っ
てきたことを知って、これを返金したという、

その資金移動に関するものでございます。この

資金移動につきましては、法に触れるものでは

ないと認識をしています。

また、今回の訂正によって、この令和4年に
行った286万円の資金の移動自体を変えるもの
ではございません。

訂正理由については、先日の、先ほど来申し

上げておりますけれども、全員協議会の場でも

説明したところでございますけれども、この説

明がわかりにくいと、理解が得られていないと

いうご指摘も、先ほど来、議員からもいただい

ております。

そういった説明不十分というご指摘もいただ

いておりますので、そのご指摘を真摯に受け止

めて、県民の皆様へ丁寧に説明をしてまいりた

いと考えています。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員─41番。
〇４１番（浅田ますみ君）その知った時点で変

えた、貸借の証明書なども、契約書なども結ん

だ。だけど、様々な専門家から聞いて、やはり

その時点で自分は知らなかったし、迂回献金を

疑われるからということで寄附に変えたといい

ますか、そもそもの目的って何だったんだろう

なと、今、知事の話を聞いて思った次第ですが、

寄附をした方たちというのは、一体何のために、

誰のために寄附したのか、知事は、そこはどの

ようにお考えですか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先ほどもご説明をいたし

ましたけれども、医療法人の方から政党の支部

へ寄附をしたということについては、私への寄

附ではないというふうに回答を得ておりますの

で、そこについて回答する立場にないと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員─41番。
〇４１番（浅田ますみ君）知事選挙の時に寄附

をされたものが、知事のためではなく、誰のた

めなんだろうなということが多くの県民の方々

の疑問であり、私自身もまた疑問に思った次第

でございますが、これをいかにすれば県民の方

が納得してくれるのかなということは、はたま

たというふうに感じます。

実態として、知事自身が、それではちょっと

また全然違う質問をお伺いしたいと思いますが、

6月24日かな、知事自身が選挙コンサルタント
の方が間違った指導を私らにしたから、こんな

ことになったみたいな、言い訳みたいなプレス

リリースを出されております。

それでは、知事に間違った指導をした方たち

と、これだけ公の問題になっております、その

後、しっかりと話し合って、問い合せをして、

お互いが説明責任を果たすような行動というの

はしましたか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）これもこれまでご説明は

しましたけれども、その方にも弁護士を通じて

お話は聞いてございます。ですけれども、その

方からは、選対関係者から、ご相談はあったけ

れども、それ以上の記憶はないというふうに回

答をいただいています。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員─41番。
〇４１番（浅田ますみ君） それは、じゃ、その

選挙コンサルタントの方々が把握していないと、

非常にゆゆしき、危機管理力のなさもあらわす

ことだと思うんですよね。知事自身が、この方

を信用して、この方に頼んでいたにもかかわら

ず、その方と弁護士を間に挟んでしか会話もで

きていないというような今は状況になっておら



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１３日）

- 44 -

れるようですし、本当にお互いが、さっきから

繰り返し知事はおっしゃっておりますけれども、

しっかりと説明責任を果たしたいというところ

まできていないと思うんですよね。

今日のこの会話を聞いても、一体全体、ここ

にいる人たちが、こちらの皆さんもそうですけ

れども、知事の言っていることで、ああ、納得

した、納得した、そうだね、知事は悪くないよ

ねと思う人がどれだけいるのかなというのが、

私は不思議でなりません。

例えば、最低価格の問題に関しましても、そ

れ自体が問題であるかのように取り上げられて

いるかと思うのですが、あれ自体は、県も5年
前から見直しを検討しているわけですよね。そ

ういったこと自体は問題ではない。ただ、それ

ができた後に、それを、言葉は悪いですけれど、

失礼ですが、悪用して自分のための資金を集め

ようとした知事に問題があるのではないかと思

います。

こういったことをすると、土木部、一生懸命

頑張って、それを引き上げようとした、県民の

生活を守ろうとした土木部の方々に申し訳ない

と思わないのか。また、はたまた、これだけた

くさんの方が聞いている県職員の方々のモチベ

ーションが下がっている、県政の停滞の、こう

いったものに関して、どのように責任を感じて

いるのか、お伺いします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）この建設業協会に対して、

応援してくれる関係者とともに後援会への協力

を依頼したことについては、真実でございます。

また、後援会入会者や寄附金獲得について、数

値目標を掲げていたことも事実でございます。

ただ、一方で、建設業協会に対して、今、議

員のご質問の中にもあったと理解しますけれど

も、最低制限価格見直しの見返りとして、後援

会の入会であったりとか、寄附者獲得に向けた

協力をお願いしたといった事実は一切ございま

せん。

そもそも最低制限価格の見直しについては、

議員もお話しいただきましたけれども、就任以

前から検討が進められていた中で議論を重ねて

適正に検討したものであって、後援会の協力依

頼とは関係がございません。

後援会への協力のお願いは、建設業協会に限

ったことではありませんですし、ほか団体等に

ついても継続して行っているものでありまして、

一般的な政治活動としても、これまで適正に行

っているところでございます。

〇議長（徳永達也君） 浅田議員─41番。
〇４１番（浅田ますみ君） そうなんですよ、知

事、我々政治家というのは、様々な形で確かに

寄附をお願いすることはあります。しかし、そ

れが問題になっている人って、そんなにいない

わけです。知事の場合、これが問題になってい

るということが問題なんです。

なぜ、そういうふうに問題にされているか。

そのことによって県政の停滞を招いているとい

うことを、やっぱりちゃんと受け止めていかな

ければならないんじゃないかなということが、

私は不思議でなりません。

確かに私は、知事選で大石知事を応援してい

ませんでした。だけれども、当選した後には、

やはりこれはノーサイドということで、お互い、

議会と県政と、両輪としてともに県政のために

頑張ろうではないか、県民のために頑張ろうで

はないかと、我々は2年半、やってきたつもり
でありました。

私だって、この課題山積する長崎県のことに

関し、もっともっと質問したいテーマというの
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はあるんです。しかしながら、今現在、長崎県

民がまだまだ知りたいこと、このままで本当に

長崎県は大丈夫なのか、知事を信じて大丈夫な

のか、そういうふうな思いがあるからこそ、私

も質問をしている。

しかしながら、これまでの中で知事から、し

っかりとした丁寧な説明があったとは、とても

思えません。全員協議会から1か月もたってい
るのに同じようなことの繰り返し、違法性がな

いと思っていらっしゃるのであれば、もっとも

っと、弁護士を通じてではなくて、関係各位と

しっかり話をして、わからない、誰がそれを指

示したかもわからない、それが正常かどうかと

いうことを考えていただきたいと思うんです。

それすらできないのならば、知事は何度も尽

力したいと言いますけれども、ここで止まって

しまいます。これから先、毎回毎回、議会でこ

んな議論を私たちもしたいわけではないわけで

すよ。もっともっとしっかりと、自分自身が説

明責任を果たしたいというのであれば、把握を

できないのではなく、把握をする行動というの

を真面目にしていただきたい、どうですか。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 先ほど来、申し上げてお

りますけれども、説明が不十分だというご指摘

は真摯に受け止めたいと思います。これまで説

明をするために努力はしてきましたけれども、

今回改めてそういう指摘を受けたということを

真摯に受け止めて、今後も対応していきたいと

思います。

〇議長（徳永達也君）午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開いたします。
― 午後 零時１７分 休憩 ―

─ 午後 １時３０分 再開 ─

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

大場議員─25番。
〇２５番（大場博文君）（拍手）〔登壇〕皆様、

こんにちは。

自由民主党、島原市選挙区選出、大場博文で

ございます。

それでは、通告に従いまして、一般質問を行

わせていただきます。答弁のほどをよろしくお

願いいたします。

1、島原半島の振興について。
（1）「島原道路」について。
地域高規格道路島原道路は、地理的に不利な

半島振興、活性化は、もとより、災害時におけ

る避難、緊急医療体制を支え、地域住民の生活

の安心・安全を図るうえからも、大変重要な道

路であります。

現在、全体約50キロメートルのうち約半分が
供用を開始し、半島住民は、一日も早い完成を

願っております。

そこで、現在の島原道路の進捗状況について、

お尋ねをいたします。

そして、現在の島原南インターは、当初の立

体化による整備計画から暫定的に国道251号と
つなぎ、開通をされました。しかしながら、高

規格道路が緊急時の避難道路であることを考え

ますと、当初の計画どおり、立体交差による整

備が望まれますが、県としての考えをお尋ねい

たします。

（2）都市計画道路「新山本町線」及び「安
徳新山線」の早期整備について。

都市計画道路「新山本町線」は、昭和48年度
から、国道251号の交通混雑解消と災害時の避
難道路として整備を行い、令和4年度末には、
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市で整備を進めている霊南山ノ神線とつながり、

約2.6キロメートルが供用開始されたところで
あります。

しかしながら、島原市を縦断する国道251号
の市内中心部区間である北門交差点から広馬場

交差点までの区間約3キロメートルの交通混雑
については、完全に解消されておらず、本路線

が整備されると、国道251号の交通混雑解消や
災害時の避難道路としての機能のほか、年間10
万人を超える施設利用がある島原総合運動公園

へのアクセスが向上し、加えて、小中学校の通

学路としての通学時の児童・生徒の安全確保に

もつながります。

島原市では、都市計画道路親和町湊広場線、

島原外港インターチェンジから島原病院までの

区間も、都市計画道路「安徳新山線」と合わせ

て、令和2年度から事業着手されています。
そこで、この都市計画道路「新山本町線」、

「安徳新山線」は、島原市の中央部を縦断する

広域的な幹線道路として重要な役割を担う道路

であることから、その早期整備の県の考えにつ

いて、お尋ねをいたします。

（3）企業誘致への支援について。
島原市は、有明海を挟み、距離的に近い熊本

と観光誘致や経済連携を視野に、湧水資源をア

ピールし、半導体関連などの企業誘致や、両地

域の経済活性化に向けた取組を進めようとして

います。

現在、熊本県へは、台湾の半導体製造大手

TSMCが誘致され、4月には、第2工場の建設が
発表されております。

島原市は、少子・高齢化による人口減少が続

いています。人口減少に歯止めをかけるために

は、若者が働くことができる市内への企業誘致

は重要かつ必要不可欠であります。

こうした中、島原市の杉谷地区において、工

業用水を確保するための水源調査が実施される

など、新たな工業団地の整備に向けた検討が進

められております。

そこで、この半導体関連に限らず、島原市は

あらゆる可能性のある企業誘致を進めようとし

ていますが、島原市への製造業の誘致について、

県はどのように取り組んでいくのか、県の考え

をお尋ねをいたします。

（4）半島振興法の延長について。
半島地域は、国土の保全、多様な文化の継承

等、我が国における重要な役割を担っている一

方で、地理的に恵まれず、幹線交通体系から離

れているなどの制約の下にあることから、産業

基盤や生活環境の整備等について他の地域に比

較して低位にあり、また、人口減少・高齢化が

進行するなど、厳しい状況にあります。

このような半島地域の振興を図るため、昭和

60年に、10年の時限立法として「半島振興法」
が制定され、国、地方自治体等による各種支援

措置、施策等が講じられ、以降、3度の法期限
延長、内容の充実がなされました。

今年1月の「能登半島地震」でも、半島地域
の社会基盤の脆弱性が明らかとなりました。

今後も、高齢化に伴い、過疎化が進み、条件

不利地域である半島部は、市町村の財政負担も

考慮し、同法で、暮らしやなりわいを支えてい

かなければならないと考えています。

そこで、来年3月に期限を迎える「半島振興
法」の期限の延長について、県の考えをお尋ね

をいたします。

（5）県南振興局の進捗状況について。
現在、「長崎県地方機関再編の基本方針」に

基づいた県南振興局庁舎の整備が進められてい

ます。



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１３日）

- 47 -

島原半島は、半島の地理的条件に加え、道路

網や交通体系が脆弱であり、島原道路の早期完

成をはじめとする半島内の交通ネットワークの

整備のほか、雲仙・普賢岳に関連する自然災害

への対応など、多くの課題を抱えています。

今回の再編は、島原半島地域の基幹産業であ

る一次産業を中心とした産業分野をはじめ、住

民サービスや経済活動に与える影響が大きいこ

とから、現在の島原振興局には、窓口業務や緊

急性の高い災害対策等にかかる必要な機能が残

されることとなっています。

島原振興局は、再編後、県南振興局島原庁舎

として、島原半島の地域振興に重要な役割を担

っていただくものと期待をしており、これまで

以上に関係部局との連携、協力が不可欠である

と考えています。

そこで、再編後の島原半島地域の組織体制と

県南振興局庁舎の整備の進捗状況について、お

尋ねをいたします。

（6）島原鉄道への支援について。
地域鉄道である島原鉄道は、通勤、通学をは

じめとする地域の日常生活を支える運送機関と

して重要な役割を担っており、地域の観光振興

のためにも必要不可欠な役割を果たしています。

このため、レールや信号など鉄道の安全確保

にかかる施設整備の費用については、これまで

も国、県、沿線3市による補助が行われている
とともに、沿線3市では、鉄道事業の運営費の
一部を補助するなど、島原鉄道を維持するため

の支援が行われてきたところであります。

しかし、このような支援を受けても、なお、

鉄道事業の収支は、コロナ禍以前からも、毎年

2～3億円ほどの赤字となっており、昨今の物価
高騰の影響などもあり、鉄道事業の経営は非常

に厳しい状況が続いております。

このような状況の中、今後の島原鉄道への支

援のあり方については、令和4年11月に設置さ
れた「島原鉄道活性化検討部会」において、県

や沿線市が中心となった検討が行われており、

本年3月に開催された部会では、上下分離方式
による鉄道存続、一部バス転換、バス転換の3
つのパターンについて検討を深めていくことと

されています。

私といたしましては、鉄道以上に運転手の不

足が問題となっているバスへの転換は非常に難

しく、上下分離方式での鉄道存続を目指すこと

が、最も現実的で、実効性のある選択肢で、切

迫している鉄道事業の経営状況を踏まえると、

もっとスピード感を持って、上下分離方式への

移行を進めていただきたいと考えております。

この上下分離方式については、全国の地域鉄

道の中には、「肥薩おれんじ鉄道」のように鉄

道施設を自治体で保有せずに、運行事業者を支

援する「みなし上下分離方式」を採用している

事例もあると伺っております。

島原鉄道のあり方について、こうした上下分

離方式への移行なども含めた現在の検討状況や

今後の進め方について、お尋ねをいたします。

2、観光行政について。
（1）県内観光事業者への資金繰り支援につ

いて。

県内の観光産業は、地域経済の核とも言える

産業と考えています。

地域の雇用を支えているだけではなく、地場

の食材や特産品をお客様に提供することから、

域内消費率が非常に高く、地域経済への波及効

果は、他業種に比べて大きいため、その役割は

地域にとっても代替不可能な存在だと思ってい

ます。

観光需要は、徐々に回復してきてはいるもの
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の、コロナ禍の損失補填により、「新規借入れ

が膨らみ、返済が厳しい」という声や、依然と

して続く物価高騰による影響も見られます。

そこで、観光事業者への資金繰り支援として

どのような取組を行い、また、金融機関に対し

てどのような働きかけを行っているのか、お尋

ねをいたします。

（2）サイクルツーリズムの展望と支援につ
いて。

サイクルツーリズムとは、「サイクリング・

自転車」と「観光・旅行」を組み合わせたもの

で、自転車で移動しながら地域の自然や、地元

の人々との交流、食事や温泉といった、あらゆ

る観光資源を楽しむことを目的としています。

本県でも、スポーツによる地域活性化を目指

して、本県の豊かな自然環境を活かして、広域

的な周遊を促進するサイクルツーリズムを推進

しています。

特に、外国人旅行者のニーズが、「モノ消費」

から体験型観光の「コト消費」へ変化し、都市

部以外にも訪問・滞在したくなるようなコンテ

ツが求められ、都市部とは、また違った景色や

体験を提供できるサイクルツーリズムに期待が

集まっています。現在、県内においても、多く

の自治体がサイクルツーリズムの取組を進めて

います。

そこで、これらの状況を踏まえて、県として、

県内における4つのサイクルコースを活用した
サイクルツーリズムの展望をどのように見てい

るのか。また、島原半島において、サイクルツ

ーリズムを推進、発展させるためのハード整備

やソフト整備における支援について、お尋ねを

いたします。

（3）県内の修学旅行対策について。
修学旅行の目的地となる地域においては、学

校教育に協力するという観点から、単価の高い

国内外の観光需要を断り、修学旅行のために部

屋を確保している宿泊施設が多く存在いたしま

す。

修学旅行が、通例2～3年前に旅行会社を通じ
て、学校側と契約し、一人当たりの単価を設定

する商慣習となっていることもあり、昨今の物

価高により、修学旅行を受け入れれば受け入れ

るほど経営が悪化するケースが生じています。

このため、宿泊施設において、現在の宿泊単

価での受け入れに向けた単価の見直しが可能に

なるような仕組みが必要だと考えています。そ

れには、単価の見直しによる旅行代金の増加に

より、過大な保護者負担とならないよう国の支

援も必要だと思います。

このことに対する県の支援についての見解と、

こうした状況の中で、修学旅行受入拡大に向け

た取組について、お尋ねをいたします。

（4）九州MaaSの取組について。
九州の自治体や経済界が一体となって広域的

に取り組む九州MaaSが、本年8月1日から、新
たなモビリティサービスとしてスタートいたし

ました。全国各地で、人口減少が進み、地域社

会や集落維持・確保が課題となっている中、こ

のような取組は意義深いと考えています。

そこで、この九州MaaSの取組内容について、
お尋ねをいたします。

次に、今回の九州MaaSの取組においては、
利便性の向上や観光事業者との連携等により、

長崎県内に、その効果を波及させることが重要

だと考えています。

そこで、その効果を波及させるために、九州

MaaSのさらなる拡大・推進に向けて、今後の
取組について、お尋ねをいたします。

（5）国際航空路線の取組について。
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本県の国際航空路線の誘致については、九州

の中でも遅れていると認識をしています。

本県の外国人延べ宿泊者数を国別、地域別に

見ると、直行便がない中で、韓国が非常に多い

状況であります。今般の長崎～ソウル線の再開

は、インバウンド需要を取り込む好機と捉えて

います。

そこで、今回の定期便就航による経済効果と

今後の他路線の誘致の方向性について、県の考

えをお尋ねいたします。

3、農業行政について。
（1）農業を核とした若者定着の取組につい

て。

人口減少や少子・高齢化が進展する中、農業

は、本県の基幹産業の一つであり、農業の担い

手が減少すると、地域コミュニティの維持が難

しくなるのではと危惧しています。また、本県

には、やりたい仕事がなく、就職のために県外

へ転出する若者が多いことも実態としてありま

す。

こうした課題を解決するために、若者に職業

として農業を選択してもらえるよう環境を整備

し、農業を核とした、若者の地元定着を進めて

いくことが重要と考えています。

県では、これまで相談から就農までをサポー

トする「ワンスポット窓口」の設置や、技術習

得支援研修など新規就農対策に取り組まれてき

たことにより、近年は、280名程度の方が新規
就農をされています。

そのような中で、スマート農業に大きな成果

が見られている施設園芸では、若手の就農希望

者の関心が高く、地域の活性化につながる事例

もあると聞いています。

そこで、農業を核とした若者定着を図ってい

くためには、施設園芸におけるこうした取組を

拡大していく必要があると考えますが、県の取

組について、お尋ねをいたします。

（2）農産物の輸出拡大について。
昨年10月の予算決算委員会総括質疑におい

て、農産物輸出の取組状況について質問したと

ころでありますが、人口減少等による国内の食

の市場規模が縮小していく中、高品質な農産物

を海外に売り込んでいくことが必要であると考

えており、県としても、積極的に農産物の輸出

拡大を推進していただきたいと考えております。

このような中、去年1月には、大石知事をは
じめ、徳永県議会議長や農業団体の皆さんが一

体となってシンガポールを訪問し、長崎和牛や

いちごなどを扱う現地商社3社に対してトップ
セールスを行い、現地商社との信頼関係を深め

られたことは、今後の輸出拡大につながる非常

に意義のある機会であったものと考えておりま

す。

そこで、今後も、この機を逃さず、さらなる

輸出拡大に向けて取組を継続していくことが重

要と考えますが、シンガポールへの輸出拡大に

ついて、今後どのように進めようとしているの

か、お尋ねをいたします。

4、水産行政について。
（1）有明海の漁場における付着物対策につ

いて。

有明海の漁場の変化が続く中、近年、沿岸の

海域では海底付着物の増加が続いています。そ

の付着物の増加により、漁労作業に相当の労力

を要し、漁業効率の低下を招いています。

さらに、これらの付着物が海中に漂い、漁船

のエンジンが破損するなど、また、イカかご等

漁具にも付着物が絡むことに伴って、水揚げ量

の減少を招くなど非常に大きな問題となってい

ます。
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そこで、この問題に対しての対応、対策をお

願いしたいと思いますが、県の考えについて、

お尋ねをいたします。

（2）有明海に適した養殖施設整備への支援
について。

漁業者は、漁獲量の減少に伴い、漁業経営は

大変厳しいものとなっています。現在、資源回

復に向け、「有明海栽培漁業推進協議会」が中

心となり、国や、県の支援や指導を受けながら、

稚魚の放流や水産資源の維持、回復に努められ

ています。しかしながら、有明海の漁場環境の

変化は著しく、漁業効率の低下を招いています。

このまま、漁場環境の変化が続けば、漁業者に

とって、より厳しい状況で、後継者不足にも拍

車をかけていきます。

そこで、漁場環境が変化する中、漁業者が漁

業を継続できる有明海に適した養殖などの事業

を進める必要があると考えますが、県の考えを

お尋ねいたします。

5、人材不足対策について。
（1）県内の人材不足の状況と対策について。
新型コロナウイルス感染症の影響も落ち着き

を見せ、経済活動は回復基調との報道がなされ

るなど、明るい話題も多くなる一方で、人手不

足により、地域の産業が影響を受け始めている

状況が見られます。

例えば、宿泊業においては、「レストランで

は平日休業とし、宴会や食事つきプランを制限

している」とのお話をお聞きしています。また、

飲食業においても、「営業時間の短縮や予約の

みの対応など、お客を受け入れられず、稼働を

制限するなどして、利益を確保できない」とい

う声も聞いています。

県では、これまで若者の県内就職やUIターン
の促進に取り組んでこられましたが、労働人口

が減少する中、国内での人材確保は、ますます

難しくなっていくものと考えられます。

そこで、企業に外国人材の積極的な活用を促

すことが重要ではないかと考えますが、県では、

ベトナムとの覚書に基づく受け入れや、バング

ラデッシュからのIT人材の受け入れにも取り
組んでおられますが、県の外国人材の活用に向

けた取組の現状について、お尋ねをいたします。

6、半島地域医療体制の維持について。
（1）島原市医師会看護学校への支援につい

て。

島原市医師会看護学校の令和5年度入学者は、
定員40名に対し33名、令和6年度の入学者は30
名となり、2年続けて定員割れの状況でありま
す。

その原因として考えられるのは、少子化によ

る高校生の減少、新型コロナウイルス以降、看

護職を希望する人材の減少、他地域・他業種へ

の進学、就職希望等が考えられます。

島原市医師会としても、来年度に向けて対策

を講じられていきますが、少子化による高校生

の絶対数の減少が大きく、今後も定員割れの状

況が予想されています。

半島地域の特別な状況を考えると、定員割れ

でも、看護師の養成を継続できる体制整備が必

要と考えています。半島では、若年者の半島地

域外、県外流出で若い働き手が不足をしていま

す。

これまでも、医師会看護学校を卒業し、地域

病院へ勤める学生も多く、今後、医師会看護学

校の運営が立ちゆかず閉校した場合には、島原

半島地域全体で看護師不足による医療崩壊が危

惧をされます。

そこで、半島医療を支える看護学校が継続し

て看護師の養成が続けられる支援をお願いした
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いと思いますが、県の考えについて、お尋ねを

いたします。

以上で、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。

なお、答弁の次第によりましては、対面演壇

席より再質問を行わせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 大場議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

半島振興法の延長について、来年3月に期限
を迎えますこの半島振興法の期限の延長ですけ

れども、県の考えをお尋ねいただきました。

半島地域は、多様な食や優れた自然景観など

魅力的な資源に恵まれている地域である一方で、

人口流出であったり、少子・高齢化については

厳しい状況にございます。また、県土の3割を
超える半島地域の振興は、本県の発展にとって

大変重要であると考えております。

こうした中、半島地域の振興を図り、半島地

域の自立的発展などを目的とした「半島振興法」

が、来年3月に期限を迎えるに当たりまして、
関係市町や県議会からのご意見をいただきなが

ら、本県半島地域の実情に沿った、より実効性

のある改正・延長の実現へ向けて取り組んでき

たところでございます。

特に、今回は、本年1月の能登半島地震を踏
まえ、防災・減災対策に的確に対応できるよう、

道路等の社会基盤の整備促進が重要であると考

えており、政府施策要望においても最重要項目

として、自由民主党や公明党、国土交通省を私

自身が訪問し、強く要望したところであります。

今後も、関係市町や全国組織である半島地域

振興対策協議会とも連携を図りながら、国や関

係国会議員等へ働きかけを行ってまいりたいと

考えております。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） まず、島原道路の進

捗についてのお尋ねでございます。

島原道路につきましては、現在、国と県で合

わせて4工区の整備を行っており、このうち国
が進めている森山拡幅におきましては、全体4.8
キロメートルのうち3.3キロメートルが、昨年11
月に開通しました。

また、県で進めております3工区のうち瑞穂
吾妻バイパスにおきましては、既に9割の用地
を取得し、道路が地中構造となる区間の工事を

進めており、有明瑞穂バイパスにおいては、主

に用地の取得を進めております。

出平有明バイパスにおきましては、事業も終

盤に入り、残る用地の取得を目指すとともに、

工事を全面的に展開しております。

引き続き、島原道路の早期完成に向けて取り

組んでまいります。

次に、島原南インターの立体整備についての

お尋ねでございます。

島原南インターチェンジは、島原中央道路の

早期供用を図るため、地元説明会を開催し、平

面交差に対する地域の理解を得たうえで、暫定

供用をしております。

島原南インターチェンジの立体化は、土石流

や津波などの災害時に、より安全で、迅速な避

難を可能にすると考えられますが、島原深江道

路に接続するための長大橋の整備が必要となり、

多額の費用がかかります。

また、島原道路の供用率は、依然として5割
にとどまっていることもあり、まずは、この事

業中区間の整備に注力したいと考えております。

次に、都市計画道路「新山本町線」等の早期
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整備についてのお尋ねでございます。

島原市の中央部を縦断する都市計画道路「新

山本町線」及び「安徳新山線」につきましては、

これまで県と市で整備を進めており、令和6年7
月には、接続する市施工の霊南山ノ神線が一部

完成したところです。

今後、新しい道路網による周辺道路の交通状

況の変化を見ながら、「新山本町線」及び「安

徳新山線」の未整備区間の整備のあり方につい

て、市とともに検討してまいります。

次に、既存のサイクルルートを活用したサイ

クルツーリズムの展望について、お尋ねいただ

きました。

本県では、歴史・文化・自然や温泉などの多

岐にわたる魅力的な観光資源が多く点在し、魅

力的なサイクルツーリズムを展開するための高

いポテンシャルを有していることから、「長崎

県自転車活用推進計画」を定め、サイクルツー

リズムを推進しております。

現在、県内4つの地域でサイクルルートを設
定しており、このルートを活用した沿線の魅力

を楽しむ体験型・交流型観光により、観光地域

づくりがさらに促進されるものと考えておりま

す。

現在、各ルートでは、走行環境の整備を国、

県、市が進めており、また、市、町、民間企業

等が連携して、メニューの拡充などにも取り組

まれています。

今後も、関係者と連携しながら、サイクルツ

ーリズムを推進することで、観光地づくりによ

る地域活性化を図ってまいります。

次に、島原半島におけるサイクルツーリズム

を推進するためのハード整備についてのお尋ね

でございます。

島原半島地域では、半島を1周するサイクル

ルートを設定し、国、県、市の各道路管理者が

自転車走行環境の整備を進めております。

島原鉄道の廃線敷を活用する区間におきまし

ては、島原市並びに南島原市が、自転車歩行者

専用道路の整備を進めております。その他の区

間のうち、県管理の国県道におきましては、県

が矢羽根やブルーライン、案内標識等の設置並

びに舗装補修を実施し、安全で、快適なサイク

ルルートの環境整備に取り組んでおります。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） まず、企業誘致

について、ご答弁申し上げます。

県では、若者の定着などを図る人口減少対策

や地域経済の活性化のため、企業誘致の推進は

重要であると考えております。

このような中、島原市杉谷地区の工業団地候

補地については、半導体集積地である熊本県菊

陽町へフェリーを使うと2時間程度の距離にあ
り、面積が最大6ヘクタール、日量1,000トン程
度の良質な水が確保できると伺っております。

また、市内には、工業高校などから輩出され

る優秀な人材や技術力の高い地場企業など、企

業の進出を後押しする強みを有しています。

このようなことから、島原市杉谷地区に新た

な工業団地が整備された場合、県としては、半

導体関連や島原半島の豊富な農水産物の活用が

期待される食料品製造関連、さらに小型軽量で

付加価値の高い医療器具関連などを中心に、積

極的な企業誘致を進めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、資金繰りについて、ご答弁申し上げま

す。

日銀長崎支店によると、「主要ホテル・旅館

宿泊者数、主要観光施設入場者数は、前年を上

回っており、県内観光は、回復が続いている」
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とされております。

一方、県では、観光事業者を取り巻く環境は、

コロナ関連融資の返済本格化に加え、物価高騰

や人手不足、金利の上昇など、依然として厳し

い状況にあるものと認識しております。

このような中、事業者を資金面から支えるた

め、県では、長期かつ固定金利の資金を融資す

る「経営安定資金」について、融資期間を7年
から10年に延長するなど、コロナ関連融資から
の借換えニーズ等を踏まえた制度改正を行って

おります。

併せて、金融機関に対しては、事業者からの

相談等に、迅速かつ丁寧に対応していただくよ

う、「中小企業経営安定対策連絡会議」なども

活用し、要請を重ねているところであります。

今後とも、地域経済の状況を注視し、関係機

関と連携しながら、県内事業者への適切な資金

繰り支援に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）県南振興局再編後の

島原半島地域の組織体制と県南振興局庁舎の整

備の進捗状況についてのお尋ねでございました

が、県南振興局の再編に当たり、島原半島地域

については、緊急性、現場性が特に強い災害対

応や窓口業務に加え、地域の特性を踏まえた機

能を残すこととしております。

具体的には、保健所や農業普及部門、農村整

備事業の推進部門、土木維持管理事務所や大規

模プロジェクト建設事務所等の配置を予定して

おり、再編後も、これまでと同様に、本庁を含

む関係機関と連携した事業の実施に取り組んで

まいります。

また、庁舎整備の進捗状況については、令和

6年1月に実施設計を終え、現在、建築・電気・
空調・衛生の4つの工事に分離して、発注手続

を進めているところです。

今後、契約締結において、議会の承認が必要

となる工事については、入札後、落札業者と仮

契約を締結し、11月定例会で議案を提出するこ
ととしており、年内に各工事の契約締結を行い、

速やかに工事に着手し、令和8年度ごろの庁舎
完成を目指してまいります。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君）島原鉄道のあり

方の検討状況などについてのお尋ねでございま

すが、厳しい経営状況にある島原鉄道について

は、令和4年度から県や沿線市などで構成する
「島原鉄道活性化検討部会」において、今後の

方向性を幅広く検討してまいりました。

その結果、今年度は、上下分離方式への移行

による鉄道存続とバス転換を行う場合について、

自治体負担や運転手確保への対応の可否などの

比較検討を行っているところであります。

このうち上下分離方式については、地元自治

体において、鉄道施設を保有・管理する点が一

つの課題でありましたが、昨年度、国の支援制

度の改正により、鉄道施設の保有者を島原鉄道

のままとする「みなし上下分離方式」を採用し

た場合の施設整備にかかる国庫補助率のかさ上

げなど、これまで以上の支援を受けることが可

能となったことから、この方式も一つの選択肢

として、沿線市とともに検討を行っております。

島原半島の公共交通ネットワークの維持に向

け、今年度中には、今後の方向性などについて、

関係者間の合意が得られるよう取り組んでまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） まず、島原

半島において、サイクルツーリズムを推進、発

展させるためのソフト整備における支援につい
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てでございますが、県では、サイクルツーリズ

ム推進に取り組む市町や観光関係団体、民間事

業者を対象とした体験会、勉強会の開催や、「な

がさき旅ネット」において、県内各地のイベン

トやお勧めのルートなどの情報発信のほか、ソ

フト事業に対する支援を行っております。

ナショナルサイクルルートを目指す島原半島

においては、ソフト事業に対する支援として、

地元観光連盟が実施する地域住民への啓発、サ

イクリングマップの作成、ガイド育成などのサ

イクルリストの受入環境整備や、情報発信・プ

ロモーションの取組等に対して支援を行ってい

るところでございます。

今後とも、市町や観光関係団体等と連携し、

サイクルツーリズムの推進に取り組んでまいり

ます。

次に、修学旅行の受入単価の問題への県の見

解と今後の受入拡大に向けた取組についてのお

尋ねでございます。

物価高騰に伴う修学旅行の受入単価の問題に

つきましては、全国的な課題であることから、

先般、「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合

会」から国に対して支援を求める要望が行われ

たところであり、県といたしましては、今後の

国の動向を注視してまいりたいと考えておりま

す。

また、最近の修学旅行は、旅行先として人気

の高い地域におけるオーバーツーリズムや旅行

費用の高騰等により、旅行先を変更する動きが

見られております。

今年度、新たに、県や市町、宿泊事業者、観

光関係団体等から構成する「長崎県教育旅行誘

致促進協議会」が設立されたところであり、今

後は、こうした動きも踏まえ、当協議会におい

て、本県の修学旅行の誘致拡大に取り組んでま

いります。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 私から九州MaaS
の取組について、お答えいたします。

本年8月にスタートをしました九州MaaSは、
九州各県や交通事業者等で構成される「一般社

団法人九州MaaS協議会」が運営主体となり、
住民や観光客等の移動円滑化と移動需要の創出

を図るためのサービスであります。

具体的には、スマートフォンアプリ「my
route」を使用し、交通ルートの検索・予約・決
済に加え、観光地等の情報発信や、デジタルチ

ケットの購入などの利便性の高いサービスが提

供されております。

このような中、本県では、九州MaaSのサー
ビスに先行して本年7月から、バスと鉄道など
異なる交通モードの事業者間で作られた「デジ

タルチケット」が、このアプリの活用に向けて

発売されるなど、関係者が協議のうえ、連携拡

大に向けた取組が進められております。

県としましては、こうした動きを拡大し、交

通や観光・宿泊・商業など多くの事業者が参画、

連携することで、移動需要の創出や交流人口の

拡大を図り、地域経済の活性化につなげていく

ことが重要であると考えております。

今後とも、九州MaaSの普及促進に向け、様々

な関係者と連携、協力しながら、積極的なPRや

サービスの充実、参画事業者の拡大に努めてま

いります。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）長崎～

ソウル線の経済効果と今後の誘致の方向性につ

いてのご質問でございます。

長崎～ソウル線の就航による経済効果につき

ましては、便数や使用する機材の座席数、一般
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的な搭乗率等を考慮し、本県の産業連関表によ

る試算では、年間約17億円から22億円の経済波
及効果を見込んでおります。

昨年再開いたしました長崎～上海線に加えま

して、今回、就航する大韓航空は、フルサービ

スキャリアで、週4便の運航であり、さらに世
界的なハブ空港である仁川国際空港と結ばれる

ことで、韓国のほか欧米などからインバウンド

も期待できると考えております。

また、アウトバウンドにおきましても、旅行

者の利便性向上が図られることで、観光やビジ

ネス等での利用促進が期待されます。

県といたしましては、まずはソウル線及び上

海線の安定運航に注力するとともに、今後の路

線誘致につきましては、市場のニーズや就航に

伴う経済効果などを総合的に勘案いたしまして、

東アジアや東南アジアの可能性について検討を

進めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）農業を核とした若者

定着の取組についてのお尋ねですが、県におき

ましては、産地とJAが新規就農者を受け入れ、
育成する「産地主導型就農ルート」を推進して

おり、JA長崎せいひことのうみいちご部会にお
いては、Uターン就農した若手農業者が、JAの
リースハウスを利用して栽培技術を習得し、高

い所得を得たことで、その実績を知った新たな

若者12名の就農につながる好循環の成功事例
があっております。

こうした事例を県内各地に広げていくために

は、就農に必要な農地の確保のほか、多大な初

期投資を要する施設整備など、産地における受

入環境の整備が課題となっております。

このため、産地においては、市町やJAなどの
関係機関が連携した農地の確保、JA等がハウス

をリースし、初期負担を低減するなど、就農に

向けた仕組みづくりを進めるとともに、県では、

リース用ハウスの整備に対し、市町との協調支

援に加え、技術面、経営面での伴走支援を行っ

ているところであり、これらの取組により、若

手就農者の確保と定着につなげてまいります。

次に、シンガポールへの輸出拡大に向けた今

後の取組についてのお尋ねですが、県では、本

県農産物の輸出額の5割が香港に偏重している
ことから、今後も需要拡大が見込まれ、東南ア

ジアのショーケースであるシンガポールへの輸

出拡大が重要と考えております。

本年1月のトップセールスで、協定書を締結
した現地商社3社については、昨年度のいちご
やみかん、長崎和牛等の取扱い実績が約2倍に
増加しており、今後も、この関係性を最大限に

活かしながら、農業団体等と連携し、輸出拡大

を図っていくこととしております。

具体的には、現地バイヤーの本県産地への招

聘や新たな長崎和牛指定店の開拓、ニーズに合

わせたいちごやみかん等のパッケージの開発な

どに取り組むこととしております。

さらに、県産品全体の輸出拡大につながるよ

う現地レストランにおいて、長崎和牛やいちご

などの農産物をはじめ、水産物、県産酒などを

使ったメニューで、「長崎フェア」を関係部局

と連携して開催する予定であり、こうした取組

により、シンガポールへの輸出拡大を図ってま

いります。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） まず、有明海の漁場

における付着物対策につきまして、県において

は、島原市有明町地先で、近年2月から6月にか
けて発生している漁具の付着物は、海底に広く

生息するヨコエビ類の巣が集まっているもので
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あるということを確認しております。

また、今年5月上旬から付着物の低減対策を
施した漁具を用いた試験を行い、一定の効果を

確認しており、引き続き、発生の多い時期に追

加試験を実施することとしております。

さらに、漁業者からの要望を踏まえ、今年度

の海底耕うん事業については、付着物の発生が

多いとされる海域で実施することとしており、

併せて、効果の把握を行うこととしております。

今後も、これらの結果を踏まえながら、必要

な対策について検討してまいります。

次に、有明海の環境に適した養殖施設整備へ

の支援についてでありますが、有明海では、マ

ガキ、ワカメ、ヒジキなど有明海の環境に適し

た養殖の取組が進められており、県は技術的な

助言、指導に加え、新規着業や規模拡大の取組

への支援を行っております。

こうした中、新たに島原市有明地区において、

昨年から若い漁業者グループがワカメ養殖試験

を開始し、事業化のめどが確認できたことから、

今年8月に発足した「わかめ養殖産地協議会」
において、今年度中の施設整備に向けて、関係

者とともに計画策定を進めているところであり

ます。

県においては、今後も漁場環境に適した養殖

業の導入、振興に向けて、技術的な支援を継続

していくとともに、計画的な施設整備への支援

など、漁業者の経営力強化に向けた取組を推進

してまいります。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君）外国人材の

活用に向けた取組についてのお尋ねでございま

す。

労働人口が減少し、人材不足が課題となる中、

外国人材につきましては、さらに受け入れを促

進していく必要があると認識しております。

そのため、県では、企業の理解促進等の取組

に加え、今年度から長崎県中小企業団体中央会

と連携し、受け入れに関する相談窓口を設置す

るとともに、企業と監理団体とのマッチング会

を開催するなど、支援を強化しております。

また、ベトナム国クァンナム省と連携した受

け入れにつきましては、現地送り出し機関と協

定を締結する本県監理団体を増やすため、8月
に個別面談会を開催したところでございます。

一方、バングラデッシュからのIT人材受け入
れにつきましては、今年6月に開催した第1回面
談会で県内企業3社が、3名の雇用を決定してお
り、次回の面談会を年内に開催する予定として

おります。

今後とも、本県産業を支える担い手確保に向

け、外国人材の受け入れ促進に取り組んでまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）島原市医師会看

護学校が看護師の養成を続けられるよう支援が

必要ではないかとのお尋ねでございます。

医師会が設置・運営している看護師等養成所

は、卒業生の県内医療機関等への就業率が高く、

本県の医療提供体制を確保するうえで、重要な

役割を担っていただいていると認識しておりま

す。

そのため、県といたしましては、「看護師等

養成所運営等事業補助金」により、島原市医師

会看護学校も含め、医師会が設置運営している

養成所に対する支援を行っているところでござ

います。

現在、少子化などの影響により、島原市医師

会看護学校への入学者数が減少傾向にあり、定

員割れが生じていると承知しておりますところ、
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「看護師等養成所運営等事業補助金」の算定に

おいて、前年度卒業生の県内就業率に応じた加

算措置を設けておりますことから、県といたし

ましては、卒業生の県内就業の促進などを通じ

て、さらなる養成所に対する支援の強化を図り

つつ、島原市医師会看護学校をはじめ、現場の

声を丁寧にお聞きしながら、引き続き、課題の

解決に向けて検討してまいります。

〇議長（徳永達也君） 大場議員─25番。
〇２５番（大場博文君） 各答弁、ありがとうご

ざいました。

それでは、若干再質問をさせていただきたい

と思いますが、時間が思ったより残ってなくて

ですね、先に再質問をさせていただきたいと思

いますが、まずは、水産行政についての有明海

の漁場に関する付着物対策であります。

ここ数年ですね、そのような状況が続いて、

そういった声があるというのは、もう部長もご

存じのことだと思いますが、漁業者によります

と、そういった対策をする中でも、もっと効果

のある対策を打ってほしいというふうなことと、

そういった期間があることによって収入がない

と、そういったものも踏まえたうえでのいろん

な対策が求められております。

先ほど漁具への付着物対策の質問に対して、

本年度の海底耕うん事業を、付着物発生が多い

と思われる海域で効果の検証を試みるとの答弁

をいただいております。

地元の漁業関係者は、海底耕うんにより付着

物の抑制が図られるのではないかと、そこに対

しては非常に期待を寄せているところです。

この海底耕うん事業によって、有明海の漁場

環境の改善を目的に実施されております地元漁

業関係者からも、これに対しては非常に評価が

高いというふうにお聞きをしておりますが、こ

の事業の継続がさらに望まれていると思います。

そこで、本年度の事業規模と、そして、その

海底耕うんの今後の見通しについて、お尋ねを

いたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君）本年度の有明海にお

ける海底耕うん事業につきましては、国の補助

事業により、耕うん面積1,700ヘクタールを1億
5,000万円の事業費で実施しております。
県といたしましては、有明海の漁獲量の回復、

増大を図るためには、漁場環境の改善に継続的

に取り組むことが必要だと認識しており、今後

については、事業の効果検証を行いつつ、事業

の継続に向け、国に要望してまいります。

〇議長（徳永達也君） 大場議員─25番。
〇２５番（大場博文君） その事業については、

ぜひお願いしたいのと、望まれているのは、そ

の同地区において、「引き続き、漁を継続的に

行わせていただきたい」と、そういうふうな声

も多く聞いておりますので、その辺もご検討方

よろしくお願いしたいと思います。

次に、人材不足についてであります。

人材不足の解消に向けて、外国人材の積極的

な活用は現状として必要不可欠だというふうに

私は考えております。

宿泊事業者の声としてありますのが、「外国

人材の雇用に対して非常にコストの面であると

か、雇い入れるための事務手続の煩雑さ、そし

て、そういった事業で受け入れに当たり非常に

手続が難しい」と、そういうふうな声をお聞き

しております。

こういったことで、今年度、県がそういった

ハードルを少し下げるような事業として、宿泊

施設インターンシップ受入支援事業を始められ

ておりますが、これは業界からも非常に時宜を
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得た事業ではないかというふうな評価を受けて

おります。

このインターンシップということで、要は、

期間限定であること、コスト面が、外国人材を

通常で受け入れるよりも非常に安く収まる、そ

ういったものでメリットの方が大きいというふ

うなことを書かれておりますが、これについて、

さらにもっと進めていただきたいというふうに

思っておりますが、現状、取組をされている進

捗状況と今後の取組ついて、お尋ねをいたしま

す。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）県内宿泊施

設において、持続的に外国人材を受け入れてい

くため、県旅館ホテル生活衛生同業組合を窓口

とした体制構築に取り組んでおりまして、今年

度は、ネパール国からのインターンシップの受

け入れを進めているところでございます。

この取組を支援するため、去る7月25日には
同国を訪問し、政府関係者等と協議を行い、県

旅館ホテル組合、本県の3者での連携について
合意を得たところでございます。

本年11月には、インターンシップの受け入れ
が開始される予定でありますけれども、今後も

県内宿泊施設の人材不足に対応できるようネパ

ール国からの受け入れ拡大のほか、対象国の拡

大について、県旅館ホテル組合とも連携しなが

ら取組を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 大場議員─25番。
〇２５番（大場博文君）「非常に期待している」

というふうな業界の声を聞いておりますので、

取組をしっかりやっていただきたいと思います

が、その中で、今もネパールということであり

ました。

先般、私どもの会派でインドネシアを訪問視

察させていただきました。そちらの方で、現地

日本語学校を経営されている企業の方々、そう

いった方と意見交換をさせていただいて、要は、

日本に対しても、これから先、人材を送りたい

というふうなお話を伺ったところで、早速、そ

の社長を含め、先日、県庁の方にもお越しにな

られまして、改めて、こちらの県の方で、長崎

県内において意見交換をさせていただきました。

そこで、そういった県内の宿泊事業者の対象

の方等々も加わっていただいて、意見交換をさ

せていただいた中で、ちょうど先ほど言いまし

たように、現状の外国人材を活用するにとって

は、現在の円安状況を踏まえて、一企業として

はものすごくハードルが上がっていると、雇う

にしても非常に高い費用を払って、ましてや円

安ということで、いわば日本人を雇うよりも外

国人を雇った方が高くつくと、要は、逆ざやの

状況になっているという状況を踏まえて、企業

とすれば、それに対して、今現状としてはちょ

っと考えてしまうところがあるというふうな意

見がありました。

そこで、ホテル事業者の方が言われたのが、

県でやっているインターンシップ、そちらの方

もインドネシアの方で取り組めないかと、要は

県とインドネシア、そちらの大学等々で多くの

人材を、向こうとしては送り出しとして考えて

いる中で、お互いの県と、そして大学、新たな

国として、インドネシアとして、そういったと

ころで協定を結んで、新たな人材として受け入

れられないかと。

そういったことで、業界とすれば、まずは1
年間、大学とすれば、その生徒にとっては、そ

の1年間は単位の修得と認めると、そのかわり1
年間しっかり日本で働いてきて、今後、その人
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材として、この業界を、日本というまず環境に

慣れていただく、そして、その仕事を見ていた

だく、そういったことによって、将来の新しい

長崎県の人材として、それが可能であるんじゃ

ないかというふうな意見を言われたところであ

ります。

そういったことで、今ネパール、まずは取っ

かかりとして、そういったことも必要だと思い

ますが、先ほど言いましたインドネシアを含め

て、今後、そういった多くの人材を抱えるとい

うところに対しても、もっと目を向けていただ

きたいと思いますが、その点についていかがお

考えでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）やはり県内

の宿泊施設の人材不足にどう対応していくのか

ということで、今年度は、まずネパール国から

の受入拡大ということで取り組みを進めてまい

りましたけれども、そのほかの対象国について

も、さらに受入拡大ができるよう旅館ホテル組

合とも連携しながら、取り組みを進めてまいり

たいというふうに考えております。

〇議長（徳永達也君） 大場議員─25番。
〇２５番（大場博文君） ぜひ、ご検討をお願い

したいと思います。

これは参考にお話をさせていただきますが、

これは県内の高校生を対象としたインターンシ

ップの取組を、諫早市の旅館組合が中心となっ

て始められます。本格的には来年度から受け入

れを開始するということですが、まず、年度内

に対しては、諫早市にある私学3校と、正式に
旅館組合が受け皿となって契約を学校とさせて

いただいて、そこからの生徒を受け入れると、

そういった施設に対しては、旅館組合等々が責

任を持って、しっかりと見ていくというふうな

形での高校生インターンシップというのを諫早

の旅館組合が、この人材不足に当たって始めら

れるというふうなことであります。

それが、高校生にとっても、現在非常に物価

高等々で家庭的にも大変なところがあるという

ことで、そういったことを望まれる生徒さん、

そして人材を求められている事業所がちょうど

マッチしまして、そういった形で進められてお

りましたが、もうこれから試験的に入って、来

年度からようやく本格的に実施をしていきたい

というふうな形で進められようとしております

ので、それは情報としてさせていただきますが、

そういうふうな形で人材としての考え方ですね。

要は、外国人も、私も進めなければいけない

と思いますが、県内においても、そういった形

で、高校生も含めて、いろんな形の人材確保と

いうのは考えられるのではないかと思いますの

で、そういったことで、県としてもしっかり対

応をしていただきたいと思います。

次に、島原市の企業誘致についてであります。

先ほど壇上で述べましたとおり、ちょうど水

源調査を行うようにして、そこの敷地内で一日

約1,000トンの水が使えるということで、その水
自体が、先日の新聞等でありましたが、非常に

いい水だと、水質的には、ミネラル分が少なく、

工業用水に適している軟水であって、非常にい

い水であるということがわかったということで

あります。

現在、皆さんご存じのとおり、対岸の熊本で

は半導体大手のTSMCが誘致をされ、それにお
いて非常に県を中心として、そういったサプラ

イチェーンが構築されようとしておりまして、

島原市も、ご存じのとおり、見た目で、対岸で

1時間30分で行ける距離にあると。
そういったところで、先日、古川市長の方も
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熊本市を訪れられて、これは地元の新聞であり

ますけれども、シリコンシーライン、要は、熊

本とのそういった共通認識を持って、新たな工

業共同体としてできないかと、それに対しては、

観光も付随をさせて、お互いの地域として発展

をしていくということで話を進められておりま

す。

ここにありましたように、工業用水と言いま

したが、島原市として考えているのは、まずは、

そういうふうに目の前に半導体企業が集約して

いるので、その企業としても1つ。
ただ、水として非常にいい水があったという

ことで、島原市としては、それに限らず、人口

減少等を解消するためには、まずは企業誘致を

したいということで、ありとあらゆる産業につ

いて可能性があるならば進めていきたいという

ふうに考えられておりますので、その点につい

てはしっかりと県の方も島原市と話をしていた

だいて、ぜひ、サポートしていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君）先ほどご答弁申

し上げましたとおり、まず、国内投資が活発化

している半導体、これは隣県熊本が非常にサプ

ライチェーンとして大きな形になってますので、

そのサプライチェーンの中の投資を取り込むと

いうこと。

あと、島原市内の企業の方にお伺いをしまし

たところ、やはり地元の農水産物を活用してい

ただく食料品製造業がくると、波及も広がるの

ではないかというお話も伺っております。

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
─ 午後 ２時３１分 休憩 ─

― 午後 ２時４５分 再開 ―

〇副議長（吉村 洋君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。

本日から一般質問をスタートしました。初日

の4番バッターを務めさせていただきます、改
革21、諫早市選挙区選出の山口初實でございま
す。

秋晴れの好天気が続いています。台風10号も
心配をいたしましたが、私の地域においては、

大きな被害もなく安心しているところでありま

すが、被害を受けられました皆様には、心から

お見舞いを申し上げます。

このような中、本日は、私の地元諫早市をは

じめ、多くの皆様に議会傍聴においでをいただ

いております。ありがとうございます。

本日は、大きくは8項目の通告をいたしまし
た。

知事をはじめ、教育委員会教育長、関係部局

長の明確なご答弁をよろしくお願いいたします。

通告に従いまして、一問一答方式で進めさせ

ていただきます。

1、知事の政治姿勢について。
（1）選挙資金・政治資金について。
このような項目、案件について、一般質問の

貴重な時間帯で質問を起こさなければならない

こと、私自身、極めて不本意であります。

しかし、私は、県民の皆様から、健全な県政

の推進のために貴重な県議会の一議席を預かっ

ています。与えられている立場であり、しっか

り役割を果たしていかなければならないと、常

日頃、思っているところでございます。
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そこで、知事にお尋ねをいたしますが、6月
定例会において、286万円の迂回献金疑惑に関
する質疑に端を発し、大石知事自身の後援会に

対する2,000万円の架空貸付、知事自身の後援会
からの確認団体への910万円の架空貸付、そし
て、最近の新しいニュースとして、「県建設業

協会からの最低制限価格引上げに関する陳情実

現後、同協会に対して資金集めを要求した」と

いう内容で、マスコミ各社が報道をしていると

ころであります。

令和4年の事後買収の疑義以降の新聞報道は、
6社の合計として100件を大きく超える状況と
なっています。これは、県民の関心の高さを如

実に物語っています。多くの県民が、県政に疑

念を抱くという残念な事態となっているのであ

ります。

活力ある長崎県とするために、県政の重要な

諸課題に正面から取り組み、前に進める議論こ

そが、県民が求める長崎県議会の姿であること

は言うまでもありません。一刻も早く県政を正

常化させることが、まさに、まさに今、県議会

に求められております。

そこで、私たち4会派13名は、選挙資金・政
治資金に関する大石知事に向けられた疑惑の真

相を明らかにするため、何より知事自身の説明

責任を求め、百条委員会の設置を求めていると

ころであります。

そこで、お尋ねをいたしますが、先日、知事

の疑惑に対して他会派からの申し入れに対し、

大石知事は、「重く受け止め、説明の場をつく

りたい」と述べたと報道されておりますが、知

事は、自身の説明責任について、具体的にどの

ようにして果たされようとしているのか、お尋

ねをいたします。

以後の質問は、対面演壇席から行います。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 山口議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

これまでも繰り返しご質問いただいておりま

すけれども、まずはじめに、報道等によって県

民の皆様にご心配をおかけしていることについ

ては、大変申し訳なく思っております。

県政を進めるうえに当たって、県民の皆様の

信頼を得ること、これは大変重要なことだと思

っています。

ご質問の中にありました事案も含めて、これ

まで説明に尽くしてまいりましたけれども、ま

だまだ不十分であるというご指摘も受けている

ところでございます。そういったことを真摯に

受け止めて、今後、県民の皆様に説明する努力

を続けていきたいと思っております。

そうしたことでご理解いただくとともに、ま

た、今回の至らなかった部分といったところに

つきましても反省をしまして、今後につきまし

ては、専門家のご意見等々もいただきながら、

その適正をしっかり確保できるように努めてい

きたいと思っております。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） 報道によりますと、他

会派から記者会見の要請に対しまして、知事も、

説明の場をつくりたいというふうに述べられて

います。自らの説明責任を果たすために記者会

見を行うことは、県民の皆様方も期待をされて

いるというふうな判断をいたしております。

いつ、どのように行われようとしているのか、

お尋ねをいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）ご質問いただいたとおり、
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他会派から、説明の場を設けるようにという申

し入れをいただいております。また、今般、先

ほど来ご質問いただいているように、説明が不

十分だというご指摘も受けております。

そういったお声を踏まえまして、まだ日時や

形式等々定まったものではありませんけれども、

県民の皆様になるべく早くご説明をできるよう

な機会を設けたいと思っております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） 答弁は承りましたが、

いずれにしましても、知事としての県民への説

明責任は明確に果たしていく、このことは極め

て重要でありますので、よろしくお願いします。

本件について、これ以上の質疑を行いますと、

本日通告をしたほかの質問の時間がとれなくな

ってしまいますので、次の質問に移らせていた

だきます。

2、文化財保護制度について。
（1）長崎県の文化財登録制度の現状につい

て。

「文化財保護法」は、1949年、奈良県の法隆
寺金堂で火災が発生し、法隆寺金堂壁画が焼損

をした、この事件をきっかけに、文化財の保護

について、総合的な法律として制定をされてい

ます。

その後、何度となく改正が行われ、2021年4
月18日の法改正では、無形の文化財に対して、
規則が緩いながらも公費支援が受けられる登録

制度が新設されたところであります。マスコミ

も報道をしています。

改正による「文化財保護法」で法制化された、

自治体独自の文化財登録制度を設けている都道

府県は、9府県にとどまっています。人口減少
で各地の伝統文化の存続が危ぶまれる中、不定

や国登録に至らない文化財でも、独自の判断で

積極的に保護できるようにする狙いがあります。

登録によって、観光資源などに活用しやすくす

る効果も期待されておりますが、必要な人手や

財源が不足をし、導入をためらう自治体が見受

けられると述べられています。

そこで、長崎県の文化財登録制度の状況につ

いてでありますが、県の保護制度はどのように

なっているのか、そして、登録制度について、

どのように考えられているのか、お尋ねをいた

します。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）本県の文化

財保護につきましては、「文化財保護法」に基

づく国の指定、登録等の制度のほか、県及び市

町の「文化財保護条例」に基づく指定制度によ

り保護を進めておりまして、これは一定の成果

が出ているものと認識をいたしております。

県の文化財登録制度の創設につきましては、

議員からもご質問がございましたとおり、登録

にかかる人員、あるいは財源の確保などの課題

がございますことから、先行しております他県

の状況を注視しながら、引き続き、文化財の指

定によりまして、その保護にしっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） （2）長崎県内文化財
の指定状況について。

他県の状況なんですが、登録制度を持ってい

ない地域がたくさんあるわけです。指定制度が

あり十分などと必要性を疑問視する声もあるわ

けでありますけれども、制度の意義は理解しつ

つ、先ほどご答弁があったような人手不足、あ

るいは財政の確保が問題になっているというふ

うに理解をいたしているところであります。そ

ういう状況の中でありますけれども、長崎県内
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の文化財の指定状況について、お尋ねをいたし

ます。

文化財は、有形文化財、無形文化財、記念物、

文化的景観及び伝統的建造物群などがあります。

国、県、市町で指定し、保護している状況であ

りますが、県内に指定された文化財はどのくら

いあるのか、お尋ねをいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）本県の文化

財の指定状況につきましては、国宝の大浦天主

堂、特別史跡の金田城跡や原の辻遺跡をはじめ

とする国の指定、登録等の文化財が309件ござ
います。

また、県におきましては、昨年度に指定をい

たしました山下家の貯蔵蔵や、生月勇魚捕唄な

どの県指定文化財が399件、市町の指定文化財
が1,213件でございまして、国、県、市町合わせ
まして1,921件の文化財を指定しております。
必要に応じて、文化財の保存、活用に関する

指導、助言や修理等の財政支援を行っていると

ころでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） 今、少子化、高齢化の

中にあります。伝統行事を含めた文化財を保護

し続けまして、後世につないでいくことは極め

て重要であると思っています。当局の指導、助

言の下に、しっかりつないで、各市町含めてつ

ないでいけるように、ご指導をよろしくお願い

をしておきたいと思います。

次に、千々石ミゲルの墓所についてでありま

す。

私は、諫早市の多良見町、旧伊木力村の出身

です。私の地元において、千々石ミゲルの墓と

思われるところの4回にわたる発掘調査が行わ
れました。千々石ミゲル夫妻の墓である、墓所

であるということが明確になりまして、諫早市

において、文化財の指定に向けて取り組むよう

に、今、なったところであります。

県として、どのようにこのことを考えられて

いるのか、お伺いをします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 県では、こ

れまで千々石ミゲル墓所推定地の調査委員会等

において指導、助言などを行ってまいりました。

また、墓所推定地を含む諫早市キリシタン関連

遺跡等の調査に対する財政支援も行ってきたと

ころでございます。

今後、千々石ミゲル墓所推定地が諫早市の文

化財に指定をされまして、その後、県指定文化

財として推薦された折には、県文化財保護審議

会委員や専門家の意見も伺いながら、その価値

づけ等について、しっかりと検討を行ってまい

りたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君）これは、まさに貴重な、

価値ある、ある意味では資産です。そういうこ

とで、諫早市と連携を図っていただきまして、

歴史的に、教育的に、あるいは文化的資源とし

て、また観光資源としても生きると思いますの

で、有効活用について、しっかりご指導いただ

きたいというふうに思っておりますし、県も積

極的に取組を進めていただきたいとお願いをし

ておきたいと思います。

3、ながさきピース文化祭2025の取り組みに
ついて。

（1）本県で開催する意義について、どう考
えるか。

ながさきピース文化祭とは、第40回国民文化
祭、国文祭、それから第25回の全国障害者芸術
文化祭、いわゆる芸文祭の統一名称のことであ
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ります。

2025年9月14日から11月30日、県内各地で、
伝統芸能、文学、音楽、食などに関わる活動に

ついて、発表、交流をされていきます。

芸文祭は、障害のある人の芸術・文化活動へ

の参加を通じて、社会参加の促進や国民の障害

への理解を促す目的もあります。

国民文化祭は、全国規模の文化の祭典で、毎

年、各県持ち回りで行われ、長崎県では初めて

開催されます。県内各地で、各分野の全国大会

や地域の特色を活かしたイベントが企画をされ、

本県らしい文化の魅力を発信していきます。

全国障害者芸術文化祭は、障害のある人の芸

術・文化活動を通じて、自立と社会参加を促進

することを目的とした祭典であります。国民文

化祭と一体的に開催されることになっておりま

す。

そこで、本県で開催する意義について、どう

考えられるのか、お尋ねをいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）ながさきピ

ース文化祭の開催年であります令和7年度は、
被爆80年であり、長崎県美術館及び長崎歴史文
化博物館の開館20周年、そして中華人民共和国
総領事館の開設40周年など、本県にとって大き
な節目の年でございます。

このような年に全国規模の文化祭を開催する

ことは、若者への継承等が課題となっている文

化・芸術の振興はもとより、本文化祭のプログ

ラムを通じた平和の発信や国際交流の推進にも

寄与するなど、本県にとって大変意義深いこと

であるというふうに考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） （2）観光県長崎とし
て、多くの方に参加してもらうためにどのよう

な事業を考えているのか。

観光県の長崎として、多くの方に参加をして

もらう、これは極めて大事なことです。どのよ

うな事業を考えておられるのか、お尋ねをいた

します。

〇副議長（吉村 洋君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）ながさきピ

ース文化祭においては、開・閉会式を含め、県・

市町を合わせて185の事業を実施することとし
ております。

県では、本県の文化資源を活用し、交流人口

の拡大や地域振興につながる事業として、多様

性に富んだダンスイベント、平和をテーマとし

たシンポジウムなど様々な事業を実施いたしま

す。

また、障害に対する理解を深め、障害のある

人の自立と社会参加の促進につながる事業とし

て、全国の障害者が制作した絵画、美術品を展

示する作品展やコンサートなどを開催すること

としております。

さらに市町においては、それぞれの地域の魅

力を発信する多種多様な文化・芸術事業を実施

するほか、全国規模の文化団体と連携した事業

を実施することとしております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） （3）ながさきピース
文化祭は、長崎の魅力を広く全国に発信するい

い機会になると考えるが、どう取り組むのか。

ながさきピース文化祭は、長崎の文化を、長

崎の魅力を広く全国に発信する、いい機会にな

ると考えておりますが、このことについてどう

取り組むのか、お尋ねをいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）全国におい

て、ながさきピース文化祭の認知度を高めるた
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め、これまで本県では、スペシャルアンバサダ

ーの活用や、首都圏の大型商業施設でのイベン

ト、専用ホームページ等を通じて、本文化祭を

PRしてまいりました。
さらに今後は、新たなアンバサダーの活用の

ほか、今年度開催県である岐阜県での次期開催

県アトラクション、公式リーフレットの作成、

首都圏でのPRイベント、公式ガイドブックの作
成など、全国への情報発信に努めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君）ご説明いただきました

ように、実施計画もしっかりできているようで

ございます。障害者交流事業も含めまして、県

民総参加の中で、各市町の地域文化発信事業と

いうものを盛り上げていただき、長崎県を元気

にする文化祭となることを期待いたしておきま

す。

4、教育の充実に向けて。
（1）教員不足解消対策について。
長崎県の教員充足の実情と、その取組につい

て、お尋ねします。

中央教育審議会は、公立学校の教員確保に向

けた総合的な方策を文部科学大臣に答申したこ

とが報道されておりますが、長崎県の状況につ

いて、お尋ねをいたします。

中央教育審議会が、深刻化する教員不足に歯

止めをかけるため、残業時間の削減と処遇改善

を両輪で進める方向性を提示しております。残

業代の代わりに給与に上乗せする教職調整額を、

現在の4％相当から3倍増の13％に増額をし、小
学校の教科担任を拡充するなどの案が文部科学

省から示されているところであります。ただ、

そのための予算の大幅増には財務省との厳しい

交渉が立ちはだかるとも言われております。こ

れからの推移に注目をしていきたいと思ってい

ます。

このような背景の中で、離島・半島地域など

を多く抱える長崎県の教員の充足状況は、どの

ようになっているのか、お尋ねをいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 本年9月1
日現在で、育児休業や病気休暇等に対応する代

替職員の未配置の人数につきましては、小学校

で12名、中学校で10名、高等学校で17名、特別
支援学校で8名でございまして、計47名の教員
不足が生じている状況にございます。

こうした代替者を配置できていない学校につ

きましては、非常勤講師の配置や近隣校からの

兼務、あるいは管理職員や教務主任等が授業を

担当することによって対応をしているところで

ございます。

県といたしましては、できる限り早期に代替

職員を確保できるように、学校での勤務を希望

している方と学校が求める人材をつなげる学校

スタッフマッチングの活用、また、教員免許は

持っていながらも教職経験のない、いわゆるペ

ーパーティーチャーを対象としたセミナーの開

催など独自の取組も行っておりまして、教員の

充足に向けた対策に注力をしているところでご

ざいます。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） 今、教員のなり手不足

が深刻になってきています。公立学校の教員採

用試験の競争率が2022年度に過去最低の3.4倍
となって、低下傾向が続くと言われています。

また、教員採用試験に合格し、採用されても、

早期に退職する教員が一定数いるのではないか

と思います。

そこで、今年度実施した本県の教員採用試験

の校種別倍率、早期退職の割合、また、それら
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に対する県教委の取組はどのようになっている

のか、お尋ねをします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）今年度実施

いたしました令和7年度教員採用試験の校種別
の志願倍率につきましては、小学校で1.2倍、中
学校1.8倍、高校2.0倍、特別支援学校1.4倍で、
全校種を合算した全体の志願倍率は1.7倍とな
っておりまして、本県におきましても全国と同

様に低下傾向にございます。

また、教員採用試験に合格して採用された教

員のうち、採用後3年以内の離職率につきまし
ては5％程度でございまして、民間企業等と比
較すると離職率は低い状況にはあると考えてお

ります。

教員志願者の確保に向けましては、来年度は、

他業種との併願を考えている学生が受験しやす

いように、教員採用試験を今年度の6月実施か
ら約1か月前倒して5月に実施する予定といた
しております。

また、初任者が自信をもって教職を続けてい

けるよう、相談体制や研修を充実するなど、採

用後のサポートにもしっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） 先生方は、競争率は低

くなっていますけれども、そういう中でも離職

率が低いというのは、民間は今、極めて高い状

況にありますから、教育の永続性を考えた時に

いいことであるというふうに思っております。

（2）不登校支援、校内教育支援センターの
設置状況について。

①不登校の状況と対策について。

それで、もう一つ問題になっている話をしま

すと、いわゆる不登校の関係です。

文部科学省の最新の調査によりますと、不登

校の状態にある小・中学生が、2022年度に約30
万人となりまして、10年連続して増加して過去
最大になったと明らかにしています。高校生の

全日制、定時制を合わせて6万575人と、2年連
続で増加していると。

いじめの認知件数や暴力行為も過去最多とな

っておりまして、要因について文部科学省は、

長期化するコロナ禍での生活環境の変化により

生活のリズムが崩れやすい状況が続いたこと、

学校生活に様々な制限がある中で交友関係が築

きにくいことなどを挙げています。

県内においても、不登校の児童生徒の救済支

援に、いろいろとご労苦をいただいているとこ

ろでございますが、不登校の実態がどのように

なっているのか、小・中・高に分けて、ご報告

をいただきたいと思います。

そしてまた、その対策をどのようにとられよ

うとしているのか、お伺いをいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 令和4年度
における本県の公立学校の不登校児童生徒数は、

小学校977人、中学校2,038人、高等学校437人、
合計3,452人となっております。10年前と比較
しますと、ほぼ倍増ということでございます。

このため、県におきましては、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置、

また、24時間SOSダイヤルなどの相談体制の充
実を図っているところでございます。

また、不登校児童生徒が人や社会とつながる

良さを実感するための体験活動を推進いたして

おります。

さらに、不登校の未然防止にも効果が期待で

きます校内教育支援センターの設置を推進する

などいたしておりまして、様々な対策を講じて
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いるところでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君）②校内教育支援センタ

ーの設置状況とその効果について。

このように不登校が増える中で、校内の教育

支援センター、先ほどちょっと触れましたけれ

ども、それを設置することが極めて重要だとい

うふうに思っております。この設置について、

どのように県教委として評価をされているのか、

お尋ねをします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）校内教育支

援センターにつきましては、8市町にある101校
に115人の指導員を配置し、不登校児童生徒や
教室に入りづらさを感じている児童生徒の支援

に取り組んでいるところでございます。

各市町からは、子どもが安心して過ごせる居

場所ができたことと、指導員として教員免許保

有者や主任児童委員、PTAのOB、OGなどを配
置したことで、「自宅から出られなかった子ど

もが登校につながった」、あるいは「教室に戻

ることができた」など、校内教育支援センター

を設置したことによる好事例も伺っているとこ

ろでございます。

今後も、各市町の小・中学校における校内教

育支援センターの設置を推進いたしまして、不

登校児童生徒の学びの場や居場所づくりに努め

てまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） いずれにしても、不登

校はなくしていかなければならない、これは大

きな課題だというふうに思っています。

（3）中体連競技縮小について、どう受け止
めているのか。

全国中学校体育大会の規模の縮小の関係であ

ります。

日本中学校体育連盟、いわゆる全中の規模を

2027年度から縮小をしていくということを今、
明らかにされております。夏季と冬季の計19競
技のうち、水泳、ハンドボール、体操、新体操、

ソフトボール男子、相撲、スキー、スケート、

アイスホッケーの9競技が、全中として開催さ
れなくなります。

1979年から始まった全中について、日本中体
連では見直しを進めてきた結果でありますが、

少子化で部の設置率が低い競技が生じているこ

と、夏季競技できめ細かな暑さ対策が不可欠で

あること、大会運営にかかる教員の負担が軽減

できていないこと、部活動の地域移行の推移に

伴って地域クラブの大会参入が始まったことな

どが背景にあります。

その結果、2022年度に部活動設置率が男女と
もに20％を切っていた競技を、原則として縮減
するとしています。

そこでお尋ねをします。

長崎県の中学校において、2029年度以降、開
催されなくなる9競技に取り組んでいる中学校
の設置状況はどのようになっているのか、また、

全中の縮小について、県としてどのように受け

止めているのか、お尋ねをします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 令和4年度
の県内公立中学校を対象とした調査によります

と、大会見直しにより未実施となる9競技のう
ち6競技で部活動の設置がございまして、その
内訳は、水泳41校、体操7校、新体操2校、ハン
ドボール13校、ソフトボール男子1校、相撲1校
という状況でございます。

今回の日本中学校体育連盟による規模縮小を

含めた大会の見直しにつきましては、議員のご
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質問にもございましたとおり、少子化の急速な

進行や大会運営を担う教員の負担軽減などの課

題に対応するため、関係団体等の意見を踏まえ

行われたものと認識をいたしております。

また、国が示しております部活動に関する総

合的なガイドラインにおきましても、大会等の

主催者は、生徒にとってふさわしい大会等のあ

り方や、適切な運営体制等に見直すことが求め

られているところでございます。

このため、今後の大会のあり方等の見直しに

当たりましては、生徒が継続的にスポーツに取

り組み、その成果を十分に発揮できる機会の確

保、こうしたことも踏まえて検討していただく

よう、関係団体等に働きかけてまいりたいと考

えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） 廃止のことについて、

お話ししましたが、継続されるのは、陸上競技、

バスケットボール、サッカー、軟式野球、バレ

ーボール、ソフトテニス、卓球、バドミントン、

柔道、ソフトボール女子の11競技であります。
ということは、これらは全国大会までつながる

種目となりますので、県下中学生の皆さん、こ

の競技にしっかり取り組んでおられる皆さんは、

なお一層、しっかり頑張っていただければとい

うふうに思っているところであります。

（4）小中学校の給食について。
①給食カロリーの基準値について。

長崎県の小中学校の給食普及率は、小学校が

99.4％、中学校は97％となっております。ほと
んどの小中学生が学校給食で昼食をとっており

ます。中にはアレルギーの方もいらっしゃいま

すので、こういう数値になっているのだと判断

をいたしております。

給食があれば、子どもたちの栄養摂取は心配

が要らないと思っておりますけれども、先日の

報道によれば、大分県内の公立小・中学校で、

給食が国の基準（一食当たりの平均）を下回る

エネルギー（カロリー）で提供されていたと報

じられております。

文部科学省の学校給食摂取基準は、小学生（8
～9歳）の平均、一食当たりのエネルギーは650
キロカロリー、中学生（12～14歳）は830キロ
カロリーと定められています。

長崎県の摂取量はどうなのか、適正に摂取で

きているのか、お尋ねをします。

併せて、鉄やカルシウム、ビタミンの摂取量

についてもお尋ねをします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 令和5年度
の本県のエネルギー摂取量は、抽出調査による

平均値で、小学校が609キロカロリー、中学校
が776キロカロリーとなっておりまして、国の
摂取基準と比較いたしますと、小学校で41キロ
カロリー、中学校で54キロカロリー下回ってい
る状況でございます。

また、栄養素につきましては、ビタミンCの
摂取量は、国の基準を超えておりますけれども、

鉄とカルシウムについては下回っている状況に

ございます。

本県のエネルギーと栄養素の摂取量は、とも

に全国平均は上回っている状況ではございます

けれども、国が示した基準は下回っております

ことから、引き続き、市町と連携しながら、栄

養管理に関する研修の充実に取り組みまして、

子どもたちの健康保持、増進に努めてまいりた

いと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君）長崎県としてのお願い

ということになりますが、献立に、なお一層工
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夫をしていただいて、子どもたちに喜んでいた

だける給食を提供していただきたいというふう

に思っています。

②物価高騰と給食の質について。

物価高騰と給食の質についてでありますけれ

ども、近年、材料費が高騰していると思います

が、国のカロリー基準と乖離しないようにする

ことが基本的な責務であると認識をしておりま

す。

県教委としては、どのように指導をしている

のか、お聞きをします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）物価が高騰

する中、各調理場におきましては、児童生徒に

必要な栄養が確保できるよう、献立や食材の見

直しなどの工夫によりまして、給食の質の維持

に努めているところでございます。

また、献立の作成に当たりましては、市町の

教育委員会が設置する献立作成委員会におきま

して、保護者も含めた関係者からの意見を聞き

ながら検討されることとなっております。児童

生徒が必要とする栄養素や量の確保について、

こうした体制の中で、しっかりと確認がなされ

ているものと認識をいたしております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君）給食の関係ですけれど

も、長崎県の将来、いわゆる未来を担う子ども

たちが、適切な食事によりまして、身体も精神

も健やかに成長してくれることを期待をしてお

ります。私は少し古いかもしれませんが、「健

全な精神は健全な身体に宿る」と言われており

ます。よろしくお願いいたします。

5、最低賃金について。
（1）賃金格差について。
賃金格差、最低賃金改定に関わる決定額につ

いて、お尋ねをいたします。

全国の最低賃金の引き上げは、全国一律50円
引き上げとした国の審議会の目安額を、27県が
上回った結果となっております。時給1,000円超
えは10都道府県あり、47都道府県の最低賃金平
均は1,055円となり、時給1,000円超えの16都道
府県が、引き上げに大きく影響していると言え

るのではないかと思います。

長崎県は、50円の目安額を5円上回り、現在
の最低賃金898円に55円加算された953円とな
ります。この額は、全国平均に102円下回り、
東京等とは210円の差があります。
九州各県と比較すると、Bクラスの福岡県、C
クラスの佐賀県、大分県に次いで、鹿児島県に

追いつかれたものの、同額の953円となってい
ます。昨年、同額であった熊本県が1円下回っ
た状態です。特に、隣県の佐賀県とは、2年前
は同額でございましたが、昨年が2円、今年は3
円差をつけられる結果となっています。

ここでお尋ねします。

今回の改正に対し、県はどのように対応した

のか、また、このような状況を長崎県としてど

のように受け止めておられるのか、ご見解をお

伺いしたいと思います。

〇副議長（吉村 洋君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君）最低賃金に

つきましては、労働者の生計費や賃金、使用者

の支払い能力など、地域の実情を踏まえた地方

最低賃金審議会における審議を経て、都道府県

ごとに決定をされております。

県としましては、県内企業の人材確保や、物

価上昇による県民生活への影響から、最低賃金

の引き上げは重要と考え、本県の審議会に対し、

地域の実情や県の取組を知事名の文書でお伝え

していたところでございまして、そのうえで、
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公労使の代表により議論が尽くされ、決定され

た改定額については、尊重すべきものと考えて

おります。

本県同様、佐賀県におかれましても、地域の

実情を踏まえた審議がなされており、佐賀県の

改定額には、通勤圏である福岡県の影響もある

のではないかと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） （2）小規模事業者に
対する支援策の検討を。

最低賃金は、パートやアルバイトなど非正規

雇用者を含め、全労働者に適用される賃金、い

わゆる時給の下限額を言います。国と地方の審

議会を経て、毎年度、改正をされています。

この最低賃金を下回った場合、法律により無

効とされ、企業に罰金が科せられることになっ

ています。

改定の検討では、労働者の生計費、賃金、企

業側の支払い能力、この3つの要素が考慮され
ているところであります。春闘の妥結状況、物

価指数といった統計データも参考にして決定が

されております。

長崎地方最低賃金審議会は、2024年度の本県
最低賃金を、先ほど申し上げましたように、現

行から55円引き上げ953円にするように長崎労
働局に答申をし、引き上げ額は、時給方式とな

った2002年以降で最大で、中央審議会が示した
目安額50円を5円上回っております。
労働者側の委員からは、「隣県の引き上げ額

と比べても最低限は確保できた。ただ、物価高

騰などで苦しい生活を考えると十分とは言えな

い」との見解が述べられているところでありま

す。

このように最低賃金が引き上げられることは、

働く者の立場になれば喜ばしいことであり、消

費の拡大などで経済が活性化することにつなが

っていきます。

一方、小規模事業者にとっては、大きな負担

になることが予測をされます。原材料費や、こ

のように人件費が高騰することは、厳しい経営

状況を余儀なくされることになります。

県として、このような小規模事業者に対して

支援策を構築できないか、検討すべきだと判断

をしておりますが、ご見解をお伺いしたいと思

います。

〇副議長（吉村 洋君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君）県としまし

ては、最低賃金の引上げや仕入れ価格の上昇に

より、県内の中小・小規模事業者を取り巻く環

境は、依然として厳しい状況にあるものと認識

をしております。

このため、生産性向上に向けデジタル化を進

める事業者を支援するとともに、国や経済団体、

さらには産業支援団体とも連携し、適切な価格

転嫁の実現に向けて取り組んできているところ

でございます。

今後とも、国の経済対策の動向を注視しなが

ら、必要に応じて支援策を検討するなど、地域

経済を支える中小・小規模事業者の支援に努め

てまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君）今回の最低賃金の関係

で、ちょっと考えるところがあるんです。

Aクラス、Bクラス、Cクラスというクラス分
けは当然あっていいと思いますが、福岡県はB
クラス、ほかはCクラスです。そのCクラスの中
でも、佐賀県が長崎県を3円上回るという状況
は、働き手にとってみれば、やはり人口流出に

つながっていくことも生じかねますので、担当

の方は、そこのところをよく考えていただいて、



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１３日）

- 71 -

次年度からのこの引き上げについては、よろし

くお願いをしておきたいというふうに思います。

小規模事業者についての支援策も、併せてよ

ろしくお願いをしたいと思います。

6、被爆80年に向けて。
2つ通告したんですが、1つは、あとからほか

の議員が質問しますので、1つだけ質問させて
いただきます。

（1）原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に対する
支援について。

長崎市の原爆犠牲者慰霊平和祈念式典は、長

崎に原子爆弾が落とされた8月9日に、国内はも
とより世界各地、各国から式典への参加があり、

開催をされています。多くの県議団の皆様も参

加されていましたが、今年は、平和公園におい

て2,300人の参加で、世界に向けての平和の祈り
が発信されたところであります。

今日は、長崎市から少し離れた諫早市の原爆

慰霊式典の話をさせていただきまして、さらな

る支援の手を差し伸べていただくようにお願い

をさせていただき、皆様のご理解をいただきた

いと考えています。

長崎へ原爆が投下されてから、諫早へは救援

列車で多くの遺体や負傷者が運ばれてきました。

犠牲となられた多くの被爆者が火葬された場所、

百日紅公園は、諫早駅前の少し小高い奥まった

ところにありますが、当時、市営火葬場があっ

た場所で、400人から500人が、荼毘に付された
と伝えられております。火葬場だけでは対応し

きれなく、周りの畑や空き地で荼毘に付された

と伝えられているところであります。

諫早市慰霊祭に参加した私たちは、11時2分
に黙祷、そして献花を行い、小学生、中学生の

平和への誓いの読み上げ、小・中学生、大学生

の千羽鶴の奉納などが行われたところでありま

す。

被爆2世で慰霊祭の実行委員長をされている
方は、「二度とあの惨劇が繰り返されないよう、

原爆で多くの尊い命が失われたこと、ここで犠

牲者、被爆者が火葬された史実を次の世代に継

承していきたい」と述べられています。そして、

「次世代に引き継ぐ、継承していくためには、

県のバックアップ、支援を心からお願いしたい」

と述べられています。

県当局の支援に対する思い、決意をお聞かせ

ください。

〇副議長（吉村 洋君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田淳一君）原子爆弾の投下

により犠牲となられた多くの方々を慰霊し、併

せて世界恒久平和の実現を祈念するための原爆

犠牲者慰霊平和祈念式典は、被爆地長崎にとっ

て非常に重要な行事であり、次世代へ継承して

いくべきものであるというふうに認識している

ところです。

そのため、諫早市をはじめ、県内で実施され

ております慰霊式典につきましては、開催の背

景や目的などを踏まえ、必要に応じて開催経費

の助成などを行っているところであり、引き続

き支援に努めてまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） ぜひ、よろしくお願い

しておきます。

特に、私どもも参加しましたけれども、本当

に暑い中で、おしぼりも、あるいは冷たいお茶

も十分ではなく、非常に主催者としても心苦し

く思っておられますので、少なくともそれぐら

いの支援は、県として、しっかり手を差し伸べ

ていただきたいとお願いをしておきたいと思い

ます。

7、国道207号改良促進について。
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（1）佐瀬地区の進捗状況について。
本件につきましては、先月も諫早市から県へ

の政策要望においでいただきました。その中で

取り上げられておりまして、諫早市長より知事

へ政策要望がなされた中の一つです。

私も、昨年の一般質問でも取り上げさせてい

ただき、県当局のご理解はいただいているとこ

ろでありますが、改めて、改良促進の状況及び

今後の見通しについて、お尋ねをします。

諫早市の政策要望においても述べられている

ように、国道207号は、佐賀県を起点として、
諫早市を経由して長与町から時津町に至る幹線

道路であります。佐賀県と長崎県を結ぶ主要路

線として、その周辺地域における日々の暮らし

や産業を支え、社会経済の発展に大きな役割を

果たす路線であります。

また、大村湾ZEKKEIライド、サイクルツー
リズムなど観光ルートや、物流ネットワークと

して安全で円滑な道路交通の確保と、大規模災

害時における代替道路としても大きな役割を持

つ主要幹線道路であります。

しかしながら、本路線の諫早市多良見町の佐

瀬地区については、道路幅が狭く、見通しも悪

いことから、基幹産業であるみかんの収穫時期

などは、大型車の交通量の増大に伴いまして、

幹線道路としての機能を低下させ、離合もでき

にくいなど、地域住民の生活にも支障を来して

いる状況であります。このような状況であるこ

とから、県において、改良を進めていただいて

いるところであります。

国道207号は、諫早市多良見町佐瀬地区と長
与町堂崎地区を結ぶ5キロメートルが未改良区
間となっており、諫早市側0.8キロメートル、長
与町側0.8キロメートルが今、事業化されたとこ
ろであります。早急な改良促進を地域の皆様方

は熱望しておられます。

そこで、お尋ねをいたしますが、まず、佐瀬

地区の進捗状況についてであります。

用地の取得も終わり、早急に着手し、早期完

成を望んでいるところでありますが、その見通

しについて、お尋ねをいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 国道207号の佐瀬地
区におきましては、令和2年度から佐瀬拡幅と
して事業化しており、昨年度までに、議員ご指

摘のとおり用地取得は全て完了しております。

今年度は、諫早市側の整備済み区間に続く約

300メートル区間の拡幅工事に着手する予定で
ございます。引き続き早期完成を目指して、着

実、積極的に取り組んでまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） （2）長与、堂崎地区
の進捗状況について。

長与町堂崎地区の進捗状況についても、併せ

てお聞きをします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 国道207号の堂崎地
区でありますが、昨年度から、堂崎拡幅として

事業に着手したところでございます。

今年度につきましては、用地取得を進めると

ともに、一部区間において拡幅工事に着手した

ところでございます。引き続き早期完成を目指

して、佐瀬地区と同様、力を注いでまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君）（3）未改良残り3.3km
の早期改良着手について。

長与町側、諫早市側の0.8キロをきれいにしま
すと、あと残っているのは3.3キロです。その未
整備区間、残り3.3キロの早期改良着手について、
お願いをしたいんです。



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１３日）

- 73 -

大村湾沿岸を一周する国道は、約122キロあ
ります。その中の3.3キロメートルが未整備区間
となっております。いわゆる事業着手ができて

いない状況であります。早急な着手が望まれて

いるところでありますが、その着手見通しはど

のようになっているのか、お伺いをします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 残り3.3キロメート
ルの未着手区間の事業化につきましては、事業

中箇所の進捗を見ながら検討を進めていきたい

と考えております。まずは、事業中である佐瀬

拡幅、そして堂崎拡幅の早期完成に努めてまい

りたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） 本日、傍聴に見えてお

られる方も、関係者の方が多数おられます。

そして、諫早市、長与町と共同で、この改良

促進の期成会もつくられています。地域の皆さ

ん、町、市を挟んで一体となって、この道を何

とかしたいと思われている皆さんです。

何とか、知事、土木部長、あと残り3.3キロを、
明確にめどをつけていただきたいと、心からお

願いをいたしておきたいと思います。

8、琴ノ尾岳展望台、眺望改善について。
（1）県の取り組みについて。
大村湾県立公園内にある琴ノ尾岳の頂上展望

台からの眺望改善について、これも昨年申し上

げたところでありますけれども、多良見町西地

区の自治会長10名の連名で、県民生活部長宛て
に要望書として提出されております。県当局に

おいて取組が進められているところであります

けれども、その後の進捗状況について、お尋ね

をいたします。

眺望改善の要望について、概略報告します。

琴ノ尾岳は、諫早市と長与町の境界にまたが

る山でありまして、標高は451.3メートルで、県
が設置している展望台、運動広場、そして神社

があります。

展望台からは、東西南北を見渡せるように計

画はされているのですが、現実は、長崎方面、

諫早方面は一望できますが、この展望台の一番

の特徴である、いわゆる売りでもあります大村

方面、特に、大村湾に浮かぶ長崎空港の全容、

飛行機の離・発着を眼下に見渡せるはずが、全

くできなくなっています。登山者の多くは、航

空機の離・発着を期待して来られますが、近年、

展望台の傍らの杉の木が大きく成長して視界を

全く遮っており、失望をされております。

多くの県民の皆様の願望である、早急な眺望

改善に向けた県の取組をお尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）大村湾県立

公園内にあります琴ノ尾岳は、諫早市と長与町

にまたがっており、諫早市、長与町が駐車場、

広場等を整備した後、地元の要望を受け、昭和

60年度に県が展望台を整備しております。
議員からお話がありましたとおり、近年、頂

上にあります展望台付近の樹木が成長し、大村

湾方向の一部の眺望が阻害されている状況にあ

りましたが、諫早市側の支障木につきましては、

市が、県の補助金を活用いたしまして伐採を行

い、令和4年度末に一定の眺望改善がなされた
ところでございます。

一方、展望台の長与町側の支障木につきまし

ては植林された民有地でございまして、その対

応については、引き続き長与町と協議を続けて

いるところでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） （2）関係自治体、地
権者への取り組みについて。
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今回、要望をしている眺望改善につきまして

は、土地の所有者、地権者の方も長与町の方で

ありまして、区域も長与町に関する区域に対す

るご要望ということになるわけであります。長

与町、そして地権者の方としっかり協議をして

いただいて、意思疎通を図っていただいて、早

急に対応していただきたいと思っております。

子どもたちが登ってきて、飛行機の離・発着

を喜んでおりましたけれども、本当に今はもう

見えなくなってしまっている状況です。県立公

園としての価値も本当にそがれている状況であ

りますから、担当部長としては積極的にご対応

いただきたいと思います。もう一言、コメント

をいただければと思います。

〇副議長（吉村 洋君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）長与町との

協議につきましては、担当課が継続的に行って

いる中、私も長与町に出向きまして、お話をさ

せていただいているところもございます。

県としましては、今後も、眺望の改善に向け

まして、引き続き、長与町と協議をしていきた

いと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 山口議員―37番。
〇３７番（山口初實君） 本件につきましては、

地権者の方は、県当局、長与町の動きについて

注目されています。地権者の方は対応していた

だけるというふうに受け止めておりますけれど

も、しっかり対応していただきたいと思ってお

ります。

今日は、たくさん通告しましたので、急ぎ足

になってしまいましたが、これで一般質問を終

わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（吉村 洋君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。

9月17日は、定刻より本会議を開き、一般質
問を続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時４６分 散会 ―
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令和６年９月１７日（火曜日）

出 席 議 員（４６名）

１番 大 倉   聡 君

２番 本 多 泰 邦 君

３番 白 川 鮎 美 君

４番 ま き や ま 大 和 君

５番 虎 島 泰 洋 君

６番 畑 島 晃 貴 君

７番 湊   亮 太 君

８番 冨 岡 孝 介 君

９番 大久保 堅 太 君

１０番 中 村 俊 介 君

１１番 山 村 健 志 君

１２番 初 手 安 幸 君

１３番 鵜 瀬 和 博 君

１４番 清 川 久 義 君

１５番 坂 口 慎 一 君

１６番 宮 本 法 広 君

１７番 中 村 泰 輔 君

１８番 饗 庭 敦 子 君

１９番 堤   典 子 君

２０番 坂 本   浩 君

２１番 千 住 良 治 君

２２番 山 下 博 史 君

２３番 石 本 政 弘 君

２４番 中 村 一 三 君

２５番 大 場 博 文 君

２６番 近 藤 智 昭 君

２７番 宅 島 寿 一 君

２８番 山 本 由 夫 君

２９番 吉 村   洋 君

３０番 松 本 洋 介 君

３１番 ご う まなみ 君

３２番 堀 江 ひとみ 君

３３番 中 山   功 君

３４番 小 林 克 敏 君

３５番 川 崎 祥 司 君

３６番 深 堀 ひろし 君

３７番 山 口 初 實 君

３８番 山 田 朋 子 君

３９番 中 島 浩 介 君

４０番 前 田 哲 也 君

４１番 浅 田 ますみ 君

４２番 外 間 雅 広 君

４３番 徳 永 達 也 君

４４番 瀬 川 光 之 君

４５番 溝 口 芙美雄 君

４６番 田 中 愛 国 君

説明のため出席した者

知 事 大 石 賢 吾 君

副 知 事 浦   真 樹 君

副 知 事 馬 場 裕 子 君

秘書・広報戦略部長 陣 野 和 弘 君

企 画 部 長 早稲田 智 仁 君

総 務 部 長 中 尾 正 英 君

危機 管理部 長 今 冨 洋 祐 君

地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 伊 達 良 弘 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君

福祉 保健部 長 新 田 惇 一 君

こども政策局長 浦   亮 治 君

産業 労働部 長 宮 地 智 弘 君

水 産 部 長 吉 田   誠 君

農 林 部 長 渋 谷 隆 秀 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 井 手 美都子 君

土 木 部 技 監 植 村 公 彦 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君

文化観光国際部政策監 村 田 利 博 君
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産業労働部政策監 石 田 智 久 君

教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員 渡 邉 敏 勝 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員 安 達 健太郎 君

公安委員会委員 長谷川   宏 君

警 察 本 部 長 遠 藤 顕 史 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任) 田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 楠 本 雅 一 君

警察本部参事官兼総務課長 古 賀 新 一 君

議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君

政務 調査課 長 大 宮 巌 浩 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 口 祐一郎 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（徳永達也君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

これより、9月13日に引き続き、一般質問を
行います。

坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）（拍手）〔登壇〕皆様、

おはようございます。

諫早市選挙区選出、自由民主党の坂口慎一で

ございます。

質問の機会をいただきました会派、同僚議員

の皆様に感謝を申し上げます。

また、本日は、私の地元諫早市から、諫早市

議会からも傍聴に駆けつけていただいておりま

す。議場へお越しいただきました皆様にも感謝

を申し上げ、質問に入らせていただきます。

通告に従いまして、一問一答にて質問いたし

ます。

1､インドネシア共和国との交流促進につい
て。

去る7月29日から8月1日にかけて、自民党会
派有志で、インドネシア共和国を訪問いたしま

した。

ニナ・アウグスティナ西ジャワ州知事やベル

ナルドゥス・ジョノブトロ・レバナ首都圏管理

庁長官をはじめ、レバナ地域の7自治体の代表
者との交流や、地方創生やエネルギー政策を所

管する国家機関との意見交換、加えて、現地の

日本語学校や新たに建設されたクルタジャティ

国際空港などを視察いたしました。

インドネシア共和国と本県は、はるかに長い

交流の歴史があります。本県には、江戸時代、

当時の日本で唯一、海外への窓口として開かれ

た「出島」があり、日本と海外との交易は、貿

易の中継地として繁栄したバタヴィア政庁、現

ジャカルタを経由して行われていました。まさ

に、本県のみならず、我が国の歴史を象徴する

ようなつながりであります。

また、インドネシアの近年の発展は目覚まし

いものがあります。特に、東南アジア諸国連合

（ASEAN）の中心的な構成国であり、人口約2
億8,000万人を抱える同国の経済成長は目覚ま
しく、世界有数の経済大国となることが予想さ

れており、2050年までにはGDPも日本を抜き、
世界第4位になると言われております。
さらに、無数の島嶼を抱える群島国家である
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こと、多くの活火山を抱えていること、スマト

ラ沖地震などの大災害を経験していることは、

防災・減災の分野やインフラの問題、地方創生

において、連携を図ることができるものと考え

ております。

そのほかにも、水素をはじめとしたエネルギ

ー分野、AI・デジタル技術の分野、人材や教育
分野での連携など、様々な方面において連携を

深めることができるものと考えております。

今後、本県とインドネシア共和国との交流を

促進することが必要であると考えますが、県の

見解を伺います。

なお、以後の質問は、対面演壇席より行いま

す。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）経済成

長が著しいインドネシアをはじめとする東南ア

ジア諸国は、今後のインバウンド誘致や県産品

輸出の重要な市場と認識しております。

インドネシアにつきましては、現時点では、

本県を訪れる観光客数や県産品の輸出実績は多

くはないものの、様々な産業分野において、イ

ンドネシアから本県への人材の受入れが進んで

おり、県内の在留者数も年々増加をしている状

況でございます。

そのため、国内にあるインドネシアとの交流

団体や県内のインドネシア人コミュニティ等と

意見交換を行うとともに、県民と外国人の交流

を促進するイベントの開催等を通して、さらな

る交流の深化を図ってまいりたいと考えており

ます。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）今後、県としても、様々

な機会を捉えて、インドネシア及び交流団体と

交流を促進していくという答弁でございます。

先日の一般質問初日には、インドネシアから

の人材受入れについて議論がなされておりまし

た。今後、人材の受入れを促進していく国の一

つでありますが、行政が積極的に交流を図って

いくことは、そうした民間の交流を促していく

ことにもつながろうかと思いますので、今後、

本県と同国の交流を積極的に推進していただき

ますよう、お願いをいたします。

2、人口減少対策について。
（1）「合計特殊出生率」の課題点について。
合計特殊出生率は、重要な指標として総合計

画や総合戦略に掲げられており、県では、この

指標の向上を目指しておりますが、近年では、

地方における人口減少対策の指標として「合計

特殊出生率」を用いることの問題点が指摘をさ

れております。

本日は、わかりやすく図示するために、パネ

ルを準備いたしました。（パネル掲示）

こちらのパネルをご覧ください。天野馨南子

さんの「まちがいだらけの少子化対策」という

書籍を基に作成したものです。

合計特殊出生率は、15歳から49歳までの女性
の年齢別出生率を合計したものです。計算の分

母となるのは、未婚、既婚を問わず全ての女性

の数で、分子となるのは、出生数です。

これまで、国、地方を問わず、合計特殊出生

率は、少子化や人口減少問題に関する指標とし

て最もよく知られ、恐らく、最も重視されてき

た指標であると言えます。しかしながら、地方

において、この指標を用いる場合には、注意が

必要となります。

こちらのパネルをご覧ください。（パネル掲

示）

問題点を整理するために、数字を極端に単純

化して出生率を計算したものです。例えば、あ
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る地域に10人の女性がいて、そのうち5人が未
婚女性、5人が既婚女性であるとします。そし
て、出生率が10であるとします。これを計算す
ると①の計算式になりますが、10÷（5＋5）で、
出生率は1.0となります。
次に、この地域から2人の未婚女性が進学や

就職を機に域外に転出したとします。すると、

女性の数は8人で、未婚女性が3人、既婚女性が
5人となります。出生率は、同じ10で計算をす
ると、②の計算式ですが、10÷（3＋5）で、出
生率は1.25となります。
問題は、この地域の既婚女性の数、出生数が

同じであっても、未婚女性の転出によって出生

率が上昇してしまっているということです。す

なわち、あるエリアから独身女性が去れば去る

ほど既婚者割合が上昇し、エリア内の女性1人
当たりの出生数は高く計算されることになりま

す。また反対に、東京都など未婚女性が継続的

に転入超過するエリアでは、少子化対策に関係

なく出生率が低下するということになります。

この本の著者である天野馨南子さんは、人口

の移動を考慮しなくてもよい国というマクロの

単位ではなく、人口の移動を考慮しなければな

らない都道府県や市町村単位というミクロでの

出生率の濫用が、急速に進む少子化を促進して

さえいる状況があることを指摘されております。

また、出生率が高いグループに属する地方の

方が急速な人口減に苦しむ状況があるというこ

とも、併せて指摘をされています。

私も、以前から委員会等において、合計特殊

出生率の向上のみを成果指標として評価するこ

との課題点を指摘し、合計特殊出生率を構成す

る様々な要素、指標の進捗管理を図りながら議

論し、評価すべきとの指摘をしてまいりました。

まずは、このことについて、県としてどのよう

に考えるか、伺います。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）少子化につき

ましては、経済的な不安定さや出会いの機会の

減少、また仕事と子育ての両立の難しさなど、

個々人の結婚、妊娠、出産、子育ての希望の実

現を阻む様々な要因が複雑に絡み合う難しい問

題であり，社会の意識や機運の醸成、構造改革

も含め、総合的に対策を講じていくことが重要

であると考えております。

ただいま議員から、お尋ねがありました合計

特殊出生率を構成する要素に関しましては、例

えば、結婚に関する指標としまして、婚活支援

事業における成婚数を長崎県総合計画に掲げて

いるところでありまして、今後とも、個々の事

業について、しっかりと評価検証に取り組みな

がら、合計特殊出生率の向上につながるよう努

めてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君） 本県でも、最終的な成

果指標は、合計特殊出生率としつつも、様々な

取組を総合的に進めていただいていると、そう

いったことであろうかと思います。

では、本県の合計特殊出生率の実態がどのよ

うになっているのか、次に、このことについて、

伺ってまいります。

（2）本県における「合計特殊出生率」の実
態について。

県では、総合的な取組を進めていくとしてい

るところですけれども、合計特殊出生率を評価

するのみ、すなわち合計特殊出生率が上がった、

下がったとか、あるいは他県と比べて高い、低

いという観点から評価するのみでは、本県の人

口減少の実態、地域の実情を捉えることは難し

いのではないかと考えます。
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次に、こちらのパネルをご覧ください。（パ

ネル掲示）

最終的な成果指標として、合計特殊出生率を

向上させるためのイメージを図示したものです。

先ほどから申し述べておりますように、合計特

殊出生率を向上させるには、パターンがありま

す。分母となる若年女性の流出により既婚者割

合が上昇し、1人当たりの出生数が高く計算さ
れるパターン、一方で、若年女性の流出を抑制

しつつ婚姻数を増加させ、出生数を増やすこと

で、出生率を向上させるパターンです。人口減

少対策に資するかどうかを評価するには、後者

のパターンでなければなりません。

こちらのパネルで示しているのは、後者のパ

ターンです。本県を含む地方においては、未婚

女性の域外流出を抑制し、あるいは流入を促し、

婚姻数を増加させることが、まずもって重要で

す。パネルの赤の矢印で示した流れです。

そして、重要なことは、その流れの各場面に

おいて、指標が存在するということです。パネ

ルで言いますと、シルバーの枠に赤文字で記載

している指標ですが、こちらで示しております

ように、若年女性の転出・転入率、婚姻数で言

うと、女性有配偶率や50歳時未婚率、晩婚化の
推移を見るには、平均初婚年齢、既婚女性の出

生率を示す有配偶出生率などが考えられます。

これらの指標を追いながら評価していくことで、

最終的に本県の合計特殊出生率が改善している

かどうかが評価されなくてはなりません。

さらに、これらの指標を改善するための取組

がございます。先ほどの答弁にありました合計

特殊出生率の目標値の達成に向けた取組という

ことで、総合的な取組の一部です。パネルの図

の中では、枠外に記載しているそれぞれの支援

策や取組です。

例えば、若年女性の転入超過を図るためには、

働く場所が確保されていなければならず、企業

誘致や産業の育成が必要です。また、婚姻数を

増やすためには、婚活支援やマッチング支援が

必要であり、出生数を増やすためには、給食費

や医療費無償化など、いわゆる子育て支援、そ

れから妊活・出産支援、住宅政策などが必要と

なります。また、総じて女性活躍の推進や男女

間の賃金格差の是正なども必要となります。

そして、最も重要なことは、これまで人口減

少対策として一般的に取り組まれ、重要視され

てきた政策として、いわゆる子育て支援や妊

娠・出産支援の比重が高かったのではないかと

いうことについて再検証をし、そもそも若年女

性の転入超過を促す取組や婚姻数を改善する取

組の重要性を改めて確認し、評価していくとい

うことではないかと考えます。

このような観点から考えた場合、本県の合計

特殊出生率の実態がどうなっているのかを分析

することは、極めて重要です。本県における最

新の合計特殊出生率である1.49の実態はどのよ
うになっていて、どう評価すべきか、また先ほ

ど示した合計特殊出生率の要素となる各指標の

現状や推移、本県の出生率の実態に大きな影響

を与える女性の転出超過の状況について、どの

ようになっているのか、伺います。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）合計特殊出生

率につきましては、15歳から49歳までの女性の
年齢別出生率を合計したものでありまして、そ

の算出には、母の年齢別出生数や年齢別女性人

口が用いられているところでございます。

このうち出生数につきましては、令和5年は
前年より708人少ない7,656人となるなど、減少
傾向が続いておりまして、こうした状況につい



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１７日）

- 81 -

ては、真摯に受け止める必要があるというふう

に考えております。

出生数の減少につきましては、コロナ禍にお

ける出会いの機会の減少等により、婚姻数が減

少していることが背景にあるものというふうに

考えておりまして、本県におきましても、令和

5年の婚姻数は4,074組となり、前年より336組
減少している状況でございます。

一方、本県では、結婚した女性から子どもが

生まれる割合である有配偶出生率、これは全国

と比べて高いものの、近年では減少傾向も見ら

れることから、引き続き、安心して子育てでき

る環境づくりに取り組むとともに、結婚支援の

一層の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

また、ご質問がございました女性の転出超過

の状況でございますけれども、令和5年の外国
人を除く女性の転出超過数は3,941人でありま
して、特に、20代から30代の女性の転出超過数
が2,164人と多く、女性全体の約55％を占めて
いる状況でございます。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）有配偶出生率は減少傾

向にあるものの、他県と比べて、そんなに低い

わけじゃないというご答弁もありましたし、ま

た20代から30代にかけての若年女性の転出が
多いということで、本県の合計特殊出生率であ

る1.49の実態というのが明らかになったのでは
ないかと思います。東京都のように決して低い

わけではないけれども、なぜ人口減少率が全国

でワースト5位なのかという構造が、これで少
しは明らかになったのではないかというふうに

考えます。若年層の流出抑制こそ、本県が最も

優先して取り組むべき課題であると考えます。

もちろん、若年層に限らず、県民の皆様の選

択を尊重すべきであることは言うまでもありま

せん。人々の選好形成において、いかに長崎で

生活することを選んでいただけるか、特に、若

い世代に、長崎の魅力や長崎で生活することの

すばらしさを理解してもらえるか、長崎でも希

望にかなう仕事を持ち、出会い、結婚し、子を

もうけ、子育てをしながら生活していく、若い

人たちが長崎で納得のいくライフプランを描け

るかどうか、そういった環境整備こそ、求めら

れているのではないかというふうに考えます。

このことを確認してから、次の質問に移ります。

若い世代が長崎で納得のいくライフプランを

描くためには、希望する仕事や職業があるかど

うか、これが重要となります。県では現在、若

者にとって魅力的かつ大規模な雇用が見込まれ

る成長産業分野の誘致に力を入れていただいて

おりますが、近年、九州を中心に投資が盛んな

半導体産業について、伺ってまいります。

3、半導体産業の振興について。
（1）県の取組状況について。
半導体産業の振興については、本年2月定例

会の一般質問において質問させていただきまし

たが、この業界のスピード感は非常に速く、2
月と比べましても、九州における半導体関連産

業の投資の動きは非常に活発となっております。

国の調査では、ここ3年間で公表された半導
体関連企業の九州での設備投資計画は、件数に

して100件、金額は4兆7,000億円を超えており、
本県においても、大規模な投資の動きが見られ

ます。

中でも、先日、新工場の地鎮祭が行われた京

セラの誘致は、情報系の関連会社が令和元年に

長崎市に進出して以来、次は製造工場を誘致す

べく、県や県産業振興財団による継続的な働き

かけにより実現したものと伺っております。こ
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れまでの関係各位のご尽力に、この場を借りて

感謝を申し上げます。

県においては、半導体産業のさらなる振興に

向け、こうしたアンカー企業の誘致をはじめ、

様々な施策に積極的に取り組まれていると思い

ますが、まず、その取組の現状について、確認

させていただきます。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、半導体

関連産業の国内投資が活発化する中、企業に対

する誘致活動に加え、県内企業の規模拡大や企

業のニーズに応じた人材の確保・育成などに積

極的に取り組んでおります。

具体的には、令和5年度、誘致活動について
は、県、産業振興財団において、延べ367社の
半導体関連企業と交渉を行ったほか、県内企業

の規模拡大について、大規模投資等を支援いた

しました。

さらに、人材の確保・育成については、産学

官で構成する「半導体ネットワーク」で県内企

業と大学等との連携を深めるなど、半導体関連

産業のサプライチェーン強化に向けた取組を積

極的に進めております。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君） （2）長崎県の戦略の
策定について。

今ご答弁いただきましたように、県において

は、半導体関連産業のさらなる集積に向け、積

極的な誘致活動やインフラ整備支援、さらには

企業活動に不可欠な人材の確保・育成など、様々

にお取組をいただいております。

一方で、こうした取組は非常に幅広く、県民

には伝わりにくいのではないかとの声もありま

す。私が委員長を務めております「成長産業・

県土強靭化対策特別委員会」においても、各種

取組をパッケージにして、わかりやすく発信す

ることが重要との議論もあっております。

また、本県の企業の集積やサプライチェーン

の現状、大学等の強みを活かして、本県の産業

を県としてどのようにリードしていくのか、こ

の点も非常に重要であります。

半導体の集積が進む熊本県においては、半導

体産業振興に関するビジョンを策定し、発信に

努めています。本県においても、様々な取組を

戦略としてまとめて示すことが、県民にとって

もわかりやすい取組になると思いますが、戦略

の策定について、県の見解をお聞かせください。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、県としては、国内

投資が活発で、今後とも世界的な成長が見込ま

れます半導体関連産業について県内への集積を

図ることは、若者の定着に向けた人口減少対策、

また地域経済の活性化の観点から、大変重要だ

と考えております。

また、その施策の実施に当たりましては、そ

の目的や効果などを県民の皆様にわかりやすく

お示しすることも必要なことと認識をしており

ます。

このため、県では、高い金属加工の技術を持

つ県内企業の需要獲得に向け、多くの取引が期

待できます半導体製造装置のアンカー企業誘致

や産学官連携による優秀な理工系人材の確保・

育成、産業集積に必要な工業団地や住宅、交通

等の周辺環境のインフラ整備などを柱とする各

種施策について、本県の強みを活かした戦略と

して取りまとめをしていきたいと考えておりま

す。

今後、半導体関連産業を県内に集積するため

に、企業関係者のニーズ等を把握するとともに、

県議会のご意見等を踏まえながら、戦略の年度
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内策定に向けた取組を進めていきたいと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）県民にもわかりやすい

形で、年度内に戦略を策定されるということで、

大いに期待したいと思います。

現在、本県では、諫早市、大村市の県央地域

を中心に半導体関連企業が集積しつつあります。

また、長崎市には、長崎大学の工学部があり、

総合生産科学域マイクロデバイス総合研究セン

ター、通称CAMRISが開所をしており、佐世保
市には、佐世保工業高等専門学校が立地をして

おります。また、つい最近では、島原市と東彼

杵町では、新たな水源が確認をされ、工業団地

の整備が進められております。各地域の特性を

活かしながら重点プロジェクト地区を定める等、

本県の特性を十分に反映したものになるよう要

望したいと思います。

また、この業界のスピード感が非常に速いと

いうことは、冒頭に申し述べましたとおりです。

先月には、熊本県知事、大分県知事が相次いで

台湾を訪問し、企業誘致の働きかけを行ってお

ります。

また、報道でもありますように、TSMCの進
出による熊本県の経済波及効果は11兆2,000億
円に上方修正されております。今年2月に発表
されたTSMC第2工場の決定を受けた修正です。
また、国土交通省のまとめによると、九州・

沖縄に本社を置く建設会社の2023年度の受注
高は前年度比11％増の約9兆4,000億円と、他の
業界にも多大な経済波及効果を及ぼしておりま

す。

さらに、北九州市では、比較的水使用の少な

い半導体後工程の世界最大手のASEテクノロ
ジーホールディングスの誘致も進められており、

九州への集積が加速度的に進行をしつつありま

す。日々、この分野をめぐりニュースが飛び込

んでくるような状況です。

本県も、他県に後れを取ることなく、スピー

ディに取組を進めていただきたいと思います。

本県の半導体戦略が策定されることで、これか

ら進める本県の取組をさらに加速させるように

なればと、大きな期待を寄せておりますので、

引き続き、鋭意ご尽力賜りますよう、お願いを

申し上げます。

（3）水資源の確保について。
今後、策定される戦略の内容について、先ほ

どの答弁では、人材育成やインフラ整備の話が

出てまいりました。諫早市においては、ソニー

や京セラなど、県内の半導体産業をリードして

いく企業があり、さらなる企業集積を目指して、

県の支援を受けながら、新たな工業団地の整備

に取り組んでいくこととしております。

一方で、半導体企業の誘致に必要な工業用水

の確保に関しては幾つか課題があり、先月19日
に諫早市から県に対し、河川からの取水など、

水資源の確保に向けた方策の検討に対する協力

と支援について、要望がなされました。この件

につきましては、令和6年2月定例会の一般質問
においても、要望として申し述べさせていただ

きましたが、今般、改めて市から、19項目にわ
たる要望の第1番目の要望として、本明川表流
水の工業用水への利活用の要望が提出されてお

ります。

県としては、若年層の県外流出に歯止めをか

けるため、半導体関連企業を中心としたアンカ

ー企業の誘致を急務として取組を進めていただ

いておりますが、このアンカー企業の誘致を行

うためには、業種、業態にもよりますが、豊富

な水資源を備えた工業団地の整備が必要不可欠
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であります。

県では、基礎自治体と連携した水資源の調査

を実施していただいております。島原市東部の

杉谷地区では日量1,000トン、東彼杵町では日量
4,000トンの水資源を備えた工業団地の準備が
進められております。

既に半導体関連企業が集積する諫早市につい

ては、これ以上地下水源に余裕はなく、諫早湾

干拓調整池へ流れ込む1級河川本明川等の表流
水を活用する方策が検討をされております。使

用後は、処理して本明川へ放流することで、水

資源の循環活用も可能ではないかとの期待が寄

せられております。

また、あわせて、国のGX推進戦略に沿って検
討がなされている諫早湾干拓調整池の水上太陽

光発電を活用することで、水資源の循環活用と

クリーンエネルギーの活用を併せたサーキュラ

ーエコノミー型の産業団地として、世界的にも

先進的な取組になるのではないかと、大きな期

待が寄せられております。

このような取組の実現に向けて、本県として

も、諫早市と一緒になって検討を進めていただ

きたいと考えております。

まずは、1級河川本明川流域からの取水を含
めた様々な方策による水資源の確保という観点

から、可能性の調査、課題点や国への要望事項

の検討など、県と市で正式な検討の場を設ける

ことが必要であると考えますが、県の見解を伺

います。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 1級河川本明川から
の工業用水の確保には、新たな水利権の取得が

必須であり、国の許認可が必要となります。

国との協議に先立ち、諫早市から、水資源確

保に関する検討の場への参画要請があれば、県

といたしましても、課題の洗い出しやその解決

に向けた技術的な助言を行うなど、可能な限り

の協力をしてまいります。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）本明川からの河川水の

利活用に関しては国の許認可が必要ということ

で、ただ、重要な施策でありますので、県河川

課にも、可能な限りの協力をしていただきたい

と考えております。

加えて、産業の振興、若年層の人口流出に歯

止めをかけるための企業誘致を促進するという

観点から、産業労働部を含めた検討の場として

いただきたいと考えておりますので、こちらの

点は、要望として申し上げておきたいと思いま

す。

4、県立高校の再編について。
（1）県立高校再編整備の必要性について。
企業誘致、特に、半導体関連企業の誘致を図

っていくうえでは、土地や水、エネルギーとい

った資源を備えていくことに加えて、工業系を

はじめとした豊富な人材を育てていくことも重

要です。そのような観点から、県立高校の再編

整備について、伺ってまいります。

現在の本県内の高校の状況については、以前、

文教厚生委員会でも取り上げさせていただいた

経緯がございます。

まず、私立高校についてですが、公立と私立

の生徒の比率が7対3という状況にあって、ここ
5年間の定員数に対する実際の生徒数の割合で
ある充足率は、概ね9割を維持しているという
ことでありました。私立の高校は、ある程度、

一定数を保っている現状があり、さらに言えば、

どちらかと言うと長崎市内、佐世保市内などの

都市部に集中してあることが特徴です。

一方で、県立高校の状況はどのようになって
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いるのか、まずはこの点について、伺います。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 近年、県立

高校の入学者数につきましては、少子化の影響

を受けて減少しておりまして、全日制高校の募

集定員に対する充足率は、令和6年度で80.8％で
ございます。5年前の令和元年度の86.9％と比較
しますと、6.1％の低下となっております。
なお、令和6年度の地域ごとの充足率につき

ましては、都市部については93.4％、離島地域
は53.8％、半島地域は66.7％となっております。
〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君） では、ただいまいただ

きました答弁の内容を踏まえて、県立高校の再

編整備の必要性について、伺っていきます。

本県の教育の目指す方向性を示す「長崎県教

育振興基本計画（第四期計画）」が公表をされ

ております。令和6年から10年までの方向性が
示されたものですが、この計画では、本県の人

口減少、特に、15歳未満である年少人口の減少
について、強い危機感が示されております。

要点をお示ししますと、まず年少人口、15歳
未満の人口ですが、昭和30年の65万人をピーク
に、令和5年（2023年）においては16万人まで
減少する。国立社会保障・人口問題研究所の調

査結果によれば、本県の人口は、2050年頃には
87万人に、年少人口は9万人へと大きく減少す
る見込みとなっているところでございます。

また、公立小中学校については、児童数の減

少により統廃合が進み、学校数が減少している

こと、もう一つが、先ほどの答弁の中で、最新

の令和6年度の数字を示していただきましたの
で、数字は省略いたしますが、県立高校におい

ては、生徒数の減少に加え、特に、離島・半島

地域において、地域外の高等学校へ進学する生

徒も多く、学校の小規模化により、地域を支え

る基盤が揺らいでいること、これらの指摘がな

されております。

ただ、このような傾向は、ここ数年の話では

なく、第三期の計画、1期前の計画では、統廃
合も含む再編整備を行うと明確に記載がしてあ

ったと記憶をしております。第四期を見ますと、

高校の魅力度向上とか、そういった言葉に置き

換えられており、少しトーンダウンした感が否

めないというのが率直な感想でございます。

6月定例会一般質問においても、同僚議員か
らの同様の質問があり、教育委員会教育長は、

検討すべき時期にきているとの答弁をなされて

おります。

今回、改めて伺います。

本県公立高校の再編整備については、検討す

べき時期ではなく、実際に計画策定等に着手す

べき時期にきていると考えますが、教育委員会

教育長の見解を伺います。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）県立高校の

再編整備につきましては、10年ごとに策定をい
たしております「長崎県立高等学校改革基本方

針」に基づいて取り組んでおりまして、令和3
年度から、第三期の方針により、生徒数に合わ

せた機械的な統廃合ではなく、例えば、普通科

高校や専門校の枠を越えたり、あるいは近隣の

学校同士の特色を掛け合わせたりするなど、新

たな学びを生み出せるような魅力ある再編に向

けて、計画的に着手すべき時期にきているもの

と考えております。

先日、専門高校の校長に集まってもらいまし

て、他県の学校改革における先進事例を基に、

それぞれの専門の垣根を越えて、これからの専

門高校のあり方について議論をしたところでご
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ざいます。

一方で、離島・半島部におきましては、高校

が廃止されれば地域の活力の低下につながると、

そうした懸念もございますので、そこについて

は、市町や地域の方々とも十分協議する必要が

あると思っております。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）ただいま教育委員会教

育長より、県立高校の再編整備については、計

画的に着手すべき時期にはきているという答弁

がありました。

実際の再編整備については、「高等学校改革

基本方針」、こちらの計画において、さらに「実

施計画」を策定して実施されるものと推察をい

たします。今、令和4年、5年の実施計画である
第9次計画までが示されていると思いますが、
第10次計画はいつ頃になるのか、また10次計画
の中で、そういった再編整備の話は出てくるの

かどうか、その見通しについて、伺います。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）県立高校の

再編整備につきましては、現在検討中でござい

ますことから、第10次の実施計画においては、
教育制度等の改革を中心に策定したうえで、今

年度中の公表を予定いたしております。

県立高校の再編整備の方針につきましては、

県教育委員会だけではなく、市町や学校現場、

あるいは外部の有識者なども含めまして、幅広

いご意見の下に、まずは中期的な大枠の方針を

大綱という形で改めてお示しをしたいと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君） 10次計画は10次計画
として、また別の計画を立てられる、県立高校

の再編整備については、中期的な大枠の方針が

大綱として示されるということでございます。

先ほど来、答弁いただきましたように、県立

高校の再編整備については、特に、離島・半島

部など、地域に与える影響が非常に大きなもの

があります。また、教育制度のみならず、市町、

産業分野など、幅広い見地から議論がなされる

ことが重要であると私も考えております。

ただ、一方で、県下の年少人口の減少、公立

小中学校の統廃合の状況を鑑みれば、速やかに

議論を開始すべきものでもあります。方針とし

ての大綱を速やかにお示しいただいて、十分な

議論を幅広く、時間をかけてでも結構でござい

ますので、行っていただきますよう要望をいた

して、次の質問に移ります。

（2）諫早市内県立高校への工業系学科の設
置について。

諫早市は、世界的に事業展開する大手半導体

企業の主力生産拠点があり、また、先立って地

鎮祭が行われた京セラが進出するなど、県内有

数の工業集積地であります。しかしながら、諫

早市内には複数の高校が存在するものの、工業

系学科を有する高校はなく、そのことが若者の

地元定着、郷土愛の醸成、半導体企業への人材

供給に対する懸念材料となっております。

本年8月、諫早市から、諫早市内の県立高校
への工業系学科の設置について、要望が提出を

されております。若者の県外流出を抑制するた

め、本県の産業振興を支える工業系人材を育成

していくという観点から、諫早市から提出され

た要望につきまして、県の見解を伺います。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）県立高校に

おける学科の設置につきましては、交通事情や

地理的条件、また近隣市町の高校における学科

の設置状況、地域の実情などを総合的かつ多角
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的に勘案したうえで、全県的な視点から検討す

る必要があると考えております。

工業科を有する高校は県内に6校ございまし
て、県内全域でバランスの取れた配置となって

おります。県央地区におきましては、大村工業

高校がその役割を担っているところでございま

す。

諫早市内の県立高校に工業系学科を新たに設

置するということは、少子化が進行する中、大

村工業高校や島原工業高校をはじめ、周辺の高

校の入学者数の減少を招くおそれがあること、

また工業教員の確保や施設整備に多額の費用を

要すること、そうしたことから、これはなかな

か難しいものと考えております。

しかしながら、地域の産業や経済の発展の観

点から、地域で求められる人材をより多く育成

していくということは大切な視点と考えており

ます。このため、諫早市内の普通科である諫早

東高校におきましても、地域の半導体関連企業

の実務担当者などによる先端的、専門的な講座

や実際に半導体の製造現場を体験する企業見学

を年内に実施することといたしております。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）県下全体のバランスや

周辺の工業高校への影響、それから工業教員の

確保であったり、施設整備に要する費用等を考

えると、現時点では設置は難しいと、そういっ

たご答弁であったかと思います。

しかしながら、諫早市内の普通高校の一つで

ある諫早東高校において、今年、半導体関連の

先端的、専門的講座や企業見学を実施していた

だく予定ということであります。まずもって、

可能な範囲からの取組を進めていただくという

ことで理解したいと思います。

そういったことに取り組んでいただくことに

よりまして、学校や生徒と企業の関係性の構築

も可能になるでしょうし、工業系に興味を持つ

生徒の絶対数を増やすということへつながる可

能性もあるかと思います。若い世代の地元定着

につながるよう、引き続き取組を進めていただ

きたいと思います。

工業系学科の設置につきましては、今後進め

られる再編整備の中で議論していきたいと思い

ますので、このことを申し上げまして、次の質

問に移りたいと思います。

5、農水産業の振興について。
（1）本県農業の所得向上の取組について。
本県の人口減少を抑制するためには、本県に

とって重要な基幹産業である1次産業の振興も
重要です。本県の若い人たちに安心して農業や

水産業を継いでもらう、希望を持って農業や水

産業に参入していただく、このような取組を進

めていくことが肝要です。

まずは、農業から伺います。

近年の我が国の農業を取り巻く環境は、長期

間にわたる物価高騰の影響や販売価格の低迷な

どを受けて、依然として厳しい状況にあります。

農林水産省のまとめによれば、本年5月時点の
農業物価指数は、2020年の価格を100とした時
に、飼料は139.5、肥料が134.1と、ピーク時か
らは低下しているものの、依然として価格高騰

が続いております。

資材全体が120であるのに対して、農産物全
体が115.1と、資材コスト上昇分の価格転嫁が十
分に進んでいない状況にあります。

農業従事者も減少を続けており、令和5年度
の「食料・農業・農村白書」によれば、基幹的

農業従事者は2023年（令和5年）で116.4万人と、
2000年の240万人から、20年間で半減をしてお
ります。
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また、農業従事者の高齢化も深刻で、2023年
では、65歳以上が82.3万人で、全体の約7割を
占める一方で、49歳以下の若年層の割合は13.3
万人で、全体の約1割にとどまっている状況で
あります。

肥料や飼料、生産資材などの高騰が長期化、

生産基盤の弱体化が顕著になってきている現状

で、政府も、今後10年間の農業施策の方針を示
す「食料・農業・農村基本計画」の策定に向け

て、政策の方向性を決定したようであります。

基本計画は、5年に一度、見直されておりま
すが、今回の改定は、先般、四半世紀ぶりに改

正された農業基本法下でのはじめての基本計画

であります。その開始となる2025年度は、政府
の「経済財政運営の基本方針」、いわゆる「骨

太の方針」で示された「農業構造転換集中対策

期間」の初年度という位置づけであります。

2025年度の農林水産予算概算要求額も、2024
年度比16％増の2.6兆円が示されております。ま
た、食料価格への適正なコスト転嫁などに向け

た法案の提出が来年の通常国会に向け予定され

ており、今後、我が国の農業政策については、

非常に大きな期待と関心が寄せられております。

そのような状況下で、本県の農業を取り巻く

状況がどのようになっているのか、本県の農業

における所得向上の取組について、伺います。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）本県農業の現状につ

いては、販売農家数は、高齢化等に伴い、令和

2年で1万7,329戸と、10年前から7,558戸減少し
ていますが、農業産出額は、令和4年で1,504億
円と、10年前から82億円増加し、生産農業所得
についても、143億円増加の548億円となってお
ります。

県としましては、地域別、品目別に所得向上

を図ることを目的とした「産地計画」に基づき、

関係機関と一体となって農地等の生産基盤や集

出荷施設の整備、農地の集積、外国人材の活用

等による規模拡大を推進しているところです。

さらに、施設園芸の環境制御技術や露地作物

のドローン防除、肉用牛の分娩間隔の短縮など

のスマート農業の普及拡大により生産性の向上

やコスト縮減を図り、若者に選ばれる、快適で

もうかる農業を実現してまいります。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君） 本県の農業の状況は、

答弁にもありましたように、農業者数は減少し、

高齢化が進展する一方で、産出額等は増加傾向

にあるということであります。

今後の課題は、若い世代から選ばれる農業に

することであります。若者に選ばれる、快適で

もうかる農業を実現するためには、答弁にあり

ましたように、県としてできることにしっかり

と取り組み、生産性の向上やコストの縮減を図

ることは極めて重要であります。

しかし、構造的な転換を図るには、農産物の

販売価格へのコストをどのように適正に転嫁し

ていくかということが重要であります。今後の

国の農業施策をしっかりと注視していかなけれ

ばならない状況にあるのかなと思っております。

一方で、足元を見れば、近年、和牛枝肉価格

の低迷により、特に、畜産農家の経営状況は厳

しい状況に置かれております。本県においては、

大石知事と関係団体の皆様でトップセールスを

いただいて、消費拡大、輸出の増大、付加価値

の向上にご尽力をいただいております。

他県では、宮崎県では、これはJAが実施主体
となりますが、牛肉券を組合員に配布するなど、

消費喚起を図る取組もなされております。一時

的な消費喚起ではあったとしても、農家の厳し
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い現状を少しでも緩和できるような、県で実施

できる、そのような施策があれば、ぜひご検討

をいただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。

（2）本県水産業の状況について。
多くの離島・半島を有し、全国で2番目とも

なる長い海岸線を有する本県は、我が国を代表

する水産県であります。

農業と同様に、燃油価格、資材価格の高騰は

水産業にも同じく大きな影響を与えているもの

と推察いたします。

本県の水産業の状況については、令和3年度
の農水経済委員会決算審査でも取り上げており

ますが、「長崎県水産業振興基本計画」におい

て、令和7年度までの目標が掲げられている県
内8海区の令和2年度時点の進捗と所得の状況
などを伺ったところであります。

その後、コロナ禍や物価高騰などの影響を受

け、本県の水産業はどのようになっているのか、

生産量や産出額、漁業従事者数の現状と推移、

県内8海区における平均所得などについて、伺
います。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 本県における令和5
年の海面漁業、養殖業生産量は31万4,000トン
で、10年前から4万8,000トン増加し、令和4年
の産出額についても、213億円増加の1,109億円
となっております。

令和5年の漁業就業者数は9,209人で、10年前
から5,101人減少しております。
また、令和4年の1経営体当たりの平均漁業所

得は、県全体は400万円で、海区ごとでは、132
万円から660万円まで幅があり、定置網、まき
網、養殖業が盛んな海区で高くなる傾向が見ら

れます。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）本県水産業全体として

見れば、生産量、産出額などは増加傾向にある

ということで、ただ一方で、漁業従事者数は減

少していると、別のところで伺ったことであり

ますが、新規就業者、これは目標の200名を達
成されているということで、概ね良好な状況に

あるのではないかと思いますが、しかしながら、

地域別、海区ごとの所得で見てみると、132万
円と660万円と、大きな開きがあるという状況
にあります。

海区ごとの所得格差を是正するには、各地域

において、生産性の向上やコストの縮減を進め

ていくことに加え、各地域が収入を得る機会を

確保し、本県水産業全体の底上げを図っていく

ことが肝要であろうかと思います。

そこで、近年注目されている海業について、

伺います。

水産庁は、水産基本計画及び漁港漁場整備長

期計画において、海業の振興を位置づけ、漁村、

漁港の振興、水産物の消費増進や交流促進など、

地域の水産業を活性化する海業の取組を推進し

ています。本県における海業の取組状況と課題

について、伺います。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 県内では、現在、漁

師食堂や漁業体験、民泊といった海業が33以上
の地区で取り組まれており、例えば、諫早湾漁

協における直売所や奈良尾漁港におけるヨット

の受入れなどの取組が進んでおります。

一方で、「海業に取り組みたいが、どのよう

に進めればよいか、わからない」との声や地域

における海業推進のキーパーソンの不在など、

海業の創出、展開における課題も見えてきてお

ります。   
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このため県においては、海業に関する先進事

例の紹介や地域における連携体制づくり、さら

には地域の特徴を活かしたコンテンツづくりな

どの支援を行っているところでございます。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君） 引き続き、海業の推進

にご尽力いただければと思います。

6、道路行政について。
（1）有明海沿岸道路の早期実現について。
有明海沿岸道路については、令和3年に策定

された「長崎県新広域道路交通計画」において、

構想路線として位置づけがなされております。

早期実現に向けた地元の機運が高まっている

わけですが、鹿島市から諫早市間の取組として、

地元期成会とともに検討を進めておられるとお

聞きしております。現在の検討状況について、

お伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）有明海沿岸道路の鹿

島市から諫早市間については、佐賀、長崎の沿

線自治体で構成される地元期成会の意見交換会

に国や佐賀県とともに参加して、議論を行って

おります。

構想路線につきましては、まずは沿線地域の

現状や課題を整理し、道路整備の必要性につい

て検討する必要があります。

これまでに、対象区間の地形や交通の現状に

ついて調査を行い、本年度からは、防災や医療、

観光産業などに関する情報を収集しているとこ

ろでございます。

引き続き、整備の必要性や効果などにつきま

して、地元期成会とともに検討を進めてまいり

ます。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君） 昨年度までに、沿岸地

域の地形や交通の状況についての調査、今年度

からは、防災、医療、観光産業面などに関する

情報収集がなされているということであります。

引き続き、早期実現に向けご尽力いただきま

すよう、お願いをいたします。

（2）道路施設の老朽化について。
2012年に、中央自動車道の笹子トンネルで天
板崩落事故が起きて以降、道路施設の点検は定

着しているものの、人手不足や財政難で修繕が

追いついていないとの国土交通省の発表があっ

ております。

これを踏まえ、県、市町の橋梁、トンネル点

検により修繕が必要な施設の取組状況について、

伺います。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 2013年度の道路法
改正によりまして、2014年度以降、道路管理者
には、全ての橋梁、トンネルにつきまして、5
年に一度の定期点検を行うことが義務化されま

した。

県が管理する橋梁2023橋とトンネル127本に
つきまして、2018年度までに順次点検を行った
結果、5年以内に補修が必要と診断された橋梁、
トンネルにつきまして、全ての施設で補修工事

を実施しております。

市町が管理する橋梁とトンネルにつきまして、

同様に補修が必要と診断された橋梁、トンネル

がございましたが、そのほとんどの施設で補修

工事が実施されております。

長崎県及び市町では、橋梁及びトンネルの補

修は順調に進んでおりまして、その着手率は、

全国平均に比べて高い状況にございます。

〇議長（徳永達也君） 坂口議員―15番。
〇１５番（坂口慎一君）引き続き、県民の安全・

安心の確保に努めていただきますようお願いい
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たします。

（3）生活道路の30キロ規制について。
今年7月の政令の改正によりまして、生活道

路の制限速度規制が60キロから30キロへ引き
下げられるということでございます。

その概要と、県民に対する周知の方法につい

て、警察本部長にお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 警察本部長。

〇警察本部長（遠藤顕史君）いわゆる生活道路

等の法定速度30キロメートル毎時への引き下
げにつきましては、令和8年9月1日から施行さ
れます。

その内容につきましては、中央線や中央分離

帯などが設けられていない一般道路を、これま

での法定速度60キロメートル毎時から、30キロ
メートル毎時に引き下げることとするものでご

ざいます。

施行後は、道路構造により……。

〇議長（徳永達也君） 時間です。

これより、しばらく休憩いたします。

会議は、11時15分から再開いたします。

─ 午前１１時 １分 休憩 ─

― 午前１１時１５分 再開 ―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君）（拍手）〔登壇〕 自由

民主党、南島原市選挙区選出の中村一三でござ

います。

令和6年9月定例会での一般質問を行います。
本日は、遠く南島原市から傍聴に来ていただ

きまして、誠にありがとうございます。心より

御礼と感謝を申し上げます。

それでは、質問に入ります。一括質問、一括

答弁でお願いいたします。

1、県の重点施策について。
（1）令和7年度の施策構築に取り組む姿勢につ
いて。

知事におかれましては、令和4年3月の就任か
ら、今年で折り返しを過ぎ、残りの任期は1年
半を切っており、次の令和7年度当初予算が、
本格予算としては1期目最後の編成となります。
このような中、令和7年度は、「長崎県総合

計画チェンジ＆チャレンジ2025」の最終年度に
なりますので、本計画の総仕上げとして、各種

政策を着実に推進することが重要であると考え

ております。

また、その一方で、「新しい長崎県づくりの

ビジョン」に掲げる分野におけるプロジェクト

についても、令和6年度予算よりも、さらに事
業化を進める必要があります。

さらには、不安定な金融情勢や物価高、人手

不足などの状況も踏まえた対応も必要ではない

かと考えております。

そこで、少し時期としては早いと思いますが、

本県の現状のほか、現在の社会経済情勢等を踏

まえて、知事は、令和7年度の施策構築に向け
て、どのような姿勢で取り組もうとされている

のか、お尋ねをいたします。

2、赤潮被害対策について。
（1）赤潮被害の状況と今後の対応について。
①早期の産地復興について。

昨年度、橘湾で有害プランクトン、カレニア

赤潮により約11億円の被害が発生いたしまし
た。

養殖関係者の皆様は、今年の赤潮シーズンを

前に、国の支援を活用しながら、漁場監視や早

期防除対策の強化など、赤潮の襲来に備えてお

られたと聞き及んでおりました。それにもかか
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らわず、今年度は、昨年よりも早い時期から、

より毒性の強いシャットネラ赤潮が、それに続

いてカレニア赤潮も発生するなど、複数種の赤

潮が、橘湾だけでなく、本土地域の全域で、同

時かつ長期的に発生をいたし、養殖魚に被害を

及ぼしました。

被害額としては、現時点で昨年を上回り、過

去最大規模となる約16億円が見込まれると伺
っております。

近年、養殖業は、燃油、資材、飼料価格の高

騰などにより、非常に厳しい経営環境に置かれ

ている中、特に、橘湾においては、2年連続の
大規模な被害で、養殖業者だけでなく、飼料会

社、運送関係など、周辺の関連事業者への影響

も深刻であります。

知事は、養殖業に携わる皆様が、将来に希望

を持って働き続けられるよう力を注ぐとのこと

ですが、被害の現状をどのように受け止め、地

域を守る観点から、県として、赤潮対策にどの

ように取り組むのか、お尋ねをいたします。

②支援の具体策について。

度重なる大規模な赤潮被害に、養殖業者は大

変落胆をされており、今後も経営を続けていけ

るのか、厳しい判断を迫られる事業者も出てく

るのではないかと大変心配をしております。

経営再建に取り組む中で、被災された養殖業

者への救済と、養殖業者の皆様が将来も安心し

て生産を継続できる抜本的な赤潮対策が求めら

れるところでありますが、今回の被害対策、支

援の具体的な内容はどのようなものか、お尋ね

をいたします。

3、産業振興について。
（1）県内中小・小規模事業者への支援につい
て。

県では、令和2年3月から、コロナ禍で影響を

受けた県内事業者の資金繰りを支援するため、

県の制度資金である「緊急資金繰り支援資金」

を発動されて以降、随時、必要な対策を実施さ

れてきており、令和5年1月からは、新型コロナ
感染症に対応するための実質無利子・無担保融

資、いわゆる「ゼロゼロ融資」の借り換え需要

に対応した「伴走支援、借り換え型」の制度融

資の運用を開始し、本年6月末まで延長し、対
応されてきました。

このような中、足元の本県の景気は、日銀長

崎支店によると、「緩やかに回復している」と

されており、経済活動が平常に戻りつつあると

感じております。

一方、「ゼロゼロ融資」の無利子期間3年が
終了し、返済が本格化しているうえ、物価高騰、

最低賃金の上昇、人手不足などによりコストが

かさみ、経営状況が厳しい事業者の声を聞いて

おります。

そこで、全国的に倒産が増加傾向にある中、

県内事業者の倒産件数はどのような状況か、ま

た、借り換え需要に対応した制度融資の利用実

績と今後の資金需要への対応について、お尋ね

をいたします。

加えて、厳しい経営環境を生き抜くため、環

境変化に対応し、売上げ拡大に取り組む中小・

小規模事業者に対し、商工会や商工会議所など

の産業支援団体と連携した支援が重要だと思い

ますが、どのような対応をしているのか、お尋

ねいたします。

（2）海洋エネルギー関連産業について。
①これまでの実績について。

私の地元南島原市のお隣である熊本県におい

ては、令和3年10月に、台湾の世界最大の半導
体製造産業TSMCが進出するなど、半導体関連
産業の集積が進んでおります。
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熊本県は、令和2年に1,107人の転出超過であ
ったところが、半導体関連産業の集積に併せて、

令和3年から5年にかけて、計987人の転入超過
となっており、九州各県から人材が流入してい

る状況が、統計を見ても明らかになっています。

人口減少対策は、多岐にわたりますが、この

ことからもわかるとおり、やはり安定した所得

を得られ、雇用を創出する成長産業の振興が不

可欠であります。

そのような中、本県における成長産業を考え

た場合、本県の特徴を活かした海洋エネルギー

関連産業の振興が考えられます。

特に、洋上風力発電は、日本でも国の導入促

進にかかる制度が整い、本県においても、発電

事業者による事業計画が進められております。

洋上風力発電は、関連産業への波及効果が大き

く、地域活性化にも寄与するところが大きいと

思っております。

このような中、広大な海域を有する本県は、

これまでも海洋エネルギー関連産業の振興に積

極的に取り組んでこられたと伺っております。

本県の海洋エネルギー関連産業の現状につい

て、お尋ねをいたします。

②浮体式洋上風力発電について。

先日、洋上風力の浮体の量産に関する記事が

大きく掲載されているのを拝見いたしました。

それによると、住友商事と大島造船所などが

連携し、浮体式洋上風力に関して、国内初のサ

プライチェーン構築を目指すことが発表されま

した。

洋上風力は、再生可能エネルギーの切り札と

言われており、その中でも日本は、ヨーロッパ

と比べ、遠浅の海が少なく、海底に固定する着

床式より浮体式の適地が多いとされています。

シンクタンクの試算によると、2050年時点の

日本の浮体式の潜在海域は、現在導入が進めら

れている着床式の20倍に上るとされています。
このように、今後、浮体式洋上風力は、海外

を含め、さらなる導入拡大が見込まれています。

これを機に、県としても、この浮体式洋上風力

に注目すべきであり、海外に輸出できる競争力

のあるものづくりを推進していけるよう、県内

企業の参入に向けた取組を支援していただきた

いと考えております。

そこで、県では、成長が期待できる浮体式洋

上風力について、どのように取組を進めるのか、

お尋ねをいたします。

（3）企業誘致について。
①島原半島のポテンシャルについて。

島原半島においては、少子・高齢化や若者の

半島外への流出などによる人口減少、地域経済

の低迷など、多くの課題に直面をしており、半

島を取り巻く環境は、依然として厳しい状況で

あります。

このような中、私は、日頃から「産業の振興

なくして、半島の活性化はなし得ない」との強

い思いを抱いており、島原半島の豊富な農水産

物や、雲仙岳がもたらす良質な水などの強みを

活かした産業振興を強力に進めていくべきであ

ると考えております。

さらに、国内外から半導体関連の投資が集ま

るお隣の熊本県へ航路で1時間を切るアクセス
を活かし、島原半島へ活況な半導体関連需要を

取り込むチャンスも生まれてきていると感じて

おります。

そこで、企業誘致における島原半島のポテン

シャルについて、県はどのように考えているの

か、お尋ねをいたします。

②堂崎港埋立地について。

南島原市においては、堂崎港埋立地の整備が
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ほぼ完了し、去る7月17日に南島原市から、知
事及び議長に対し、企業立地に向けた協力等に

ついての要望がなされたところです。

同用地については、既にJA島原雲仙の施設が
立地しておりますが、これを除いても、残り約

13ヘクタールと広大な土地であり、今後の企業
集積、雇用の場の創出につながることを大いに

期待しております。

現在、県と市の間で、工業団地として整備を

するための手続きが進められておりますが、工

業団地として分譲可能となった場合、県はどの

ように企業誘致に取り組まれていくのか、お尋

ねをいたします。

4、農林水産業の振興について。
（1）農業後継者対策について。
本県で農業が一番盛んである島原半島におい

ても、農業従事者が減少しており、今後、人口

減少や高齢化が進む中、農業を支える農業従事

者を確保するためには、親元就農者の確保が大

変重要と考えております。

しかしながら、国の新規就農者対策事業に、

技術、生産基盤が不足し、経営が不安定な経営

開始直後の就農者に対し、資金の交付を行う「経

営開始資金」がありますが、親元就農者に対し

ては、新規参入者と同等のリスクを負うことが

要件となっており、親と同じ作物で就農する場

合は、支援の対象とならないと聞いております。

親元就農者をできるだけ多く確保するために、

親と同一品目でも経営開始資金の給付対象とす

べきと考えますが、県の考えをお尋ねいたしま

す。

（2）飼料価格高騰対策について。
畜産の配合飼料については、令和2年度まで

はトン当たり6万円後半で推移しましたが、令
和4年10月にトン当たり10万円を超える過去最

高値を記録し、直近の令和6年6月でもトン当た
り9万5,000円程度にとどまる価格で推移して
いることから、畜産農家から悲鳴が挙がってい

ます。

配合飼料価格高騰の背景には、ウクライナ情

勢や国際為替相場などの影響が大きいと言われ

ておりますが、このような不安定な社会情勢の

中で、情勢が好転し、飼料価格が下がる見込み

が早期に立たない状況だと思っております。

そこで、経営環境が厳しい県内の畜産農家へ

の飼料価格高騰対策について、お伺いいたしま

す。

（3）南島原市夏吉大抜地区の地すべりについ
て。

南島原市夏吉大抜地区においては、令和3年8
月豪雨により地すべりが発生をいたし、地区内

を通る市道が被災し、通行止めとなるなど、甚

大な被害を受けました。地元のご理解と県当局

のご尽力により、令和6年3月に災害復旧工事が
完了いたし、その後、南島原市が市道の復旧工

事に着手する計画でしたが、本年5月14日、令
和3年に発生した地すべりの下流側で新たな地
すべりが発生したことから、市道の復旧工事に

着手できず、現在も通行止めが続いております。

県においては、新たな地すべり発生直後から、

応急対策に迅速に取り組んでいただいておりま

すが、地域住民のためにも、市道を含めた一日

でも早い復旧が必要であります。

そこで、新たに発生した地すべりの現在の状

況と本格復旧に向けて、今後、どのように進め

ていくのか、お尋ねをいたします。

（4）藻場回復の取組について。
水産業の振興を図るうえで、漁場の環境を良

好な状態に保つことが重要であると思いますが、

一方、県内各地においては、海水温の上昇の影
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響を受け、漁場環境にとって重要である藻場が

縮小、消失する、いわゆる磯焼けが進行してい

るという話を頻繁に耳にします。

南島原市等の有明海沿岸においても、アマモ

等の藻場の減少が見られ、地元の漁業者からは、

漁場の環境が悪化しているのではないかと心配

の声も聞かれます。

そこで、県内の藻場の状況と、回復に向けて、

県はどのように取り組んでいくのか、お尋ねを

いたします。

5、文化観光・教育行政について。
（1）ながさきピース文化祭2025について。
①文化祭の進捗状況について。

いよいよ、来年9月に、本県で「ながさきピ
ース文化祭」が開催をされます。

全国規模の文化の祭典である国民文化祭及び

全国障害者芸術・文化祭は、地域の特色ある文

化・芸術活動を全国規模で発表し、交流する文

化の祭典でもあります。

県内には、歴史文化や伝統文化など、特色の

ある文化資源が数多くありますので、県民が本

県の文化の魅力を再認識する機会となるととも

に、本県ならではの地域の魅力を県内外に発信

することで、観光振興や交流人口の拡大など、

本県のにぎわいを創出する契機となるものと期

待しております。

開催まで1年を切り、ながさきピース文化祭
の内容もおおむね決まってきていると思います

が、今後は、実施内容の磨き上げや機運醸成、

認知度向上等をさらに進めていく必要があるも

のと考えております。

そこで、現在の進捗状況及び今後の取組につ

いて、お尋ねをいたします。

②障害者芸術・文化祭について。

全国障害者芸術・文化祭は、平成29年から国

民文化祭と一体的に開催をされており、障害の

有無にかかわらず、全ての方がともに楽しみや

感動をわかち合う祭典でもあります。

障害のある方々が、文化芸術活動への取組を

通じて自己を表現し、より一層の自立と社会参

加を実現するためにも、「ながさきピース文化

祭」が果たす役割は非常に重要であり、文化祭

の基本方針にも「心のバリアフリーの推進」が

掲げられております。

そこで、全国障害者芸術・文化祭の実施に向

けた取組内容について、お尋ねをいたします。

（2）原城跡世界遺産センター整備事業につい
て。

南島原市においては、世界遺産センターの整

備予定地が「原城跡」に近接した場所になるこ

とから、「世界遺産影響評価委員会」を設置し、

「遺産影響評価報告書」を取りまとめ、令和6
年4月にはユネスコに提出をし、本年8月には、
ユネスコの諮問機関であるイコモスから、「世

界遺産の価値の面から貢献する事業であり、計

画どおり進めていい」という趣旨の回答をいた

だいております。

事業計画策定から、遺産影響評価報告書の取

りまとめなどに対し、長きにわたってご支援を

いただいた長崎県に感謝を申し上げます。

南島原市においては、令和8年4月の開業を目
指し、今年度中に建築工事にも着手される予定

とのことです。

また、世界遺産センターの機能としては、ガ

イダンス施設を中心に、物産販売や観光案内機

能を有する施設を目指しておられる一方で、ガ

イダンス施設の展示や物産販売所の運営、観光

振興のためのプロモーション等において、専門

知識等が十分でないとも聞いております。

そこで、県にお尋ねをいたしますが、こうし
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た専門知識等を補う意味で、南島原市に対し、

助言や情報提供、開業に向けた連携・協力など、

積極的な支援を求めますが、県の見解をお尋ね

いたします。

（3）千々石少年自然の家の存続について。
県立千々石少年自然の家は、橘湾をのぞき込

むようにそそり立つ標高258メートルの高台に
あり、島原半島世界ジオパーク「千々石断層」

の雄大な景色を見ることができ、山の色、海の

色は四季折々の変化を見せ、訪れる人に感動を

与え、心を和ませてくれる恵まれた大自然の中

で、宿泊生活や自然体験活動を通して、豊かな

人間性の育成を図ることを目的に、昭和49年4
月に開設をされ、平成6年にはログケビン5棟が
新設をされ、令和2年には本館宿泊棟、ログケ
ビンに冷暖房設備も完備し、生涯学習の拠点と

しての機能を果たしており、島原半島で自然体

験学習ができる唯一の青少年教育施設でありま

す。

この施設は、当時の千々石町長の郷土の発展

への熱い思いと献身的な誘致活動、建設用地の

大半を寄贈するという貢献により実現したもの

であり、雲仙市千々石町のシンボル的な存在だ

と聞いております。

また、生涯学習の場として、年間を通して山

登り、街道歩き、チャレンジ42.195キロ等も行
われ、さらに地域の特性を活かした四季折々の

活動の場として、県内の高齢者人気も高く、健

康寿命の維持増進の効果が大きな事業として、

大変喜ばれております。

ここ数年は、コロナ禍で利用者数は減ってい

るものの、コロナ禍が収束して、昨年は4月か
ら8月の利用者数は6,374人、今年は4月から8月
まで7,828人と、コロナ禍の令和元年と同等の利
用があっております。

一方で、築50年で施設、設備の老朽化、児童
生徒数の減少で、利用者数の減少という大きな

問題を抱えていることも事実であります。

県教委は、今年の2月に廃止も視野に検討し
ていることが新聞紙上に掲載され、さらには、

7月には住民説明会を開き、廃止も含め検討す
る必要があると説明されたことが新聞紙上に掲

載をされ、その説明会では、ほとんどの住民が、

「施設を縮小してでも残してほしい」と訴えた

が、「多額の改修費が必要」と説明をされた。

地域住民は、「廃止ありきではなく、存続する

ためのあり方を議論してほしい」と求めたが、

「限られた予算内では難しい」と回答されたそ

うであります。

そこで、4点について、お伺いいたします。
1、廃止ありきの考えか。2、県内の5か所の

施設も、あと数年で築50年を迎えるが、どのよ
うな考えか。3、青少年教育施設の役割と目的
をどのように考えておられるのか。4、南島原
市議会、雲仙市議会から、存続を求める請願が

全会一致で採択をされたが、どのような受け止

めをされたのか、お尋ねいたします。

6、土木行政について。
（1）幹線道路網の整備について。
①深江から口之津間の道路整備について。

島原半島においては、島原道路の整備が国と

県によって進められている状況であります。

昨年11月には森山東インターから森山西イ
ンター間が開通をし、現在、島原市内では出平

有明バイパスの工事が着々と進んでおります。

このことから、南島原市においては、島原道

路につながる深江町から口之津町間の道路整備

への期待が高まっているところです。

一方、今年1月の能登半島地震をはじめ、8月
に発生した日向灘を震源とする地震や、豪雨に
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よる自然災害が各地で発生しています。

このように、地震や自然災害に備えるため、

特に、半島部の幹線道路網に対する県の考えと、

深江から口之津間の現在の取組状況について、

お伺いいたします。

②県道小浜北有馬線（大亀矢代工区）の進捗

状況について。

令和7年11月を目標に完成をされる予定でし
たけれども、現在の進捗状況について、お尋ね

いたします。

以上、本壇からの質問を終え、再質問は対面

演壇席より行います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 中村一三議員の

ご質問にお答えをさせていただきます。

まず、はじめに、令和7年度の施策構築に向
けて、どのような姿勢で取り組もうとされてい

るのかとのお尋ねをいただきました。

令和7年度は、現総合計画の目標達成に向け
た集大成として、積極的な施策展開と着実な推

進を図るとともに、「新しい長崎県づくりのビ

ジョン」の実現にかかる事業構築を進めるほか、

現下の社会経済情勢等を踏まえた課題に対して

も、スピード感を持って取り組んでいくことが

重要であると認識をしております。

また、施策構築に当たっては、その効果の最

大化を図るため、部局の垣根を越えた庁内外と

の連携、融合を推進するとともに、デジタル技

術や国家戦略特区制度の活用など、前例に捉わ

れず、新たな発想も積極的に取り入れていく必

要があると考えております。

こうした基本的な考え方のもと、令和7年度
の重点施策の方向性については、県政の基軸で

あるこども施策の充実、強化に加え、ブランデ

ィングによる国内外の多方面から選ばれる長崎

県の実現、先端技術の活用やイノベーションに

よる産業振興などに力を注いでまいります。

さらに、全世代の県民の皆様が、安全・安心

に暮らせる持続可能な社会の構築のほか、人手

不足、物価高騰など、現在の県民生活や経済活

動にかかる諸課題に対しても、きめ細やかな支

援に努めてまいりたいと考えております。

今後とも、県議会や県民の皆様のご意見もお

伺いのうえで、次年度の施策構築について検討

を深めてまいります。

次に、赤潮被害対策について、被害の状況を

どのように受け止め、地域を守る観点から、県

として、赤潮対策にどのように取り組むのかと

のお尋ねをいただいておりました。

本県における魚類養殖業は、離島・半島を含

む多くの海域で営まれ、基幹産業として地域経

済を支えておりますけれども、今年度、本土地

区の広い範囲で赤潮が発生し、大きな被害をも

たらしたことは非常に残念でございます。

このため、私自身も、被害の報告を受けて、

現地を訪問し、被害に遭われた方々から、「こ

のままでは養殖業を続けていくことはできな

い」などの悲痛な声を直接お聞きして、地域を

支える養殖業の灯を消してはならないとの強い

思いを持ったところであります。

そこで、甚大な被害を受けた養殖業者の速や

かな事業再開や、今後、赤潮が発生した場合に

被害を低減する対策の導入に必要な関係予算を

今議会に提案したところでございます。

これからも、養殖業者の皆様に寄り添いなが

ら、早期の産地復興に力を注いでまいりたいと

考えております。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。
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〇水産部長（吉田 誠君）今回の赤潮被害対策、

支援の具体的な内容につきまして、お答えさせ

ていただきます。

県におきましては、関係市と連携し、緊急の

対応として、へい死した養殖魚の処理や赤潮の

防除剤散布にかかる経費の支援について、予備

費等で速やかに措置したところであります。

また、今回の大規模被害を踏まえ、代替魚の

導入や経営再建、事業継続に向けた金融対策に

加え、生けす内で魚が赤潮から逃げるスペース

を確保できる足し網などの新たな被害低減対策

の導入を進めることとしております。

次に、県内の藻場の状況と藻場回復の取組に

つきまして、お答えいたします。

県内の藻場面積は、海水温の上昇や、それに

伴う食害生物の活性化などの影響により、有明

海を含む県内全域で減少傾向にあり、平成25年
度には8,200ヘクタールまで減少しておりまし
た。

このため、県では、藻場造成のほか、食害生

物の駆除、高水温に適した種苗の導入、藻場保

全に取り組む活動組織への支援等を行い、その

結果、令和3年度には9,000ヘクタールまで回復
しております。

南島原市沿岸においても、内湾に多く見られ

るアマモ場の減少が進んでいましたが、漁業関

係者を中心とした活動組織が、地元小学校とも

連携しながら、アマモの移植などの保全活動に

取り組んだことにより、アマモ場の面積が回復

するなどの成果を上げております。

県では、新たな取組として、ブルーカーボン

クレジットの利活用に向けた事業にも着手して

おり、今後とも、藻場の回復に向けた対策に力

を注いでまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） まず、県内の倒

産件数、借換対応の制度融資の利用実績と、今

後の資金需要への対応をどうするのかとのお尋

ねでございます。

1月から8月までの県内の倒産状況は、負債総
額1,000万円以上が、令和4年33件、令和5年25
件に対し、本年が38件となっております。
また、借換需要に対応した県制度融資につい

ては、運用を開始した令和5年1月から今年6月
までの実績が2,699件、約567億円となっており、
九州においては、福岡県に次いで2番目と多く
の事業者にご活用いただきました。

今後の金利上昇局面において、高まることが

予想される長期かつ固定金利の資金需要に対応

するため、県制度融資のうち代表的な「経営安

定資金」について、昨年度の融資実績47億円に
対し、今年度の新規融資枠を173億円確保して
おります。

併せて、金融機関に対し、返済条件の緩和や

借換えの相談等に、引き続き、迅速かつ丁寧に

対応していただくよう、重ねて要請してまいり

ます。

次に、中小・小規模事業者に対し、産業支援

団体と連携した支援が重要だと思うが、どのよ

うな対応をしているのかとのお尋ねでございま

す。

物価高騰や最低賃金の引き上げに加え、金利

上昇も予想される中、県では、中小・小規模事

業者の売上げ拡大に向けた生産性向上等の取組

は重要であると認識しており、産業支援団体と

連携し、積極的な支援を実施しております。

具体的には、商工会や商工会議所において、

売上げ拡大を図る事業者の経営計画策定から実

行までを、経営指導員が伴走支援しているほか、

課題に応じた外部専門家を派遣するなど、生産
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性向上に向けた取組を支援しております。

また、県中小企業診断士協会と連携し、価格

転嫁等の経営課題に対する助言や各種補助金等

獲得に向け、申請手続きのサポートを行うなど、

事業者の新分野進出を後押ししております。

今後とも、厳しい経済環境の中、本県の経済

を支える中小・小規模事業者の取組を積極的に

支援してまいります。

次に、本県の海洋エネルギー関連産業の現状

はどうなっているのかとのお尋ねでございます。

世界的な脱炭素化の潮流の中、本県は、広大

な海域があり、海洋エネルギー導入のポテンシ

ャルが高い地域であることに加え、造船業で培

った技術力や人材を活かせることから、県では、

これまで、海洋エネルギー関連産業の振興に取

り組んでまいりました。

このような中、県内においては、五島市沖及

び西海市江島沖が「再エネ海域利用法」に基づ

く促進区域に指定され、発電開始に向け準備が

進められているところであります。

県では、国内外の需要獲得へ向け、これまで

県内企業の設備投資等への支援や、県外大手企

業と県内企業との取引マッチングなどに取り組

んでおり、国内で進む洋上風力発電プロジェク

トから受注した企業も出るなど、県内企業が海

洋エネルギー関連産業の市場へ新たに参入しは

じめております。

次に、県では、成長が期待できる浮体式洋上

風力について、どのように取組を進めるのかと

のお尋ねでございます。

国の「洋上風力産業ビジョン」等において、

2040年に原発45基分に相当する、最大45ギガワ
ットという目標を達成するためには、浮体式の

導入拡大が必要とされています。

このような中、浮体製造には高い造船技術が

必要となることから、県では、今後、浮体式関

連の受注獲得に向け、県内企業の取組を支援し

ていきたいと考えております。

具体的には、西海市江島沖の洋上風力発電事

業者である住友商事や、先日、長崎への進出を

発表した世界的プラントメーカーである日揮、

県内の大手造船企業である大島造船所など、本

県関連企業が連携し、浮体式洋上風力発電の浮

体構造部材の量産に関して、新たなサプライチ

ェーン構築を目指す取組について、県内企業の

参画を後押ししてまいります。

県では、この取組によって、世界で浮体式洋

上風力発電の技術確立に向けた動きが活発化す

ることを期待するとともに、基礎部材について、

世界初の浮体式洋上風力サプライチェーンが県

内に構築されるよう、今後とも、県内企業の支

援に努めてまいります。

次に、企業誘致における島原半島のポテンシ

ャルについて、県はどのように考えているのか

とのお尋ねでございます。

県では、若者を中心とした人口減少対策や地

域経済活性化の観点から、企業誘致の推進は重

要と考えております。

現在、半導体関連産業の集積が進む県央地区

においては、人口が社会増となるなど、人口減

少対策及び地域経済の活性化に一定の効果が出

てきております。

このような中、島原半島は、半導体関連の集

積が進む熊本県に隣接するなど、高いポテンシ

ャルを有しております。

加えて、熊本県において、人手不足が顕在化

している中、島原半島には、工業や商業など、

9つの高校があり、毎年700名程度の人材を輩出
するなど、人材確保の面でも企業側にアピール

できる優位性があると考えております。
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次に、堂崎港埋立地について、県はどのよう

に企業誘致に取り組まれていくのかとのお尋ね

でございます。

県では、今後、工業団地として整備が予定さ

れている堂崎港埋立地については、島原半島内

において、最も広い面積となることや、熊本県

へフェリーを使用し1時間程度でアクセスでき
ることなどの優位性を活かした企業誘致に取り

組むべきと考えております。

具体的には、島原半島の豊富な農水産物を活

かした食料品製造関連や、熊本県を中心に集積

する半導体関連、さらには、今後、市場の拡大

が見込まれるカーボンニュートラル関連などの

企業誘致が考えられます。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）親元就農者を多く確

保するため、親と同一品目でも経営開始資金の

給付対象にすべきと考えるが、県の考えはとの

お尋ねですが、国が交付する経営開始資金につ

いては、親元就農者が親と同じ作目であっても、

新規参入者と同等の経営リスクを負って、規模

拡大のために設備投資などを行う場合は、支援

対象とするよう、国に対し要望しているところ

です。

親元就農者の確保は、本県農業の担い手確

保・育成を図っていくうえで、農家経営を次世

代に継承するために大変重要であると考えてお

り、経営開始資金の給付対象緩和について、引

き続き、国に要望してまいります。

次に、県内畜産農家への飼料価格高騰対策に

ついてのお尋ねですが、県では、畜産経営の負

担軽減対策として、国の配合飼料価格安定制度

の生産者積立金に対し、トン当たり200円の定
額支援を令和4年度から継続して実施するとと
もに、令和7年度政府施策要望において、飼料

価格高騰にかかる農家の負担軽減や、自給飼料

の生産拡大にかかる施策を要望したところです。

さらに、今年度から、輸入トウモロコシに代

わる飼料用米や子実用トウモロコシの生産、飼

料生産の外部委託や耕作放棄地等での放牧を推

進しているところです。

今後も、飼料自給率の向上とコスト削減によ

り、畜産経営の安定化を図ってまいります。

次に、南島原市夏吉大抜地区で発生した地す

べりの現在の状況と本格復旧に向けて、今後、

どのように進めていくのかとのお尋ねですが、

令和6年5月の地すべり発生直後から、下流域へ
の土砂流出を防止するための大型土のうの設置、

地すべりの監視、観測のための伸縮計やカメラ

の設置などを、南島原市と連携して応急対策に

取り組んでまいりました。

現在、本格的な復旧工事に向けて、対策工法

の決定に必要な地中を観測する機器の設置や、

ボーリング調査などを行うとともに、地すべり

下流部の崩壊土砂や倒木の撤去について、国と

協議を進めております。

引き続き、地元住民の安全・安心を最優先と

し、市とともに地元説明会を行いながら、一日

も早い復旧に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） はじめに、

ながさきピース文化祭の現在の進捗状況及び今

後の取組についてのお尋ねでございます。

県では、来年の文化祭開催に向け、開閉会式

をはじめ、県、市町における事業内容等につい

て、国や市町、関係団体と協議を重ね、実施計

画案を取りまとめ、去る9月6日には、文化庁の
実行委員会において承認をいただいたところで

あります。

また、機運醸成や認知度向上を図るため、こ
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れまで節目での各種イベントや、マスメディア

等を活用した広報、スペシャルアンバサダー、

オフィシャルサポーターの活用、応援事業によ

るPR等を実施してきており、開催1年前となる9
月14日には、カウントダウンボード除幕式を開
催いたしました。

今後も、市町や民間団体と連携し、実施計画

に掲げる事業の磨き上げのほか、さらなる機運

醸成、認知度向上を図るため、これまでの取組

に加え、新たにアンバサダーや広報ボランティ

ア等を活用した情報発信に努めてまいります。

次に、障害者芸術・文化祭の実施に向けた取

組内容についてのお尋ねでございます。

障害者芸術・文化祭においては、「障害者の

発表の場の提供」、「交流の促進」、「障害へ

の理解の促進」の3つの柱に基づき、県及び全
市町において、様々な事業を実施することとし

ております。

具体的には、障害者団体と連携し、作品の展

示会やステージパフォーマンス、ワークショッ

プ、シンポジウム、コンサートなどを実施して

まいります。

今後は、事業の磨き上げを行うとともに、障

害のある方も安心して来場できるよう、会場の

バリアフリー情報の提供や案内、誘導等につい

て、関係団体の意見を伺いながら準備を進めて

まいります。

次に、原城跡世界遺産センター整備事業にか

かる県の積極的な支援についてのお尋ねでござ

います。

島原・天草一揆の舞台である「原城跡」は、

潜伏キリシタン関連遺産の重要な構成資産の一

つであり、原城跡の価値の発信はもとより、各

構成資産地域への周遊につながるような展示内

容となるよう、助言等を行ってまいりたいと考

えております。

また、物産販売所の運営や、観光振興のため

のプロモーションにつきましても、県内の物産

販売所の優良事例の紹介等を行うほか、旅行会

社向けの説明会や、県のホームページ等を活用

したPRなど、令和8年度の開業に向けて、様々
な支援を実施してまいります。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）千々石少年

自然の家についてのお尋ねでありますが、設置

から50年が経過をいたしておりまして、施設の
老朽化や少子化に伴う利用者の減少などから、

廃止も視野に、今後の施設のあり方を検討して

いるところでございますが、廃止を決定してい

るものではございません。

現在は、施設の状況や県としての考え方をお

伝えしながら、島原半島内の教育委員会や学校

関係者、また、PTAの代表者や地域住民の方々
などから丁寧にご意見を伺っているところでご

ざいます。

次に、県立の青少年施設についてのお尋ねで

ございますが、県内の5か所の施設は、ほぼ同
時期に設置をいたしておりまして、いずれも老

朽化が進んでいる状況でございます。そのため、

全ての施設について、順次、地元の自治体や関

係者などと協議をし、今後のあり方について検

討を進めていく必要があると考えております。

次に、青少年教育施設の役割と目的について

のお尋ねでございますが、宿泊体験や自然体験

などを通して、青少年の健全育成を図るための

重要な施設であると認識をいたしております。

その一方で、全国に目を向けますと、自然の

家などの青少年教育施設の数は、この30年の間
に半減をいたしているところでございます。

本県の青少年教育施設につきましても、「人
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口の推移や社会情勢の変化、国や市町の施設と

の相互利用等を考慮し、公共施設の適正配置を

図る」という県の基本方針にのっとりまして、

今後のあり方を検討していく必要があると考え

ております。

最後に、南島原市、雲仙市の議会において、

施設の存続を求める請願が採択されたことにつ

いてのお尋ねでございます。

このことについては、地元市議会のご意向と

して真摯に受け止めております。

こうしたことも十分考慮しながら、引き続き、

これからの子どもたちを育む教育環境づくりに

ついて、関係市町と議論を深めながら、千々石

少年自然の家の今後のあり方を検討してまいり

たいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） まず、半島部の幹線

道路網に対する県の考えと、深江から口之津間

の現在の取組状況についてのお尋ねでございま

す。

能登半島地震におきましては、幹線道路が被

災し、避難や救援物資の輸送が困難になったこ

とから、半島部における強靭な道路ネットワー

クの確保は重要な課題であると再認識したとこ

ろでございます。

深江町から口之津町間を含む島原半島地域の

幹線道路網につきましては、昨年1月から、国
及び地元関係市と検討会を開催し、地域や道路

が抱える課題の整理を進めております。

今年度も、能登半島地震の課題を踏まえなが

ら、地震、津波はもちろんのこと、火山、豪雨

も含めた災害リスクについて、検討を深めてま

いります。

次に、県道小浜北有馬線（大亀矢代工区）の

進捗状況についてのお尋ねでございます。

この工区につきましては、現在、橋梁やトン

ネルなど、主要構造物の工事を行っており、橋

梁につきましては、上部工の架設が完了したと

ころでございます。

トンネルにつきましては、8月末の時点で、
全体896メートルのうち、約8割まで掘り進んで
おりますが、軟弱な地盤が想定よりも広範囲に

確認され、薬液による地山の補強を図るなど、

慎重な施工が必要となりました。

このことから、約1年間の工期延長及び工事
費の増額につきまして、本議会へ上程したとこ

ろであり、工区全体の完成時期も令和9年春頃
となる見込みでございます。

引き続き、残る工事の進捗管理を徹底し、一

日も早い完成に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君） 知事及び部局長、それ

ぞれのご答弁ありがとうございました。残され

た14分、再質問をさせていただきます。
まず、県政に対する知事の見解についてです

が、ご自身の後援会における疑惑なども、初日

に何名かの議員が言われましたけれども、今回

の一連の問題によって県政が停滞しているよう

なことはないのか、知事にお尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まずは、県民の皆様に、

今回の私の後援会の資金管理の件につきまして、

ご心配をおかけしていることに心からお詫びを

申し上げます。

今回の一連の件に関して、影響が出たものに

つきましては、国への国土強靭化の要望が延期

になりましたし、また、NPTに関しまして代理
出席となった件がございました。

それ以後は、庁内行事、また、協議に関しま

しては影響が出ないように努めているところで
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ございます。

まず、今回の私の政治資金の管理に関するご

指摘につきまして、真摯に受け止めるとともに、

引き続き、県政が停滞することがないように、

本県の山積する諸課題に対しまして、一日も早

く、一つでも多く課題を解決していけるように

尽力をしていきたいと思っております。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君）支障を来していないと

いうことですけれども、ご案内のとおり、職員

等もかなり動揺を受けているというふうに思っ

ておりますが、その辺等は、職員に対しての知

事の見解をお伺いいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 職員の皆様には、これま

で同様、粛々と職務に当たっていただいている

と、まず認識をしております。その中で、職員

の皆様にもご心配をおかけしてしまっていると

いうふうに思いますけれども、それについては

本当にお詫びを申し上げたいと思います。

ただ、それに加えて、職員の方々については、

県政推進に、職務に精励をしていただいている

という状況だと思いますので、それについては

私の方から、心から本当に感謝をする次第でご

ざいます。

先ほど、答弁させていただきましたけれども、

国土強靭化の要望延期であったり、NPTの代理
出席といったこともございましたけれども、そ

ういったことがあったということも真摯に、深

く受け止めて、今後、公務に支障を来さないよ

うに、職員の皆さんと一緒に、一丸となって、

本県の山積する諸課題を解決していけるように、

私としても全力で取り組んでいきたいと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。

〇２４番（中村一三君）しっかり説明責任を果

たして、職員にも動揺がないように、県政の課

題解決に向けて、しっかりと取り組んでいただ

くようにお願いしておきます。

次に、令和7年度の重要施策の財源確保につ
いて、再質問いたしますが、来年度からの施策

構築の考え方について、知事から答弁をいただ

きましたが、「令和7年度に最終年度を迎える
現総合計画の目標達成やビジョンの実現等に向

けて、積極的な施策展開を図っていこうと考え

ております」という答弁でした。

一方で、厳しい財政状況の中、こうした施策

を着実に実現するためには、財源の確保が不可

欠であると考えておりますが、県としてはどの

ように財源を確保していくのか、お尋ねをいた

します。

〇議長（徳永達也君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君） 本県の財政状況は、

今後さらに厳しさを増していく状況にあり、必

要な財源の確保について、歳入・歳出両面から

しっかりと検討していく必要があると認識して

おります。

具体的には、歳入面では、自主財源に乏しく

脆弱な財政構造にあることから、国に対して地

方税財源の確保・充実を強く要請するとともに、

引き続き、国の有利な補助金や交付税措置のあ

る地方債の活用、ふるさと納税の推進などに取

り組んでまいります。

また、歳出面においては、政策評価等を有効

に活用しながら、施策の見直しや重点化を図る

など、必要な財源の確保に努めながら、各種施

策を着実に推進してまいります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君） 次に、赤潮対策につい

て、再質問をいたしますが、今年度、開始した
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養殖業の課題解決に向けた技術開発実証事業に

おける3つのテーマ、そのうちの一つが赤潮対
策だと伺っておりましたが、どのような技術開

発に取り組むのか、その内容について、お伺い

をいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 県は、養殖技術ブレ

イクスルー促進事業により、赤潮被害を低減さ

せる新たな技術の開発と実証に取り組むことと

しております。

具体的には、酸素を供給するマイクロバブル

発生装置を用いて、魚の酸素欠乏を防ぐ取組や、

海底付近の海水をエアポンプで生けす内に送り

込むことで、赤潮プランクトンの濃度を下げる

取組となっております。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君）赤潮が発生した場合で

も、被害低減が期待される足し網は、鹿児島県

の東町で非常に高い効果を発揮しております。

新技術の実証事業にも含め、養殖業者の皆様が、

その成果が活用できるように、事業結果をしっ

かり取りまとめ、広く公表していただきたいと

存じます。

それとまた、飼料業者、あるいは運送業者等

も非常に二次被害に遭っておりますので、それ

も十分考慮をして、来年、3年連続で赤潮が発
生しないとも限りませんので、ぜひとも食い止

めていただくように要望したいと思います。

次に、中小・小規模事業者の今後の対策につ

いて、再質問をいたします。

県は、中小・小規模事業者に対し、売上げ拡

大や支援、資金需要への対応、中小企業診断士

協会等と連携した価格転嫁の後押しなど、様々

な支援をされていることがわかりました。

一方で、今後も、原材料や光熱費等は高止ま

りすると考えており、さらには最低賃金の引き

上げも相まって、特に、小規模事業者にとって

厳しい経営状況が続くものと思われます。

こうした中、中小事業者に対するより一層の

対策が今後必要になると考えますが、県は、ど

のように考えているのか、お伺いをいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君）全国と比べ小規

模な事業者が多い県内企業が、厳しい経営環境

を乗り越えていくためには、設備投資や賃上げ

等の原資となる売上げの増加を図ることが必要

であり、これまで、県では、価格転嫁の機運醸

成や、国の交付金を活用したデジタル化による

生産性向上などを支援してまいりました。

今後とも、価格転嫁の機運拡大を図るととも

に、国の経済対策の動向等を注視しながら、必

要に応じ、支援策を検討するなど、小規模事業

者等に対し、きめ細やかな対策を講じてまいり

ます。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君）南島原市の企業誘致に

ついてですが、先ほど島原半島のポテンシャル

を活かし、企業誘致に取り組んでいくという力

強い答弁をいただきました。ぜひ、積極的な企

業誘致に努めていただきたいと考えております

けれども、企業誘致においては、南島原市の動

きも重要だと考えております。

そこで、地元である南島原市が、今、何をす

べきなのか、その辺をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君）県が誘致対象と

考えている食料品製造業や半導体関連企業につ

いては、インフラとして、一定の量と質を備え

た水が必要となります。

このため、今後の具体的な企業への提案を見
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据え、市においては、企業ニーズに対応した水

の確保に向け、調査等に着手いただくことが重

要と考えております。

また、県と市一体となった誘致活動を実施す

るため、県産業振興財団への市職員の派遣など

も検討いただきたいと思っております。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君） 南島原市は、平成18
年に合併いたしまして、17年になろうとしてい
ますけれども、島原半島は、人口が当時16万人
いたのが、今は、もう12万人になっております。
南島原市は、5万5,000人いたのが、今、3万9,000
人、4万人を切っております。ぜひとも、企業
誘致には、県等含めて一生懸命頑張っていただ

きたいというふうに思っております。

次に、肉用牛の子牛価格下落対策について、

お尋ねをいたします。

肉用牛繁殖経営においては、生産資材価格の

高騰に加え、子牛価格の下落により、非常に厳

しい経営状況にあると考えております。

肉用牛は、本県農業産出額において、19年連
続で品目別で第１位となっており、本県産業の

基幹的作目であり、離島・半島地域の振興に大

きく貢献をしております。

飼料価格の高止まりや子牛価格が下落してい

る現在の状況下において、肉用牛の産地の維持

が懸念されているところでありますが、そこで、

子牛価格下落対策について、お伺いをいたしま

す。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 県では、昨年度から

肉用牛農家の経営安定を図るため、肥育牛農家

への県内産子牛の導入経費や、繁殖牛農家が新

たに肥育に取り組む経費の一部を支援しており、

その結果、今年度第1四半期における本県子牛

価格は約54万2,000円となり、全国平均価格を
上回っております。

さらに、国の子牛価格下落対策により、第1四半期
の補塡後の本県平均価格は約60万円となる見
込みであり、引き続き、子牛価格の推移や国の

支援策を注視しながら、肉用牛農家の経営安定

に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君） 次に、原城跡便益施設

整備について、再質問いたしますが、世界遺産

センターの整備と並行して、令和8年をめどに
原城跡便益施設整備を進めているとお聞きして

おります。

これらが整備されることによって、来訪者の

利便性が向上し、広域観光資源としての活用が

進むのではないかと地元では期待しているとこ

ろです。休憩所やトイレ等の便益施設の整備に

ついて、その進捗状況と、県がどのように支援

をしているのか、お伺いをいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 令和5年度
までに予定地の発掘調査を終了いたしまして、

令和6年度は実施設計、令和7年度は整備工事を
行う予定となってございます。

県は、これまでも史跡の保存と活用の両面か

ら指導、助言などを行うほか、国の補助制度と

協調いたしまして、県単独の補助事業による財

政支援を行ってまいりました。

引き続き、国と連携しながら、しっかり支援

してまいります。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君） 次に、ながさきピース

文化祭について、再質問をいたしますが、県が

作成したピース文化祭の実施計画によりますと、

市町事業においては、文化資源を活用して地域
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の魅力を発信する地域文化発信事業と、文化団

体の全国組織と市町が協力して実施する分野別

交流事業の2つの事業がございます。
特に、分野別交流事業は、文化の全国大会と

も言われ、県外からも多くの方が来県されるも

のと期待をしております。

そこで、分野別交流事業について、実施が決

定するまでのプロセスと、その内容について、

お伺いをいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）分野別交流

事業につきましては、令和4年度に文化団体の
全国組織や全市町へ開催意向等を調査し、その

後、県において調整を行った結果、離島を含め

た10市町において、23事業を実施することとな
りました。

実施する事業は、合唱や俳句、茶道、太鼓な

ど、幅広いものとなっており、こうした事業を

全国組織と協力して実施することにより、新た

な交流機会の創出や本県の文化の発展につなが

るものと考えております。

〇議長（徳永達也君） 中村一三議員─24番。
〇２４番（中村一三君） 次に、千々石少年自然

の家については、今回も県議会に請願が出され

ております。しっかりと存続に向けて頑張って

いただきたいと思います。

いわゆる島原半島から、振興局等、全てなく

なってきているんですよね。その辺も含めて検

討していただきたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 午前中の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分から再開いたします。
― 午後 零時１７分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

鵜瀬議員―13番。
〇１３番（鵜瀬和博君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。

私は、自由民主党、壱岐市選挙区選出の県議

会議員2期目の鵜瀬和博です。
このたび、9月定例会において一般質問の機

会をいただき、我が自民党会派の先輩、同僚議

員の皆様に感謝申し上げます。

傍聴席の皆様、そしてインターネット中継を

ご覧になっている皆様の温かい応援を受けて頑

張らせていただきますので、最後までよろしく

お願いします。

質問の前に、度重なる各種自然災害により、

お亡くなりになられた方々に心からのご冥福を

お祈りするとともに、被害を受けられた皆様に

心からのお見舞いを申し上げます。

また、県内沿岸で発生した赤潮被害を受けら

れた方々に対し、心からのお見舞いを申し上げ

ます。

それでは、質問通告に従いまして、知事はじ

め関係部長、教育委員会教育長へ、大きく5点、
1、離島振興について、2、農林水産業の振興に
ついて、3、持続可能な建設業について、4、原
子力対策について、5、新技術実装連携“絆”特区
の取組みについて、それぞれ離島における思い

を一括質問してまいりますので、知事はじめ関

係部長、教育委員会教育長の前向きで夢の持て

る答弁を期待しております。どうぞよろしくお

願いします。

1、離島振興について。
（1）離島航路について。
私の地元である壱岐市と本土間を結ぶ公共交
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通機関、いわゆる島民の足としては、離島航路

及び航空路があります。

島民の移動手段だけではなく、観光客や生活

物資等の人流、物流を担い、また、オリエンタ

ルエアブリッジが運航する航空路については長

崎空港と結ぶ路線があり、島民のみならず観光

客やビジネス客等の交通手段として重要な役割

を果たしております。そのためには、今後も、

この航路、航空路を持続可能なものとしていく

必要があると考えております。

その中でも、特に、海上高速交通機関である

ジェットフォイルについては、高速で安定した

運航が可能で、荒天時でも波に強く、揺れも少

ないことから、今日ではジェットフォイルは、

しまを訪れる観光客やビジネス客の利用はもと

より、本土の医療機関への患者搬送や、医療関

係者のしまへの通勤など、島民の日常生活に定

着した、なくてはならない存在となっておりま

す。

そのような重要な存在のジェットフォイルで

はありますが、博多－壱岐・対馬航路を運航し

ている2隻のジェットフォイルを含め、国内で
運航しているジェットフォイルのほとんどが船

齢30年以上経過しており、昨年は壱岐沖でエン
ジンが急停止し一時漂流となったほか、今年7
月には、伊豆諸島行きのジェットフォイルのか

じがきかず、長時間漂流した事故もあっており

ます。

最近では、機関故障が発生し欠航が続いてお

り、老朽化にかかる島民の不安の声や、今後の

しまの産業振興に影響を与えるのではないかと

いった心配の声が一層高まっております。

ジェットフォイル導入当時に比べ、建造費が

大幅に高騰し、航路事業者だけでは更新は困難

な状況にあることから、更新の実現に向け県議

会でも議論がなされ、私も、一般質問をはじめ、

機会あるごとに更新に向けた取組を国、県へ尋

ね、要望してきたところであります。

今定例県議会の開会冒頭、知事より、ジェッ

トフォイルの更新について、国、県、市が協調

して支援するスキームを構築し、今回、博多－

壱岐・対馬間を走るジェットフォイル、ヴィー

ナス2の更新が進められるとの説明がありまし
た。

離島地域にとってなくてはならない、この大

変重要な離島航路をしっかり守っていこうとい

う大石知事の姿勢に敬意を表し、壱岐・対馬地

区を代表し感謝申し上げるところであります。

また、運航事業者である九州郵船へ重ねて感

謝申し上げます。

今回のジェットフォイルの更新支援の予算計

上されるに至るまで、知事として、これまでど

ういう思いで取り組んでこられたのか、また、

今回の支援により、どういった効果があると考

えておられるのか、大石知事へお尋ねします。

今回のジェットフォイル更新への支援につい

て、国、県、市で協調して支援するとのことで

ありますが、具体的な支援スキームや新船就航

までのスケジュール等はどのようになっている

のか、お尋ねをいたします。

（2）離島での創業・事業拡大について。
県においては、離島の社会減の抑制に向けて、

雇用機会拡充事業のさらなる活用や、島外から

の人の呼び込みを図るため、昨年度から、しま

のビジネスチャレンジ促進事業を行い、その中

で、ながさき「しま」のビジネスコンテストを

実施されています。

今年1月に長崎県庁1階エントランスホール
にて開催された、「第1回しまのビジネスコン
テスト」に出席させていただきました。しまの

地域課題解決や、しまの資源を活用したすばら

しいアイデアばかりでした。
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本事業の昨年度の成果と、「しま」のビジネ

スコンテストを通した雇用機会拡充事業の申請

状況について、お尋ねします。

併せて、本事業の実施に当たっては、市町と

の連携が重要と考えますが、このことを含め昨

年度から見直した点など、本年度の実施状況に

ついて、お尋ねをいたします。

（3）教育について。
高校の魅力化事業について。

離島地域の全日制の県立高校の入学者数は、

平成30年度に873人だったものが、令和6年度に
は667人と約25％減少しており、また、令和6
年度の離島地域の県立高校の募集定員に対する

充足率は53.8％と、過去、最も低い割合となっ
ています。

離島地域における高校の入学者数の減少は、

学校の活力や生徒の教育環境の悪化だけではな

く、過疎化、少子化の加速、最終的には地域衰

退の負のスパイラルが生じる可能性があるので

はないかと危惧しております。

少子化が著しい離島地域では、島内の中学生

の進学者数の確保だけでは限界があるため、し

までしかない地域資源を活用しながら、島内外

から選ばれるような魅力ある高校づくりが必要

と考えます。

県教育委員会では、令和5年度から、離島半
島部を中心に、高校の魅力化と地域の活性化を

図る高校・地域連携イキイキ活性化事業へ取り

組んでおられますが、現在の取組状況はどのよ

うになっているのか、お尋ねをいたします。

（4）観光振興について。
①離島への観光誘客の取組について。

先日公表された県の観光統計によれば、令和

5年度の延べ宿泊客数は732万人で、前年度と比
べて100万人の増加となり、コロナ禍から着実
に回復傾向にあります。

一方、直近の観光動向調査では、4月から6月
の延べ宿泊客数は、前年度と比べ0.6％の減、私
の地元の壱岐市においては9.6％の減となって
おり、コロナ禍対策の一つとして、昨年度まで

実施された全国旅行支援の反動減の影響もある

のではないかと思われます。

このような中、県では、有人国境離島交付金

を活用し、旅行商品の造成や受入れ環境整備の

支援に取り組まれているとのことですが、昨今

の離島航路の運賃上昇等の影響から、航路・航

空路運賃低廉化事業に必要な予算が増加し、今

年度、観光関連事業への予算配分が非常に厳し

くなっていると伺っております。

そのため、地域の実情に合った予算の確保に

ついて、県としても、関係自治体とも連携のう

え、国へ積極的に働きかけをしていただければ

と思いますが、いかがでしょうか。

また、一方、限られた財源のより効果的な活

用も求められると考えますが、今後どのように

対応していくのか、県の考えをお尋ねします。

②修学旅行誘客への取組について。

令和5年度の本県の修学旅行宿泊者数につい
ては約42万人と伺っており、コロナ禍前の令和
元年度の水準まで回復している一方で、離島地

区については、本土と比較して回復が遅れてい

ると聞いております。

離島地域は、しま独自の歴史、文化、自然な

ど、ほかの地域にはないたくさんの魅力があり

ます。たくさんの子どもたちに離島を訪れてい

ただき、しまの魅力にも触れてもらうことで、

将来のリピーター、あるいは移住にもつながる

ものと期待をしております。

修学旅行の受け入れに当たっては、各学校、

旅行会社への誘致活動に加え、修学旅行の目的

に合ったプログラムの造成などに取り組むこと

が重要であると考えますが、離島地域への修学
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旅行誘客に向けた県の取組について、お尋ねを

します。

③市町の情報発信に対する県の支援について。

本県の市町は、自然景観、歴史や食文化など

ポテンシャルが高く、すばらしい魅力がありな

がら、情報発信力が十分ではないのではと感じ

ており、観光誘客につながっていないと、よく

県民の方からお聞きをします。

県として、情報発信に対する連携支援が必要

と考えますが、県の取組について、お尋ねをい

たします。

2、農林水産業の振興について。
（1）水産業の振興について。
①クロマグロ漁獲枠拡大について。

7月の「中西部太平洋まぐろ類委員会
（WCPFC）北小委員会」において、日本の大
型魚の漁獲枠は、5,614トンから1.5倍の8,421
トンに2,807トンの増枠、小型魚の漁獲枠は、
4,007トンから1.1倍の4,407トンに400トン増
枠されることが合意され、11月から12月に開催
予定のWCPFCの年次会合に勧告されることに
なっております。

国は、8月に全国5か所で説明会を開催し、漁
業者や関係者に対し、WCPFC北小委員会の結
果を説明するとともに、増枠した場合の国内配

分のあり方について意見交換がなされたと聞い

ております。

今後、国の水産政策審議会において、11月ま
でに国内配分のあり方が議論され、年内に令和

7年管理年度の国内配分を決定すると聞いてお
ります。

今回の増枠は、沿岸漁業者自らが、これまで

小型魚の漁獲量を半減するといった厳しい管理

に加え、壱岐においては、産卵魚の捕り控えや

一日当たりの水揚げ制限など実質的な管理を、

9年間もの長年にわたり懸命に資源管理措置を

遵守、継続してきた結果だと認識をしておりま

す。

そこで、WCPFC年次会合において日本の漁
獲枠が増枠した場合の国内配分に当たっては、

これまでの沿岸漁業者の取組が高く評価され、

沿岸漁業者に多く配分されるべきと考えますが、

県の認識をお尋ねします。

②TACによる資源管理について。
新たな資源管理において、水産資源の管理は

漁獲量で管理することが基本とされており、国

では、現状では漁獲量ベースで6割の水産資源
が漁獲可能量（TAC）管理となっているものを、
令和7年度までに漁獲量ベースで8割までに拡
大することになっております。これに伴い、今

後、沿岸漁業者が漁獲する魚種がTAC管理され
ることになりますが、そのことを不安に思う漁

業者も多く、現場の理解や協力を得ることが必

要だと考えております。

また、TAC管理を進めるに当たっては、漁獲
量の迅速かつ正確な報告が重要である一方、漁

業現場の負担増につながることが懸念されます。

そこで、新たなTAC魚種の導入に当たっての
県の対応について、お尋ねをいたします。

③後継者対策について。

漁村においては、人口減少や高齢化、漁業所

得の減少等により地域の活力が低下し、水産業

と漁村を取り巻く環境は、依然として厳しい状

況が続いております。

新規漁業就業者を確保するためには、まずは

漁業に興味を持っていただくことが必要であり、

このため、漁業の現場において実際に漁業体験

していただくことは有効な手段であると考えて

おります。

地元壱岐においては、漁協自らが就業フェア

等に参加をされ、積極的に誘致活動を行い、漁

業体験への費用の一部を負担したりして、その
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後、新規漁業就業者としてご活躍をいただいて

おります。

県においては、漁業への就業を検討している

方や就業を希望している方を対象として、漁業

現場において実際の操業や体験をするための研

修を行っていると聞いております。この体験研

修の対象は学生となっているようですが、各地

の就業フェアはじめ、一般の方から実際に漁業

体験をしたいとの申し出があった場合を含めて、

どのように支援しているのか、お尋ねをいたし

ます。

（2）畜産業の振興について。
①獣医師確保の取組について。

畜産業における農業生産額は、私の地元壱岐

では、農業生産額全体の6～7割を占めており、
重要な基幹産業となっております。しかし、近

年の畜産経営は、燃油の高騰に加え、飼料や生

産資材の価格の高止まりや子牛価格の下落等に

より、大変厳しい経営環境に置かれております。

このような中、日頃から畜産農家への技術指

導や衛生管理の啓発を行うなど、畜産振興と発

展に欠かせない存在である獣医師が、全国的に

不足していると聞いております。

獣医師の不足は、本県の畜産振興はもとより、

近年、海外や国内で発生が相次いでいる家畜伝

染病への対応にも支障が出ることが危惧されま

す。

そこで、本県では獣医師確保のため、どのよ

うな取組をされているのか、お尋ねをいたしま

す。

②長崎和牛の消費拡大に向けた取組について。

飼料や農業資材が高騰する一方、物価高で消

費者が節約志向の強まりを受けて和牛肉を買い

控えるなどの影響で、枝肉価格の低下が続いて

おり、畜産農家からは経営状況が厳しいという

声を聞いております。

今後、人口減少や少子・高齢化により国内の

食市場は縮小していく中、長崎和牛を適正な価

格で流通させるためには、国内における消費拡

大対策に加え、海外への輸出を拡大する必要が

あると考えます。

物価高騰が続く中、すぐに長崎和牛の消費拡

大を図ることは難しい状況ではあると認識をし

ておりますが、県内の多くの畜産農家の皆さん

が継続して繁殖や肥育を頑張れるような取組を

お願いしたいと考えています。

県においては、長崎和牛の消費拡大について、

どのように取り組んでいるのか、お尋ねをいた

します。

3、持続可能な建設業について。
（1）建設業の人材確保・定着に対する取組

みについて。

地域の建設業は、人の毎日の生活の基盤とな

る住宅をはじめ、道路、河川、港湾などの地域

の社会資本の整備や維持管理のみならず、災害

発生時には最前線で地域社会の安全・安心の確

保を支える地域の守り手であると同時に、地域

経済と雇用を下支えする基幹産業でもあります。

令和6年4月より、建設業においても時間外労
働の上限規制が適用されたことにより、働く時

間が減ることで、さらなる人材が不足し、いわ

ゆる建設業における「2024年問題」が懸念をさ
れております。

また、令和2年に実施された国勢調査による
と、全国の建設業就業者においては50歳以上が
5割を占めており、今後も高齢化が進んでいく
と思われ、建設業の人材確保・定着に向けた取

組はとても重要と考えております。

このような中で、一部の企業では既に先進的

な取組が進められ、新3K、給料が良い、休暇が
取れる、希望が持てることを目指し、人材の確

保や定着が図られている事例もあると聞いてお
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ります。

しかし、離島をはじめ県内企業の多くは、人

材確保・定着に大変苦労しているのではと考え

ます。

そこで、建設業の人材確保・定着に向け、働

くための環境整備、若者や女性の入職促進に向

け、県はどのような取組を行っているのか、お

尋ねをいたします。

（2）熱中症防止対策に対する取組みについ
て。

年々、温暖化により暑さが厳しくなってきて

おり、夏場における現場作業員の働く環境は非

常に過酷な状況にあります。

厚生労働省の職場における熱中症による死傷

災害の発生状況によると、全国の死傷者数は、

令和3年が561名、令和4年が827名、令和5年が
1,106名と増加をしております。また、死亡者数
は、令和5年が31名となっており、建設業にお
いては12名と4割を占めている状況です。
そのような中、建設会社においては、従業員

への水分補給や空調服等を支給しながら、熱中

症を出さないよう様々な対策を講じられており、

出費が負担となっていると、よくお聞きします。

建設業における熱中症防止対策について、県

の取組をお尋ねします。

（3）離島における道路整備の予算確保につ
いて。

道路は、離島においては生活や産業を支える

重要な役割を果たしております。まだまだ未改

良区間が多く、既存の舗装等の劣化も年々進ん

でおり、今後も道路予算確保が必要と考えてお

ります。

こうした中、私の地元壱岐の道路整備を支え

るアスファルトプラントが1社廃業し、実質、
稼働できるアスファルトプラント1社は、施設
の老朽化が進み、維持管理費が増大する中、事

業量が減れば今後の存続が危惧されており、今

後の道路整備に大きな支障となるのではと心配

をしております。

離島部の持続可能な道路整備に向けては、継

続的かつ安定的な予算確保が必要不可欠と思い

ますが、県の見解をお尋ねします。

4、原子力対策について。
（1）佐賀県玄海町における文献調査につい

て。

去る5月10日、佐賀県玄海町長が、高レベル
放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処

分場選定の第1段階となる文献調査を受け入れ
るとの表明をされ、6月10日には文献調査が開
始されました。

玄海町での文献調査については、近接する県

内の自治体にも懸念の声があり、私の地元壱岐

市においても、市民の安全・安心な暮らしへの

影響や、農林水産業や観光などへの風評被害を

心配する声をよく耳にしております。

こうした市民の声を受け、去る6月28日には、
壱岐市議会において、佐賀県知事及び玄海町長

に対し、「高レベル放射性廃棄物の最終処分場

にしないことを求める意見書」が決議されまし

た。

このような中、壱岐市をはじめ近接する自治

体に対しては、国からの説明が十分行われてい

るとは言いがたいと感じております。

玄海町での文献調査について、県民の皆様の

不安を解消し、風評被害を防ぐためにも、国に

おいて、丁寧な説明や情報発信を行っていただ

きたいと考えますが、県の見解をお尋ねします。

（2）離島での原子力災害時における島外避
難先の確保について。

去る8月2日に壱岐市で開催された「長崎県原
子力安全連絡会」に参加させていただきました。

玄海原子力発電所において、全面緊急事態が
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発生した場合、壱岐市は、国の指示に基づき、

UPZ圏内の住民に対して、まず屋内避難を求め、
その後、一定レベル以上の放射線量率が計測さ

れた場合には、その地域の住民に対し、UPZ圏
外の壱岐市北部へ避難することになっておりま

す。

そして、さらに事態が進展し、壱岐北部にお

いても一定レベル以上の放射線量率が計測され

た場合には、全住民約2万5,000人を島外へ避難
させるものと認識をしております。

こうした全住民を島外へ避難させる事態に備

え、県はどのような避難策を講じているのか、

また、島外避難先は確保しているのか、お尋ね

をいたします。

5、新技術実装連携“絆”特区の取組みについて。
（1）概要とドローンの利活用の取組状況に

ついて。

我が国においては、人口減少、少子・高齢化、

人手不足、加速化などにより、地域が抱える課

題が深刻化をしております。

県では、人口減少による地域活力の低下など

将来への不安や憂いを払拭し、本県への誇りや

未来への期待感を持ち、新しい長崎県を築いて

いきたいとの思いから、「新しい長崎県づくり

のビジョン」を策定されました。

重点的に取り組む主な分野であるイノベーシ

ョンにおいては、ドローンの社会実装を促進す

るなど最先端のデジタル技術で地域課題を克服

し、県民が豊かで快適な生活を送れるよう取り

組むこととされております。

こうした中、国は、共通の課題を抱える自治

体間の連携により地域課題解決を進める新たな

国家戦略特区として「連携“絆”特区」を設け、

地域内の関係者の力を結集し、共通課題を有す

る他の地区とも連携しながら、迅速に規制改革

を進め、新たなサービスや産業を創造して課題

解決を目指す、地方創生の新たな取組を始めま

した。

今年6月に、岸田内閣総理大臣を議長とし、
関係閣僚及び有識者からなる会議に諮られ、ド

ローン等の新技術実装に連携して取組む長崎県

と福島県が、「新技術実装連携連携“絆”特区」

に指定されております。

県では、今後、ドローンを活用した取組を進

めるものと思いますが、特区の概要とドローン

の利活用の取組について、お尋ねします。

以上、一括して質問をさせていただきました。

再質問につきましては、対面演壇席よりさせ

ていただきますので、ご答弁をよろしくお願い

します。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 鵜瀬議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

今回のジェットフォイル更新支援に至るまで

の思いと、今回の支援による効果について、お

尋ねをいただきました。

ジェットフォイルについては、離島住民の日

常的な移動手段であり、また、観光振興や医療

関係者のしまへの通勤など医療確保の面でも、

海上高速交通として重要な役割を果たしており

ます。

しかしながら、ジェットフォイルの船齢はい

ずれも30年以上となっており、一方で、建造費
は導入当時と比較して大幅に高騰し、航路事業

者単独での更新が困難な状況にあります。

そのような中、壱岐市や対馬市及び両市議会

においては、更新実現への熱い思いを持って、

これまで要望活動等に取り組まれてきたところ

でございます。

私としても、ジェットフォイルはなくてはな

らないものであり、更新への対応が急務である
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との思いのもと、政府施策要望等のあらゆる機

会を捉えて、自ら先頭に立って国に要望するな

ど積極的に取り組んでまいりました。

また、改正離島振興法に、更新に関する配慮

規定が明記されたことも後押しになったものと

考えており、ご尽力いただいた関係国会議員の

皆様にも感謝を申し上げる次第でございます。

今般、関係の皆様の思いが実り、国土交通省

において支援に踏み切っていただき、地元とし

ても協調して支援していくための関係予算案を

提出させていただく運びとなりました。

新船の就航により、離島住民を含む航路利用

者にとって安全・安心な海上高速交通が引き続

き維持されていくものと考えており、また、観

光、ビジネスなどの交流人口の拡大にも、さら

に寄与していくものと期待をしているところで

ございます。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部長。

〇地域振興部長（小川雅純君） 私からは、離島

航路について、お答えさせていただきます。

ジェットフォイルの更新にかかる具体的な支

援等についてのお尋ねでございますが、今回の

ジェットフォイル更新支援事業については、博

多－壱岐－対馬航路を運航し、船齢が39年にな
るジェットフォイルの代替船の建造費に対して、

支援を行うものであります。

公費負担の割合は、国、県、地元市で建造費

全体の2分の1を支援することとしており、残り
の2分の1は、運航事業者自らが資金調達して建
造していくこととなっております。

公費負担のうち、県は全体の8分の1を、壱岐
市と対馬市の両市がそれぞれ16分の1を、引き
渡しまでの5年間で支援することとしておりま

す。

今後のスケジュールとしましては、県及び市

議会で予算議案の議決をいただければ、年度後

半に、運航事業者と造船事業者の間で建造契約

を締結し、令和10年度前半の引渡し及び就航が
予定されております。

〇議長（徳永達也君） 地域振興部政策監。

〇地域振興部政策監（渡辺大祐君）しまのビジ

ネスチャレンジ促進事業の昨年度の成果や今年

度の実施状況などのお尋ねでございます。

昨年度、「しま」のビジネスコンテストには、

県内外から100件の応募があり、このうち53件
は学生からの応募であり、離島のPRのみならず、
起業家マインドの醸成教育の一助ともなったの

ではないかと考えております。

また、コンテストに応募された方のうち、今

年度の雇用機会拡充事業に4件が申請されてお
り、その内容は、訪問看護サービスの提供や五

島焼の再興など、地域課題の解決や地域資源の

活用につながるものとなっております。

今年度は、関係市町とも協議のうえ、しまの

現状を理解し、応募内容の精度を高めていただ

くため、募集期間を昨年度より1か月長く設け
たほか、コンテストの審査会を雇用機会拡充事

業の申請期限前に実施するよう見直しを行った

ところであります。

また、市町の魅力等を発信するWebサイトの
内容充実や、市町職員が講師を務めるオンライ

ンセミナーの開催なども行っており、今後も市

町と連携しながら、雇用機会拡充事業の活用促

進につなげてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 高校・地域

連携イキイキ活性化事業についてのお尋ねでご

ざいます。
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離島・半島地域の県立高校におきましては、

少子化の進行に伴い小規模化が進んでおりまし

て、地域の方々からは、学校を維持できなくな

れば、地域の活力低下につながるのではないか

と危惧する意見をいただいているところでござ

います。

このため昨年度から、希望する地元市町と連

携いたしまして、魅力ある高校の学びの創出と

地域の活性化を連動させた事業を始めたところ

でございまして、現在、壱岐市をはじめ島原市、

西海市、新上五島町の4市町と、その地域内の
県立高校12校で取組を行っております。
この事業におきましては、高校、市町、地元

企業や団体、県などからなるコンソーシアムを

設置いたしまして、人材や産業などの地域資源

を活用した、その地域ならではの、これからの

高校での学びについて協議を行い、支援を行っ

ていくことといたしております。

昨年度から事業を開始しております島原市で

は、生徒のアイデアを取り入れた市の活性化プ

ロジェクトに取り組んでおりまして、また、新

上五島町では、起業家を育成するプログラムを

実施するなど、それぞれ特色ある学びが展開さ

れているところでございます。

今年度から事業をスタートしている壱岐市、

西海市でも、時代や地域のニーズに合った高校

の魅力化を図っていくため、地域と連携した探

究的な学びの充実や、地元産業が求める人材の

育成を目指しまして、地域の方々と一緒に県立

学校の未来を描いてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） はじめに、

離島への観光客誘客のため、国境離島交付金の

予算確保に向けた国への働きかけと予算の効果

的な活用についてのお尋ねでございます。

国境離島交付金は、国境離島の観光振興にと

って貴重な財源であることから、これまでも国

に対し必要な予算の確保を要望してきたところ

であり、今後も機会を捉え国へ働きかけてまい

ります。

また、交付金の効果的な活用に向けて、現在、

関係市町と、これまでの成果や各種データを共

有しながら、定期的に意見交換を行っていると

ころであります。

今後とも、関係市町や観光関係団体等と連携

し、地域の実情に応じた旅行商品の開発や受け

入れ環境の整備など、より効果的な施策の構築

に努めてまいります。

次に、離島地域への修学旅行誘致に向けた県

の取組についてのお尋ねでございます。

近年の修学旅行においては、子どもたちの自

発的な学びを促す「体験型学習プログラム」が

重視されており、本県の離島は、日本遺産など

の歴史、文化、海や山などの自然、海岸漂着ご

みの問題など、プログラム造成のための素材を

多数有しております。

県では、このような素材を活用しながら、修

学旅行先として選んでもらえるよう、魅力的な

コンテンツの開発支援に努めるとともに、旅行

会社へのセールスや学校への訪問、合同説明会

の開催など、誘致活動にも積極的に取り組んで

いるところであります。

今後はさらに、今年度設立された「長崎県教

育旅行誘致促進協議会」において、関係者間の

連携強化を図り、修学旅行の誘致拡大につなげ

てまいります。

〇議長（徳永達也君） 秘書・広報戦略部長。

〇秘書・広報戦略部長（陣野和弘君） 市町の情

報発信に対する県の支援についてのお尋ねでご
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ざいます。

分野横断的な視点でマーケティングに基づく

実効性の高い情報発信を行うには、県だけでな

く、市町や民間、関係の皆様と連携し、伝えた

い方に伝えたい情報を、魅力的にわかりやすく

届けることが重要であると考えております。

そのため、市町の情報発信力の向上を図るこ

とを目的といたしまして、市町の広報担当者に

対する研修会を開催するほか、昨年度から、市

町と民間のPR会社をつないで、情報発信に関し
て相談する体制を構築したところでございます。

また、県の広報媒体等において、市町の地域

の魅力やイベント、活躍されている方などを県

内外に向けて情報発信するほか、首都圏、関西

圏のメディアに対しまして市町の情報も紹介す

ることで、テレビ番組等の取材誘致を図ってい

るところでございます。

加えて、「ながさき未来応援ポケモン」であ

る「デンリュウ」を活用した観光誘客につなが

る取組についても、市町と連携しながら展開す

ることとしております。

今後とも、市町と連携し、地域の魅力を掘り

起こしながら、観光誘客につながるような戦略

的な情報発信を推進してまいります。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） はじめに、クロマグ

ロの日本の漁獲枠が増枠した場合の国内配分に

ついての県の認識についてのお尋ねでございま

す。

県といたしましては、30キログラム未満の小
型魚への依存度が高い本県の沿岸漁業者が、平

成27年から、小型魚の漁獲量を半減するといっ
た厳しい資源管理に取り組んでこられたことで、

急速な資源の回復につながっていると考えてお

ります。

このため、日本の漁獲枠の増枠が実現した場

合には、沿岸漁業者のこれまでの努力に対し、

次年度以降の配分について配慮されるべきと考

えており、様々な機会を捉え、引き続き国に働

きかけてまいります。

次に、新たなTAC魚種の導入に当たっての県
の対応についてのお尋ねでございます。

令和6年からカタクチイワシとウルメイワシ
が導入され、令和7年からはマダイとブリが導
入されることとなっております。

県では、県内各地で意見交換会などを開催し、

漁業者の理解や協力が得られるよう努めるとと

もに、そこで得られた漁業者の意見を様々な機

会を通じて国に伝えてきたこともあり、新たな

TAC魚種の管理については、報告体制の整備か
ら始めることになりました。

また、漁協等の負担軽減を図りつつ、迅速か

つ正確な漁獲報告ができるよう、デジタル報告

システムを現場に導入し、本格運用に向けて作

業を進めているところでございます。

今後も、関係者の意見をしっかりと聞きなが

ら、TAC管理の推進に努めてまいります。
最後に、漁家での体験研修に関する支援内容

についてのお尋ねでございます。

県では、漁家での体験研修を実施しており、

就学前の学生に対しては、旅費や宿泊費を支援

し、漁業への就業につながっております。

一方、一般の方から県に体験研修の相談があ

った場合には、漁協や市町で構成する各地の担

い手協議会と連携しながら、漁家での受け入れ

をサポートすることで、就業へのきっかけづく

りを行っているところでございます。

県といたしましては、漁業現場での体験は就

業につながる重要な機会と考えており、今後と

も、こうした取組を進めてまいります。
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〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君）獣医師確保のための

取組についてのお尋ねですが、本県の獣医師に

ついては、国の修学資金貸付制度に加え、安定

的な確保に向けて、県が独自に創設した獣医修

学資金制度を活用してもらうことで、これまで

43名の獣医系大学への進学につなげておりま
す。

さらに、獣医師の仕事のやりがいや長崎県の

魅力を直接伝えることで、本県を就職先として

選んでいただけるよう、農業共済組合と連携し、

獣医系大学訪問やオンラインでの就職説明会、

離島でのインターンシップ研修を行うなど、県

内の家畜診療所等への就職を図っています。

また、県職員獣医師確保に関しましては、令

和2年度から採用試験の受験会場を全国5か所
に拡大し、獣医学生が受験しやすい環境づくり

を行うとともに、処遇面では、採用1年目の月
額及び支給期間における総額が全国でも上位の

水準となるよう、令和5年度に初任給調整手当
を改善しております。

今後とも、畜産振興に必要な獣医師の確保に

力を注いでまいります。

次に、長崎和牛の消費拡大について、どのよ

うに取り組んでいるのかとのお尋ねですが、県

におきましては、長崎和牛を常時取り扱う指定

店を増やしていくことが重要と考えており、生

産者、農業団体、流通業者、県等で構成する「長

崎和牛銘柄推進協議会」において、長崎和牛指

定店でのキャンペーンをはじめ、食肉卸業者と

連携し、量販店や飲食店に対する長崎和牛指定

店への加入促進などに取り組んでまいりました。

その結果、国内の指定店は、平成27年度の326
店舗から、令和6年8月末で409店舗と83店舗増
加しております。

さらに、平成28年度から海外輸出に取り組み、
シンガポールやタイ、アメリカ等におけるフェ

アの開催などを行った結果、海外の指定店は令

和6年8月末で25店舗となり、輸出額についても
年々増加し、令和5年度で約2億5,000万円とな
っております。

今後も畜産農家の安定した経営につながるよ

う、長崎和牛のさらなる消費拡大に努めてまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 建設業の人材確保・

定着について、お尋ねいただきました。

建設業の人材確保・定着につきましては、業

界団体をはじめ、大学や高校、国や県などで協

議会を構成し、産学官で連携した様々な取組を

進めているところです。

具体的な人材確保対策といたしましては、工

業高校の教諭と企業の人材担当者が、生徒の県

内建設業への就職等について話し合う意見交換

会を開催しております。

また、建設業の魅力を配信する「就職支援サ

イト」を立ち上げるとともに、学生やその保護

者が容易に閲覧できるよう、SNS広告の活用に
も取り組んでおります。

人材の定着対策といたしましては、入職後の

若者が、いち早く仕事になじめるよう、土木工

事の基礎を学ぶ約2か月間の育成研修の実施や、
休みやすい環境づくりのための週休2日モデル
工事の促進などに取り組んでおります。

また、デジタル技術を活用した働き方改革も

重要であることから、産学官一体となった取組

をさらに進めるため、「インフラDXアクション
プラン」を今年度中に作成する予定です。

引き続き、建設業の人材確保・定着にしっか

り取り組んでまいります。
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次に、建設業における熱中症防止対策につい

てのお尋ねですけれども、近年、真夏日や猛暑

日が増加する中、建設業における熱中症防止対

策は非常に重要であると認識しております。

このため平成29年5月から、日除けテントや
給水器の設置など、主に現場の施設や設備に関

する対策経費を工事費用に計上しております。

また、平成31年4月から、工期に占める真夏
日の割合に応じ、経口補水液や塩飴の常備など、

主に作業員個人に関する対策経費を工事費に計

上しております。

さらに、今年度の新たな取組として、猛暑日

に作業を行わないことを前提とした工期の設定

を行っているところです。

なお、厚生労働省による高齢者の空調服購入

などに対する企業への補助金もあることから、

熱中症対策に資する国の助成制度についても建

設業界への周知を図ってまいります。

次に、離島部の持続可能な道路整備について、

お尋ねをいただきました。

道路の舗装に使用するアスファルトは、施工

性や温度管理など品質確保の面から、現場の近

くで製造されることが必要です。

道路は、住民生活や経済活動を支える重要な

役割を果たしており、壱岐市においても道路の

改良整備や維持補修は、今後も必要であると考

えております。

そのため、必要な予算を安定的に確保してい

けるよう、国に強く要望してまいります。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 私から、2点お答
えさせていただきます。

まず、佐賀県玄海町における文献調査につい

てのお尋ねであります。

佐賀県玄海町における高レベル放射性廃棄物

の最終処分にかかる調査は、本年6月から、原
子力発電環境整備機構において実施されており

ます。

現在、文献調査の段階ではありますが、県内

にも近接する自治体がある中、県としましては、

県民の皆様の安心の確保が重要であると考えて

おります。

また、今後の動向次第では、水産業をはじめ、

第一次産業等に風評被害などの影響が及ぶこと

も懸念されるところであります。

そのため、最終処分場の問題については、近

接する自治体を含め、丁寧な説明や情報発信を

行うなど、国の責任におかれてしっかりと対応

していただきたいと認識しております。

引き続き、県としましては、高い関心を持っ

て調査状況を注視してまいります。

次に、“絆”特区の概要とドローンの利活用

の取組状況についてのお尋ねであります。

国家戦略特区については、本年6月、地理的
に離れた複数の自治体が連携して共通の課題解

決に取り組む「新技術実装連携“絆”特区」に、

長崎県と福島県が、全国で初めて、国により指

定されたところであります。

具体的には、買い物困難等の共通の地域課題

を抱える両県が連携し、離島等において、ドロ

ーンのレベル4飛行と呼ばれる「有人地帯の目
視外飛行」にかかる規制緩和等により、利便性

の高いドローン配送を全国に先駆けて実施する

など、新技術の早期実装を図るものであります。

また、ドローンの利活用に向けた取組状況と

しましては、現在、県では、県内におけるドロ

ーン利活用をさらに進めるため、「長崎県ドロ

ーンプラットフォーム」を本年7月に開設し、
ドローンサービスの需要と供給にかかるマッチ

ングを専門サイトにより促進するほか、建設、
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農業等の産業分野におけるオペレーター資格取

得支援など各種施策の推進を図っているところ

であります。

引き続き、関係自治体や事業者等とも連携し

ながら、ドローンの利活用による地域課題の解

決に向けて力を注いでまいりたいと考えており

ます。

〇議長（徳永達也君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君）壱岐市での原子

力災害時における島外避難先の確保等について

のお尋ねでございます。

壱岐市のUPZ圏内における原子力防災につ
いて、県の地域防災計画では、国の規定に基づ

き屋内退避を基本としつつ、空間放射線量率が

基準値を超える場合には、UPZ圏外である市内
北部へ避難することと定めております。

さらに、離島であるという壱岐市の特殊性を

踏まえ、UPZ圏外の複数箇所で基準値を超える
場合に、全住民を島外へ避難させることも想定

し、市と県が共同で「広域避難マニュアル」の

整備を進めているところでございます。

マニュアルにおいては、島内の地区ごとに避

難先の自治体を定め、1週間程度以内に移転す
ることとし、確実に避難できるように、除染や

避難所運営の役割分担等、随時内容を追加して

いるところです。

引き続き、壱岐市における有事に備え、関係

自治体や関係団体等と調整を行ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員―13番。
〇１３番（鵜瀬和博君）知事、そして関係部長、

教育委員会教育長、ご答弁ありがとうございま

した。

幾つかの質問項目について、ご要望等をさせ

ていただき、その後に再質問をさせていただき

たいと思います。

まず、ジェットフォイルの更新につきまして

は、部長よりスキームの説明がありました。で

も、最近は、ちょっと船齢が超えておって機関

故障も多いために、令和10年の前半の一日も早
い新船就航を楽しみにしておりますので、なる

べく早く就航していただくことをお願いすると

同時に、実は九州郵船にはもう1隻、ヴィーナ
スというのがおりまして、船齢は33年になりま
す。このヴィーナスの更新につきましても、運

航事業者であります九州郵船の経営状況も考慮

しながら、将来的には更新していく方向で、国

はじめ県、そして市町関係者間で検討を進めて

いただいて、離島の足を守るという強い気持ち

で、知事自身にもしっかりと取り組んでいただ

くことを切にお願いを申し上げます。

そしてまた、令和10年の新船就航を機に、さ
らに壱岐、対馬の情報発信等、また就航記念の

キャンペーンを打っていただいて、旅行商品の

造成も併せてお願いしたいと思いますので、担

当部署の方、どうぞよろしくお願いします。

次に、観光振興につきまして、修学旅行誘客

の取組について。

有人国境離島法の航路・航空路運賃低廉化事

業は、大変ありがたい制度であると認識をして

おります。

しかし、現在、島外からの修学旅行等の参加

の児童生徒については対象となっておりません。

あと3年足らずで「有人国境離島法」が期限を
迎えます。学生など若い世代が様々な形で離島

を訪れる機会を増やすことは、将来に向けて離

島振興につながる意義ある取組だと思っており

ます。このような面からも、ぜひ準島民対象拡

大に向けて取り組んでいただくよう、国へ要望

をよろしくお願いします。

次に、水産業の振興につきまして、クロマグ
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ロの漁獲枠拡大につきまして、先ほど部長から

も説明があったとおり、沿岸漁業者自らが様々

な厳しい資源管理を行ったことによりまして、

地元壱岐では、今年の5月から6月にかけて大型
マグロが118トン漁獲をされ、浜は大変活気づ
きました。

一方では、クロマグロ漁獲枠に、ほぼ上限に

達したことで追加漁獲できなかった結果、クロ

マグロが捕食する大量のイカ類やアジなどが釣

れず、イカ釣り漁業者が出漁を控え、漁家経営

が厳しいとの声も聞いております。

9月2日、3日に、「長崎県国境離島・外洋離
島連絡協議会」が、地元選出の国会議員並びに

県の水産部長等同行のもと、水産庁へご要望に

行かれています。

今後も、県として、沿岸漁業者をはじめ漁協、

市町関係者と連携し、しっかりと、今言ったよ

うな現状を国へ訴えていただいて、粘り強く、

沿岸漁業者の漁獲枠拡大に向けて調整交渉に取

り組んでいただきますよう、よろしくお願いし

ます。

次に、水産業の後継者対策につきましては、

先ほど部長からも説明があったとおり、学生の

みの支給ということでした。これまでの新規就

業者実績からも鑑みて、今後は一般の方に対し

ての支援も必要不可欠であると考えております。

支援対象の拡充、充実をよろしくお願い申し上

げます。

次に、持続可能な建設業の熱中症防止対策に

対する取組につきまして、九州各地で記録的な

猛暑が、暑さが続いておりまして、連日、熱中

症警戒アラートが発表されております。夏季に

おける工事現場においては、想定以上の危険度

が増しております。今後、熱中症防止の追加対

策として、部局間横断的な研究、検討を引き続

きお願いしたいと思います。

それでは、再質問にまいりたいと思います。

まず、教育について。

今年度から壱岐市においても高校・地域連携

イキイキ活性化事業に取り組むこととなってお

りますが、高校の魅力化を図るためにどのよう

なことが検討されているのか、お尋ねをいたし

ます。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）壱岐市での

1回目のコンソーシアムを、当初は8月30日に予
定をいたしておりましたが、台風の影響で延期

をしておりまして、なるべく早い時期に開催す

る予定といたしております。

壱岐市においては、既存の取組といたしまし

て、市が主催する「市民対話会」など、地元高

校生が、大学生や地域の方々としまの未来を語

る企画に参加したり、あるいは市が配置してお

ります学校と地域をつなぐコーディネーターに

より、地域をフィールドとした探究活動が行わ

れているところでございます。

壱岐市では、このような下地がございますの

で、今後は高校・地域連携イキイキ活性化事業

を通して、既存の取組をさらに進化させ、また、

これから開催するコンソーシアムの中で提案さ

れる壱岐市ならではのアイデアを具体化いたし

まして、高校の魅力化を図ることで、高校生が

地元への愛着を深め、将来、島外に出てもふる

さとに貢献したいという志を有する人材を育成

してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員―13番。
〇１３番（鵜瀬和博君） 次に、観光振興の地域

への支援について、お尋ねをいたします。

観光振興については、官民一体となった取組

が重要と考えております。継続的な魅力ある観
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光まちづくりを促進するためには、各地域の観

光団体の業務に携わる人材育成を図るとともに、

観光需要を的確に捉え、多くの人が訪れたくな

るような観光コンテンツの造成、整備を進める

必要があると考えます。

県として、地域へどのような支援を行ってい

るのか、お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） 県では、地

域の観光まちづくりの主体である市町や観光協

会等が行う観光コンテンツの造成経費への助成

のほか、企画段階から販売に至るまでの過程に

おいて、商品開発やプロモーションの専門家や

職員を派遣するなど様々な支援を行っていると

ころであります。こうした支援を通じて各地域

の観光団体等の人材育成を図るとともに、魅力

的な観光コンテンツの造成につなげてまいりま

す。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員―13番。
〇１３番（鵜瀬和博君） しっかりと、地域の支

援について、お力添えをお願いしたいと思いま

すので、ご要望にかえさせていただきます。

次に、原子力対策について、お尋ねをいたし

ます。

9月2日に行われました、原子力災害に関する
関係4市、壱岐市、松浦市、平戸市、佐世保市
からの知事への要望に、地元県議として同席を

させていただきました。

関係4市からは、円滑な住民避難のための道
路などのインフラ整備に加え、再稼働にかかる

地元同意の範囲拡大などが要望されております。

今回の関係4市の要望を受けて、県として、
今後どのような対応を考えているのか、改めて

知事にお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 今回の関係4市からの要
望につきましては、県民の安全・安心を確保す

るうえで非常に重要な項目であると認識をして

おります。

要望の際には、例えば、先ほどの全島避難を

行う場合に、UPZ圏内の主要港に戻って避難を
すること、これに非常に住民は不安を抱いてい

るというようなお話がございました。

私は、住民の不安を解消して実効性のある避

難ができるように、関係4市と連携しながら、
しっかりと対応していかなければならないと考

えております。

そのため関係4市とともに、円滑な住民避難
のため、避難道路や大型船舶が着岸できる港湾

などのインフラ整備等について、引き続き国の

関与を求めるとともに、再稼働にかかる地元同

意について、周辺自治体を含めた地元の範囲等

を明確化する法整備を国へ要望したいと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員―13番。
〇１３番（鵜瀬和博君）原子力対策につきまし

ては、想定外の災害が起きてはいけないんです

けれども、これはいつ起きるかわかりません。

インフラ及び法の整備に向け、関係4市と連携
し、早急に知事自らが、ぜひ国へ要望に行って

いただくよう、よろしくお願い申し上げます。

何かあれば、知事、一言お願いします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先ほど申し上げましたけ

れども、県民の皆様が、島民の例を挙げました

けれども、まず不安なく避難をできること、そ

して、それがより実効性があるような形で実現

できること、これが非常に重要だと思っており

ますので、関係4市、今回の要望の内容を含め
て協議をしながら、私にできることを全力で尽
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くしていきたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員―13番。
〇１３番（鵜瀬和博君） しっかり、よろしくお

願いします。

次に、新技術実装連携“絆”特区の取組につ

いて、お尋ねをいたします。

離島における活用につきまして、離島、中山

間地域等においては、物流配送をはじめ、医療、

教育等の生活関連サービスの維持や、新産業創

出等による地域活性化といった課題があります。

ドローンの利活用は、離島・半島地域を有す

る本県において特徴的な取組であると思います

が、今回の特区指定を踏まえ、二次離島も含む

離島・半島地域の課題解決に向けて、どのよう

に進めていくのか、お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 多くの離島・半島

を有する本県におきましては、地域課題の解決

に向けたドローンの利活用は大変有効であると

認識しており、様々な分野におけますドローン

サービスを県内の離島・半島地域へも拡大させ

てまいりたいと考えております。

そのため、国の国家戦略特区関係の調査・実

証事業予算を活用して、民間事業者と連携しな

がら、離島地域でのレベル4飛行による医薬品
配送の実装のほか、送電鉄塔設備の広域的な点

検、AI技術を活用した目視外飛行など検討をし
ているところであり、引き続き、特区制度を活

かしたドローンサービスの実装を推進してまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 鵜瀬議員―13番。
〇１３番（鵜瀬和博君） それでは、時間もきま

したので、最後に私から一言。

毎回言いますけれども、我々の住む離島の振

興なくして長崎県の振興はなし、これは何回も、

たびたび知事に言っておりますが。

私たち離島の生活は、自然の豊かさに恵まれ

る一方で、交流や物流、医療や教育など、本土

とは異なる多くの課題解決に向けて、それぞれ

の離島で日々、解決に向けて取り組んでおりま

す。

こうした厳しい環境の中でも、離島ならでは

の魅力と誇り高い文化、島民同士の強い絆が支

えとなり、私たちは、この島々で生活を営んで

おります。この離島における生活を守り、発展

させていくことが、日本固有の文化、歴史を守

ることであると、大変重要と考えております。

今後とも、ぜひ知事のお力添えをよろしくお

願いします。（拍手）

〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。
― 午後 ２時３２分 休憩 ―

─ 午後 ２時４５分 再開 ─

〇副議長（吉村 洋君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）（拍手）〔登壇〕皆様、

こんにちは。

佐世保市・北松浦郡選挙区選出、改革21、社
会民主党、堤 典子でございます。

一般質問に登壇いたしました。頑張って質問

をしていきます。よろしくお願いいたします。

1、ギャンブル等依存症対策について。
（1）県内のギャンブル等依存症の現状。
8月30日に厚生労働省より、2023年度の「ギ

ャンブル障害及びギャンブル関連問題実態調

査」についての報告書、速報が公表されました。

それによりますと、過去1年のギャンブル依存
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が疑われる18歳から74歳の割合は1.7％で、こ
れは前回、2020年度の調査結果1.6％と同水準
だったということです。

最近では、アメリカ大リーグ、大谷翔平選手

の元通訳が違法な賭博行為をして罪に問われた

事件で、深刻なギャンブル依存症だったことが

注目されました。

ギャンブル依存症は、アルコールや薬物と同

じように、脳に快感をもたらす神経伝達物質で

あるドーパミンの働きで行動がコントロールで

きなくなる脳の病気です。意志の弱さや道徳観

の欠如の問題ではありません。

しかし、世間では、依存症は、本人の責任で

あるとの偏見や誤解が根強く残り、当事者や家

族が、問題をどう解決していいか、どこに相談

したらいいかわからず、孤立してしまうことも

少なくないようです。

そこで、本県のギャンブル等依存症の方はど

のくらいいるのか、現状について、お尋ねしま

す。

以下の質問は、対面演壇席より行います。

〇副議長（吉村 洋君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 令和2年度に行
いました「長崎県におけるギャンブル等の問題

に対する意識や行動傾向の調査」の結果によれ

ば、本県におけるギャンブル等依存が疑われる

方の割合は、18歳以上75歳未満の2.1％と推計
されておりまして、同年度に国が実施いたしま

した調査結果の2.2％と、ほぼ同水準でありまし
た。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） （2）県の推進計画の
進捗状況。

ギャンブル依存症は、酒やたばこなどと並ん

で昔からあるものですが、近年は、スマートフ

ォンで賭けられるオンラインギャンブルが広が

り、新型コロナウイルスによる巣ごもり需要で、

大学生も含めた若い男性の依存症が増えている

と聞いています。

本県の「第2期長崎県ギャンブル等依存症対
策推進計画」は、2023年度から3年間を期間と
しています。今年度は中間年になりますが、依

存症にならないための予防教育や啓発、依存症

になった方の回復に向けての支援などが重要と

考えます。

どのような取組を行ってきているのか、その

進捗状況をお尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 「第2期長崎県
ギャンブル等依存症対策推進計画」では、発生

予防、進行予防、再発予防の3つの基本的施策
に基づき取組を進めております。

具体的には、発生予防といたしまして、若い

世代を対象とした予防教育や、進行予防、再発

予防といたしまして、相談支援体制を整備する

とともに、治療を行う専門医療機関などの選定

などに取り組んでおります。

特に、相談支援体制の整備について、相談窓

口の周知を強化するとともに、依存症に関する

社会資源が少ない県北地域におきまして、民間

団体へ委託して相談室を開設いたしましたこと

で、県におけるギャンブル等依存症の相談件数

が増加するなど、一定の成果を上げております。

今後とも、市町などの行政機関だけではなく、

医療機関や民間団体などとも連携し、さらなる

依存症対策に取り組んでまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）答弁にありました佐世

保の相談室ですが、振興局の天満庁舎5階に設
けられています。
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県北地域は、医療機関もほとんどなく、支援

団体もなく、依存症について相談するにも、以

前は長崎市まで足を運ばないといけないような

状況でした。それが2022年から週3回、薬物、
ギャンブル、アルコールなどの問題を抱えてい

る当事者やご家族、友人などが相談できる場が

できて、多くの皆さんにとって、なくてはなら

ない存在となっています。

佐世保市以外の市町からの相談もあり、県北

地域の依存症相談の拠点として、相談内容に応

じて、医療、司法、行政、回復施設、自助グル

ープなどの紹介、グループセラピーの実施、ま

た、講演会などの普及啓発活動を行っています。

今、県北地域依存症支援体制整備事業として、

専門性の高い相談・支援の対応ができる支援団

体に委託して、この事業が行われていますが、

本当に何らかの生きづらさを抱えて依存症とな

り、抜け出せずに苦しむ当事者やそのご家族、

身近な人たちにとって唯一の相談場所、駆け込

み寺といいますか、心強い寄りどころとなって

います。

LGBTQの存在は、少しずつ明らかになって
きて、思った以上に性的マイノリティーの方が

身近にいるのだとわかりつつありますが、依存

症患者の存在は、なかなか表にあらわれにくく、

当事者が認知していない場合もあれば、ご家族

がそれをひた隠しにされている場合もあります。

金銭目的の犯罪の陰に、ギャンブル依存症の問

題が隠れている場合もあります。

この県北地域の依存症相談の唯一の拠点であ

る佐世保の相談室を今後も維持、継続していた

だくことを強く要望しまして、次の質問に移り

ます。

2、困難な女性の支援について。
（1）困難な女性の支援法に基づく県の基本

計画の策定について。

「困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律」が、今年4月1日から施行されました。多
くの都道府県で基本計画が策定されていますが、

本県はまだできていません。しかし、法律の施

行に合わせてタイトな日程で駆け込みで基本計

画をつくった県も多かったと聞いています。

本県の基本計画策定に向けての取組、今後の

スケジュールについて、お尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君） まず、「困難

な問題を抱える女性への支援に関する基本計

画」につきましては、今年度内の策定に向けて

必要な取組を進めているところでございます。

女性を取り巻く環境は、複雑・多様化、また、

複合化しておりまして、計画の策定に当たって

は、潜在的なニーズを把握することが必要不可

欠でありますことから、県内の女性支援団体等

に対して、実態等の聞きとり調査を実施し、そ

の結果を踏まえ、関係部局と共有し、連携を図

りながら、素案の検討を進めているところでご

ざいます。

今後、有識者会議やパブリックコメントなど

を実施するなどしまして、県議会をはじめ、多

くの関係皆様の意見を反映し、実効性の高い計

画となるよう、策定に取り組んでまいりたいと

考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） 大急ぎで、あわててつ

くるのではなく、しっかり関係者の声を聞きな

がら、それを基本計画に活かしていくというこ

とで、よりよいものができることを期待してい

ます。

（2）支援体制の充実をどう図るのか。
困難な問題を抱える女性の自立に向けて、民
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間の団体との連携など、支援体制の充実をどの

ように図っていくのかをお尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）女性が抱える

様々な問題に対しまして、その背景や要因を見

極め、自立に向けた支援を的確に行うためには、

ただいまお話があったように、多種多様な民間

団体との連携、協力が不可欠であるというふう

に考えております。

そのため、既存のDV対策等推進会議における
取組をさらに発展させまして、行政機関、有識

者、そして女性支援団体などの民間団体など、

幅広いメンバーで構成する支援調整のための新

たな会議体を設置し、情報の共有や新たな支援

団体等の掘り起こし、育成などにより、支援体

制の強化を図ることとしております。

困難な問題を抱える女性が自立して生活でき

るよう、民間団体や市町など、関係機関との連

携による多様な支援を提供できる体制の整備に

向け、さらなる人材の育成やネットワークの構

築などに努めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）困難な問題を抱える女

性というと、例えば、家族からの暴力に遭って

いる未成年の女性とか、そういう人は自宅に戻

れなかったり、居場所がなかったり、あるいは

望まない妊娠をしてしまった人とか、子育て世

代の孤立であったり、DVであったり、高齢女性
の貧困であったり、様々あると思います。

そういう中、本当に支援すべき人を取りこぼ

さないように、それから、自力で避難した人へ

の継続的な支援もできるように、そういったこ

とで取り組んでいただきたいなと思っているん

ですが、やはり人をしっかり確保する、配置す

るということが大事ではないかなと思っていま

す。これは国の予算も十分ではないと私は思っ

ています。

そういう中、支援センターの人員増とか、支

援員の権限をもう少し拡大するとか、あるいは

切れ目のない支援のためのスタッフの皆さんの

正規化であったり、そういうことで専門性の高

い人が安定した雇用の下に働けるような環境を

つくっていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

3、教育現場の課題について。
（1）教員不足の要因と定数改善に向けた働

きかけについて。

①教員不足の要因をどう認識しているか。

学校現場で先生が不足しています。代わりの

先生がなかなか見つからないと言われます。

教員不足については、一般質問でも取り上げ

られていますけれども、そもそもの要因をどう

認識されているのか、お尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会委員長（前川謙介君）教員が不足

している原因は、様々ございますけれども、現

在、学校で20代や30代の教員の構成比が拡大い
たしておりまして、そのことから産休や育休取

得者数が増えていること、あるいは特別支援学

級の数が年々増加していること、また、病気休

職者数が増えていること、こういったことが大

きな要因になっております。

さらに、近年、大量採用世代の退職に伴いま

して、必要な教員数が増加している一方で、教

員採用試験の受験者が減少していることも要因

と捉えております。その背景には、長時間労働

などで教職に就くことへの不安があるものと捉

えているところでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）私も同じような認識で
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います。十数年前までは、子どもの数が減って

教員採用数が少なく、採用試験が非常に狭き門

になっていました。正規採用にならなかった人

たちは、臨時教員や時間講師として働き、正規

採用の教員が病気や産休、育休などで一時的に

不足した場合を支えながら、何年も採用試験に

チャレンジしていました。

やがて、高齢職員の大量退職に伴う大量採用

時代を迎えたものの、教育学部の学生が教職を

敬遠したり、若い教員の早期退職など、状況が

変わってきました。試験の倍率が下がって、受

験者の多くが採用されるようになり、次の採用

試験を目指して臨時採用に回る人が少なくなり、

欠員補充が難しくなりました。

試験の倍率も、以前は3倍とか5倍を切ると教
員の質が低下して危機的状況になると言われて

いましたけれども、今は、そんなぜいたくは言

っていられない状況です。若い人たちの仕事に

対する考え方も、これまでとは明らかに変化し

てきているように思います。

しかし、今も昔も自分が習った先生のように

なりたいとか、〇〇先生のクラスでとても楽し

かったから、あんなふうに子どもたちを教えた

いとか、教職に憧れを抱く人は少なくないので

はと考えます。

それなのに教員のなり手不足が起きているの

は、やはり教員の労働環境の悪さがブレーキに

なっているとしか思えません。教育実習で実際

に学校現場の働き方に触れて、あんな働き方を

ずっと続けることはできないと諦めたという声

も聞いています。

②定数改善に向けて、どう取り組むのか。

学校の夏休み中に佐世保市内の小中学校を何

校か訪問しました。それぞれの学校で異口同音

に言われたことは、人が足りない、学年の職員

がいっぱい、いっぱいで、例えば、生徒が授業

中に教室を飛び出しても、さっと対応すること

が難しい、定数改善をしてほしいということで

す。

特に、特別支援学級の定員が8人であること
について、知的や情緒など障害の種類が違って

いたり、学年がまたがっていると十分に対応す

ることができないという声をいただきました。

全くそのとおりだと思います。こうした現場の

声をしっかり国に届けていただきたいと思いま

す。

教育庁にも様々な意見が届けられると思いま

すが、この定数改善ということについて、どう

取り組まれるのか、お尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会委員長。

〇教育委員会委員長（前川謙介君）教職員定数

につきましては、毎年度、学校数や学級数など

法律に基づいて算定する定数と併せまして、特

別支援教育や、いじめ、不登校対策等、本県の

実情を踏まえた多様な教育課題に対応するため、

国へ教員の追加配置に必要な定数の確保、いわ

ゆる加配を求めているところでございます。

県の政府施策要望におきましては、特別支援

学級の編制基準の引下げなどの制度改正を求め

る要望を行っております。

また、全国知事会や全国都道府県教育長協議

会を通じて、教職員定数のさらなる改善や充実

などの要望を行っているところでございます。

引き続き、学校に必要な人員が配置できるよ

うに、あらゆる機会を捉えて国へ要望を行って

まいります。

併せまして、魅力発信や採用試験の見直しな

どによりまして教員の確保に努め、教員が児童

生徒としっかり向き合うことができるような環

境を整えてまいりたいと考えております。
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〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）現場の本当に切実な声

が、なかなか国の方まで届いていかないという

か、受け止めてもらえていないと、そういうふ

うに思っています。多くの皆さん、教職員や、

それから保護者の皆さんとも力を合わせて定数

改善に取り組んでいただきたいと思います。

（2）教育機会の確保（妊娠した生徒への対
応）について。

県民の方からいただいた質問ですが、公立高

校で生徒が妊娠した場合、どのように対応して

いるのか、お尋ねします。

学業の途中で妊娠・出産となった場合も学び

続けることができるようにしてほしいというこ

とです。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会委員長。

〇教育委員会委員長（前川謙介君）県立学校に

おきましては、個々の事案ごとの対応となって

おりますけれども、本人に学業継続の意思があ

る場合は、当該学校での継続や休学、または定

時制や通信制への転学等の選択肢を提示をいた

しております。

また、本人や保護者が退学を希望された場合

には、再入学の機会や就労支援機関の紹介など、

必要な情報提供を、スクールソーシャルワーカ

ーの助言も受けながら行っております。

今後も、母体の保護を最優先としつつ、生徒、

保護者の気持ちに寄り添った対応をしっかり行

ってまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） この件に関して、公立

の高等学校における妊娠を理由とした退学等に

かかる実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生

徒への対応等について、「通知2018年3月29日」
というのが文部科学省から出ています。

文部科学省は、関係者間で十分に話し合い、

母体の保護を最優先としつつ、教育上必要な配

慮を行うべきものであること、生徒に学業継続

の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、

安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は

行わないという対応も十分考えられることと通

知しています。

文部科学省の調査によると、2015年度、2016
年度に生徒の妊娠の事実を学校が把握した件数

2,098件のうち、妊娠を理由に懲戒として退学の
処分を行った事案は認められなかったものの、

生徒または保護者が引き続きの通学を希望して

いた等の事情があるにもかかわらず、学校が退

学を勧めた事案が32件、認められたということ
です。

この通知について、事前のやり取りでは触れ

られていなかったんですが、後から調べていて、

ああ、そうだったと思い出しました。関西の公

立高校で、妊娠中の女子生徒に対して学校側が

休学を勧め、卒業するなら体育の実技が必要だ

と説明した事案があったというものです。母体

保護を最優先としつつ、教育上、必要な配慮を

行うということは、適切な対応だと思います。

この通知があることを、学校現場でも、教育

委員会内部でも、忘れてしまっていることはな

いでしょうか。もう一度確認する必要があるの

ではないかと思いますが、いかがですか。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会委員長。

〇教育委員会委員長（前川謙介君）この通知に

つきましては、教育委員会はもちろん認識をい

たしておりまして、学校現場も同様の状況でご

ざいます。

本県のここ5年間程度の状況を見てみますと、
年間、妊娠した生徒がいない年もございますけ

れども、多い年で数件程度でございます。その
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ほとんどは継続して授業を受けたり、あるいは

転学をしたりといったことでございまして、公

立高校では自主退学をされた生徒は、この5年
間では1名でございます。
ですから、そこもあくまでも子育てに専念し

たいという理由で自主退学をされておりますの

で、文部科学省の通知にしっかり従って対応さ

せていただいているところでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） （3）包括的性教育の
取組について。

そもそも10代での妊娠・出産は、リスクが高
く、母体や胎児の健康が懸念され、そのままで

は学業を続けることが難しくなります。経済的

に困窮したり、シングルマザーになったり、子

どもへの虐待につながったりする可能性があり

ます。そんなリスクの高い行動を避けるために

も性教育が重要です。

文部科学省は、子どもたちが性暴力の加害者、

被害者、傍観者にならないようにという「生命

（いのち）の安全教育」を推進しています。い

のちの尊さを学び、いのちを大切にする考えや、

自分や相手、一人ひとりを尊重する態度を発達

段階に応じて身につけることを目指すとしてい

ます。

しかし、性について学ぶべきことの一部を切

り取った性暴力の当事者にならないための教育

というのは、余りにも性教育を矮小化した捉え

方だと思います。ユネスコなどが提唱している

「包括的性教育」が必要だと考えますが、どう

取り組むのか、お尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会委員長。

〇教育委員会委員長（前川謙介君）ユネスコが

提唱しております「包括的性教育」につきまし

て、文部科学省は、「性に関する指導に対する

価値観は国によって異なっており、その有用性

も含めて検討していくことが重要である」とさ

れております。

我が国の学校における性に関する指導につき

ましては、学習指導要領に基づきまして、児童

生徒に科学的な知識を習得させることにとどま

らず、いのちの尊さや相手を尊重する心なども

身につけさせることが必要とされていることか

ら、保健体育の授業をはじめ、教育活動全体を

通じて実施することとされております。

さらに、本県におきましては、医師会とも連

携をいたしまして、産婦人科医を学校に派遣し

ておりまして、専門家の立場からの講話をして

いただくことで、性に関する様々な情報が氾濫

する中においても、適切な意思決定や行動選択

がとれるための資質や能力の育成に努めている

ところでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） 私は、このことは何度

となく一般質問で取り上げているんですが、い

ろいろ制約があって、なかなか性教育が進んで

いかないなと思っているんですが、専門の方が

来られて生徒に話をするというのは有意義だと

思いますが、包括的性教育というのは、性を人

権の視点で捉えて、心や体、社会など、幅広い

側面から体系的に学ぶ性教育です。あらゆる性

別が平等であって、多様な性のあり方があるこ

とを前提に、性に関することを生殖だけでなく、

コミュニケーションや人間関係も含めて学ぶも

のですから、ぜひ、もっともっと取り組んでい

ただきたいと思っています。

4、米軍関係者による性暴力について。
（1）県内で2016年、2017年に発生した性暴

力事件について。

米軍基地のある佐世保市では、1996年7月、
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市内中心部の駐車場で、米兵が帰宅途中の女性

の喉元を切りつけ、現金を奪うという事件が発

生し、女性は全治1か月の重症を負いました。
外国人の若い男だったという証言から、佐世保

署と米海軍佐世保基地とで事件発生直後から基

地ゲート前で検問を実施し、確保した容疑者が

佐世保署の事情聴取に犯行を自供して、佐世保

署は強盗殺人未遂容疑で逮捕状を取りました。

日米合同委員会が開かれて、日本側が米兵の

引渡しを正式に要請し、同意を得て佐世保署が

米兵を逮捕しました。その後、懲役13年の実刑
判決が確定しています。この時は凶悪事件とい

うことで報道で大々的に取り上げられ、市民の

間で恐怖や不安も大きく広がりました。

この事件の前年、1995年9月に沖縄で米兵3
人が少女を暴行する事件が起きましたが、この

時は日米地位協定が壁となって沖縄県警は容疑

者を逮捕できず、協定の見直しを求める声が大

きくなりました。日米両国で地位協定の運用見

直しを進め、凶悪犯罪で日本側の要請があれば

米国側が好意的考慮を払うということで合意し

ました。

佐世保の事件は、この合意から9か月後のこ
とで、全国ではじめて運用見直しが適用された

例となりました。その後も佐世保市内で2003年
12月、2004年1月に米兵による性暴力事件が起
こり、そのほかの犯罪も相次ぎ、警備体制の強

化や日米地位協定の抜本改定などを求める声が

挙がりましたが、それ以降は性暴力事件などが

報じられることはありませんでした。しかし、

沖縄県でその後も米軍関係者による性暴力事件

が度重なり、本当にまたかというような思いが

しています。

沖縄県で起きた性的暴行事件について、県警

や政府が県に伝えていなかったことが6月に明

らかになりましたが、この報道の中で、長崎県

内でも2016年に強制わいせつ容疑で、2017年に
準強制わいせつ容疑で米軍関係者が書類送検さ

れていたことが明らかになりました。これにつ

いて公表されていませんでしたが、どのような

事件だったのか、なぜ公表しなかったのか、お

尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 警察本部長。

〇警察本部長（遠藤顕史君） お答えいたします。

ご指摘の事件の内容でございますが、被害者

の意向を考慮し、また、公表することにより、

被害者のプライバシーを侵害するおそれが高い

ことなどから、回答を控えさせていただきます。

事件広報に当たりましては、刑事訴訟法第47
条の趣旨を踏まえまして、個別の事案ごとに公

益上の必要性、関係者の名誉、プライバシーへ

の影響、将来のものも含めた捜査、公判への影

響の有無、程度等を判断したうえで、公表する

か否かや、その程度、方法を慎重に判断してお

ります。当時、公表しなかった理由も同様でご

ざいます。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） （2）再発防止策につ
いて。

今回の沖縄の例で6月に発覚した2つの事件
に関し、県警は、報道発表や県への連絡をして

いませんでした。同じように伝えなかった理由

は、被害者のプライバシー保護とされています。

しかし、同じような事件が相次いで公になるな

ど、異常事態が続いています。

政府は、7月に捜査当局が米軍人を容疑者と
認定した性犯罪事件について、例外なく県に伝

えるよう運用を見直したと報道されています。

情報共有体制が見直されたということです。被

害者の人権を守り、プライバシーに配慮するこ
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とは当然ですが、事件が公になることで米軍の

綱紀粛清や再発防止につながります。ほかに表

沙汰になっていない事件があることも予想され

ます。

警察本部は、県に対し、事件の発生後、速や

かに公表していただきたいと思います。そして、

実効ある再発防止策を講じるべきだと考えます

が、どのように取り組むのか、お尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 警察本部長。

〇警察本部長（遠藤顕史君）お答えいたします。

年1回、佐世保市が事務局となり、県警、知
事部局、米海軍佐世保基地等が出席して開かれ

ます「米海軍佐世保基地防犯連絡会議」におき

まして、防犯施策など、米軍人等による犯罪の

防止について協議を行っておりますほか、県警

察では、米海軍佐世保基地と連絡を密にして、

平素から米軍人が利用する飲食店街における重

点パトロールを実施しております。

特に、空母等の艦船が入港いたします場合に

は、パトロールをさらに強化するなどの対策を

講じております。

なお、米軍側におきましても、事件、事故防

止対策に努めているものと承知をしております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） （3）日米地位協定に
ついての知事の見解。

米軍関係者による性的暴行事件が後を絶たず、

度々発生しているにもかかわらず、一向に改善

されないのは、不平等な日米地位協定が運用の

見直しだけで、制定以来、一度も改定されてい

ないことが大きいと考えます。

この日米地位協定について、知事はどうお考

えか、見解を求めます。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、在日米軍ですけれ

ども、日本国の安全に寄与するために国におい

て、施設、区域を提供しまして、その駐留を認

められているものであって、県としては、基本

的にその国策に協力する立場にあるものと認識

をしております。

一方で、米軍人等による性暴力事件は、決し

てあってはならないものでありまして、県民の

安全・安心を確保する地方公共団体のトップと

して、国に対してしっかりと必要な意見を申し

述べることも必要でございます。

日米地位協定は、社会環境が大きく変化した

にもかかわらず、60年以上、改定されておらず、
米軍基地に起因する事件、事故等を抜本的に解

決するためには、被疑者の起訴前の確実な引渡

しを可能にするための司法手続の見直しや、米

軍人等による事件、事故の防止にかかる条項の

新設など、改定が必要であると考えております。

そのため、米軍基地所在の都道府県で構成を

いたします渉外知事会として、国に協定の改定

を求めておりまして、7月に実施した事件、事
故の再発防止の特別要請の中でも要望をしたと

ころでございます。

引き続き、他都道府県と連携しまして協定の

改定に取り組んでいきたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） 国策に協力するより、

まず県民の命をしっかり守っていただきたいと

思います。なかなか改定にならないんですけれ

ども、これからもしっかり訴えていただきたい

と思います。

5、石木ダム建設事業について。
（1）工期の延長と事業費の増額について。
①度重なる工期延長と事業費増についての見

解。

8月2日に5年ぶりとなる「長崎県公共事業評価
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監視委員会」が開催されました。石木ダム総事

業費を285億円から約1.5倍の420億円に、完成
時期を7年遅らせて2032年度とする県の方針が
承認されました。

5年前の2019年は、たしか事業費285億円で変
更なしとしていたものが、今回、1.5倍、135億
円増となりました。工期の延長は今回で10回目
です。事業費も巨額になっていますが、これに

ついての見解を求めます。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）今回の事業計画の変更は、

事業の進捗によって、法面工や仮設工など追加

工事の必要性が判明したことに加えまして、人

件費や資材価格の高騰、建設業における働き方

改革の取組、反対住民による妨害活動の影響等

もあって、やむを得ないものだというふうに考

えております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） 事業費の変更のうち、

事業進捗により判明した要因により、約67億円
増となっています。このうち切土掘削、法面の

追加対策による増10億円を除けば、残りは57億
円です。これは地質調査関連ではないかと思い

ますが、地質調査は2009年、平成21年に完了し
ていると認識しているんですが、2020年から再
開され、ダムの基礎処理計画範囲が大幅に変更

されています。

5年前、事業費増は不要と説明していたのが、
その翌年から実質調査を再開し、ダムの基本設

計に大きな変更が生じた理由は何か、お尋ねし

ます。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）少し関係したことも

含めて、お答えさせていただきます。

事業進捗により判明いたしました約67億円

の増額の内訳につきましては、ダムに湛水後の

漏水防止のための基礎処理工の範囲を確定する

ために、従来以上に、より精度の高い地質調査

を追加したことや、設計の見直し等による測量

設計費の増が約29億円となっております。
また、施工範囲の確定に伴い、新たに対応が

必要となった基礎処理工の増が約18億円とな
っております。

さらに、現場内におきまして座り込みを行う

反対住民等と施工業者の衝突を避け、安全に工

事ができるよう、仮設道路等を追加したことに

よる増が約10億円となっております。
最後に、施工中の付替道路工事におきまして、

一部、脆弱な岩盤層が確認されたことに伴う切

土法面対策の追加による増が約10億円となっ
ております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）全体の数字はあれです

けれど、地質調査関連かと思ったんですが、今

の説明はちょっと違っていました。

質問は前後しますが、「公共事業評価監視委

員会」は、これまでずっと開催されてきていま

すけれども、この公共事業評価監視委員会にお

いて、県の方針が見直されたことはあるんでし

ょうか。名前は評価監視となっていますが、県

の方針をそのまま了承して、お墨つきを与える

機関になっていないでしょうか。

そういう面からも、いろいろな事業について、

今回は石木ダムが中心だったかもしれないです

が、その問題に詳しい専門家を呼んで委員の皆

さんに判断材料を提供する仕組みが要るのでは

ないかと思いますけれども、いかがですか。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）公共事業評価監視委

員会におきましては、ダムの事業だけではなく
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て、道路ですとか、砂防ですとか、様々な事業

について、その再評価を行う場となっておりま

す。

ですから、特定の専門の有識者といいますよ

りは、法律ですとか経済等の専門家に入ってい

ただきまして、統一的な視点から再評価を行っ

ていくこととしております。

その中で、事業の進め方について、ご意見を

いただいたことがあるかということでございま

すけれども、それは複数の事業につきまして、

まさにその進め方について、ご意見をいただい

ておりまして、今回の石木ダムの再評価におき

ましても、反対される住民に対して、しっかり

その事業の説明を尽くすようにということでご

意見をいただいております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） （2）費用対効果につ
いて。

2019年の公共事業評価監視委員会では、便益
385億円、費用317億円で、B/Cは1.21でした。
今年度の公共事業評価監視委員会では、便益

519億円、費用468億円で1.11となっています。
便益の増加額135億円の原因は、流水の正常

な機能維持に対する便益の増加となっています。

流水の正常な機能の維持とは、既得水利の安定

確保や河川の水質、動植物の生息・生域の維持

ということかと思いますが、5年間でこれらの
便益が135億円も増えるというのは、想定がお
かしいのではないかと考えますが、どう説明さ

れますか。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）ダム事業の費用対効

果につきましては、国の通知に基づいて算出し

ております。従来の方法と変わりはございませ

ん。

費用対効果を算出する場合の効果といたしま

しては、洪水調節に伴う家屋等の氾濫被害軽減

による便益と流水の正常な機能の維持による便

益を計上しております。

今回の見直しで便益が増加したのは、主にこ

の流水の正常な機能の維持による便益が増加し

たものでございます。

この便益には、国の通知により、流水の正常

な機能の維持のみを目的とした仮想のダムを別

に建設する場合の費用を計上することとなって

おります。

今回、人件費や資材価格の高騰等に伴いまし

て、この仮想ダムの建設にかかる費用が増加し

たことから便益も増加したものでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） 今のご説明は、私も読

んだんですけれども、なかなか、すとんと頭に

落ちない中身だったんですが、次の質問に移り

ます。

（3）市民団体の意見書への対応。
県の公共事業評価監視委員会の開催前に市民

による再評価監視委員会が意見書を提出したと

聞いています。市民による委員会は、疑問点に

ついて、県の委員会の審議の中で説明するよう

求めていたようですが、どう対応したのか、お

尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 8月23日付になりま
すけれども、「市民による石木ダム再評価監視

委員会」から意見書をいただいております。

その中では、事業の必要性について説明でき

ない石木ダム事業は中止すること、そして、中

止しない場合は、当該委員会へ出席し、必要性

などに関する項目を説明することが求められて

おります。
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石木ダム事業は、県民の安全・安心のために

必要な事業で、その必要性については、司法判

断も既に出ており、議論する段階にはないと考

えております。

一方で、川原地区にお住まいの13世帯の皆様
のご理解とご協力を得たうえで事業を推進する

ことが最善との考えにも変わりはなく、引き続

き、話し合いの機会をいただけるよう努力を続

けてまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）司法の判断が示されて

いるというのは、今まで何度もお聞きしました

けれども、ああそうですかと、なかなか、すと

んと落ちないのがちょっとあれだと思います。

（4）反対住民への対応。
①住民が反対している理由をどのように認識

しているのか。

石木ダムの水没予定地である川原地区の13
世帯の皆さんは、ダムの必要性について納得で

きず、連日、座り込みをされています。この住

民の皆さんの反対理由をどのように認識されて

いますか、知事にお尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）石木ダム事業につきまし

ては、事業着手以降、長年にわたって、あらゆ

る機会を捉えて住民の皆様に事業の必要性につ

いて説明をして理解を求めてまいりました。そ

の結果、8割を超える住民の皆様には、苦渋の
ご決断ではございますけれども、そのうえでご

協力をいただいてきたところでございます。

川原地区にお住まいの13世帯の皆様には、事
業の必要性について、ご理解をいただけており

ませんけれども、ふるさとに住み続けたいとい

う強い思いもあって、ご協力をいただけないの

ではないかと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） ②今後、反対住民にど

のように対応するのか。

住民と知事との対話は、丸2年、途絶えてい
ますけれども、知事は、今後、この反対住民の

皆さんにどのように向き合っていくおつもりで

すか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 今回、見直した工事工程

に沿って着実に工事は進めつつ、一方で、川原

地区にお住まいの13世帯の皆様のご理解とご
協力を得たうえで事業を円滑に進めていくとい

ったことが最善な策であると、最善な方向であ

ると考えていることには変わりはございません。

現在、水源地域整備計画の素案を策定中でご

ざいまして、これをできるだけ早い時期に公表

して、13世帯を含む川棚町民の皆様に、地域振
興策に対する具体的なイメージをお持ちいただ

くことで、石木ダム事業への理解促進につなげ

るといったことも含め、引き続き、話し合いの

実現に向けて様々な努力を続けていきたいと考

えています。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） 公共事業は、住民の税

金による、住民のための事業です。本来、住民

が望み、住民が応援する事業です。ダム建設に

関する技術的、具体的な疑問点について、県は

なぜ説明しないのか、説明できないからなのか。

これでは、ますます行政に対する不信感が増大

するばかりではないかと思います。

県民の命を守り、よりよい暮しを実現してい

くためには、行政と住民が信頼関係の下で協力

していかなければなりません。

行政は、住民に対し、隠さず、ごまかさず、

逃げず、嘘をつかず、対応してこられたのかど
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うか。これまでの長年にわたるダム行政の様々

なゆき違いといいますか、まずかったところが

積もり積もって今になっているかと思うので、

今、担当していらっしゃる皆さんは、それを受

け継いでされているので、お気の毒なところも

あるなと思うんですけれども、しかし、工事を

一旦止める、住民の疑問に答える場を設ける、

そのことが唯一、こじれにこじれた石木ダム建

設事業の解決につながる道ではないかと、私は

そのように考えています。ご検討いただきたい

と思います。

6、被爆体験者の救済について。
（1）地裁判決を受けて、県はどう対応する

のか。

長崎で原爆に遭いながら、国が定める被爆地

域の外にいたために被爆者と認められずにいる

被爆体験者44人が、長崎市や長崎県に被爆者健
康手帳の交付を求めた訴訟の判決が9月9日に
長崎地裁でありました。

長崎原爆の被爆者は、原爆投下当時の長崎市

の行政区域の中にいた人、お配りしている図の

赤で示された地域にいた人です。（資料掲示）

その後、周辺地域、ブルーとグレーの地域にも

拡大しました。これに対して被爆体験者がいた

地域は、黄色く塗られている部分です。

9月9日の地裁判決は、東長崎の矢上、戸石、
古賀の3つの地区で、原爆投下後に放射性降下
物、黒い雨に遭ったと判断した15人の被爆体験
者を被爆者と認めて、県と市に手帳交付を命じ

る一方、それ以外の地域にいた29人の原告の訴
えを退けました。

広島の黒い雨訴訟では、2021年に広島高裁が、
黒い雨地域にいた人を放射線の影響を受ける事

情の下にあったとして原告全員を被爆者として

認めた判決が確定し、新たな認定基準において、

最大半径30キロ圏内までの地域にいた人たち
も手帳が交付されることとなって被害者救済が

進んでいます。

しかし、今回の判決は、原告団の間に新たな

線引きをして分断を持ち込むものとなりました。

今回の原告団、一部勝訴の判決で、この15人
の皆さんについては、国、県、市は、控訴する

ことなく判決を確定していたただきたいと思い

ますが、県の対応をお尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）被爆者健康手帳交付等請

求事件、いわゆる被爆体験者訴訟について、議

員からもお話がありましたけれども、9月9日、
長崎地方裁判所において、原告44名のうち15名
に被爆者健康手帳交付を認める判決の言い渡し

がございました。

この判決を受けまして、被爆体験者の皆様か

らは、勝訴した原告の方に速やかに被爆者健康

手帳の交付を行うよう、控訴断念を求められて

いるところでございます。

こうした思いを受け止めまして、高齢化が進

む被爆体験者の皆様の課題解決は、一刻の猶予

も許されないとの考えから、先日、11日に県議
会議長、長崎市長及び長崎市議会議長とともに

厚生労働省を訪問しまして、控訴断念が地元の

思いであるということを強く伝えたところでご

ざいます。

今後の対応につきましては、国や長崎市と十

分に協議を行ったうえで判断をしていきたいと

考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）知事が上京されたとい

うニュースを私も拝見しました。控訴の期限は、

たしか24日だったと思いますけれども、協議を
したうえで判断すると言われましたが、協議を



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１７日）

- 134 -

したうえで控訴しないということを取り組んで

いただきたいと思っています。

（2）すべての被爆体験者の救済に向けて、
県はどう取り組むのか。

今回の長崎地裁判決では、勝訴した15人の中
に長崎県の管轄といいますか、の方はお一人だ

けと聞いています。しかも、お亡くなりになっ

ているということです。そのほかで県が関わる

方は被爆者として認定はされていないというこ

となんですが、知事は、8月9日の平和祈念式典
で慰霊の詞を述べられました。「どうか広島で

黒い雨に遭った方々と同じ事情にあった長崎の

被爆体験者の救済をお願いいたします」と述べ

られました。これは、全ての被爆体験者のこと

であると私は受け止めました。

岸田首相が、今回、はじめて被爆体験者と面

会して、課題を早急に合理的に解決できるよう、

具体的な対応策を調整するよう、厚生労働大臣

に指示したということですけれども、課題の合

理的な解決というのは、被爆体験者を被爆者と

して認定することに尽きると思います。

しかし、岸田首相の任期は、もうありません。

認定されなかった被爆体験者が今後裁判を続け

ても、控訴審判決が出るのは、1～2年先になり
ます。平均年齢85歳を超えている被爆体験者の
皆さんには、一刻の猶予もありません。

被爆体験者は被爆者だという声に応え、政治

的解決が図られるよう、国への働きかけを強め

ていただきたいと思いますが、どうですか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、県としましては、

これまで被爆体験者の救済を求めてきたという

経緯もございます。これについて先ほどお話が

ありましたけれども、知事として、今回の判決

が一刻も早い救済につながってほしいという強

い思いは、これは私も持っております。

国とやりとりをする中で、私だけではなく、

長崎市長とともにですけれども、私自身もそう

いった強い思いがあるということも含めて、地

元の声としてお届けをさせていただいていると

ころでございます。今後も、その思いは、国と

やりとりをする中でしっかりとお伝えをしてい

きたいと思っております。

高齢化が進んでおります被爆体験者の救済に

つきましては、去る8月9日の被爆者団体等との
要望の場におきまして、岸田内閣総理大臣から

武見厚生労働大臣に対しまして、政府として早

急に課題の合理的な解決ができるように具体的

な対応策を調整するようにという指示がなされ

ました。

私からも、8月9日、その日のうちに武見厚生
労働大臣にお電話をさせていただきまして、改

めて被爆体験者の救済について、お願いをさせ

ていただきました。

9月11日に厚生労働省を訪問した際にも、国
において、総理指示も踏まえて、県、市と連携

して調整を進めて、被爆体験者の皆様に救済の

道が開かれるように対応をお願いしたところで

ございます。

県としましては、引き続き、国や長崎市と調

整を図りながら、被爆体験者の皆様の救済に向

けて対応を続けていきたいと考えています。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）どうぞよろしくお願い

いたします。

7、世知原少年自然の家について。
（1）日帰り施設になってからの現状。
県立世知原少年自然の家は、今年度から佐世

保青少年の天地の分館という扱いで、沢登りな

どの自然体験活動をする日帰りの施設として存



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１７日）

- 135 -

続することになりました。

日帰り施設になったことで、利便性が損なわ

れ、利用者の減少につながらないか、職員の方

の労働環境が今以上に厳しくならないか、地域

とのつながりを維持し続けることができるのか

等々、私は懸念しているところがあります。

4月以降、まだ5か月しか経過していませんが、
どんな状況であるのか、お尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） 現在、学校

行事として施設を利用した学校数は、昨年度68
校ということでございましたが、本年度は23校
の予定でございまして、前年度の3割程度の利
用状況ということでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君） （2）宿泊のできる施
設に戻せないか。

私が先月、訪問した時も、5月、6月の利用者
が去年の半分になっていると、そういうお話を

聞きました。宿泊機能がなくなったことが大き

く影響していると思います。一方で、不登校の

子どもたちの活動の場を提供したり、新しい取

組も始められていました。

世知原少年自然の家では、以前から目標より

も多い利用者があって、そして、職員の皆さん

もホームページをリニューアルしたり、インス

タグラムを始めたり、あるいは自ら考案したゲ

ームを持って学校を訪問したり、様々な取組を

されています。

こういった努力が報われるような、そういう

施設であってほしいなと思っているんですが、

佐世保青少年の天地に宿泊して沢登りなどの活

動に世知原少年自然の家を利用するということ

ですけれども、平戸市や松浦市の小学校などか

らは、佐世保青少年の天地まで行こうとは思わ

ないという声があって、今後、学校の利用は、

さらに減るのではないかと心配しています。佐

世保青少年の天地に宿泊して活動に世知原少年

自然の家を利用するというのは、可能ではあり

ますけれども、移動に時間や手間がかかって使

い勝手がよくありません。何とかならないかと

思っています。非常に難しいことは承知のうえ、

宿泊のできる施設に戻せないかと思いますが、

そうした声があることについて見解を求めます。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）利用校数は、

今、減少しておりますけれども、現在、佐世保

青少年の天地に宿泊した利用にとどまらず、沢

登りの強みを活かしながら、日帰り体験やキャ

ンプ場での宿泊など、学校向けの多様なプログ

ラムの開発に努めているところでございます。

今年度利用者、学校の満足度を高めることに

よって、次年度以降の利用の拡大を図っていけ

るものと、そういうふうに考えております。

また、佐世保市や民間事業者と連携いたしま

して、一般向けの観光商品の開発にも着手した

ところでありまして、引き続き、日帰り施設の

魅力を高めながら運用してまいりたいと考えて

いるところでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）無理を承知で申し上げ

ましたけれども、何らかの形で、やはり利用団

体の意見を活かした活動を進めていかれること

をお願いします。

8、広葉樹のナラ枯れ対策について。
（1）森林のナラ枯れの被害と対策。
周辺の山を見ますと、夏なのに葉が茶褐色に

変色している木が見受けられます。これはナラ

枯れによるものが多いと思われます。ナラ類、

シイ、カシ類などの木が枯れる伝染病です。原
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因は、体長約5ミリほどの昆虫、カシノナガキ
クイムシが樹木に穴を開けながら入り込み、ナ

ラ菌という病原菌を持ち込むもので、樹木が感

染すると木の水を吸い上げる機能が妨げられ、

枯れてしまいます。1960年代の燃料革命によっ
て、家庭の燃料が木炭や薪から、電気、ガス、

石油に大きく切り替わり、里山林の広葉樹の多

くが放置されるようになって、大木化、老木化

して被害が発生しやすい状況になっていると言

われます。

そこで、県内の森林におけるナラ枯れの被害

状況と、その対策について、お尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 令和5年度のナラ枯
れの被害は、県内の広葉樹面積11万4,000ヘク
タールのうち約5ヘクタールで、各地に点在し
ている状況であり、今年度においても、現在の

ところ、大規模な被害は確認されておりません。

県としましては、森林所有者等からの問い合

わせに対応するため、市町と被害の状況を共有

するとともに、市町職員向けのナラ枯れに関す

る知識や被害拡大防止策の研修会を開催するな

ど、状況に応じた適切な対策を実施していると

ころであります。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）情報の共有や研修会な

どで市町とも連携しながら対策を進めていただ

きたいと思います。

（2）県管理道路における街路樹について。
他県では、キャンプ場で、ナラ枯れした木が

倒れてテントの中にいた人が死傷したり、道路

を走行中に倒れてきた木で負傷する事故も発生

しています。

道路ですけれども、県の管理道路における街

路樹の被害状況、管理状況はどうなっているの

か、お尋ねします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）県が管理する国県道

の街路樹約1万8,000本のうち、ナラ枯れ被害の
対象となるものは、全体の約1％でございます。
ナラ枯れによる倒木等の被害は、これまで確認

されておりません。

定期的な道路パトロールを通じ、枝の折れや

枯れの有無などを確認するなど、適正に管理を

しております。

専門業者による剪定作業に合わせて樹木の生

育状況も確認しており、今後、ナラ枯れが確認

されれば、関係部署と連携して適切な対策を実

施してまいります。道路管理者の安全・安心の

確保を図ってまいりたいと思います。

〇副議長（吉村 洋君） 堤議員─19番。
〇１９番（堤 典子君）道路パトロールの強化

をよろしくお願いいたしまして、一般質問を終

わります。

ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（吉村 洋君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。

明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時４７分 散会 ―
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産業労働部政策監 石 田 智 久 君

教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員 原   章 夫 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員長 安 部 惠美子 君

警 察 本 部 長 遠 藤 顕 史 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任) 田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 楠 本 雅 一 君

警察本部参事官兼総務課長 古 賀 新 一 君

議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君
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― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長（徳永達也君） おはようございます。

ただいまから、本日の会議を開きます。

この際、田中愛国議員ほか44名より、「被爆
体験者の一刻も早い救済を求める意見書案」が、

お手元に配付いたしておりますとおり提出され

ておりますので、これを議題といたします。

提出者に提案理由の説明を求めます。

中村俊介議員―10番。
〇１０番（中村俊介君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、おはようございます。

自由民主党の中村俊介でございます。

「被爆体験者の一刻も早い救済を求める意見

書案」は、45名の議員発議として提案されてお
ります。

45名を代表いたしまして、意見書案を読み上
げさせていただきます。

被爆体験者の一刻も早い救済を求める意見書

案

被爆体験者を被爆者として認め救済すること

は、数十年来の長崎県、長崎市、両議会の悲願

でしたが、ようやく9月9日、長崎地裁において、
被爆体験者の一部を被爆者として認め、県・市

に対し、「被爆者手帳交付せよ」という判決が

下りました。

2021年7月広島高裁判決では、黒い雨地域に
いた人を「放射線の影響を受ける事情の下にあ

った」として被爆者として認め、その判決を受

けた新たな認定基準において、広島では最大半

径約30Kmまでの地域にいた人たちにも手帳が
交付されることとなりました。しかしこの時、

半径12Km以内で被爆した長崎の被爆体験者は
同様の状況にあったにもかかわらず除外され、

その後も「黒い雨が降ったという客観的な記録

がない」などの理由で、被爆体験者、長崎県、

長崎市、両議会の願いは却下されてきました。

よって、国におかれては、被爆体験者は高齢

化し、一刻も早い救済が求められていることか

ら、下記について強く求めます。

記

1、長崎県市及び国は控訴せず、長崎地裁判
決を受け入れること。

2、全ての被爆体験者の一日も早い救済が実
現できるよう、国・県・長崎市における調整の

加速化を図ること。
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以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。

令和6年9月18日
長崎県議会

議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしく

お願いを申し上げます。

〇議長（徳永達也君） お諮りいたします。

本動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本動議は、可決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、本動議は、可決されました。

これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。

山村議員─11番。
〇１１番（山村健志君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、おはようございます。

自由民主党、諫早市選挙区選出、山村健志で

す。

9月定例会で一般質問の機会をいただき、誠
にありがとうございます。

傍聴に来ていただいた皆様、多くの関係者の

皆様に感謝申し上げます。

それでは、通告に従いまして、質問に入りま

すので、知事をはじめ、関係各位のご答弁をお

願いいたします。

1、人口流出・人手不足対策について。
2月定例会の一般質問でも取り上げましたが、

長崎県の最大の課題は、人口流出です。

総務省が、令和6年1月に公表した「住民基本

台帳人口移動報告」によると、長崎県の令和5
年の転出超過数は6,439人で、全国ワースト5位、
九州ではワースト1位という厳しい状況であり
ます。九州ワースト2位の大分県でも、転出超
過数は3,108人であり、長崎県は、大分県と比べ
て約2倍の転出超過数となっております。
長崎県の転出超過数のうち、女性が4,040人と
多くを占めております。また、年齢で見ると、

20歳から34歳の転出超過数が3,392人であり、
転出超過数の半数以上を占めています。

そこで、質問させていただきます。

（1）若者の人口流出（社会減）に関する長崎
県としての見解について。

先ほど話したように、長崎県の令和5年の転
出超過数は、6,439人で全国のワースト5位、九
州のワースト1位という厳しい状況にあります。
長崎県の人口流出（社会減）の現状にかかる

県としての見解と、若者の転出超過を抑制する

対策について、県の見解をお伺いいたします。

（2）製造業における人材確保・若者定着に関
する支援。

県内の企業では、人手不足の声が日に日に大

きくなっています。人口流出に伴い、企業の人

手不足に拍車がかかっているのも実態です。働

く人を増やすためには、若者定着に最も力を入

れるべきと考えています。

そこで、製造業の人材確保に向けた就業促進

の取組について、お尋ねをいたします。

（3）看護分野の人材確保・若者定着に関する
支援。

人口10万人当たり看護職員数は、全国で6番
目に多く、毎年、増加しているようですが、一

方で、求める側が求める求人と求職側が求める

働き方のミスマッチもあって、医療機関では人

材確保に苦慮していると聞きます。
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看護職員確保のためには、特に、若者に対し、

看護の仕事の魅力を理解してもらい、看護系学

校への進学、県内での就業につなげていくこと

が重要であると考えています。

看護分野での人材確保・若者定着に関する県

の取組について、お尋ねをいたします。

（4）介護分野の人材確保・若者定着に関する
支援。

高齢化が進行し、働き手である生産年齢人口

が減少することから、介護人材の確保が喫緊の

課題であると認識しています。

介護サービスの職業の有効求人倍率は、2倍
台で推移し、介護事業所の求人ニーズに対し、

介護職を希望する方が少ない状況があると伺っ

ています。

そこで、介護分野の人材確保・若者定着に関

する県の取組について、お尋ねをいたします。

（5）保育分野の人材確保・若者定着に関する
支援。

保育分野においても、人材確保が難しいとい

う話を聞いています。保育分野については、若

者の雇用の場というだけでなく、子育て世代の

定住環境に大きく関わるものであるため、保育

人材の確保は極めて重要であると考えています。

保育人材の確保・若者定着の支援について、

県では、どのような取組を行っているのか、お

尋ねをいたします。

（6）農林業分野の人材確保・若者定着に関す
る支援。

農林業の分野においては、もともと人材確保

が課題となっており、県としても様々な支援を

行っていると認識しています。

農業、林業における人材確保・若者定着に関

する支援の内容と、その効果について、お尋ね

をします。

（7）水産業分野の人材確保・若者定着に関す
る支援。

水産業の分野においても、もともと人材確保

が課題となっており、県としても様々な支援を

行ってきています。ある水産現場において、若

者が入ってきているという明るい話題が聞かれ

ました。また、水産部においては、後継者対策

に熱心に取り組んでいると聞いております。

そこで、水産業における人材確保・若者定着

に関する支援の内容と、その効果について、お

伺いいたします。

2、外国の方に定住してもらうための長崎県
づくりについて。

（1）外国人労働者の受入状況について。
これから、全国的に深刻な人口減少時代を迎

えるに当たり、地域の産業、企業活動を支え、

地域コミュニティ活動の維持を図るためには、

外国人労働者の積極的な受け入れが必要不可欠

となっています。そのため、外国人労働者を受

け入れ、定着してもらう共生社会の実現に向け

た取組を進めていくべきと考えています。

まずは、本県の外国人労働者が増加している

ことを国籍別に教えてください。

（2）在留外国人に対する支援体制等について。
外国人労働者に長崎県に定住してもらうため

には、雇用する企業や居住する地域において、

外国人労働者が働きやすく、家族とともに安心

して生活できる環境づくりに取り組むことが大

事だと考えています。

そのために、在留外国人の方が働きやすい環

境整備や、気軽に相談できる体制、支援制度が

必要だと考えていますが、どのような取組を行

っているのか、お伺いいたします。

（3）在留外国人を社会全体で受け入れる体制
の構築について。
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在留外国人が安心して生活できるようにする

ためには、在留外国人を社会全体で受け入れる

体制を構築し、孤独にさせないことが重要です。

そのためには、在留外国人を地域社会の一員と

して積極的に受け入れるための地域住民の意識

醸成と、地域住民と在留外国人が交流する機会

の創出などが必要だと考えていますが、どのよ

うな取組を行っているのか、教えてください。

（4）在留外国人を支援するための関係機関と
の連携について。

長崎県を選んで定住していただくためには、

在留外国人の支援体制を充実させることが必要

だと考えています。

そのためには、在留外国人が居住する市町を

はじめ、各種関係機関との協議会や勉強会のよ

うなものが必要ではないかと考えていますが、

県としての考えをお尋ねいたします。

（5）日本語指導が必要な児童生徒への支援等
について。

外国の方に定住し、安全・安心に生活しても

らうためには、そのご家族である子どもたちの

教育支援が重要だと考えています。外国人労働

者の増加と併せて、近年、日本においては、外

国人の児童生徒数が増加していると聞いていま

す。

そこで、長崎県の小・中学校においては、ど

のような状況なのか、お伺いいたします。

その児童生徒の中には、日本語指導が必要な

児童生徒もいると思います。

そこで、長崎県内の小・中学校において、日

本語指導が必要な児童生徒がどれくらいいるの

か、教えてください。また、その児童生徒への

支援について教えてください。

3、不登校・ひきこもり支援について。
長崎県においても、不登校児童生徒の数は

年々増加し、昨年度、過去最高を更新していま

す。

一方、ひきこもりは、本人や家族からの申し

出がない限り、実態が把握しにくく、支援がな

かなか届かないといった現状もあります。

令和5年度に宮城県仙台市が行ったひきこも
りの調査では、ひきこもり期間は10年以上が最
も多く、ひきこもりのきっかけは不登校と職場

でのトラブルの割合が多くなっています。

誰もが安心して暮らせる社会をつくっていく

には、行政機関や民間団体との連携、不登校支

援とひきこもり支援が連携し、それぞれの方に

合った支援を受けやすくすることが大事だと思

っています。

そこで、質問いたします。

（1）不登校支援。
不登校支援については、学校や教育委員会で

も様々な取組を行っていることは伺っておりま

す。

一方、民間団体は、学校以外の居場所や保護

者同士でつながる場所を提供しています。

不登校の児童生徒やご家族が学校や学校以外

に行く場があり、社会とのつながりを持つこと

ができるということが重要だと思っております。

そのためには、民間団体との連携を進めていく

べきです。

そこで、不登校支援として、令和6年度にお
ける新たな取組状況をお尋ねいたします。

また、不登校支援における民間との連携状況

と、今後の展開をどのように考えているのか、

お尋ねをいたします。

（2）ひきこもり支援。
ひきこもりの人数について、正確な人数の把

握は困難ということですが、令和4年に内閣府
が調査した結果から、本県では、15歳から39歳
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で約5,500人、40歳から64歳で約8,300人いると
推計されており、以前の同調査と比較しても、

徐々に増加していると伺っています。

一方、ひきこもりに関しての相談窓口がどこ

にあるか知らない方が多く、また、当事者やそ

の家族からも、ひきこもりの相談窓口を探すの

に苦労したとの声も聞いています。

不登校については、在学中は学校が対応して

くれますが、18歳で卒業すると支援が切れてし
まい、保護者はどうしてよいかわからないとい

った状況になります。そのため、ひきこもり当

事者やその家族に対して、切れ目のない支援を

行うためには、学校などの教育機関との連携が

重要だと考えています。

そこで、ひきこもりに関する相談窓口はどこ

にあるのか、また、学校などの教育機関との連

携はどのような状況か、お尋ねいたします。

4、国土強靭化対策について。
（1）水道・下水道の耐震対策の状況。
能登半島地震においても、水道・下水道の復

旧の遅れが問題となっています。水道・下水道

は、生活に欠かすことができないライフライン

となっており、その耐震化対策は、国土強靭化

のうえでも重要な事項です。

一方で、水道・下水道は、市民からの利用料

を徴収して、その収入等で水道事業、下水道事

業を運用する企業会計であり、企業会計の状況

によって耐震化の進捗が左右されるものとなっ

ております。

そこで、県内市町の上下水道事業は、料金収

入で費用を賄えているのか、現状を教えてくだ

さい。また、その中において、耐震化の進捗状

況をお伺いいたします。

（2）国土強靭化における砂防関係事業の取り
組みについて。

防災・減災、国土強靭化のための5か年加速
化対策は、令和7年度までとなっており、その
取組の効果は一定あらわれているところですが、

強靭な県土づくりには、まだまだ道半ばである

と考えており、県議会としても、県と連携し、

制度の継続や予算措置の要望に尽力をしたいと

考えています。

本県は、梅雨時期や台風接近時には降雨も多

く、土砂災害警戒区域数は全国2位であるなど、
地理的・地形的にも災害が起こりやすいという

特徴があり、県民の生命・財産を守るためには、

国土強靭化の予算が不可欠です。

そこで、人的被害や家屋被害の起こりやすい

土砂災害の対策として実施されている砂防関係

事業の取組状況や効果について、対策が必要な

箇所数や対策実施箇所数、残りの対策必要箇所

数を教えてください。また、施設整備により、

保全された家屋数についてもお尋ねをいたしま

す。

（3）国土強靭化の継続の必要性と予算確保に
ついて。

建設業は、災害発生時には地域の守り手であ

ると同時に、地域の雇用や経済を支えており、

それぞれの地域において、なくてはならない存

在です。

地域の建設業を維持するためには、地域にお

ける安定した公共事業予算の確保が重要である

と考えており、そのためには、地域において優

先度が高いものから計画的にインフラ整備を事

業化していくことに加え、国による、これまで

と同等以上の国土強靭化対策の継続が不可欠で

あります。

今後も、国土強靭化予算を継続的かつ安定的

に確保していくため、県としてどのように取り

組んでいるのか、お聞きいたします。
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（4）緊急浚渫推進事業の継続の必要性につい
て。

近年、全国各地で気象災害が激甚化、頻発化

しており、県の管理河川においても、土砂の堆

積や樹木の繁茂による流下断面の阻害により、

大雨時の被害が懸念されているところでありま

す。

令和2年度より、国において、緊急浚渫推進
事業が創設され、県においても積極的に活用し、

堆積土砂の撤去などの対策を行っているとお聞

きしています。

本事業の期限は、令和6年度、本年度までと
なっていますが、河川は経年的に堆積するもの

であることから、定期的な浚渫が必要であり、

今後も継続的な事業実施が必要であると考えて

いるところです。

県の管理河川における緊急浚渫推進事業のこ

れまでの実施状況とその効果、今後の取組方針

について、お尋ねをいたします。

5、諫早に関すること。
（1）島原道路 小野町～長野町間の現在の調

整状況。

高規格道路である島原道路の諫早市小野町か

ら長野町までの約3キロメートルについては、
島原道路で唯一、未着手区間として残っている

状況であります。このミッシングリンクを解消

することで、平常時、災害時を問わず、安定し

た物流と人流を確保することが重要な課題であ

ると考えています。

また、諫早市長野町では、大型開発事業が着

工し、地域活性化への期待感が高まっている一

方で、建設地周辺での交通渋滞が懸念されてい

ます。

このような中、今年4月に発表された九州地
方整備局の令和6年度国土交通省関係予算概要

の中に、「島原道路の小野町～長野町について

は、計画の具体化に向けて、長崎県と連携し進

めていく」と書かれております。

これは、事業化に向けて一歩進んだものと考

えていますが、現在の国との調整状況及び県と

しての考えについて、お尋ねをいたします。

（2）諫早西部団地の進捗状況。
諫早西部団地の未処分地の開発事業がいつ着

手されるのか、地元の関心が高いところです。

6月定例会において、「今年度中に公募予定」
との答弁がありましたが、現在の進捗状況と事

業者の決定時期がいつ頃になるか、お伺いいた

します。

（3）北部九州インターハイのローイング競技
の成果と今後の展望について。

去る7月21日から、令和6年度全国高等学校総
合体育大会が、本県を含む北部九州4県で開催
され、そのうち、本県では、5市1町で9競技が
開催されました。

諫早市では、小野体育館でのウエイトリフテ

ィング競技と、本明川水上競技場でのローイン

グ競技の2競技が開催されました。
本明川水上競技場では、国営諫早湾干拓事業

で新たに河川となった区間で、国土交通省、長

崎県、諫早市、地域の皆様が協力し、地域活性

化の拠点として活用を進めているところです。

センターブイを県と諫早市で整備していただ

いた本明川は、直線5キロで、川幅が十分にあ
り、また、穏やかな水域であることから、世界

に類を見ない、日本一長いボート練習場となっ

ております。

今回、本コースではじめてインターハイが開

催されましたが、成果を含めた大会の総括をお

尋ねいたします。

また、今後もこのように、本明川水上競技場
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を活用し、スポーツなどで人が集う機会をつく

ることで、周辺地域ににぎわいが生まれ、経済

活性化につながるのではないかと期待を寄せて

いるところでありますが、活用に向けては、地

元の諫早市や競技団体、県、管理者である国な

どが連携して取り組むことが重要と考えていま

す。

そこで、現在の県の取組と関係者との連携に

ついて、お尋ねをいたします。

以上で、壇上からの質問を終了し、以後は、

対面演壇席から再質問させていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 山村議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

本県の人口流出や社会減の状況にかかる県の

見解と、若者の転出超過を抑制する対策につい

て、お尋ねをいただきました。

本県における人口の社会減の状況は、重要な

課題だと捉えておりまして、これまで、県にお

いては、企業誘致や移住対策、若者の県内就職

の促進など、各種施策を推進してまいりました。

こうした施策の展開等により、令和5年にお
ける外国人を含む社会減は、改善傾向となって

おりまして、一部では社会増を達成した団体も

見受けられるところでございます。

一方で、依然として若い世代や女性を中心に

転出超過が続いていることから、こうした世代

をターゲットに、若者が魅力を感じる仕事の創

出や、女性の活躍推進のほか、住みたいと思う

まちづくりと魅力の発信など、施策の充実・強

化を図る必要があると認識をしております。

具体的には、令和6年度において、新たに若
者等の雇用の場を創出するため、県内企業の上

場に向けたチャレンジ支援や、航空機、半導体、

海洋エネルギー関連産業の基幹産業化に向けた

支援のほか、女性に選ばれる環境づくりにかか

る経営者の意識醸成や、交流と婚活の間をつな

ぐ「めぐりあいながさきイベント」等の実施な

どに取り組んでいるところでございます。

今後とも、新たな発想や視点を取り入れなが

ら、市町や関係団体等とも連携のうえ、社会減

施策の構築や推進に力を注いでまいりたいと考

えております。

残余のご質問につきましては、関係部局長か

ら答弁をさせていただきます。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部政策監。

〇産業労働部政策監（石田智久君） まず、製造

業の人材確保に向けた取組についてのお尋ねで

ございますが、県内製造業への就業を促進する

ためには、賃金等の処遇や職場環境等に加え、

ものづくりに携わる県内企業の魅力を、生徒や

学生等に伝えるための取組が重要と認識してお

ります。

そのため、県では、製造業への就職者が多い

工業高校等の2年生を対象に、合同企業説明会
を開催しており、毎年、1,000人を超える生徒に
参加いただいております。

また、大学生に対しましては、大学の就職担

当職員に、企業から直接魅力を伝えていただく

ための情報交換会を開催しており、今年度は、

昨年度より10校多い、県内外16校の大学等に参
加いただきました。

さらに、保護者対策といたしまして、今年度

は11コースに規模を拡大して、企業見学会を実
施する予定としており、去る8月の見学会では、
延べ62名の方に、製造業など3コース、7社を見
学いただいたところでございます。

引き続き、本県産業を支える製造業の魅力発

信に努め、企業の人材確保を後押ししてまいり
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ます。

次に、本県の外国人労働者の国籍別の状況は

とのお尋ねでございますが、長崎労働局から公

表されました令和5年10月末時点の外国人雇用
状況によりますと、本年の本県の外国人労働者

は8,663人と、前年より1,712人増加し、過去最
高となっております。

国籍別では、ベトナムが2,614人と最も多く、
全体の約3割を占め、前年より320人増加してお
ります。

次に、インドネシアが1,071人と、前年より
453人増加し、フィリピンが1,064人と、前年よ
り293人増加しております。
〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）看護分野での若

者確保・定着に関する県の取組について伺いた

いとのお尋ねでございますが、少子化等の影響

により、新卒看護職員が減少する中、看護職員

の確保と就業後の定着は、医療提供体制を確保

するうえで重要な課題であると認識しておりま

す。

看護職員を確保するためには、県内の医療機

関が個別に発信している特色や魅力などと併せ、

県内就業のメリットなど、就業先や進路を選択

するうえで必要な情報を知っていただくことが

前提となりますことから、今年度、新たにこれ

らの情報を一元化したWebサイトを作成し、総
合的に発信していくこととしております。

県といたしましては、看護学生への修学資金

の貸与や合同就職セミナーの開催などと併せ、

若い世代を対象とした看護職員の確保対策に引

き続き取り組んでまいります。

次に、介護職を希望する方を増やすため、県

として介護分野の人材確保や若者定着にどのよ

うに取り組んでいくのか、お尋ねをいただきま

した。

介護人材の確保・定着に当たりましては、介

護現場の処遇改善、外国人材の活用に加え、人

口減少が進む中で、今後も若者に介護の仕事を

選んでもらうことが重要であるというふうに考

えております。

このため、県では、SNSによる情報発信に加
え、中学、高校生を対象といたしまして、若手

介護職員、「介護のしごと魅力伝道師」による

講話や最新テクノロジー機器の実体験などを実

施し、魅力発信に努めているところです。

さらに、今年度から、長崎市と佐世保市で小・

中学生が介護の仕事を疑似体験するイベント、

「キッザケアながさき」を予定しておりまして、

子どもや保護者に介護の魅力に触れていただく

ことで人材の確保につなげてまいりたいと存じ

ます。

次に、ひきこもりに関する相談窓口はどこか、

また、学校などの教育機関等との連携はどのよ

うな状況か、お尋ねいただきました。

本県では、長崎こども・女性・障害者支援セ

ンター及び県立保健所を相談窓口といたしまし

て、「県ひきこもり地域支援センター」を設置

しております。そして、個別相談への対応や家

族教室の開催、当事者の居場所づくりの開設な

どに取り組んでいるところです。

また、教育機関などとの連携につきましては、

医療、保健、福祉、教育などの関係機関からな

る「県ひきこもり支援連絡協議会」を設置し、

県の取組などの情報を共有するとともに、県立

保健所では、養護教諭部会などに参加し、保健

所の支援内容について情報を共有しております。

今回、ひきこもりの相談窓口がどこか知らな

い方も多いというご意見を踏まえまして、教育

機関など、地域の関係者とさらなる連携につい
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て、協議をしてまいりたいと存じます。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）保育の人材確

保・若者定着の支援について、どのような取組

を行っているのかとのお尋ねでございます。

保育分野の人材確保については、「新卒者対

策」、「潜在保育士対策」、そして「処遇改善・

離職防止対策」の3つの視点で取り組んでおり
ます。

このうち、新卒者対策については、保育士等

就職面談会や修学資金貸付等事業を実施してお

り、県内就職を促すこれらの事業は、評判も良

く、保育施設に就職する新卒者のうち、県内施

設へ就職する割合は約9割と高い水準となって
おります。

一方、離職率が高いことが課題でありまして、

本年度から保育士等の処遇改善、離職防止等を

図るため、園内研修に取り組む施設の保育士等

に対し、一人当たり年額2万円を補助する独自
の取組を行っており、引き続き、保育人材の確

保に向けた支援に取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 農林部長。

〇農林部長（渋谷隆秀君） 農業、林業における

人材確保・若者定着に関する支援の内容と、そ

の効果についてのお尋ねですが、農業分野にお

いては、就農希望者を対象として、長崎県新規

就農相談センターが技術取得支援研修を実施す

るとともに、各地域においても、JA等が立ち上
げた研修機関で受け入れを行っているところで

す。

林業分野においては、県が事業体に対し、就

業者の技術や資格の取得、チェーンソーなどの

装備導入への支援を行っております。

その結果、令和5年度の新規自営就農者は、5
年前と比較して48名増加となる280名を確保し、

そのうち県内他産業からの就農者は、213名と
全体の76％を占め、5年前の約1.4倍に増加して
おります。

また、令和5年度の新規林業就業者は、5年前
と比較して2名増加となる28名を確保し、その
うち県内出身者は27名で、全体の96％を占めて
おります。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 私からは、水産業分

野の人材確保・若者定着に関する支援について、

お答えします。

水産業の担い手確保対策については、SNSな
どでの情報発信や就業フェアの開催、移住相談

会への出展など、就業希望者の呼び込みから就

業前後の漁業技術習得支援など、切れ目のない

対策を展開してきたところであります。

このような取組により、全国の新規漁業就業

者数が減少傾向にある中で、本県は増加傾向に

あり、令和5年度は、前年度に引き続き200名を
超える人材が確保されており、取組の成果があ

らわれているものと考えております。

また、若手漁業者の定着に向けては、年2回、
漁業の経営や技術を学ぶ集中講座を開催してい

るところであります。

今後とも、市町や関係団体と連携し、新規就

業者の確保・定着に取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部政策監。

〇文化観光国際部政策監（村田利博君）私から

は、3点お答えをいたします。
まず、在留外国人が働きやすい環境整備や気

軽に相談できる体制、支援制度についてのお尋

ねでございます。

外国人材が安心して働ける環境整備について

は、受入企業に対し、宗教、文化等に対する日

本人社員の理解を深めるための研修会開催や、
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受入体制整備に関するアドバイザー派遣のほか、

企業等が外国人材に対して行う日本語教育や実

技講習を支援しております。

また、在留外国人が気軽に相談できる体制、

支援制度の整備につきましては、様々な相談に

外国語で対応可能な「長崎県外国人相談窓口」

を設置しており、今後も支援体制の充実を図っ

てまいります。

次に、在留外国人を受け入れるための地域住

民の意識醸成と交流機会の創出の取組について

のお尋ねでございます。

県では、在留外国人を社会全体で受け入れる

ため、市町や県、国際交流協会と連携し、地域

日本語教室の設置促進に取り組んでおります。

この日本語教室は、地域住民と在留外国人が

やさしい日本語で交流する機会を提供するもの

であり、相互理解にもつながることから、今後、

県全域に取組を広めてまいります。

また、地域住民と在留外国人の交流機会創出

については、県国際交流協会主催の「ながさき

国際協力・交流フェスティバル」や、在長崎ベ

トナム人協会主催の「旧正月フェスティバル」

の開催を支援するなど、地域住民と在留外国人

の交流促進を図っているところでございます。

次に、在留外国人を支援するための協議会や

勉強会が必要ではないかとのお尋ねでございま

す。

外国人材の受け入れ促進と併せて、増加する

在留外国人の支援にかかる関係機関との連携は

重要と考えてございます。

このため、外国人相談窓口の運営に当たりま

しては、昨年度から新たに、福岡出入国在留管

理局主催の勉強会への参加や、県社会福祉協議

会との意見交換等を行っており、他県の事例研

究や課題の共有等を進めながら、相談対応の充

実に努めているところでございます。

また、地域日本語教室につきましては、県と

市町による担当者会議のほか、学識経験者や外

国人の労働分野の関係機関などで構成する総合

調整会議を開催するなど、関係機関が連携して、

在留外国人支援に取り組んでおります。

今後も、在留外国人が安心して生活できる環

境整備につきまして、市町や関係機関との連携

強化を図ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）本県におけ

る外国人児童生徒数についてのお尋ねでござい

ます。

文部科学省の調査によりますと、小・中学校

に就学をしております外国人生徒は、令和元年

度が約9万6,000人、令和5年度が約12万7,000人
と、全国的に増加傾向にございます。

本県の小・中学校におきましても、同じく令

和元年度は13市町に133名、令和5年度は14市町
に183名が就学をしておりまして、増加をして
いる状況でございます。

次に、外国人児童生徒の中で、日本語指導が

必要な児童生徒の数と、市町及び県の支援につ

いてもお尋ねをいただきました。

文部科学省の調査によりますと、日本語で日

常会話が十分できない児童生徒、あるいは日常

会話ができても、学年相当の学習言語が不足し、

学習活動への参加に支障が生じている児童生徒

といった日本語指導が必要な児童生徒は、本県

においては、令和3年度8市町に59名、令和5年
度では10市町に74名在籍をいたしております。
支援のあり方につきましては、各市町の実情

に応じて違いがございますけれども、主な支援

内容といたしましては、日本語指導を行う人材

や、大学生、地域ボランティアなどの支援員を
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配置したりとか、また、翻訳機や一人一台端末

の翻訳機能の活用といったICTを有効に活用し
た支援などが行われているところでございます。

県といたしましては、日本語指導が必要な児

童生徒が在籍している学校に対しまして、教員

の増員を行っているところでございます。本年

度は4校に4名を配置いたしております。
今後、各市町の取組を紹介する場を設定する

など、情報の共有にも努めてまいりたいと考え

ております。

次に、令和6年度における不登校支援の新た
な取組状況について、お尋ねをいただきました。

今年度から不登校児童生徒や、教室に入りづ

らさを感じている児童生徒のニーズに応じた多

様な学びの場や居場所を提供いたしまして、未

然防止にも資する場といたしまして、「校内教

育支援センター」の設置を促進するという取組

を実施しております。現在、8市町の小・中学
校、101校に設置をされておりまして、115人の
指導員がそれぞれの学校の児童生徒の支援を行

っているところでございます。

次に、不登校支援における民間との連携状況

と今後の展開についてのお尋ねでございます。

不登校児童生徒が、適切な時期に、一人ひと

りの状況に応じた支援を受けることは大変重要

であると考えております。

令和4年度の調査によりますと、本県の不登
校児童生徒の約87％がスクールカウンセラー
やフリースクール、医療や福祉などの民間を含

む学校内外の関係機関とつながっておりまして、

専門的な指導、相談等の支援を受けているとこ

ろでございます。

また、専門的知見を有する大学教授や、フリ

ースクールの代表などで構成をいたしておりま

す「長崎県不登校支援協議会」におきまして、

情報共有や意見交換を行っております。こうし

たことで、学校外の機関等との連携をさらに深

めているところでございます。

今後は、民間との連携に関する先進事例や、

特色ある取組につきまして、各市町教育委員会

とも情報共有を図りまして、不登校児童生徒へ

の支援がより一層充実するように努めてまいり

たいと考えております。

最後に、本明川で初めて開催をいたしました

インターハイ、ローイング競技の大会の総括に

ついてのお尋ねでございます。

本明川水上競技場で実施いたしましたローイ

ング競技には、選手・監督約1,200名が参加をい
たしまして、また、大会4日間の観客数は延べ
5,900名と、過去10年間で3番目に多い大会とな
りました。

大会期間中、私も視察を行いましたけれども、

風や波の影響を受けずに、安定した水上のコン

ディションの中で、選手たちは日頃の練習の成

果を存分に発揮できたのではないかと思ってお

ります。

また、大会関係者からは、艇の保管場所や駐

車場の敷地がコースの近隣に十分確保できて、

コンパクトな会場レイアウトのもとで、スムー

ズな大会運営ができたものと、そうした評価を

いただいているところでございます。

また、今回の大会開催に当たりましては、国

土交通省はじめ、多くの地元諫早市の方々の協

力のもと、安全・安心に配慮した大会として無

事に大会を終えることができたものと考えてお

ります。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）上下水道事

業について、料金収入の状況は、また、耐震化

の進捗状況はどうかとのお尋ねでございます。
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料金回収については、経費に対する料金収入

の割合が100％を超える市町は、水道で21市町
のうち10市町、下水道で16市町のうち7市町と
なっておりますが、今後、人口減少に伴う収入

減が予想されています。

耐震化につきましては、老朽管の更新に合わ

せて進められており、県全体で水道の基幹管路

の耐震適合率が33.4％、下水道の重要な幹線等
の耐震化率は51.7％と、いずれも全国平均を下
回っている状況にあります。

そのため、県といたしましては、水道の施設

整備における国庫補助率のかさ上げや、上下水

道施設耐震化の財源確保について、国に対して

要望を行っているところです。

〇議長（徳永達也君） 土木部技監。

〇土木部技監（植村公彦君） 3点、お答えいた
します。

まず、砂防関係事業に関するお尋ねですが、

この事業につきましては、国土強靭化3か年緊
急対策と、それに続く5か年加速化対策の予算
を最大限活用して実施しており、令和6年度と
対策開始前の平成29年度を比較しますと、事業
費、実施箇所数とも約1.4倍となっております。
施設整備が必要な6,585か所のうち、令和5年

度末までに1,710か所の対策を完了し、残りは
4,875か所でございます。
施設整備によって保全された家屋数につきま

しては、令和5年度末までの6年間で2,651戸と
なっております。

次に、国土強靭化の継続の必要性と予算確保

についてのお尋ねですが、これまで、本県では、

国土強靭化対策予算を最大限活用してインフラ

整備を進めてまいりましたが、その取組は、い

まだ道半ばであり、今後も継続的かつ安定的な

予算の確保が不可欠と考えております。

このため、5か年加速化対策の最終年度とな
ります令和7年度予算の十分な確保と、その後
の国土強靭化対策の継続について、国に繰り返

し要望しているところです。

今後も引き続き、機会あるごとに、国へ地域

の実情をしっかりと訴え、必要な予算の確保に

努めてまいります。

次に、緊急浚渫推進事業に関するお尋ねでご

ざいますが、県管理河川における同事業の実施

状況につきましては、令和2年度から5年度まで
の4年間で、総事業費の合計約53億7,000万円、
実施箇所数は407か所となっております。
当事業の創設前4年間と比較しますと、事業

費は17倍、実施箇所数は4倍と大きく伸びてお
り、治水安全度の確保・向上が図られていると

ころです。

県内の二級河川には、堆積した土砂等によっ

て、安全度が低下している河川が多く存在いた

しますので、引き続き、定期的かつ計画的な浚

渫を進める必要があると考えております。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）島原道路の小野町～

長野町間の事業化に向けての調整状況等につい

てのお尋ねをいただきました。

この間の島原道路の整備につきましては、ミ

ッシングリンクの解消により道路ネットワーク

の機能強化を図るものでありまして、必要不可

欠と考えております。

また、地域内の交通と地域の通過交通を分離

することで、地域交通の円滑化に寄与するもの

でもあります。

現在は、計画の具体化に向けた今後の進め方

について、国と調整を図っているところであり、

引き続き、国と連携して積極的に進めてまいり

ます。
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次に、諫早西部団地の進捗状況等について、

お尋ねをいただきました。

この団地の未処分地につきましては、長崎県

住宅供給公社が10月中旬の開発事業者の公募
開始に向けて準備を進めております。

その後の手続きとしては、プロポーザル委員

会による提案書の審査を経て、今年度中に優先

交渉権者を決定する予定であると伺っておりま

す。引き続き、公社や諫早市と連携して、着実

に事業が進捗するよう努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）本明川水上

競技場の活用についての現在の県の取組と関係

者との連携状況について、お答えをいたします。

〇議長（徳永達也君） 山村議員―11番。
〇１１番（山村健志君） 引き続き、お願いいた

します。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）本明川水上

競技場は、ローイング関係者から高い評価を受

けており、これまで、日本代表や大学等のチー

ムによる合宿が行われるなど、周辺地域のにぎ

わい創出につながっております。

県においては、地元諫早市や県ローイング協

会等と連携して、PR動画やパンフレットの制作、
チーム訪問を行うなど、積極的に合宿誘致に取

り組んでいるところでございます。

また、水上スポーツを通した県内外の方々の

交流促進を目的として、本明川スポーツフェス

タの開催にも取り組んでおります。

水上競技場のさらなる活用促進に向けては、

諫早市や河川管理者である国、県ローイング協

会等による活用検討会議を定期的に開催し、意

見交換を行っているところであり、今後とも、

官民が連携し、地域のにぎわい創出や活性化に

取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 山村議員―11番。
〇１１番（山村健志君） 大石知事をはじめ、執

行部の皆様、ご答弁ありがとうございました。

残った時間、幾つかの項目について質問させて

いただきます。

まず、人口流出・人手不足対策について、再

質問させていただきます。

各産業の人材確保・若者定着について回答い

ただきました。各部様々な策を講じております

が、若者や女性の県外流出に歯止めがかかって

いないというのが現状です。

県として、県外流出が続いている原因をきち

んと調査・分析し、対策を検討する必要がある

というふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（徳永達也君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）若者や女性の県外

流出の要因等を把握しまして、施策構築を図る

ことは重要であるため、県におきましては、市

町と連携して、移動理由アンケートを実施する

など、その対策を講じているところであります。

具体的には、例えば、移動理由アンケートに

おいて、転職を契機として転入される若いUタ
ーン者が一定存在するという分析結果を踏まえ、

移住支援サイトの仕事関連情報の一元的な発信

に取り組むほか、女性の県外転出の理由として、

就職等が高い傾向であることから、女性にも魅

力的な職場環境づくりを促進するとともに、働

きやすい職場が地元にあることを広く知ってい

ただく施策などを展開しております。

引き続き、市町などと連携しまして、県外流

出の要因等の把握に努めながら、効果的な施策

の構築に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 山村議員─11番。
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〇１１番（山村健志君） この件は、多分いろん

な部にまたがりますので、知事に、ぜひ、ご答

弁いただきたいんですけれども、若者や女性の

県外流出は、長崎県の最大の課題であると私は

認識しております。

この対策は、多くの部署が関連しておりまし

て、行政だけでは対応できない課題でもありま

す。産官学の連携や市町との連携が必要になっ

てきます。だからこそ、知事が先頭に立って、

若者や女性の県外流出対策を進めていくべきと

いうふうに思っておりますが、知事の見解をお

願いいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私は、知事就任以降、本

県の最重要課題でございます、この人口減少に

対しまして、自然減、社会減の両面から総合的

な施策の推進に力を注いでまいったところでご

ざいます。

こうした一方で、人口減少対策については、

すそ野が大変広いことから、県の施策だけでは

なく、市町や関係団体、民間企業、さらには県

民の皆様と一体となって、幅広い分野で、複合

的、包括的に取り組んでいくことが何よりも重

要だと考えております。

そのため、総合戦略の各分野において、市町

や関係団体など、多様な主体の参画を促しなが

ら、連携施策を推進するとともに、「新しい長

崎県づくりのビジョン」の実現に向けても、様々

な立場の方々と、思いや方向性を一つにして、

有機的に連携しながら取組を進めているところ

でございます。

今後においても、様々な施策の構築に当たっ

ては、県議会をはじめ、市町や各分野の関係団

体の方々、県民の皆様などのご意見をお聞きし

ながら、県民の皆様はもとより、国内外の方々

からも選んでいただける長崎県を目指して、国

への要望などを含め、私が先頭に立って取り組

んでいきたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 山村議員─11番。
〇１１番（山村健志君） ぜひ、先頭に立ってや

っていただきたいと思いますし、今回、各部か

らいろいろご回答いただきました。成功事例を

見ると、恐らく長崎県出身者であるだとか、今、

長崎にいて働いている方々というのを、いかに

長崎県で働き続けていただけるか、住んでいた

だけるかというのが、すごく大事なポイントに

なってくるのかなというのが見えてきたんじゃ

ないかなと思っております。

実は、新卒者対応というのは、かなり充実し

ておりますが、実際、もう働いている方々への

支援というのはほとんどない状況にあると思っ

ておりますので、その点を要望して、次の質問

に移りたいと思います。

次に、国土強靭化対策について、再質問させ

ていただきます。

令和6年8月5日の全員協議会の場において、
公明党の本多議員が質問されました。一連の収

支報告書問題の対応のため、予定を変更した公

務はどれくらいあるのかの問いに対しまして、

知事は、「国土強靭化にかかる国への要望を延

期した」と答えられましたが、そこで、8月5日
の全員協議会以降、国土強靭化にかかる国への

要望を行ったか、確認をしたいと思います。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）国土強靭化対策予算の継

続的かつ安定的な確保は、大変重要でございま

して、昨年度に引き続き、今年度においても、

5月と6月に国や政府関係者等への要望を行っ
てまいりました。

7月に予定をしておりました要望活動は延期
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になったところでございますけれども、その後、

上京した際に、国土交通省を私自身訪問させて

いただきまして、まず、要望の延期に関するお

詫びと、改めて要望を行わせていただきたい旨、

お願いをしてきたところでございます。

正式な要望は、できるだけ早い時期に実施を

したいと考えております。現在、それに向けて、

関係者との調整を行っているところでございま

す。引き続き、しっかりと対応していきたいと

思います。

〇議長（徳永達也君） 山村議員─11番。
〇１１番（山村健志君） ぜひ、よろしくお願い

します。

県民の生命・財産を守るためにも、国土強靭

化の継続や予算の確保を知事が積極的に要望す

べきと思っております。

続きまして、再質問させていただきます。

特に、緊急浚渫推進事業は、令和2年から令
和6年度まで、今年度が終了の予定の事業です。
緊急浚渫事業がなかった令和2年以前は、県の
河川の浚渫というのは、県単独の予算で行われ

ていたということになると思います。県全体で、

恐らく1年間で1億円も維持管理の予算はなく
て、ほとんどの河川で浚渫ができていなかった

という現状があります。

県民の生活、生命・財産を守るためには、こ

の緊急浚渫事業費の継続というのは必要不可欠

でありまして、知事が国へ積極的に要望すべき

事業だと思っております。

国土強靭化の継続も含めて、緊急浚渫工事の

事業の継続について、予算の確保を含めたとこ

ろで知事の見解をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 先ほど、議員の一括質問

の中でも触れられましたけれども、最近、自然

災害が非常に激甚化、頻発化していると、そう

いう中で県民の暮らしを守るとともに、県内外

から、多方面から選んでいただけるような、安

全・安心な新しい長崎県を実現するためには、

この国土強靭化といった取組の継続が大変重要

であると認識をしております。

今後も、国土強靭化対策予算の継続的かつ安

定的な確保と、ご指摘の緊急浚渫推進事業の継

続が実現できるように、引き続き、私自身、先

頭に立って全力で取り組んでいきたいと考えて

おります。

〇議長（徳永達也君） 山村議員─11番。
〇１１番（山村健志君） 緊急浚渫事業は、実は

総務省の所管ですので、実情をお話しますと、

この事業は。国で管理している河川ではありま

せん。基本的には、県などが管理する、自治体

の管理する河川での事業の要となっております。

そのため、河川管理者である知事が国へ要望し

ないと、緊急浚渫推進事業の継続の必要性とい

うのは、実はなかなか伝わらないという現状に

ありますので、ぜひ、知事自ら、この緊急浚渫

事業の必要性を国に訴えていただきたいという

ふうに思っておりますので、ご要望したいと思

います。

残り幾つかご指摘というか、ご要望、ご意見

をさせていただきたいと思います。

まず、水道・下水道事業の耐震化について、

提案でございます。

人口が少ない地方部では、料金収入が少なく、

耐震化への予算の確保が難しいという現状があ

ります。基本的には、料金収入の中で、一部負

担しながら、耐震化なり、老朽化の事業を進め

ていかなければならないということで、恐らく

国が「予算がありますよ」と言っても、料金収

入が乏しいところでは、なかなか事業は進まな
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いといった現状にあります。

こういった問題は、離島・半島を抱える長崎

県においては、非常に大きな問題に将来なって

きます。なので、こういったことを、ぜひ、今

の制度に関する課題とか、新たな提案を県独自

で検討して、国へ要望していくという姿勢をお

願いしたいというふうに思っていますので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。

次に、外国人の方に定住してもらうための長

崎県づくりについて、ご提案をしたいと思いま

す。

ますます、外国の方に来ていただいて、働い

てもらうということは必要不可欠になってきま

す。その中で、長崎に来ていただいて、いかに

働いてもらうかというのは、すごく大事なこと

になってきますので、外国人労働者の方も人間

ですので、長崎に来たら安心して幸せに暮らせ

るよということを、母国の家族や友人に話して

いただけるようなまちづくりというのが、すご

く大事なことかなと思っておりますので、この

件についてもひとつお願いをしたいと思います。

次に、その外国の方々の子どもさんたちの教

育支援というのはすごく大事なことになってく

ると思います。日本語が理解できるか、できな

いかで、その後の学力の差というのはかなり開

いてきます。せっかく日本に来ていただいたの

に、言葉がわからないから将来の可能性がしぼ

んでしまうということは避けなければならない

ことだと思っておりますので、ぜひ、教育委員

会の方でも、外国から来られた子どもさんたち

への支援というのを考えていただきたいと思い

ますし、大学の先生や研究者というのは、そう

いったことを一生懸命やられている方々もいら

っしゃいますので、そういった方々と連携して、

日本語指導が必要な児童生徒への支援について、

検討を進めていただければというふうに思いま

すので、お願いにかえさせていただきます。

次に、「やさしい日本語」のフレーズがお答

えであったと思います。これ、やさしい日本語

は外国の方に教えるかなと思っている人もいる

んですけれど、実はこれ、日本人が知るべきこ

とでありまして、我々が知ることで外国の方と

のコミュニケーションがものすごくやりやすく

なります。なので、この「やさしい日本語」の

普及というのは、ぜひ受け入れている企業だと

か、外国の方が在籍する小・中学校の先生だと

か、観光業や小売業の方々へ広めていただけれ

ばと思います。

外国の方々とともに暮らす社会の実現を目指

して、様々な取組をしていただければと思って

おります。

最後に、不登校・ひきこもり支援ですね。

それぞれで今回、回答をいただきましたが、

どうしても一定数、不登校からひきこもりにな

るケースがあると思っております。できること

からやっていただければと思っているんですが、

県で作成しているひきこもり支援のパンフレッ

トを、卒業する際に不登校のご家族に配布をす

るなど、できることから少しずつでもやってい

ただければ、ひきこもりというのは減ってくる

のかなと思っていますし、ひきこもりの調査の

中では、宮城県仙台市が行った調査の中では、

ひきこもりの中の約4割の人が、自分に合った
仕事を探すということが今後必要だと思ってい

るという中で、実はひきこもりに関する就労支

援というのはほとんどない状態ですので、ぜひ、

そういった制度の創設も含めて、県として考え

ていただければと思います。

以上、一般質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。（拍手）
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〇議長（徳永達也君） これより、しばらく休憩

いたします。

会議は、11時15分から再開いたします。
― 午前１１時 ５分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

〇副議長（吉村 洋君）会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

おはようございます。

西彼杵郡の声を県政に届け、長崎のために頑

張る、自由民主党の冨岡孝介でございます。

まずは、こうして2回目の一般質問の場に健
康に立たせていただくこと、質問の機会を皆様

から、お与えいただいたことについて、議員の

皆様、理事者の皆様をはじめ、全ての皆様に心

から感謝申し上げます。

また、本日は、私の地元、西彼杵郡時津町、

長与町、そして、拝見しましたところ長崎市か

らも、たくさんの皆さんに傍聴席にお越しいた

だいております。ありがとうございます。

さらに傍聴席を埋め尽くすほどのたくさんの

方々が、ライブ配信をご覧になっているのでは

ないかと想像します。

今日の最後は、大石知事に、前向きに頑張れ

と激烈なエールを送らせていただくつもりです

ので、私もポジティブにいきたいと思います。

配信や録画で見られている方々も含めて、県

民の皆様に心からの感謝を申し上げます。

本日も項目が多く、お時間もありますので、

早速質問に入らせていただきます。

1、EBPM（証拠にもとづく政策立案）につ
いて。

（1）県の認識。

文献等から引用させていただきますが、

EBPMとは、「Evidence based policy making
（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキン

グ）」の頭文字であり、経験や直感ではなく、

合理的根拠やエビデンスに基づき政策立案をす

ることとされております。

その目的、効果は、政策効果の測定に関する

情報や統計などの客観的なデータなどを活用す

ることにより、政策の有効性を高め、行政への

信頼確保に資するものとされております。県の

施策構築においても大切な観点であり、このよ

うな視点は、既に取り入れられているものと考

えております。

そこで、県の施策立案において、このEBPM
についてどのように取り組んでいるのか、基本

的な考え方など県の認識をお尋ねいたします。

以後は、対面演壇席より質問させていただき

ます。

〇副議長（吉村 洋君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） EBPMにつきま
しては、限られた財源の中で施策効果の最大化

を図るため、課題を的確に把握し、より効果的、

効率的な事業を構築していくうえで重要な視点

であると認識しております。

こうしたことから、長崎県総合計画において

計画実現に向けた基本姿勢として盛り込むとと

もに、行財政運営プランにおける政策形成機能

の強化を図る項目としても掲げ、全庁的に推進

しているところであります。

加えて毎年度の予算編成においても、根拠と

なるデータやエビデンス、県民の皆様の声など

に基づきながら事業構築に取り組むよう、庁内

に周知を図っております。

引き続き、EBPMを踏まえた政策形成や事業
構築に努めてまいりたいと考えております。
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〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 本県において、EBPM
の活用は大変重要な観点であり、今後も推進し

ていくという基本的な姿勢について、お聞かせ

いただき、それについては評価をさせていただ

くところでございます。

（2）県の取組み。
一方で、大事なことは、現実の施策構築の過

程において、この考え方をしっかり取り組んで

いくことであると思います。

そこで、昨年、私が所属していた「子ども子

育て・若者支援対策特別委員会」における議論

の中で、県と市町が実施した人口変動の社会増

減の要因分析のための「移動理由アンケート」

について、先ほどの質問でも触れられておりま

したが、その結果、データを施策に活かしたと

いうやりとりを行いました。

実際にどのようなエビデンスをどのように活

用し、事業構築を行ったのか、移動理由アンケ

ートなども含め、具体的な事例に即して、ご説

明をお願いいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） EBPMの活用事
例としましては、例えば移動理由アンケートに

おいて、転職を契機として本県に転入されてい

る若いUターン者が一定存在するという結果を
踏まえまして、移住支援サイトに仕事関連の情

報を一元的に発信することとした移住対策など

がございます。

このほか、「長崎健康革命プロジェクト」に

おける歩数データを活用したアプリ開発や、ス

マート農業技術の導入効果を用いた横展開など、

EBPMの考えも取り入れて、各分野の事業を構
築、推進しているところであります。

今後とも、客観的なデータやエビデンスを利

活用しながら、効果的、効率的な施策立案に取

り組んでまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） ただいまEBPMの活用
事例について、移動理由アンケートを中心にご

答弁いただきました。

私自身もEBPMを勉強したいと思い、県のホ
ームページで検索してみましたところ、県の統

計課において、統計データ利活用推進事業を実

施されておりました。

そこで、県民生活環境部長にお尋ねいたしま

すが、EBPM推進のためには、その入り口とな
る統計データの取得や分析が重要だと思います

が、こちらについて具体的な事例としてどのよ

うなものがあるのか、お尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）統計データ

利活用推進事業につきましては、令和元年度か

ら、総務省統計局の支援事業を活用して統計デ

ータを収集、分析し、施策の検討を行っており

ます。

令和5年度は、対象部局において関係機関と連
携して、サイクリストの県内周遊等のデータを収

集、分析し、県のサイクルツーリズム推進施策の

検討に活かす取組や、県内の建物のエネルギー消

費量を具体的に把握し、エネルギーマネージメン

トシステムの構築を検討する取組を行っておりま

す。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 具体的な事例について、

ご紹介いただきました。

2、美しき大村湾について。
（1）環境。
水質、水温、マイクロプラスチック、3つに
ついて、お尋ねいたします。
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①水質（COD等）について。
先述のように、県民生活の向上には、EBPM
の視点に立った施策の企画立案と、その実施が

重要と認識しています。

具体例として、地元時津町、長与町に面する

大村湾の環境保全と活用について、私は重要と

考えており、公約にも掲げております。

環境保全と活用の前提となる大村湾の水質は

どのような状況か、過去からの推移も含めてお

尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）大村湾にお

いては、水質汚濁に関する代表的な指標である

COD（化学的酸素要求量）の環境基準を2.0㎎
／L以下と定め、湾内17地点で水質調査を行っ
ております。

湾内全調査地点の平均値の推移としましては、

平成5年度は3.0㎎／Lを超えていましたが、平
成23年度以降は2.0㎎／Lに近い値で推移し、直
近の令和5年度は2.3㎎／Lとなっております。
大村湾の水質は、生活排水対策等の実施によ

り長期的には改善傾向にあり、今後とも、関係

市町等と連携しながら水質改善に取り組んでま

いります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 指標の一つであるCOD
が2.0㎎／Lになっているということで、良くな
っているというお話でございました。

②水温について。

地球温暖化の影響で、近年は猛暑、酷暑が続

き、漁業への影響も心配です。

私の地元の組合長から、いろいろお話を聞く

中で、「水温の上昇が一番、魚の減少の要因な

んだよ」と、組合長の個人的な感覚ですけれど

も、おっしゃっていました。

そこで、大村湾の水温はどのような状況なの

か、過去からの推移も含めて、お尋ねいたしま

す。

〇副議長（吉村 洋君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）大村湾の水

温については、水質調査と併せて測定をしてお

りまして、過去からの推移について、統計学的

手法を用いて解析をした結果、大村湾の全17地
点の平均は、昭和60年以降の38年間で1.2度の
上昇となっております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 1.2度の上昇ということ
でした。

③マイクロプラスチックについて。

大村湾の環境を考える中で気になるのが、マ

イクロプラスチックです。地元の時津町、長与

町では、大村湾の環境を守るため、日頃から住

民の方々が清掃活動に取り組まれていることか

ら、道路等に散乱したプラスチックなどのごみ

は回収、処理されているところです。

しかしながら、回収されなかったプラスチッ

クごみは、大村湾にそのまま流出し、最終的に

マイクロプラスチックになるものと考えます。

近時、このマイクロプラスチックが生態系に

影響を及ぼすのではないかとの不安があること

から、世界的にも環境問題として取り上げられ

ることが増えていると認識しております、

そうした中で長崎県では、大村湾のマイクロ

プラスチックの調査などを実施されているのか、

お尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）マイクロプ

ラスチックについては、本県に多くの海洋プラ

スチックごみが漂着することや陸域からの流出

もあることから、その実態の把握が必要と考え
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ております。

県では、令和5年度から3年間の計画で、大村
湾を含めた県内海域10か所におけるマイクロ
プラスチックの量を調査しており、まずは県内

での現状把握に努めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） （2）漁獲量の推移と水
産業振興に必要な漁場環境の改善に向けた取組

状況。

大村湾の水質は良くなっているということは

わかりました、CODの観点からはですね。
次に、水産業についてですが、地元漁協にお

話を伺うと、大村湾内の漁獲量は減少している

と聞いております。先ほどのお話のように、水

温が一番の原因ではないかとおっしゃっていま

したけれど。

そこで、大村湾での漁獲量の推移は、そもそ

もどうなっているのか、また、大村湾は、閉鎖

性が強く、海底に陸由来のごみなどがたまりや

すく、漁場環境の維持、改善が必要と考えてお

りますが、県はどのような取組を行っているの

か、併せてお尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君）大村湾沿岸の漁港等

での水産物の陸揚げ量は、令和4年で438トンで
あり、10年前から675トン減少しております。
閉鎖性が強く水深が浅い大村湾は、海底にヘ

ドロやごみなどが堆積しやすく、このことが魚

介類の生息環境に影響を及ぼし、陸揚げ量減少

の要因の一つであると考えております。

県では、漁場環境を改善するために、堆積物

除去や海底耕うん、アマモの移植などに取り組

んでいる漁協や漁業者等の活動組織に対し支援

を行うとともに、水産試験場などが海域の水質

や底質の調査を実施し、海底耕うんの効果把握

を行っているところです。

今後とも、漁場環境の改善に向けた取組を進

めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君）事前に少しやりとりをさ

せていただいたので、漁獲量について、先ほど

のお話だけだとわかりづらいと思いますので、

パネルをご用意いたしました。（パネル掲示）

ご覧ください。

こちらが漁獲高で、黄色の一番上が海藻です。

その下が貝類、ナマコも入るというお話だった

ですかね、グレーが、その下が、貝類は普通の

貝ですね、そして魚類が一番下ということで、

これを見ると大分、3分の1ですかね、平成24年
から比べると大分減っていると。

本当は、これを私も、水質であるとか水温と

か、そこと漁獲高の相関関係とかを確認するよ

うな一般質問をしたかったんですけれど、なか

なか分析が難しいというところもありましたの

でですね。

だから、今後は、なぜ陸揚げ量が減少してい

るのか、その原因の分析と、先ほどご答弁いた

だきましたけれども、その対策の立案、実行に

向けて動いていただけるようにお願いいたしま

す。

例えば、漁師が減っているのが原因なのか、

漁師は減っていないけれど、魚が減っているの

か、魚が減っているとして、漁場環境の影響が

一番大きいのは何なのか、先ほどの話だとヘド

ロとかでしたけれども、そういったところの分

析ですね。

漁場環境の改善についても、藻場の再生を含

め、様々な技術を用いた環境改善に対するサポ

ートをお願いしたいと思います。そうしたこと

を頑張っていらっしゃる町議の皆さんもいらっ
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しゃるからですね、お願いします。

3、介護問題について。
（1）訪問介護における人材確保等。
7月26日付の朝日新聞で、介護事業者、特に、

訪問介護事業者の倒産が増えており、その原因

は、今年度の介護報酬のマイナス改定や深刻な

人材不足という記事が載っていました。

サービス提供に必要な人員がいなければ事業

所の運営を継続できないため、特に、人材確保

が重要だと考えていますが、新聞記事では「ず

っと求人を出しているが、応募がない」とも述

べられており、本県の訪問介護も同様の状況に

陥っていないか、危惧しております。

本県における訪問介護の現状に対する県の認

識をお尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田淳一君） 訪問介護は、本

県でも毎月約1万人の方が利用されており、高
齢者が、できるだけ長く住み慣れたご自宅で生

活をしていただくための重要なサービスである

と認識しております。

本県の訪問介護事業者数は、令和6年4月現在、
354か所であり、本年4月の介護報酬改定以降に
は、廃止された事業所が9か所であるのに対し、
新規に指定された事業所が11か所と、事業所が
2か所増加している現状にございます。
また、本県における訪問介護員の有効求人倍

率は、令和5年度には9.53倍であり、全職業の有
効求人倍率1.21倍と比較して非常に高い状況に
ございます。

関係団体との意見交換などによりますと、訪

問介護事業所の運営に当たり、新規採用が困難

なことによる人手不足や、職員の高齢化などに

より、サービス継続が難しくなっていることが

課題として挙げられております。

県といたしましては、国に対して、訪問介護

員の給与改善につながる介護報酬の見直しを引

き続き求めるとともに、採用者の増加に向けた

事業所の支援などを行ってまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 本県においても、訪問介

護の人材確保が困難になっているという実情は

理解いたしました。

本県においては、これから生産年齢人口の減

少も深刻になってくるため、事業者の努力だけ

で人材を充足することは困難であり、県として

何らかの支援が必要ではないかと考えます。

そこで、県として、訪問介護の人材確保にど

のように取り組んでいるのか、お尋ねいたしま

す。

〇副議長（吉村 洋君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田淳一君）訪問介護を担う

人材の確保を県が支援することは、県民が安心

して訪問介護を利用するために必要なことであ

ると認識しております。

県といたしましては、訪問介護員として働く

ために必要な資格を無料で習得できる研修を実

施いたしまして、研修受講中に訪問介護事業所

との面談の機会を提供する新規事業を今年度か

ら実施しております。

さらに、その事業において、研修受講者を採

用した事業所には、一定期間、先輩職員が新規

採用職員に同行するための費用を県が補助する

ことにより、一人で利用者宅を訪問するという

就業後の精神的な負担を軽減するための支援を

行っているところです。

これらの取組が、訪問介護事業所の新規採用

者の増加につながるよう、引き続き関係団体と

連携し努めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
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〇８番（冨岡孝介君）新規事業を実施している

というお話と、最初の質問に対するご答弁で、

国への要望も今後引き続き行っていくというこ

とでございました。よろしくお願いいたします。

4、自治体情報システムの標準化・共通化に
ついて。

（1）標準化・共通化の主な目的と県の役割。
我が国においては、行政サービスの多くを地

方公共団体が提供しており、それらを支える地

方公共団体の基幹業務システムは、これまで各

自治体が個別に開発し、カスタマイズを行って

まいりました。

しかしながら、1つ目、維持管理や制度改正
時の改修等において、地方公共団体は個別対応

を余儀なくされ負担が大きいこと、2つ目、ク
ラウド利用が円滑に進まないこと、3つ目、住
民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全

国へ普及させることが難しいことなどが課題と

なってきたところです。

このため、国は、令和3年に制定した「地方
公共団体情報システムの標準化に関する法律に

基づいて基本方針」を策定し、国民が行政手続

において情報通信技術の便益を享受できるよう、

地方公共団体情報システムの標準化の取組を推

進することといたしました。

現在、自治体情報システムの標準化、共通化

については、県内市町においては、それぞれベ

ンダーと調整を行い、ガバメントクラウドへの

移行を中心に取り組んでいるところであります。

しかし、移行に当たり費用面の課題があると聞

いています。

また、国は、令和7年度末までの標準化移行
を目標としていますが、ガバメントクラウドの

活用が進まない、あるいは期限までに間に合わ

ない自治体があるのではないかといった懸念も

あり、何らかの対策が必要と考えられます。

まずは、標準化、共通化の意義や県の役割に

ついて、お尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）自治体情報システ

ムの標準化、共通化は、国が定めた標準仕様に

のっとり、税や福祉等の基幹業務システムの共

同利用や、国が構築したクラウド等の活用によ

り、情報システムを各自治体が個別に開発する

ことなく、地域の実情に即した住民サービスの

向上が図られるよう、人的・財政的負担を軽減

するとともに、新たなサービスの迅速な展開を

可能とすることを目的としております。

国の規定上、情報システムの標準化につきま

しては、各自治体は原則として令和7年度まで
に移行することとされており、県の役割としま

しては、市町への必要な助言、情報提供等のほ

か、広域自治体として、市町の基幹業務システ

ムの標準化、共通化の進捗管理や、国と市町と

の連絡調整に努めることとなっております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 目的と役割について、お

話しいただきました。

（2）市町の進捗状況。
標準化、共通化にかかる県内市町の取組状況

はどのようになっているのか、この点について

もお尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）県内の市町のうち、

本年8月末時点で17の団体が、移行期限の令和7
年度末までに標準準拠システムへの移行が完了

する見込みであります。

残りの団体は、情報システム開発事業者の人

員不足などにより、期限までの移行が難しい状

況であり、これらの団体については、国と調整
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のうえ、令和8年度以降に移行することとなっ
ております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 残りの団体というと、4
団体になりますか。（発言する者あり）承知し

ました。

4つの団体がまだということで、これは先ほ
どのお話のように、大分、国からの補助という

か、どんと出るものですから、この点について

はやはり、できるだけ早くというお話だと思い

ます。

（3）県による市町への支援。
そうした観点から、市町によっては、財政的

な負担や人的な支援、技術的な支援も必要では

ないかと感じています。

県では、市町の情報システムの標準化・共通

化に対する支援として、どのようなことを行っ

ているのか、お聞かせいただけますか。

〇副議長（吉村 洋君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君） 標準化・共通化の

主な課題としましては、移行に際し多額の費用

がかかることが挙げられますが、標準化・共通

化に伴う情報システムの移行経費については，

国が負担することとされており、県としまして

は、市町のニーズを把握し、国に対して必要な

財政措置を講じるように働きかけを行っている

ところであります。

また、移行作業を進める中で、市町において

移行に伴う技術的な確認事項等も生じることか

ら、本年2月と6月には、県内市町担当課長と国
の担当者による直接の意見交換を行う場を設け

るなど、国と市町の連絡調整等を行っていると

ころであります。

こうした取組を通じながら、引き続き、市町

の円滑な移行を支援してまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） そういう、国との間に立

っていろいろ調整と、これからも円滑な移行を

支援していくということで、よろしくお願いし

ます。

5、カスタマーハラスメントについて。
（1）現状認識。
一部報道によると、厚生労働省が企業に、カ

スタマーハラスメント対策指針の制定の義務づ

けを検討しているとのことでした。民間同様、

県庁内においても対策を進める必要があると考

えます。特に、皆様は毎日、県民のために一生

懸命に頑張っていらっしゃる、皆様がしっかり

と働けるようにするためにですね。

そこで、これまで県庁内で発生したカスタマ

ーハラスメントと思われる事案を把握している

のか、お尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）県庁内のカスタマー

ハラスメントにつきましては、今年度、全所属

を対象に実態調査を行ったところ、65の所属か
ら、令和5年度中にカスタマーハラスメントに
当たると考えられる行為の被害があったとの回

答がございました。

被害の内容としましては、暴言や説教、複数

回に及ぶクレーム、長時間のクレームや居座り

といった回答が多くを占めているところでござ

います。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君）しっかりとそういった調

査を行っていて、暴言や説教が多いというお話

でございました。

（2）現在の取組み。
県庁として、職員をカスタマーハラスメント
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から守っていくための対策として、今、県庁で

取り組んでいることはございますでしょうか。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）全庁的なカスタマー

ハラスメントへの対策としましては、SNSで職
員の氏名が掲載される等の被害防止の観点から、

昨年12月に、職員の名札の表記をフルネームか
ら名字のみに変更しています。

また、一部の職場において、啓発ポスターを

窓口に掲示するなどの取組がなされていますが、

先ほど申し上げました今回の実態調査を活用し

ながら、個別職場での具体の取組状況について、

今後、詳細を確認していくこととしております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） （3）今後の取組み。
一般的なカスハラ対策としては、マニュアル

整備や相談窓口の設置、研修実施などがあると

思いますが、私は、まずは職員にカスタマーハ

ラスメントの定義を理解してもらい、それらに

どう対応するのかというものを身につけてもら

うための研修の実施にも取り組むべきかと考え

ております。

今後、県庁において、そうした研修を実施す

るお考えはございますでしょうか。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）今回の実態調査にお

いて、今後、全庁的に取り組むべき具体の対策

についても所属の意見を確認しており、その中

で研修の実施を求める意見もございました。

カスタマーハラスメント対策については、職

員研修をはじめ、マニュアルの整備や相談窓口

の設置等、様々な取組を実施していく必要があ

ると考えておりますが、所属からの意見や他県

等の事例も参考にしながら、速やかに着手でき

るものから取組を進めてまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 引き続き、よろしくお願

いいたします。

6、フリースクール等に対する支援について。
（1）先進的な取組み（信州型フリースクー

ル認証制度）。

山村議員の質問、答弁を受け、不登校児童生

徒の支援について、お伺いいたします。

2022年度の小・中学校の不登校児童生徒は、
29万9,048人と過去最高となる中、多様な教育
機会の一つとして注目されているのが、フリー

スクールの存在です。

フリースクールとは、一般に、不登校の子ど

もに対し学習活動、教育相談、体験活動などの

活動を行っている民間の施設をいうとされてい

ます。

文部科学省の調査によると、フリースクール

の会費は平均月額3万3,000円かかるため、保護
者の負担は大きく、家庭の経済状況が苦しいと、

より教育機会にアクセスしにくい状況になると

言われています。

以前より、地元のフリースクールなどの運営

者の方々から、支援の必要性を伺ってまいりま

した。フリースクールを支援することが、フリ

ースクールに通う子どもたちの保護者を支援す

ることになり、ひいては不登校に悩む子どもた

ちを救うことになるのではないかと考えており

ます。

そのような中、長野県として全国に先駆けて

取り組み、2024年4月からスタートした「信州
型フリースクール認証制度」と呼ばれるものが

あることを知りました。長野の信州では結構、

そういった先進的な取組をされていると伺いま

した。
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そこで質問です。

「信州型フリースクール認証制度」について、

県としてどのように認識しているのか、見解を

お尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）本県におき

ましても不登校児童生徒は大変増加しておりま

して、その支援につきましては、フリースクー

ルなどの民間団体でも様々な取組がなされてお

ります。このため、こうした団体と連携をいた

しまして、不登校児童生徒に対する多様な教育

機会を確保することは大変重要であると考えて

おります。

ご質問の「信州型フリースクール認証制度」

につきましては、一定の基準を満たすフリース

クールなどの民間施設を、「居場所支援型」と

「学び支援型」という2つの類型によりまして
長野県が認証し、必要な支援などを行う制度と

いたしまして、今年度、令和6年4月に創設され
たものと認識をいたしております。

本県といたしましては、こうした他の自治体

の動向も注視をしたうえで、まずはフリースク

ールとの連携協議会などを通しまして、その実

態について情報収集を積極的に行い、また、市

町教育委員会とともに、民間などの関係機関と

の連携強化にしっかり努めてまいりたいと考え

ております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君）これまで長崎県も取り組

まれてきたように、とにかく子どもたちファー

ストで、子どもたちの教育の場、学びの場、そ

うした不登校に苦しんでいる子どもたちが、一

人でも心が和らぐようにお願いできたらと思い

ます。

7、難聴対策について。

（1）補聴器購入補助。
こちらにつきましては、昨年9月定例会の一

般質問でも取り上げましたし、ほかの議員の皆

さんも取り上げていますけれども、補聴器導入

費用の補助について質問させていただきます。

昨年度、難聴高齢者の補聴器購入費用の補助

について、認知症予防の観点から質問をさせて

いただきました。エビデンスは確立しておらず、

国の動向を注視するという県からのご答弁でご

ざいました。

冒頭に述べたとおり、EBPMによる施策の推
進は大切です。そして、私自身は、前回の一般

質問の時には取り上げることのできなかった、

フランク・リン教授により2023年のランセット
に掲載された、ハイリスク群への聴覚的介入で

認知機能低下48％抑制されたと、要するに補聴
器をつけたら認知症になりにくくなったという

ような研究報告などから、エビデンスは認めら

れるものと信じています。

また、仮に認知症予防の観点からのエビデン

スが認められないとしても、難聴については、

1つ目、認知症だけでなく、2つ目、就労への影
響、3つ目、社会的交流などに着目した海外の
研究事例もあることから、国による効果検証や

施策を待つのではなく、知事が医師である本県

が先頭に立って補聴器購入補助を進めてもよい

のではないかと考えています。

認知症予防、医療費や介護費用の削減につな

がると考えられる、65歳から大体80歳代までの
高齢者を対象に、県独自で補聴器購入費補助が

できないか、改めて質問させていただきたいと

思います。

〇副議長（吉村 洋君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田淳一君） 難聴は、認知症

のリスク要因の一つでございまして、高齢者の
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生活や社会参加に影響を及ぼすとされておりま

すが、補聴器をつけることでリスクが低下する

ことを示すエビデンスは、現時点で確立された

状況ではないと認識しております。

県といたしましては、補聴器使用の効果が明

確に実証されておらず、国による支援策がない

中で、県が独自に補聴器購入を支援することは

困難であると考えており、引き続き、国の動向

を注視してまいりたいと存じます。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 部長、ありがとうござい

ます。前回と似たようなご答弁でございました。

現在、日本で、都道府県主体で補聴器助成が

行われているのは東京都です。ここは豊富な財

源があるからと、一般的には短絡的に考えられ

るかもしれませんが、補聴器助成で軽度・中程

度難聴者の補聴器の装用が進み、就労継続や再

就職可能となる60歳代から80歳代を考えると、
生産年齢人口が増加し、多額の税収も期待され

るところと思います。このあたりも、先ほどの

EBPMの観点から、県と連携しながら、いろい
ろとデータ等分析をしていただきたいと思うん

ですけれども、東京の優秀な60歳代から80歳代
は、どのくらいの数になるでしょうか。相当な

数だと思います。長崎県にも、三菱重工や三菱

電機など、世界に最たる優秀な人材が定年退職

し、この60歳代から80歳代の人口の中に数多く
含まれています。人口減少、高齢化が続く本県

において、高齢者の軽度・中程度難聴者対策は、

認知症予防やフレイル対策、生産が実際に可能

な人口の増加が大いに期待できる政策であると

考えています。

身体障害者手帳に該当せず、補助を得られな

い軽度・中程度難聴の方々への補聴器助成は有

用な政策であると考えます。長崎県も、優秀な

60歳代から80歳代は多いわけですので、ならっ
て改革をすべきであると、改めてご意見、要望

させていただきます。

8、広がる、繋がる道路について。
（1）西彼杵道路。
こちらにつきましては、昨年9月定例会での

パネルを使って、改めてパネルだけお見せして、

進捗状況を伺いたいと思います。（パネル掲示）

皆様、こちらの図を思い出してください。西

彼杵道路です。佐世保からずっときて、時津の

あたりまできて、滑石のあたりまできて、それ

が長崎南北幹線道路網までつなげますと松山の

方まで行くという、こちらのところです。

特に、我々、本日お越しの時津の方々も、こ

のアクセス道路の近辺にお住いの方々もいらっ

しゃいます。

こうした西彼杵道路の進捗状況について、お

伺いできたらと思います。特に、この近辺につ

いて、お願いいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 今、パネルで映して

いただいたところは、若干南の方になりますけ

れども、西彼杵道路につきましては、時津工区

が昨年2月に完成しまして、現在は西海市にお
いて、大串－白似田バイパスの事業を進めてお

ります。これまでに測量、調査、設計に着手し

ており、今年度はその進捗を図っております。

また、未着手区間のうち長崎市長浦町から日

並インターチェンジ間につきましては、今後の

事業化に向けて、今年2月から環境影響評価の
手続に着手したところでございます。

引き続き、西彼杵道路の着実な整備促進に努

めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 引き続き、よろしくお願
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いします。

（2）長崎南北幹線道路。
こちらについても、その進捗について、お聞

かせいただけたらと思います。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）長崎南北幹線道路の

茂里町から滑石工区につきましては、トンネル

や擁壁など、主要な構造物の設計が完了したと

ころでございます。

これによりまして道路に必要な区域が明確に

なりましたことから、今年7月に都市計画の変
更手続に着手しており、11月末には完了する予
定でございます。

来年度は、用地測量が完了した箇所から順次、

用地交渉に着手したいと考えております。

また、滑石から時津町野田郷間のアクセス道

路につきましても、現在、用地測量を進めてお

り、年明けから用地交渉に着手する予定であり

ます。

引き続き、長崎南北幹線道路の整備促進に努

めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） よろしくお願いします。

（3）国道207号。
こちらについても、昨年の部分を思い出して

いただけたらと思います。長与町から諫早に至

る、この部分です。こちらの進捗状況について

もお尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君） 国道207号の堂崎拡
幅につきましては、延長840メートルの区間に
おきまして現道拡幅事業を進めております。

今年度は、塩床側の拡幅済み区間に続く120
メートル区間の拡幅工事に着手するとともに、

残る区間の用地取得を進めております。

今後も地域の協力を得ながら、事業の推進に

努めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） 以上、3つの道路につき
ましては、主要幹線道路として、本当に地元の

方々からの強いご要望があります。諫早の議員

からも同様のご要望、進捗をしっかり進めてく

れというお話がありましたけれども、どうか、

これからもしっかりと進めていただけたらと思

います。よろしくお願いいたします。

9、フューチャーデザインについて。
（1）県の見解。
冒頭に取り上げたEBPMとともに、県の政策
立案の際に参考にしていただきたいという思い

から、フューチャーデザインという思考につい

て紹介させていただきます。

このフューチャーデザイン、令和4年秋の財
務省の財政制度等審議会において取り上げられ、

その建議にも盛り込まれておりますが、現在の

様々な課題に対し、現役世代だけではなく、そ

の影響が及ぶ、例えば10年から20年後の将来世
代の立場も踏まえて議論しようとする新しい取

組となっております。

もう少し詳しくご説明しますと、現役世代の

私たちが未来にタイムスリップして、未来人に

なったつもりで明るい将来を想像し、それを実

現するために現役の私たちがどのような行動を

とればよいかの議論、提言する考えとなってお

ります。

このような議論を通して、特に、財政や社会

保障など現役世代が先送りにしがちな問題や分

野において、持続可能性の高い選択をする傾向

が強まるのではないかと考えております。

フューチャーデザインについては、私自身も

勉強途中であり、全国の事例なども含めて、も
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う少し見識を深めていきたいと考えております

が、印象としては、将来を担う若者の皆さんの

関心が高まり、自分ごととして様々な課題を捉

え、行動変容につながっていくことが期待でき

るのではないかと考えております。

そこで、まず、フューチャーデザインに対す

る県としての率直な見解をお尋ねいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）フューチャーデザ

インの思考は、将来世代が現在の政策決定に意

思を反映できないという問題意識に立ち、現世

代が将来世代の利益のために考え、行動ができ

る社会の仕組みをデザインするものとされてお

り、国や基礎自治体などで議論が行われている

ところであります。

本県としましても、今後、人口動態や技術革

新、気候変動など社会経済情勢の変化が見込ま

れる中、未来を見据えた視点を持って政策論議

を行うことは、意義深いものではないかと認識

をしております。

そのため、次期総合計画の策定をはじめ、政

策形成や施策構築に当たっては、こうした未来

志向の視点を意識しながら臨んでまいりたいと

考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。
〇８番（冨岡孝介君） ご答弁としては、総合計

画などにも少し盛り込んでいただけるかのよう

に聞こえました。ありがとうございます。

（2）ビジョン（未来大国）。
昨年度末に県が策定された「新しい長崎県づ

くりのビジョン」では、県民の皆さんが「こう

なったらいいな」と思う概ね10年後のありたい
姿を、「こども」、「交流」、「イノベーショ

ン」、「食」の4つの分野で描いています。ま
さに未来志向の考え方が取り入れられているこ

とから、フューチャーデザインの思考と同じ方

向性ではないかと考えます。

そこで、今後の社会変化や議論の進展に伴っ

て、ビジョンを改訂するような場面が訪れた際

には、フューチャーデザインの手法を取り入れ

ることで、県民の皆さんを巻き込み、当事者と

しての関心を高める議論ができると思います。

知事は、どのようにお考えなのか、お尋ねい

たします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）「新しい長崎県づくりの

ビジョン」に掲げたありたい姿の実現に向けて

は、県民の皆様と一緒に、本県の将来について

考えて、未来志向で議論して、そのうえで思い

を一つにし、また、それぞれの立場で自分ごと

として実践していただきながら有機的に連携し、

取組を進めていくことが重要であると認識をし

ております。

そのため、ビジョンの策定に当たりましては、

県民の皆様に本県への誇りや未来への期待感を

持っていただきたいという思いから、将来を担

う若者も含め、様々な方々との意見交換や議論

を重ねてきたところでございます。この点につ

きましては、フューチャーデザインの思考とも

親和性があるのではないかと考えております。

今後、ビジョンの実現に向けて取組を進める

中で、ご提案の趣旨も踏まえ、最先端のテクノ

ロジーが普及、拡大している未来等を想像しな

がら、課題や施策の内容に応じて、庁内外の将

来世代の視点や意見も取り込みながら、力を注

いでまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。

〇８番（冨岡孝介君）知事も一定ご理解いただ

いて、未来志向でいこうというお話でありまし

た。
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10、知事の政治姿勢について。
（1）知事という立場をどのように理解され

ているのか。

ここを、私もこの日まで、どのような質問を

しようかと、いろいろと考えてきました。私も

最初は、様々なお話が取り上げられる中で、何

というか、知事にしっかりと問いただすみたい

な方向でいこうかとも考えましたけれども、や

はり基本は、私もそうですし、大石知事もそう

ですけれども、県民にとって何が一番いいのか

という観点だと思いますので、私もその観点か

ら、最後のところを、知事からお話がありまし

たが、未来志向で明るく、結局私らが明るく元

気に、特に、知事はリーダーですので、引っ張

っていくしかないから、そうした観点から、幾

つか質問をさせていただきます。

知事の政治姿勢について、知事という立場を

どのように理解されているのか、お尋ねいたし

ます。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 知事の役割としては、長

崎県の発展のために、まずしっかりと力を尽く

すこと、そして、県民の皆様が安全・安心に暮

らせる社会づくりを進めていくかじとり役だと

いうふうに認識をしております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。

〇８番（冨岡孝介君）かじとり役ということで

すね。最初は、どういうふうにご答弁いただけ

るかなと、ずっと地方自治法を読まれるのかな、

それとも何かこうなのかなと思っておりました

が、かじとり役という一言でいただきました。

いろいろと定義もあるし、自治体行政における

最高責任者とか、いろいろありますけれど、ち

ょっと後のところで、また触れさせていただき

ます。

質問の2つ目、知事に投票した県民の皆さん
は、知事に対し、人間性を含め、何を求め、何

を期待されていたとお考えなのか、お尋ねいた

します。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）私が選挙の際に訴えさせ

ていただいたこと、これは新しい長崎県をつく

るということでありました。

投票いただいた県民の皆様が、どういう思い

で応援してくださったのか、それについてはっ

きりは、自分について推しはかることはできま

せんけれども、そういったことを訴えて選挙を

戦わせていただきましたので、そのことを踏ま

えて、変化であるとか、変革であるとか、そう

いったものに対する期待、私は政治経験がない

という立場でもございましたけれども、そうい

ったことを踏まえても、そういったものを求め

られたのかというふうには考えております。私

自身、今現在、現時においても全国で一番若い

知事でもございます。そういった年齢に対する

期待といったものもあったのではないかと思い

ます。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。

〇８番（冨岡孝介君）若さに対する期待という

形で最後をまとめていただいたかと思います。

質問の3番目、そうしますと、先ほど述べら
れた知事としての立場、役割を、現在、果たせ

ているとお考えでしょうか、この点について、

お聞かせいただけたらと思います。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私自身、大変至らない部

分も多々あるというふうに認識をしております

けれども、就任してこれまで、本当に課題が山

積するこの長崎県において、その諸課題に対し

て、県民の皆様と、また職員と一丸となって、
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一つでも多く、一日でも早く解決できるように

取組を進めてきたところでございます。

ですけれども、今議会でも質問に挙がりまし

たけれども、マニフェストの進捗状況等々のご

指摘もございました。まだまだ取組を進めてい

るものもございます。そういった中で、まだま

だ道半ばだというふうに考えております。

私としては、引き続き、これまでどおりしっ

かりと、そういった課題解決に向き合いながら、

全力で県勢の発展に向けて取組を進めていきた

いと思っております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。

〇８番（冨岡孝介君） 何か、少しずつ元気がな

くなってきたような感じですね。

昨日の被爆体験者の質問だったですか、その

瞬間、知事は、ものすごく何か気持ちがぐっと

入って、伝わってきたという感じがしたんです

よね。そんな感じで、心が伝わるように、お互

いに頑張っていけたらと思いますけれども。

私がいろいろと述べたところで、私も本当、

政治経験もまだ短いですし、あまり説得力もな

いので、過去の偉人というか、孔子の言葉を、

どういう質問をしようかと考えながら、なかな

か出てこない時に、この言葉が思い浮かんだん

です。「民、信無くば立たず」、これ、結構、

最近の政治家たちも、手垢にまみたような言葉

になっているかもしれませんけれど、これの意

味が、幾つも解釈はあるんですけれど、これは

どういうお話かというと、県民の皆様もいらっ

しゃいますので。

昔、孔子という偉い先生がいて、お弟子さん

もたくさんいる中で、優秀なお弟子さんが、「先

生、政治にとって一番大事なものって何でしょ

うか」と、孔子が、「3つあるよ、1つは軍備だ」、
軍備だから軍隊、防衛ですね。「2つ目は食料

だ。もう1つが信頼だ。民からの信頼だ」と言
った。お弟子さんが、「先生、その中で、まず

どれか取り外していいとしたら、どれですか」

と言ったら、「うん、軍備だ」と、「そうです

か。そうしたら、もう１つ取り外して、最後に

残さないといけないものは何でしょうか。何を

取り外していいですか」と。

ここで、食料が命にとって一番大事だから、

食料かなと思ったら、「取り外していいのは食

料だ。最後に、とにかく政治にとって大事なの

は信、民、信無くんば立たず、信頼が政治にと

って一番のものだ」と、そういうお話でござい

ました。

ここから、ちょっと私の質問というか意見と

かになってしまうかもしれません。何かござい

ましたら、議長も止めていただけたらと思うん

ですけれども。

私のイメージはですね、県知事ってどうなん

だ、どういう立場なのか、本当に絶大な権限が

あるんですよね、私もずっと見てみたら、絶大

な権限の意味は、大統領制と比べても、予算が

伴うような、いろいろ議案の提出などは知事が

できて、こっち側って、チェックしたりとか、

チェックだけではないですけれど、いろいろで

きはしますけれども、知事には絶大な権限があ

るところでございます。

そうした知事のイメージというのは、今、ど

ういう立場というか、知事の席に座っていらっ

しゃるんですよね。

これも、少し映していただけたらと思うんで

すけれども、（本掲示）トマス・ホッブズの「リ

ヴァイアサン」という本に、ぱっと見たら王様

みたいな人が立っていて、右手に剣を持って、

左手に杖ですかね、持っていて、体をずっと見

ると、一人ひとり人間が入っているんですよね。
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だから、私、この質問を準備する中で感じた

のは、今、知事は県のトップ、行政のトップと

いう言い方をしましたけれど、高い場所に今、

座っていらっしゃいます。ただ、その高い場所

に座っている、その土台を見ると、土台は一つ

ひとつ四角、箱みたいになっていて、前回の選

挙の結果というか、選挙の投票とかの箱がずっ

と積み重なっている。その中に入っているエネ

ルギーというのは、私らの信頼、信任とか、そ

ういうところなのかなというイメージでいます。

それで知事は、さっきの大きな人造人間、ガ

ンダムみたいなものを想像してもいいですけれ

ど、そこの頭の部分にいらっしゃって、両副知

事が、鎖骨のあたりにいるのか、それとも一緒

に脳の中にいらっしゃるのかわかりませんけれ

ど、そういった形でサポートして、この体全体

は県庁の皆さんが一人ひとり動いている、強大

な県庁ロボットというか、県庁人工生命体とし

て動いていらっしゃいます。

知事、そうしたエネルギーというのが、まさ

に県民からの信頼です。あまりいろいろ言いた

くはないですけれど、今、どういう状況なのか

といった時に、表現としては「県政の停滞」と

いう言葉が、いろんな皆さんからもありますし、

マスコミなどからもございますけれども、県政

の停滞とは具体的にどういうことかなと思った

時に、5つぐらい関与するものがあって。
1つは、まずとにかく県民であると、2つは、

県民の代表者である我々、議会であると、そし

て、後ほどもお尋ねしようと思ったんですけれ

ども、こうした情報を流すマスコミの皆さん、

そして関係者団体であるとか、国、ほかの県と

か、あるいは政策の際に交渉をしないといけな

い方々が4つ目、5つ目に県庁の職員さんたち、
こういった方々が関与して、県政の停滞である

か、県政が動いているのかというのが決まって

くるんだと思います。

その観点から、我々議会で言うと、今こうし

て時間を使っていますけれども、議会からの信

頼であるとか、そういうのが大切になってくる

のではないかと考えています。

そこで、先ほど県庁職員のお話もありました

けれど、ご自身への信頼の程度を把握するため

にも、まずは県庁職員の皆さんにアンケートし

て、改めて自分の置かれている現状を把握して

みるということはいかがでしょうか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず初めに、先ほどいた

だいたご質問で、少し声が低かったとお話があ

りましたけれど、失礼いたしました。

今、お話の中で、信頼の大切さをご指摘いた

だきました。これは私も非常に重要だと思って

います。

先ほどの答弁の中で、課題が山積する長崎県

において、これを職員と、また県民の皆様、関

係の団体の皆様と力を合わせて解決、同じ方向

を見て取組を進めていかなくてはいけないとい

うことを申し上げました。そのことについては、

本当に信頼が基になってつながっていくことだ

と思っておりますので、その観点からもお答え

をさせていただきたいと思います。

今、ご指摘をいただいた信頼をはかるため、

把握するためにアンケートをというお話がござ

いました。県政推進に当たっては、先ほど申し

上げたとおり、職員の皆さんと意識を共有した

うえで意見交換、ディスカッションを行って施

策を構築、また実行していくといったことが重

要だと考えております。そのために、これまで

も機会を捉えて、幹部職員だけでなく、若手の

方々も含めて意見交換等を行ってきたところで
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ございます。

現時点でアンケートについては考えていませ

んけれども、引き続き、職員の皆様の声を聞く

機会といったものは大切にしながら、また意識

しながら設けていって、信頼を築けていけるよ

うに意見交換に努めていきたいと思っています。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。

〇８番（冨岡孝介君） 知事は、今、県政が停滞

しているとお考えですか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 今回、一連のことで、質

問の中でもありましたけれども、一部、例えば

国土強靭化の要望を延期してしまったこととか、

またNPTに関しましては代理で出席になりま
した。そういったところについて影響があった

ことは事実だと思いますけれども、それ以降に

ついて、庁内の行事であったりとか、それ以外

のことについても支障は来さないように、私と

して全力で取り組んでいる状況だと認識をして

います。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。

〇８番（冨岡孝介君） さっき、5つ、県民、議
会、マスコミ、関係団体等、国、それと県庁職

員と並べさせていただきましたが、先ほどご答

弁いただいたのは関係団体とか、そういうとこ

ろの話だったと思います。

それに対して、議会は停滞しているとお考え

ですか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）私の一連のことについて

ご質問いただいている、時間を使っていただい

ているといったことは事実だというふうに思っ

ております。

私としては、しっかりと説明をしながら、ご

理解をいただく努力を続けて、まずは県政を、

それを踏まえて前に進めていけるような努力を

していかなければいけないと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。

〇８番（冨岡孝介君）長崎も様々な課題が山積

していると知事も何度もおっしゃっています。

知事が動かれて何か交渉したりとかする時に、

相手方からの信頼も必要になってくると思いま

す。そのあたりの交渉する相手であるとか、要

望相手とか、その辺に対する信頼というものに

ついてはどのようにお考えですか。どういうふ

うにすれば信頼を得られるとお考えでしょうか。

先ほどの5つ、全てでもいいですし、どれでも
いいですけれども、信頼を得るために、どのよ

うにこれから動いていかれればいいと思われま

すか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）これまでも努めてきたと

おり、まずはしっかりと説明を丁寧にしながら、

これまで必ずしも十分ではないというご指摘も

いただいておりますので、そういったご指摘を

真摯に受け止めて、まずはしっかりと説明を丁

寧にしていくということだと思っております。

そういったことを経て、しっかりと信頼関係

を構築しながら、県勢の発展に資するような取

組を私としても全力で取り組んでいきたいと思

っています。

〇副議長（吉村 洋君） 冨岡議員―8番。

〇８番（冨岡孝介君） そうですね、知事、何度

もこれから説明責任を果たしていく。

ただ、今、多分、県民の皆さんも、ここにい

らっしゃる皆さん、先ほどの信頼のエネルギー、

信頼のあれでいくと一人ひとり、皆さんからの

負託を受けて、我々自身も、議会の議員自身も、

その信頼エネルギーの源になっていると思いま

す。このみんなの力を得て知事も、県民からの
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エネルギーも得たうえで、本当に県政をうまく、

先ほどの県庁マシン、県庁人工生命体がうまく

動いていくんだと思います。権限を行使して、

上手に利害分配して、利益を分配してと、その

エネルギーがなくなってしまったら、うまく動

かない、うまく動かないし、知事はそういうお

立場にありますけれども、そもそもなかなか立

てない状況、自分では立てない、元気が出ない、

そういう人たちに我々が、予算なり、あるいは

元気を与える、そういうことを施策としてして

いかないといけない。そのために、信頼エネル

ギーを得ていかないといけない。しかし、それ

が今、なかなかできない状況にあるのではない

かと思います。

その中の一つに、マスコミとの関係というか、

ちょっと気になったのが、昔のツイッターの中

で、新聞記者のお名前を具体的に出して、知事

としては対抗言論としてされたつもりだったか

もしれないけれど、少し名指しで、これは違う

んじゃないか、みたいに書かれたこともありま

した。そうしたマスコミの方々も、プロとして、

県民の知る権利、民主主義に資するために頑張

っていらっしゃるので、そのあたりも結局、マ

スコミの皆様からの信頼、見られ方、そういっ

たところに影響して、今のような状況の一因に

もなっているのかもしれません。そうした国民、

県民の知る権利とか、報道の自由とか、そのあ

たりの大切さも感じていただいたうえで、すみ

ません、なかなか私も思ったほど、まとまりの

ないような質問になってしまいましたけれど。

最後に、今日も後ろに、時津町で一番、大石

知事を応援しているような方々、町議もいらし

ていますけれども、知事が知らないラガーマン

のお一人から、今回、メッセージを伝えくれと

いうことでいただきましたので、読ませていた

だきます。

「世界のラグビー憲章の一つに「規律

（DISCIPLINE）」が掲げられています。まさ
にラグビーの試合で、これが守れなければ、重

いけが人や死人さえも発生し、試合が成立しま

せん。優秀なラガーマンであった大石知事が、

この「規律（DISCIPLINE）」をしっかり守り、
「Go Forward（ゴー・フォワード）」、県民
が幸せ、幸福になるように前に進んでいってほ

しいと私は願っております」。

知事、ちゃんと心から素直に言えば、県民に

も伝わります。私らにも伝わります。伝わった

ら、私らもあなたを支え、そして、県庁職員の

皆さんもあなたを支え、県民のために一生懸命

に頑張っていこうと、そういう気持ちになって

動いていくと思います。それが今できていない。

それを頑張ってください。

それをご要望として申し上げて、私からの質

問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

〇副議長（吉村 洋君） 午前中の会議は、これ

にてとどめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時30分より再開いたします。
― 午後 零時１７分 休憩 ―

― 午後１時３０分 再開 ―

〇副議長（吉村 洋君）会議を再開いたします。

午前中に引き続き、一般質問を行います。

饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。

西彼杵郡選挙区選出、改革21、あいばせんば

こいばせんばの饗庭敦子でございます。

本日、一般質問3日目でございます。皆様の心

に届くように質問いたします。本日、傍聴にお
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越しいただいた皆さん、インターネット中継で

ご覧の皆さん、ありがとうございます。

大石県政への質問は、今回4度目となります。

知事は、任期4年の折り返しを過ぎておりますの

で、知事へ様々な質問をさせていただきたいと

思います。

私は、皆様の声を県政に届け、誰もが笑顔で

暮らせる長崎県、子どもの未来のため、誰もが

生きやすい社会になるよう、誠心誠意取り組ん

でまいります。

それでは、一問一答方式にて質問します。答

弁によっては深掘りをさせていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。答弁におかれま

しては、簡潔で県民の皆様にやさしく、明快な

答弁をお願い申し上げます。

1、知事の政治姿勢について。

（1）政治資金問題と県建設業協会の陳情につ

いて。

県議会では、8月5日の全員協議会で、大石知

事が6月定例会の一般質問で指摘された収支報

告書の286万円の迂回献金疑惑について協議を

行いましたが、ほぼほぼゼロ回答でございまし

た。疑義は深まるばかりでございます。私たち4

会派は、百条委員会設置の動議を出しておりま

す。先日の一般質問でも、この政治資金問題に

ついては、様々質問がありました。それを受け、

県民の皆様からも、説明がまだまだ不十分だと

いう様々なご意見をいただきました。

知事は、286万円以外にも2,000万円の架空貸

付疑惑、特定寄附疑惑、公職選挙法違反、事後

買収など、告発は数件に及んでおります。

また、直近では、県建設業協会の陳情を受け

て公共工事の最低制限価格を引き上げており、

その見返りとして後援会会員を繰り返し集める

よう求めていたとされる疑惑も挙がっておりま

す。

この間、知事は、定例記者会見においても、

詳細がわからないのでコメントできないなど、

説明責任を全く果たしていらっしゃいません。

県民の方々も到底納得できるものではないとい

うふうに言われております。

公職者は、自らの行動と決定に説明責任がご

ざいます。全ての疑惑を質問したいところでは

ございますけれども、時間も限られていますの

で、特に、286万円の迂回献金疑惑、建設業協会

に対する最低制限価格引き上げへの見返り要求

に関する疑惑について、ゼロ回答ではなく、県

民の皆様への明快な説明を求めます。

以上、質問いたします。

この後の質問は、対面演壇席にて質問させて

いただきます。よろしくお願いいたします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 饗庭議員のご質

問にお答えをさせていただきます。

まず、迂回献金についてでございますけれど

も、私は、令和4年の2月当時、後援会の資金管

理については、スタッフに任せきりになってし

まっていたため、この286万円の資金移動の事実

を把握できておりませんでしたし、医療法人か

ら寄附をまず受けようといったような思いは全

くございませんでした。

また、医療法人からの寄附について、先ほど

お話があった8月5日の全員協議会の後に改めて

医師連盟の会長に確認をさせていただきました。

そうしたところ、医師連盟としては、私を応援

してくださる議員が多く所属をする政党の支部

に寄附をしたものであって、私の後援会に資金

が移動されるといったことを意図したものでは

なかったというような回答をいただいておりま

す。
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加えて、そもそものお話でございますけれど

も、私の後援会ですけれども、ご指摘いただい

た286万円について、令和4年中に全額を返金し

ております。これを踏まえて、私が医療法人か

ら寄附を迂回して受領したといったご指摘は、

全く当を得ないものだというふうに思っており

ます。

また、建設業協会についてのご質問もいただ

きました。

建設業協会に対して、応援してくれる関係者

とともに後援会への協力をお願いしたことは、

事実でございます。

ですが、建設業協会に対しまして、最低制限

価格の見直しの見返りとして後援会への入会者

や、また、寄附者の獲得に向けて協力をお願い

したといったことは、一切ございません。

最低制限価格の見直しについては、私が就任

する以前から検討が進められてきた中で、議論

を重ね適正に検討されたものであって、後援会

への協力依頼とは全く関係がないものでござい

ます。

以後のご質問につきましては、自席から答弁

をさせていただきます。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）答弁いただきましたけ

れども、これまでの答弁とほぼ変わりないかと

いうふうに思います。

そこで、ちょっと具体的な内容を聞かせてい

ただきたいと思います。

収支報告書を借入れから寄附に訂正した理由

については、資金移動について確認したが、把

握できていないということで、これまでもずっ

と答弁があったかと思います。

しかしながら、県議の方からは、「大石氏の

選挙コンサルタントの指示で振り込んだ」と回

答されていますし、6月定例会の一般質問の知事

答弁では、「賃借に関しては知事選の選挙コン

サルの提案で違法性はない」というふうに言わ

れております。

この選挙コンサルタントの指示で、この資金

移動をしたのではないかと思いますが、このあ

たりを県民の皆さんにわかりやすくご説明くだ

さい。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、ご質問に端的にお

答えをさせていただきたいと思いますけれども、

弁護士を介してではございますけれども、ご指

摘いただいた当該の選挙コンサルタントに対し

ましても、当然お話を聞いております、資金移

動の経緯について、お話を聞かせていただいて

おります。

私は、説明責任を果たすべく、これまで自分

で、または弁護士を通じてでもございますけれ

ども、当該の県議、また、今お話のあった選挙

コンサルタントの方、医師連盟会長のほか、選

対メンバー、主要メンバーの関係者の方々など

10名近くの関係者の方々に対して、今回の286

万円の資金移動の経緯について、お話を伺って

きたところでございます。

しかし、関係者によっては、当時の記憶が曖

昧であったり、話が違っていたりといったよう

なことがあるのも現状でございます。

例えば、ご指摘いただいた選挙コンサルタン

トの方にもお話を聞きましたけれども、選対本

部の誰かから相談を受けたといったものの、そ

れ以上の記憶はないという回答をいただいてお

ります。

あと、私としては、これまで繰り返し述べて

おりますけれども、県民の皆様に明確な説明を

していきたいと思って努めてまいりましたが、
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それが十分でないというご指摘を今改めて受け

たところだと思います。

それについては、真摯に受け止めたいと思い

ますけれども、これまで10名近くの方々にお話

を聞いたりとか、そういったできる限りの努力

は努めさせていただいたと認識をしております。

そのことについては、理解をいただければと考

えております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）10名近くの方にお聞き

したというところですけれども、その10名の方

は、選挙の選対の中に入っておられた方という

ふうに理解してよろしいですか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先ほど申し上げたとおり、

当該の県議の方、また選挙コンサルタントの方、

医師連盟の会長をはじめ、選対の主要な関係者

でございます。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）その主要な関係者の方

が、その資金移動に関してだけわからないとい

うような状況なのか、選挙の時はいろいろ、様々

な方が関わられると思うんですけれども、資金

移動する場合には、どなたかの指示がないと振

り込んだりしないわけですね。それが迂回して

いるというような状況かと思うんですね。

今回、その286万円は、知事のプレスリリース

だったとかと思うんですけれども、金額が分け

られて振り込まれているということでは、何回

かに分けて誰かが指示をして振り込んだのかと

いうふうに思いますが、そのあたりはいかがで

しょうか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先ほど申し上げたとおり

でございまして、私がこの286万円の資金移動に

関する経緯について、先ほど申し上げたような

関係者の方々にお話を伺ってまいりました。

その中で、記憶が曖昧になってしまっていた

りとか、中には話が違っていたりといった状況

もあるのが現状でございます。

今、ご指摘があった資金移動の手順を誰がや

ったのかとか、そういったところ、詳細につい

ては、私の方では、今、現状で把握をできてお

りません。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） では、疑惑がなかなか

払拭されない中で、今後、その疑惑を払拭する

ために、これから知事は、今聞いた中ではわか

らないという状況かと思うんですけれども、ど

のように疑惑を改善していこうと思っておられ

ますか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）これも繰り返しになりま

すけれども、これまで県民の皆様、議会ももち

ろんでございますけれども、皆様に説明をでき

るようにお話を聞いたりとか、私にできる努力

は努めてきたと認識をしております。

ですけれども、現状で納得のいくお話ができ

ていないといったことは、ご指摘は真摯に受け

止めるしかありませんけれども、それを踏まえ

て私にできる説明を繰り返し丁寧に行っていく

ことだと思っております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）繰り返し丁寧にとは言

われますけれども、ずっと同じ説明で、なかな

か誰もが納得できないようなことかというふう

に思うんですね。

そうした場合に、この間、同僚議員の質問で

もありましたけれども、どんな形かわからない

けれども、説明はする予定だと言われています。
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これまで3か月全くわからなかったことが、今後

1か月ぐらいで明らかにしていくおつもりなの

か。いつ、県民の皆さんに公表して説明しよう

というふうに思って進めておられるのか、お伺

いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先日もご質問いただいて、

お答えをさせていただいておりますけれども、

まず、時期とか形式については、決まったもの

はございませんが、できるだけ早くと考えてお

ります。

お話しさせていただく内容も、できる限りわ

かりやすく、おまとめしたうえで、ご説明をさ

せていただきたいと思っております。そのこと

は精いっぱい努力をしたいということをお伝え

させていただきたいと思います。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） 私ども4会派で、今、

百条委員会設置の動議を上程する予定でござい

ますけれども、それが10月4日、閉会日になりま

すけれども、知事が今言われる説明は、その4

日までにできそうな予定でしょうか、お伺いし

ます。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）可能な限りですけれども、

早期にできるように努力はしたいと考えており

ます。

〇議長（徳永達也君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） ぜひ、その前にしてい

ただければと思います。

もう1点、最低制限価格引き上げについて。こ

の引き上げたこと自体は、おっしゃるよう

に5年前よりされていて、引き上げたこと自体

は、これから、また精査していく必要もあるか

と思うんですけれども、それに対して、やはり

引き上げた、そのすぐ後に後援会への寄附を集

めたということが報道もされております。

その中で、強力な権限を有する知事が、利害

関係者から多額の資金を集めることはあっては

ならないと識者が指摘されていますけれども、

それに対して、知事はどのように考えているの

か、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）先ほども申し上げました

けれども、最低制限価格の見直しに見返りを求

めてやったということは、全くありません。

これまでも私自身も、後援会もですが、法令

にのっとって政治活動を行ってきております。

今回の件もそのようにやってきた認識でござい

ますし、ただ、ご指摘をいただくといったこと

については、真摯に受け止めなくちゃいけない

と思いますし、誤解を与え得るといったことに

ついても、今回ご指摘いただいたことは、真摯

に受け止めたいと思います。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） タイミング的に、その

引き上げた割と直後ぐらいになるかと思うんで

すけれども、そこで、知事が、今までずっとし

てこられたかとは思うんですけれども、後援会

への寄附を改めてまた申し入れをしたというこ

とは、どういう理由があるか、教えてください。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）繰り返しになりますけれ

ども、最低制限価格の見直しと今回の協力を依

頼したといったことについては、全く関係がご

ざいません。

それを申し上げたうえででございますけれど

も、協力を依頼したといったことは、後援会を

しっかり運営していくうえで、安定的に運営の

資金を獲得していく、確保していくということ
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は、非常に重要なことです。

その観点からも、これは一般的な政治活動と

して、会員を募る、また、寄附を募るといった

趣旨での活動でございます。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） その中で、その政治資

金集めの中にLINEのやりとりとかも新聞報道を

されておりますけれども、県議会議員も関わっ

たということが一部で出ていたかと思いますが、

これが事実なのか、何人ぐらいの方と関わられ

たのか、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、事実関係ですけれ

ども、県議に協力をお願いして、その方と同席

をしてお願いをさせていただいたといったこと

は、事実でございます。

そこに何人関わったかということは、その場

面でいうと2名でございますけれども、それは何

らその県議に見返りを求めるといったことをお

願いをして協力依頼をしたといったことは全く

ございません。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）全くございませんとい

うことですが、皆さんから見ると、そういうこ

とが事実上の圧力をかけたのでじゃないかとい

うふうにつながっているということですけれど

も、その同席を求めたのは、知事の方からお願

いして求めたということでしょうか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 私、後援会側の方からお

願いをしたという認識であります。

これ、なぜお願いをしたかということになる

かと思いますけれども、当該県議が、当該協会

が関わる諸課題について、これまで課題解決に

ついて取り組んできたということもございます。

そういった経緯を踏まえて、協会の方々とお

知り合いの方が多いということも踏まえて、こ

れはお願いベースでしかありませんけれども、

協力の依頼をしたという経緯でございます。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） 我々は、二元代表制の

下、行っているわけで、やはり知事と私たち県

議会議員は、緊張感を持ってしないといけない

と思うんですけれども、知事は、今後もいろん

なところで、要望とか要請の時はご一緒にさせ

ていただくかと思うんですけれども、個人的な

ことで今後もそういう形で県議と協力しながら

やっていこうというふうに思われているのか、

お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 二元代表制の考え方、そ

れぞれの代表である知事と、また、県議会側と

いうことを踏まえて、これは県政推進の両輪で

ございますので、ご指摘いただいたように、緊

張感を持ちながら真摯に向き合っていくといっ

たことは、重要だと思いますし、必要なことだ

と思っております。その趣旨を踏まえて、今後、

適正に対応していきたいと思います。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） ぜひ適正に、県民の皆

さんから疑われることのないように、午前中も

ありましたが、信頼性が回復できるようにして

いただければと思います。

（2）県政トップとしての責任。

知事のこの政治資金疑惑で、ずっと説明責任

が果たされていない中、ご承知のとおり、国へ

の要望の取りやめと、NPTの代理出席など、知事

へのレクチャーの日程変更ということがあった

かと思いますが、これが公務に支障が出たとい

う件数と、キャンセル料など追加の支出がどれ
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くらいあるか、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 秘書・広報戦略部長。

〇秘書・広報戦略部長（陣野和弘君）今、議員

からお話がございましたように、国土強靱化に

かかる国への要望の延期、そして、NPT再検討会

議準備委員会が、知事の出席から副知事の代理

出席に変わったという対応などの影響がござい

ましたが、それ以外の庁内の協議、行事につき

ましては、調整を行いながら公務に支障を来す

ことがないように取り組んできたところでござ

います。

また、今お尋ねのキャンセル料などの追加支

出の質問がございましたけれども、これにつき

ましては、今申し上げましたNPTへの副知事の代

理出席に伴いまして19万6,500円のキャンセル

料が発生したところでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） わかりました。

その中で、やはり政治疑惑により県政への影

響は出ていると思うんですね。言われたとおり、

調整はできましたということかというふうに思

いますけれども、そういうことで私たち県議会

としても、ぜひ、県政を早急に正常化していた

だきたい。質問もこればかりするわけにもいか

ないので、そういうところで県政を停滞させた

という責任を知事はどのように認識しているか、

お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、国への要望活動、

またNPTが代理出席になってしまったというこ

とにつきましては、これは県民を代表して、そ

ういった活動をするという立場にありますので、

そのことについて大変申し訳なく思っている次

第でございます。

これにつきましては、反省をして、引き続き、

公務にしっかりと専念することで私の責任を果

たしていきたいと考えています。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） （3）知事の進退。

そういう中で、今後も果たしていきたいとい

うことではございますけれども、やはりトップ

としては何らか責任を取っていただきたいとい

うふうに思っているところです。

そこで、知事のご自身の出処進退をどのよう

に考えているか、今の時点でどのように考えて

いるか、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）繰り返しになりますけれ

ども、現在、私の後援会の資金管理であったり、

収支報告書の記載の内容であったりといったこ

とで、県民の皆様にご心配をおかけしていると

いったことについては、深くお詫びを申し上げ

る次第でございますけれども、県勢の発展のた

めに全力を尽くしていくこと、これについては

全く変わりはありませんので、引き続き、しっ

かりと県勢が発展していくように、私の立場で

全力を尽くしていきたいと思っております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）県勢の発展のために全

力を尽くしていただくとともに、説明責任は必

ず果たしていただきたいと思います。その中で、

場面によっては、また進退を考えていただくこ

とも必要かと思います。

（4）任期4年の折り返しを過ぎた中での選挙

公約の達成状況。

現在、選挙公約に掲げている分で達成できた

項目と達成できていない項目がどのような状況

か、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）マニフェストにおきまし
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ては、県民との対話と行動力の発揮や、子育て

支援と教育環境の充実、世界に発信する長崎県

の取組、新型コロナ対策のさらなる強化などの

政策を挙げております。これまで県議会をはじ

め、市町等とも議論を重ねながら、その実現に

努めてまいりました。

マニフェストの進捗状況のお尋ねがございま

したけれども、現在、約100項目ございますが、

その施策のうち約6割が実施に至ったもの、また

は道筋がつけられたものと認識をしております。

先日もご質問いただきましたけれども、具体

的には県民車座集会の実施や、子育て支援関係

における、例えば高校生世代を対象とした本県

独自の医療費助成制度の創設、不妊に悩む方々

に対する先進医療費の一部助成及び保育士等の

処遇改善を支援する県独自の制度の創設などの

施策を講じてきたところでございます。

また、産業振興面に目を向けますと、スター

トアップ支援の「ミライ企業Nagasakiの実施」、

離島振興面では、「高速船のジェットフォイル

の更新」にかかる施策に取り組むとともに、ま

た、「新型コロナ対策にかかる各種施策」など

にも取り組んできたところでございます。

一方、例えば西九州新幹線のフル規格実現で

あったり、石木ダムの早期完成実現といったよ

うな中・長期的な観点を要する施策がございま

すけれども、そのほか長崎空港の24時間化及び

西九州自動車道路や島原道路などの道路交通ネ

ットワークの整備等についても、実現へ向けて

まだ取組中の項目であると認識をしております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）未達成が40％ぐらいあ

るということですけれども、それはいつまでに

達成する予定か、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）マニフェストに掲げる施

策の中で、現在取り組み中の項目については、

今後の予算編成等を通して重点的に進めていく

施策のほか、西九州新幹線のフル規格化や、ま

た、高規格道路等の整備のように中・長期的な

観点から進捗を図っていく施策もございます。

いずれも、可能な限り、残された任期の中で、

実現に向けて道筋がつけられるように県議会の

皆様のご意見も伺いながら、引き続き、全力を

尽くしてまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） その中で、動物殺処分

ゼロに向けての取組も進めておられるというこ

とで一定評価しますけれども、その中で地元の

方から多く相談を受けているのが、ゼロに向け

ての取組はすごくいいんですけれども、その分、

野良猫が増えて困っていると、市町、保健所、

地元にもかなり相談しているが、なかなか、そ

れが解決できなくて地域のトラブルにまで発展

しているという状況なんですけれども、このゼ

ロに向けての取組と同時に、県民の皆さんに理

解していただくことが必要と思いますが、市町

もありますけれども、県としてできる対策をお

伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）動物殺処分

ゼロにつきましては、令和4年度にロードマップ

を策定するなど取組を進めております。

治療の見込みのない病気や攻撃性のあるなど

で譲渡できない動物を除いた殺処分数は、令和3

年度の937頭から、令和5年度は速報値で93頭ま

で減少しております。

地域猫活動につきましては、不妊化数を令和3

年度の250頭から令和5年度は631頭へ増加する

など取組を進めておりますが、一方で、地域住



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１８日）

- 179 -

民の理解や活動の広がりなどの課題もございま

す。

そのため、県におきましては、地域住民向け

理解促進セミナー開催、ボランティア活動支援

のためのアドバイザー派遣、保健所ごとに市町

やボランティア団体などが集まった動物愛護推

進協議会で地域猫活動の情報共有を図るなど、

取組を進めているところでございます。

今後とも、関係者と連携しながら地域猫活動

を推進し、動物殺処分ゼロを目指してしっかり

取り組んでまいります。

〇副議長（吉村 洋） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）ぜひしっかりと取り組

んでいただきたいと思います。

（5）火・水の庁外対話の効果。

知事は、火・水の庁外対話を県勢発展のため

と言ってはじめて半年が経過しておりますが、

その実績をお伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 秘書・広報戦略部長。

〇秘書・広報戦略部長（陣野和弘君） 火曜日、

水曜日の庁外での視察、意見交換などの用務に

つきましては、県内施設の視察や関係者との意

見交換会のほか、振興局の幹部職員、若手職員

との意見交換会を行うなど、他の業務との調整

を行いながらではございますが、これまでに11

回実施しているところでございます。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） この庁外対話は、次の

知事選を見据えたものではないかという意見と

か、知事はいろんなところで行事にすごく参加

され、パフォーマンスが得意だけれども、それ

で終わっているのではないかというような県民

の声をいただきますが、知事としては、この県

民の声をどのように受け止めておられますか。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、各地域の生の声を

聴くといったこと、また、現状といったものを

直接見るという機会は、非常に重要なものだと

考えております。そういった観点から、外に出

るという機会も非常に重要だというふうに捉え

ているところです。

その中で、各地域や各分野についての課題共

有であったり、ビジョンに関する県民との意見

交換の場といったものも、これも非常に重要だ

と思いますので、そういったことから庁外に足

を向けるといったことは必要だというふうに考

えております。その考えの下で実施をしている

と認識しています。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） （6）新しい長崎県

づくりのビジョン実現に向けた取り組み。

今出てきたビジョンですけれども、新しい長

崎県づくりのビジョン実現に向けた取組という

ことで、おおむね10年後のありたい姿をビジョ

ンとしてお示しするということですけれども、

最近、地震や大雨などで災害が増えているかと

思います。その災害対策もビジョンに盛り込ん

でいただき、災害対策が進んでいる長崎県とい

うのを知っていただいて、選ばれる長崎県、安

全・安全な長崎県につなげていけるのではない

かと思いますが、見解をお伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）ビジョンにつきましては、

今、議員ご指摘のとおり、県民の皆様に、まず

本県への誇りといったもの、また、未来への期

待感といったものを持っていただいて、「こど

も」、「交流」、「イノベーション」、また、

「食」といった4つの分野において、おおむね10

年後のありたい姿を描いたものでございます。

この目的の一つとして、やはり部局横断的な取
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組、推進というものがございます。

災害対応についても言及がございましたけれ

ども、災害対応を含む安全・安心な対策につい

ては、やはり部局横断にも関わることでござい

ますので、親和性はあるというふうに考えてお

ります。

例えば、ビジョンにおける施策を貫く共通

の視点として反映をしていくといったこともあ

るかと思いますし、例えばイノベーションの分

野で自然災害発生時の被害状況の確認であった

り、支援物資の搬送といったことなど、ドロー

ンの活用等も考えられるというふうに認識をし

ております。

一方で、災害対策につきましては、近年の激

甚化、頻発化する自然災害などから、県民の方々

の命、財産をしっかり守っていくうえで欠かす

ことができない重要な課題であると認識をして

おります。そのことから、総合計画等に基づい

て着実に、かつ適切に推進をしてきております。

今後とも、県議会をはじめ、県民の皆様のご

意見や社会経済情勢等の変化も踏まえながら、

県民の皆様の安全と安心が守られるようにしっ

かりと取り組んでいきたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）ぜひビジョンとかにも

組み込んでいただいて対策を取っていただけれ

ばと思います。

2、災害対策について。

今回、台風10号で避難指示が県内54万人に出

されました。各市町で4,000人ぐらいの方が避難

されたとのことでした。各市町で設置される避

難所へは、飲食物、寝具類はご持参くださいと

言われておりますけれども、高齢者の方々や要

配慮者の方々は持参が厳しいという方が多いか

と思います。

そうした場合に、防災備蓄倉庫に、各市町、

各県でも保管されているかと思いますけれども、

その初動体制時、準備ができるようにする必要

があるのではないかと思います。それが備蓄品

のローテーションにもなり、避難が必要な方は

促進につながると思いますが、県の見解をお伺

いします。

〇副議長（吉村 洋君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君）本県の災害時の

物資備蓄方針では、県民自らが3日分以上の備蓄

に努め、市町は県民の備蓄を補完するため、被

災等で食料等を持ち出せない避難者の3日分を

目標に備蓄を行うこととしております。

また、避難所での食料支給や寝具の提供につ

いて、台風等で災害発生のおそれがある段階に

おいては、法令や国の基準等がないため、職員

体制や備蓄物資の保管場所等の要因により、市

町の対応は様々であります。

現在、国において備蓄のあり方が検討されて

おり、その検討結果等も踏まえながら、避難促

進に向けてどういったことができるか、設置主

体である市町と意見交換等を行ってまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） 市町と連携して、ぜひ

備蓄が最初から使えるような形にしていただけ

ればと思います。

3、公益通報について。

（1）長崎県の公益通報の実態。

昨今、自治体のトップによるハラスメントや

その疑惑が次々に明らかになっております。そ

の中で、兵庫県知事のパワハラなど、告発をし

た職員が調査の途中で死亡に至るなど、とても

悲しい最悪の事態に発展しております。公益通

報自体、そもそもやはりまだまだハードルが高

いのではないかというふうに思っております。
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長崎県では、この公益通報で県の職員の通報

と県民の通報の実態がどのようになっているの

か、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）公益通報についての

ご質問でございますが、知事部局関係、それか

ら教育庁関係がございまして、私の方から一括

でお答えさせていただきます。

平成31年度から令和5年度までの5年間におけ

る通報件数でございますけれども、知事部局に

おいては49件、このうち県民からの通報が43件、

職員からの通報が6件となっております。

教育庁においては、同じく14件でございまし

て、このうち県民からの通報が10件、職員から

の通報が4件となっております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） (2)相談窓口体制。

そういう中で、相談窓口体制について、また

お伺いしますが、県の相談窓口、今、件数を挙

げていただきましたけれども、十分にこれが機

能されているのか。また、通報された当事者が、

今あっている兵庫県のように、知事だったり、

副知事だったり、総務部長、教育委員会教育長

など、通報の対応に当たる側の方が通報された

場合はどのような体制になっているのか、お伺

いします。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）知事部局及び教育庁

では、内部の通報窓口として制度所管課長を、

外部の通報窓口として弁護士をそれぞれ指定し、

対応を行っております。

また、「法令違反等通報制度に関する要綱」

を定め、通報の受理や調査の実施など具体的な

手続を規定しているほか、毎年度、通報件数等

の公表も行っており、適切な運用に努めている

ところでございます。

被通報者が知事等幹部職員であった場合の体

制のご質問がございましたけれども、要綱に、

「職員等は自らが関係する通報事案への対応に

関与してはならない」と規定されていることか

ら、調査対応には関与させない取扱いになって

おります。この取扱いは教育庁も同様でござい

ます。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） （3）告発者の保護。

公益通報者が処分を受ける事例ということで

消費者庁が発表しておりまして、2006年以降の

裁判例を集めたところ、解雇や配置転換など不

利益な扱いが争点となった訴訟が84件ある。そ

のうち44件の判決で処分無効などの判断が示さ

れていますが、この長崎県で告発者が不利益な

扱いになった事例はないのか。また、告発者探

しなど、先ほどの件数の中にないのか、お伺い

します。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君） 本県では、法令違反

等通報に関する要綱の中で、通報者の保護に関

する内容を明記しており、その規定を厳格に運

用しているところでございます。

これまで通報者から不利益な取扱い等を受け

たといった訴えや相談は受けておらず、これは

教育庁についても同様ということでございます。

通報者保護の趣旨に反するような措置を行う

ことは、不正がただされることを願って正義感

から行動した通報者の思いを踏みにじるもので

あるほか、制度に対する県民や職員からの信頼

も損なわれ、通報者の通報の意思を阻害するこ

とにもつながりかねないものでございます。

公益通報制度を適切に運用していく観点から

も、通報者保護の取扱いに遺漏がないよう、今
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後とも万全を期した対応を行ってまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）告発者の保護はちゃん

としていただきたいと思います。

今回の兵庫県側の対応は、「公益通報者保護

法」を皆さんが理解してなかったのではないか

というふうに言われております。その結果、大

切な命が奪われてしまったということです。

そのほかにも、やはり勇気を出して告発する

けれども、その告発した人の方が苦しんでおら

れるというようなこともあるかと思います。

様々な角度から告発者が守られる仕組みがとて

も重要だというふうに思っております。

告発した方が損をしない。そして、相談しや

すい環境を整備していくことが必要だと思いま

すが、この公益通報について、知事はどのよう

な見解を持つか、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、公益通報制度でご

ざいますけれども、組織における法令等違反の

是正と、また未然防止を図ることで、適法かつ

公正な県政の運営に資することを目的としたも

のだと認識をしております。

先ほど、総務部長が答弁をしたとおり、通報

者保護の趣旨に反するような措置を行うことは、

この制度の根幹を揺るがすものであると考えて

おりまして、決してあってはならないものだと

考えます。

今後とも、公益通報に対しては、予断を持た

ず、公平、公正かつ真摯に対応することに力を

注いでまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） 公益通報について、皆

さんがちゃんと理解して、法にのっとって公益

通報を受けていただきたいと思います。

4、人口減少対策について。

（1）学校給食の無償化や子どもの医療費助成

などでの自治体間競争。

政府が地方創生を打ち出して10年、人口減少

や東京圏への一極集中の是正の取組は、自治体

の68％が成果不十分だというふうに受け止めら

れているということがアンケートで示されてい

ます。

また、今年上半期の出生数は35万74人と、過

去最少となっております。このように日本全体

で人口減少に歯止めがかからない状況になって

おります。そういう中、移住者獲得の競争が起

きるなど、自治体間で人口の取り合いになって

いる状況かと思います。

先日、地元長与町からの知事要望の時も申し

上げましたけれども、学校給食の無償化や医療

費助成、幼児教育・保育の無償化など、県内で

もそれぞれが独自に取り組んでおられます。そ

の結果、地域によるばらつきがあるかというふ

うに思っております。

本来は、全国どこに住んでも同じであるべき

ですし、長崎県においても同じことかと思いま

す。そうすることによって転出した方も、また

戻ってきやすい状況になるかというふうに理解

をしております。

この学校給食の無償化や子どもの医療費助成、

幼児教育・保育の無償化について、県としてで

きることはないのか、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君） まず、私か

ら、学校給食費の無償化について、お答えいた

します。

子どもを安心して生み育てることができる社

会の実現のためには、切れ目なく保護者の負担

の軽減を図ることは重要であると認識しており
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ますが、公立小中学校の給食費を無償化すると

した場合には、約49億円の財政負担が必要とな

りまして、本県の厳しい財政状況を踏まえます

と困難であると言わざるを得ないと考えており

ます。

国におきましては、学校給食費の無償化の実

現に向けまして、全国ベースでの実態調査が行

われております。その結果を踏まえて具体的な

方策を検討することとされているところです。

引き続き、国の動向を注視し、また、市町と

も連携しながら、財源も含めて、国の責任にお

いて全国一律の制度として実施されるよう、国

に対して要望してまいります。

〇副議長（吉村 洋君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）子どもの医療

や幼児教育・保育につきましては、市町によっ

て医療費の助成方法等は異なるとともに、幼児

教育・保育についても完全無償化や一部無償化

など、それぞれ自治体間で異なっている状況で

ございます。

これらにつきましても、本来国が全国一律で

実施すべきというふうに考えておりまして、令

和7年度政府政策要望におきまして要望を行っ

たところであり、引き続き、全国知事会等と連

携しながら国に対して強く求めてまいります。

一方、これらのサービスについては、財源の

問題だけではなく、医療費の助成方法等のあり

方や保育等における待機児童の問題など、市町

によってさまざまな課題もあることから、県内

一律のサービスのあり方等につきまして、各市

町の実情等も踏まえながら、さらに意見交換を

重ねてまいりたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）国に要望していきなが

ら、県でできることは、ぜひ取り組んでいただ

きたいなというふうに思います。

（2）空き家の有効活用。

人口減少の対策の一つとして、空き家の活用

を進めることが人口減少対策になるのではない

かと思うんですけれども、現在の県の取組状況

をお伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）空き家を有効に活用

するためには、所有者や利用希望者の相談に迅

速かつ柔軟に対応することが効果的であります

が、相談窓口となっている市町では、専門的知

識を有する人材の不足から対応が困難な状況に

ございます。

令和5年12月に「改正空き家法」が施行され、

空き家問題の専門的知識を有する民間団体を

「空き家等管理活用支援法人」として市町が指

定できることとなり、8月末の時点で県内で5法

人が指定されております。

県といたしましては、市町と連携し、空き家

の活用や管理、相談対応等に取り組む「空き家

等管理活用支援法人」の活動が円滑に進むよう、

空き家deミライ創出事業を通じて、運営経費や

改修費等の支援に努めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） 今、取組をされている

中に、福岡県では、市町ではなく、県が主体と

なって「福岡県空き家活用サポートセンター」

を設置し、空き家の相談などにワンストップ対

応を行っておりますが、本県でもそういう体制

をとり、人口減少対策につなげていけないのか、

お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）空き家に関する相談

では、空き家の利活用に関しまして、豊富な経

験や知識を持つ専門相談員が相談者にとって最
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適な活用方法を提案することが必要です。

福岡県では、県内全域の空き家の相談を1か所

で対応する「福岡県空き家活用サポートセンタ

ー」を設置し、ワンストップで対応されており

ます。

本県では、離島や半島が多く、地域ごとの状

況が異なることから、「空き家相談窓口」を県

民に身近な市町ごとに設置することで、より丁

寧で地域に密着した対応ができるものと考えて

おります。

そのため、県といたしましては、空き家の相

談窓口となる「空き家等管理活用支援法人」の

市町による指定が進むよう、今後も取り組んで

まいります。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） （3）男女格差による

流出への影響。

アンケートを見ますと、「ジェンダーギャッ

プが人口流出に影響を与えていると思う」、「ど

ちらかというと思う」が、合わせて60％となっ

ております。私もこの格差が影響しているので

はないかというふうに考えております。

女性の流出が多い長崎県としては、どういう

ふうに考えているのか、お伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 企画部長。

〇企画部長（早稲田智仁君）ジェンダーギャッ

プ関連でありますが、本県の女性が県外に転出

される理由として、就職や転職等が高い傾向で

あることから、その対策としまして、県内にも

女性が活躍する企業が多くあることを発信いた

しますとともに、女性に魅力的な職場環境づく

りを促進することで、女性の県内定着や将来のU

ターンにつなげていく必要があると考えており

ます。

そのため、県内で活躍される女性のロールモ

デルの情報発信や、女子学生と女性社員との意

見交換を実施いたしますとともに、企業経営者

の意識改革や管理職登用を図るための女性人材

育成支援のほか、働きやすい職場づくりを認証

する「Nぴか」の取得促進などにも積極的に取り

組んでいるところであります。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）やはり女性の働く場と

いうのは、とても必要かと思いますので、ぜひ

進めていただきたいと思います。

また、民間のアンケートによりますと、2025

年に大学や大学院を卒業する見込みの学生は、

19.2％が「子どもはほしくない」と考えている。

2024年度卒業生は13.1％であったのに比すると

大幅に増加している状況でございます。

そして、内訳として、「子どもがほしくない」

と回答した女性が23.5％であり、男性の12.1％

を大きく上回る結果となっております。その内

容としましては、「うまく育てられない」、「自

信がない」、「自分の時間がなくなる」などの

理由がございます。

そして、20代から40代の働く女性300名を対象

に行った働く女性の子どもに関する調査でも、

「子どもを産みたいと思わない」、もしくは「産

む予定がない」と答えた女性会社員が44％、「子

どもを産みたいと思っているが、産む予定がな

い」と答えた方が20％となり、現在、子どもが

いなく働く女性のうち64％の方が「産む予定が

ない」という結果になっているということです。

これは、経済的なものではなく、やはり自由が

なくなるとか、子どもを産み育てる自信がない

というライフスタイルの変化だというふうに言

われております。

そういう一方で、実際に子どもがいる方にパ

ートナーとの家事分担比率を聞くと、78.3％の
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女性が家事を担っており、やはり女性の負担が

大きいというのが、大きな理由でございました。

これからは、働く女性が子育てしながらキャ

リアが形成できる社会を実現していくことが重

要で、それが人口減少対策にもつながると思い

ますが、知事の考えをお伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）私は、性別に関わりなく、

まず能力だったり、個性を発揮できるような、

そんな社会をつくっていきたいと目指しており

ます。

男女がともに家事や子育てを担っていくこと

も大切ですし、そういった観点から女性が活躍

できる場の拡大と、また、男女がともに働きや

すい環境づくりといったものを進めていきたい

と考えております。

夫の家事・育児時間が長いほど、第2子以降の

出生割合が高いとされていることもありますし、

それに加えて、県内女性の県外転出の背景には、

県内に希望する業種、職種がないといったこと

などがあることから、働く女性が子育てしなが

らキャリア形成できる社会づくりにつながる共

家事・共育ての推進であったり、女性が働きた

いと思う魅力ある雇用の場の創出などの取組は、

人口減少対策に資するものだというふうに考え

ております。

今後も、女性が子育てしながらキャリア形成

できる社会の実現に向けてしっかりと取り組ん

でいきたいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） ぜひ共家事・共育てを

しながら進めていただきたいと思います。

5、職場環境改善について。

職場環境改善について、警察本部長と総務部

長にお伺いいたします。

（1）職員の欠員状況。

職員の働き方改革が進んでいる一方、職員の

欠員状況が昨年度よりも大幅に増加していると

いうふうに聞いております。社会的にも労働者

不足が問題となっております。この職員欠員対

策を進めることによって、一人ひとりの負担が

軽減され、長時間労働の是正や職場環境改善に

つながるというふうに考えます。現在の大学生

の就活状況は売り手市場であり、受験をするけ

れども、入庁しないというケースも増えている

というふうに思います。

このような現状を踏まえて、年度途中でも職

員の採用や募集人数の変更など、次年度はぜひ

この欠員を減らすように進めていくべきと思い

ますが、見解をお伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 警察本部長。

〇警察本部長（遠藤顕史君）お答えいたします。

県警察の警察官の定員でございますが、3,075

人でございます。本年8月末における警察官の欠

員は67人となっております。定員を満たすべく

採用を行いましたが、採用予定者の辞退、自己

都合による中途退職、病気休職、育児休業の取

得などの事由により定員との差が生じているも

のでございます。

このため、人事異動のほか、会計年度任用職

員等を必要な部署に配置するとともに、計画的

な採用を行うなどの対応を取っているところで

ございます。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）知事部局においては、

自己都合による退職者が見込みを上回ったこと

や、本年4月の新規採用予定者の辞退等により、

9月1日現在で91名の欠員が生じております。

このため、令和7年度採用計画の策定に当たっ

ては、必要な職員数を整理したうえで、退職見
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込み数について、一定の余裕を持たせる等見直

しを図ったところでございます。

今後も、一つひとつの要素について採用計画

の精度を高めるとともに、業務効率化などの働

き方改革を推進し、適正な人員の確保、配置に

努めてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） ぜひ、入庁しない人も

含めて、募集人数などを検討していただきたい

と思います。

（2）パワーハラスメント・カスタマーハラス

メント対策。

働きやすい職場環境にするには、やはりハラ

スメントを未然に防止していくことが重要と考

えます。

佐世保署のパワハラによる男性警察官の自殺

の事案では、現在も長時間労働と上司によるパ

ワハラが原因として裁判中でございます。当時

の課長と署長に命がけで訴えたというふうに聞

いております。

その後、対策を行われているとは思いますけ

れども、9月12日には、またパワハラやマタハラ

で処分がされております。なかなか未然防止に

つながっていないように感じております。この

ハラスメントの実態をお伺いします。

また、あわせて、昨年度、労災の認定基準に

追加されたカスタマーハラスメントですけれど

も、長崎市のアンケートでもカスタマーハラス

メントを受けたという実態が25％というふうに

報道されておりますが、そのカスタマーハラス

メントについての実態もお伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 警察本部長。

〇警察本部長（遠藤顕史君）お答えいたします。

令和4年中及び5年中のパワーハラスメントに

関する相談件数は、それぞれ69件、75件でござ

いました。

また、いわゆるカスタマーハラスメントにつ

きましては、確定した定義はございませんけれ

ども、昨年8月に全職員に対して、部外対応時に

おける著しい暴言、脅迫的行為を受けた経験に

つきまして調査をいたしましたところ、約41％

の職員がそうした経験があると回答しておりま

す。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君） 毎年度、全所属職員

を対象に実施している「ハラスメント実態調査」

の令和5年度の実績については、4,780人のうち

183人からハラスメントがあっているとの回答

があったところです。

これらの事案について、内容や回答者の意向

を十分に確認しながら検討した結果、ハラスメ

ントに当たると判断した事案は3件であり、うち

懲戒処分を行った事案が1件、注意指導を行った

事案が2件となります。

一方で、カスタマーハラスメントでございま

すが、午前中も答弁申し上げましたけれども、

今年度、全所属を対象に実態調査を行い、65の

所属から令和5年度中にカスタマーハラスメン

トに当たると考えられる行為の被害があったと

回答を得ています。

幾つかの所属に対して、具体的な対応の場面

やマニュアルの整備状況などをヒアリングしな

がら今後の対策を考えてまいります。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君）やはりハラスメントの

実態としては、昨年度より増えている状況かと

いうふうに思います。そして、カスタマーハラ

スメントにおきましても、働く皆さんが非常に

暴言を受けたりして、メンタル不調になること

も増えているような状況かと思いますので、こ
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れまで以上にハラスメント対策を取っていただ

き、ハラスメントゼロの職場にしていただきた

いと思います。

（3）ストレスチェック制度の集団分析の活用。

ストレスチェック制度が導入されて9年目と

なりますけれども、個人のメンタル対策として

は取り組んでおられると思いますが、集団分析

を活用して、よりよい取組に進めていただきた

いと思いますが、この集団分析を活用した具体

的な取組をお伺いします。

〇副議長（吉村 洋君） 警察本部長。

〇警察本部長（遠藤顕史君）お答えいたします。

ストレスチェック制度につきましては、平成

28年度から毎年実施しております。所属単位で

の集団分析や高ストレス者に対する面接指導を

行っております。

集団分析を活用した職場環境の改善の具体例

でございますが、例えば係の垣根を超えた業務

進捗状況の共有ですとか、コミュニケーション

スペースの設置などがございます。また、健康

管理医や保健師が健康相談に応ずるダイヤルを

設置、運用しましたり、管理職員に対するセミ

ナーを実施したりするなどのメンタルヘルス対

策も積極的に進めております。

警察の仕事は、危険と隣り合わせでございま

す。私自身、様々な現場を回り、年齢、性別、

階級を問わず、多くの職員と意見交換し、警察

全体が力を合わせて魅力ある職場となるよう、

ハラスメント対策も含め鋭意取り組んでまいり

たいと考えております。

〇副議長（吉村 洋君） 総務部長。

〇総務部長（中尾正英君）知事部局におけるス

トレスチェックにつきましても、平成28年度か

ら実施しております。高ストレスと判定された

職員に対する医師の面接指導のほか、集団分析

で総合リスクが高かった所属に対しては、ヒア

リング、ティスカッション形式の研修等を行い、

今後の対策を検討して情報を共有しております。

こうした取組によりまして、職場におけるミ

ーティングの機会の増加等によるコミュニケー

ションの活性化、事務分掌の見直しなどの時間

外勤務の削減などが進められておりまして、総

合リスクが高いとする所属の割合は、平成28年

度で6.4％、令和5年度では1.4％と改善傾向にご

ざいます。

今後とも、職場環境の改善に取り組んでまい

ります。

〇副議長（吉村 洋君） 饗庭議員―18番。

〇１８番（饗庭敦子君） 6、こども・女性・障

害者支援センター（児童相談所）ということで

質問をさせていただきたかったんですけれども、

時間の配分が悪くて大変申し訳ございません。

質問が間に合わないと思いますので、これで終

わりたいと思います。

以上で、終わります。

ありがとうございました。

〇副議長（吉村 洋君） これより、しばらく休

憩いたします。

会議は、2時45分から再開いたします。

― 午後２時３１分 休憩 ―

─ 午後 ２時４５分 再開 ─

〇議長（徳永達也君） 会議を再開いたします。

引き続き、一般質問を行います。

宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、こんにちは。

佐世保市・北松浦郡選挙区選出、公明党の宮

本法広です。

1年に1回の貴重な一般質問です。県政推進の



令和６年長崎県議会・９月定例会（９月１８日）

- 188 -

一助となることを確信して、1時間にわたり全
力で質問させていただきます。

1、福祉保健行政について。
（1）健康長寿日本一の長崎県づくりについ

て。

健康とスポーツには密接な関係があり、日頃

からの地道な取組によって、健康長寿のみなら

ず、病気の未然防止や体力増進などの成果に結

びつきます。

「健康長寿日本一」を目指す本県として、今

年度を「県民スポーツ推進元年」という意識で、

公園や地域などで気軽にスポーツに触れ合うこ

とができる対策を講じるべきと考えます。

県の見解について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）スポーツなどで

体を動かすことについては、病気などの発症リ

スクの低減につながり、健康づくりに大変有効

なものであると考えております。

本県では、運動やスポーツをしている人の割

合が、「令和3年度長崎県生活習慣状況調査」
によれば、成人男性で約3割、成人女性で約2割
と低い割合にとどまっておりますことから、さ

らなる運動やスポーツに対する県民の関心を高

めるとともに、地域で行いやすい環境づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。

そのため、「長崎健康革命プロジェクト」の

柱の一つに運動を掲げまして、携帯アプリの「歩

こーで！」の活用や様々な啓発イベントを実施

しており、今年度は、「Ｖ・ファーレン長崎」、

「長崎ヴエルカ」と連携したスポーツ体験会な

ども開催しております。

また、散歩や運動ができる公園、緑地や、快

適にサイクリングができる走行環境の整備を行

うなど、環境づくりにも取り組んでいるところ

です。

県といたしましては、引き続き、より多くの

県民が気軽に運動やスポーツを行い、健康とな

れるよう、普及促進や環境づくりに取り組んで

まいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 今年度は、「Ｖ・ファ

ーレン長崎」、「長崎ヴエルカ」との連携でス

ポーツ体験会、これは非常に重要であると私も

考えております。

その一方で、環境整備、気軽に取り組めるよ

うな公園とか、地域で取り組めるような環境整

備、これが非常に重要であると考えております

から、今後も、この環境整備については、鋭意

取り組んでいただきたいということをご要望さ

せていただきます。

次に、野菜摂取について、お尋ねいたします。

県は、スーパーと連携したキャンペーンやス

タンプラリーなどの野菜摂取の推進に向けた取

組を実施されています。

今後は、生産者や青果市場、販売店などと連

携して、「健康長寿日本一」を目指した事業を

展開すべきと考えますが、県の見解について、

お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）野菜を含めたバ

ランスのよい食事は、健康づくりに大変重要で

ありますが、県民の1日当たりの野菜摂取量は、
「令和3年度長崎県健康・栄養調査」におきま
して、234.4グラムと、本県目標の350グラムに
対し、大きく不足をしておりますことから、野

菜摂取促進の取組が必要であると考えておりま

す。

そのため、本年度は、大学生などのアイデア

を活かしたヘルシー弁当を開発し、県内のスー
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パーマーケットで販売するほか、コンビニエン

スストアとも連携し、「減塩・野菜摂取促進キ

ャンペーン」を行うこととしております。

県民の野菜摂取の促進は、野菜の消費拡大に

もつながりますことから、生産者団体や青果市

場などが開催するイベントにおきまして、周

知・啓発を行うなど、農林部とも連携をした取

組について検討してまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 9月は、「健康増進普
及月間」であります。9月13日の金曜日には、
食生活改善推進員の方がテレビに出演されて、

まさに野菜摂取について、いろいろなことを発

表なされていました。

野菜摂取不足は、令和3年度の調査では、不
足しているという現状があると、様々な取組を

されておりますけれども、ぜひとも生産者、そ

して青果市場を巻き込んだ取組を今後とも進め

ていただきたいと、そこから野菜摂取推進の取

組も拡大できると確信しておりますので、よろ

しくお願いいたします。

改めて、「健康長寿日本一の長崎県づくり」

に向けた今後の対策について、知事にお尋ねい

たします。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 県では、令和6年の3月
に、「第3次健康ながさき21」を策定いたしま
して、全ての県民の皆様が、住み慣れた地域で、

いつまでも健康に、心豊かに活躍できる社会の

実現を目指して、健康づくりの施策を展開して

いくこととしております。

具体的には、「運動」、「食事」、「禁煙」、

「健診」を4つの柱とします長崎健康革命プロ
ジェクト事業を推進して、県民一人ひとりが、

主体的に健康づくりに取り組むことができるよ

う、意識の向上、また、環境の整備を図ってま

いります。

また、健康づくり施策を推進するためには、

先ほど福祉保健部長からも言及がありましたけ

れども、部局間でより連携した取組が不可欠で

あると考えております。そのことから今年度、

新たに庁内関係課室による会議を立ち上げまし

て、県における総合的な健康づくり施策の推進

体制を強化したところでございます。

今後も、県民の健康寿命の延伸を目指して、

庁内を挙げて様々な予防、健康づくりの施策を

推進して、本県の「健康長寿日本一」につなが

るように努めてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）この健康長寿日本一の

長崎県づくりは、私のライフワークでもありま

すから、また、引き続き取り上げて推進させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

（2）医療DXについて。
医療DXは、医療サービスの効率化や医療機関
等の業務効率化など、医療全体の将来を大きく

切り拓くものであります。本年12月からはマイ
ナンバー保険証が導入されて、ますます進みま

す。

そういう中におきまして、電子処方箋からは

じまる医療DXというものは国も推進しており
まして、今後、大きな期待がされています。

本県における電子処方箋の導入の現状と併せ

まして、電子処方箋の推進を図るための今後の

対応について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 電子処方箋は、

紙で発行している処方箋を電子化し、処方箋の

薬のデータを医療機関、薬局、患者間で連携を
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させる仕組みでございます。

本県における7月現在の導入状況は、病院が
1.4％、診療所が1.7％、薬局が42.2％でござい
まして、合計が12.4％となっており、全国平均
と同水準というところでございます。

電子処方箋の導入により、患者が直近で処方

された内容の閲覧や、重複投薬のチェックの結

果を確認できるようになるといった効果が期待

されておりますけれども、周囲の医療機関や薬

局が導入していないことなどにより、電子処方

箋の普及が進んでいないといった現状がござい

ます。

県といたしましては、国などと連携いたしま

して医療機関等に周知を図るなど、電子処方箋

の導入・普及に向けて取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 病院が1.4％、診療所
は1.7％、薬局42％ということで、薬局は結構進
んでいるんだけれども、病院と診療所は低いと

いう現状です。国と連携していただいて、関係

機関と推進を図って、県としても推進をしてい

ただきたいということを併せて要望させていた

だきます。

（3）薬剤師確保対策について。
薬学生に対する奨学金返済支援制度の確立に

ついて、お尋ねをいたします。

県内には、長崎大学薬学部と長崎国際大学薬

学部があり、毎年、優秀な薬剤師が輩出されて

いますが、県内では薬剤師不足が顕著でありま

す。

まず、県内薬学部における卒業後の県内就職

率について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君） 県内には、長崎

大学及び長崎国際大学に薬学部がございまして、

1学年の定員は、それぞれ40名と120名であり、
合わせて160名となっております。
両大学に確認いたしましたところ、卒業生の

うち毎年約20名程度の学生が薬剤師として県
内の病院、薬局等に就職しており、過去3年間
の県内就職率の平均は、約15％となっておりま
す。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 15％、これは明らか
に低いですね。長崎国際大学には優秀な教授の

方々がいらっしゃって、きめ細やかな教育を生

徒に対してサポートされています。よって、優

秀な薬剤師が出るということは、これはもう当

然でありますが、ほとんどが県外に行っている

という状況であります。

これを何とか防ぐべく、本県では「長崎県薬

剤師確保計画」というものが策定されました。

薬学部は、多額の授業料や諸経費が必要となる

ことから、奨学金を借りる学生が多いという現

状であります。

このことから県内就職率の向上を図る目的で、

国の基金を活用した本県独自の奨学金返済支援

制度を確立すべきであります。見解をお尋ねい

たします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）県といたしまし

ては、本年度から実施する「長崎県薬剤師確保

計画」の中で、国の「地域医療介護総合確保基

金」を活用し、県内の薬剤師の需給及び偏在状

況を踏まえたうえで、薬学生の県内就職を促す

ための対策について検討することとしておりま

す。

県内就職を条件とした「奨学金返済支援制度」

を含め、今後、実施予定の薬学生の県内就職状

況の調査結果も踏まえまして、関係団体と検討
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を深めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） この状況を踏まえて、

一刻も早く、この返済支援制度については確立

していただきたいということを改めて要望させ

ていただきます。

今後、薬剤師は、医療機関、医療体制の中で

中心になるということで私も確信しております

ので、どうか優秀な薬剤師が県内に残る手だて

を県としても推進していただきたいということ

を併せて要望させていただきます。

（4）モバイルファーマシーの導入について。
モバイルファーマシーとは、災害対策医薬品

供給車両であります。

本年元旦に発生した「能登半島地震」におき

ましては、モバイルファーマシーが全国から駆

けつけて動く薬局として被災者の命をつなぐ重

要な役割を果たしてきました。

本県でも、このモバイルファーマシーを導入

すべきと考えますが、県の見解をお尋ねいたし

ます。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）モバイルファー

マシーにつきましては、被災地の避難所や巡回

診療などにおいて、医薬品や医療材料の供給を

支援するだけではなく、被災地で活動を行う薬

剤師の情報収集などの拠点としても重要な役割

を果たすことができ、災害への備えとして大変

有用であると考えております。

一方で、導入には車両本体の購入費用に加え

まして、車両及び車載機器のメンテナンスや医

薬品の購入、通信機器の月額利用料などのラン

ニングコストも必要になります。

このような課題や、既に導入しております他

県の運用状況なども踏まえまして、導入方法及

び維持管理のあり方などについて、各関係団体

と検討を深めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）モバイルファーマシー

につきましては、非常に有用であり、他県にお

きましては、大学が保有し、そして、それを行

政と薬剤師会とで共同で運営しているというと

ころもありますので、どうか他自治体の事例も

研究していただいて、早急に導入をしていただ

くことをお願い申し上げます。

（5）メンタルヘルスについて。
精神疾患は、生涯で4人に1人が経験すると言
われておりまして、5疾病の一つであります。
近年、その患者数は増加しておりまして、令和

2年には推定約615万人であります。精神疾患を
抱える患者の長期入院とか、あるいは地域移行

の問題につきましては、精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築、いわゆる「にも

包括」の推進などで本県でも取り組まれていま

す。

まず、精神疾患を抱える外来患者数と入院患

者数の推移について、お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）県内の精神疾患

による入院患者数は、令和元年12月末時点の
6,461人に対し、令和5年12月末時点では6,080
人と約6％減少し、年々減少傾向にございます。
また、外来患者数は、精神医療を継続的に要

する病状にある方の通院にかかる公費負担医療

制度の利用者数によりますと、令和元年度の2
万308人に対し、令和5年度では2万3,031人と約
13％増加し、年々増加傾向にございます。
〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 入院患者は減少で、外

来患者が増加ということで、精神疾患を有する
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患者全体としては増加傾向にあるということを

理解いたしました。改めて、これを踏まえて精

神疾患に関する相談体制の構築が重要でありま

す。

そこで、本県の精神疾患を抱える患者の相談

支援体制の状況について、お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）精神障害者等へ

の相談支援につきましては、長崎こども・女性・

障害者支援センター及び保健所において担って

おり、様々な機会を通して周知を行ってきたと

ころです。

令和6年4月からの「精神保健福祉法」の改正
施行に伴い、市町においても、精神障害者等に

対し相談窓口を設置するなど、相談支援体制の

整備が求められており、県は、市町が行う相談

支援に関し、必要な援助を行うよう努めなけれ

ばならないとされております。

そのため、県では、市町が課題と認識してい

る対応困難ケースへの技術支援や人材育成など、

市町の相談支援が充実するよう引き続き支援し、

精神障害者等が身近な市町で相談できるよう、

取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）市町と連携をして相談

体制を強化するということで、できる限り気軽

に相談できる体制をつくっていただきたいとい

うふうに考えております。

また、患者のケア及び社会復帰のためには、

早期発見や早期受診というのが非常に重要であ

ります。特に、うつ病や不安などの精神疾患で

は、家族や知人など周囲に促されて受診するケ

ースが多いという現状を鑑みて、精神疾患に対

する社会の理解や偏見の解消などが重要であり

ます。

本県の精神疾患に対する理解促進及び偏見解

消のための取組について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）うつ病など精神

疾患の理解や偏見の解消のため、市町や各保健

所などでは、これまで出前講座や心の健康づく

りをテーマとした研修会、セミナーを開催して

おります。

さらに、令和5年度からはメンタルヘルスや
うつ病などの精神疾患への正しい知識と理解を

持ち、メンタルヘルスの問題を抱える方に対し

て支援できる人を養成する心のサポーター養成

事業を開始し、昨年度は4市5回の講座開催によ
り、250人のサポーターを養成し、本年度は3市
町での講座開催を予定しております。

地域の中でメンタルヘルスの問題を抱える人

に対し、住民による支援や専門家への相談につ

なげる取組は重要であると考えており、今後は、

県内各市町に働きかけ、多くの方がサポーター

養成講座を受講できるよう取り組み、精神疾患

の理解促進や偏見の解消に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）心のサポーター養成講

座の受講者が約250名ということでありました。
この方々が県内に散らばりながら、そして、広

く精神疾患の方々のサポーターになっていただ

けるような取組は非常に重要ですので、研修会、

講座を受けただけで終わりじゃなくて、この方

たちに対する講習も継続で取組の推進をお願い

したいと考えております。

（6）発達障がい者（児）支援対策について。
本県における発達障害の初診待機期間解決の

ための取組について、まずはお尋ねいたします。

そして、発達障害につきましては、高校生ま

では佐世保市発達センターなどの小児科医に診
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察を受けていますが、卒業後は受診可能な医療

機関が少ないという声を聞いています。

年齢を問わず、切れ目ない医療体制づくりが

必要と考えますが、見解をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 福祉保健部長。

〇福祉保健部長（新田惇一君）県といたしまし

ても、発達障害の初診待機期間の長期化は、課

題として認識しており、その解決のためには地

域の医療機関での受入れを進めていくことが重

要であると考えております。

令和4年度に実施いたしました地域の小児科
等に対するアンケートにより、診療に前向きな

医療機関が一定数ありましたことから、これら

の医療機関に発達障害児の診療を担っていただ

くため、こども医療福祉センターなどと検討を

行ってまいります。

また、年齢に関わらず、発達障害を診療でき

る医療体制の構築のため、県では、平成28年度
から令和4年度にかけ、約50名の精神科医を「子
どもの心のサポート医」として養成し、思春期

に到達した児童の外来診療を担っていただく精

神科医療機関を増やしてまいりました。

しかしながら、小児科と精神科の連携に課題

があると聞いておりますことから、改めて「子

どもの心のサポート医」に対してアンケートな

どを行い、課題を整理し、小児科と精神科の連

携がさらに図られるよう、取り組んでまいりま

す。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）「子どもの心のサポー

ト医」ですが、いらっしゃることは私も知って

おりますが、部長の答弁があったとおり、小児

科医が発達障害児を診ることは非常に難しいと

いうお話も聞いておりますから、どうかここを

懇切丁寧に確認いただいて、地域完結型でサポ

ートできる体制をつくっていただくことを要望

させていただきます。

次に、令和5年2月定例会でも取り上げました
けれども、長崎県発達障害者支援センター、い

わゆる「しおさい（潮彩）」について、お尋ね

いたします。

委員会でも何度も取り上げたんですが、「し

おさい（潮彩）」というものは、県内唯一の発

達障害者支援に特化した専門機関であります。

この「しおさい（潮彩）」の組織体制の強化こ

そが、発達障害児の支援の強化にもつながりま

す。専門分野の人材確保や外部委託、そして指

定管理者制度導入の選択肢も含めた「しおさい

（潮彩）」の体制強化をすべきであります。

県の見解をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） こども政策局長。

〇こども政策局長（浦 亮治君）県におきまし

ては、発達障がい児（者）と、そのご家族が身

近な地域で支援が受けられるよう、総合的な専

門相談機関であります「しおさい（潮彩）」を

中心に、地域の支援体制を整備していくことが

重要であると考え、これまで市町の人材育成な

どに取り組んできたところであります。

一方、「しおさい（潮彩）」がその機能を十

分に発揮するためには、専門性の確保等に課題

があると承知しておりまして、県外視察を通じ、

委託と直営の運営状況の調査を実施するなど、

今後のあり方について検討を行っております。

引き続き、関係機関で構成いたします「長崎

県発達障害児・者総合支援推進会議」や、当事

者のご意見を十分にお伺いしながら、本県の発

達障がい児・者の支援体制の強化に向け、「し

おさい（潮彩）」のあり方の検討を進めてまい

ります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
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〇１６番（宮本法広君） この問題は、かなり古

くからあって、もっともっと機能を発揮すべき

です。専門人材の確保ということは、非常に重

要であり、機能強化については、機能強化する

ことが、まさに支援体制の強化につながります

から、一刻も早く検討については進めていただ

いて、来年度、再来年度からの導入を検討いた

だければと思いますので、引き続き要望させて

いただきます。よろしくお願いいたします。

2、教育行政について。
（1）夜間中学について。
この夜間中学につきましては、私が初当選い

たしました2015年から、設置に向けて一貫して
毎議会で取り上げて訴えをさせていただきまし

た。ようやく令和7年4月に佐世保市において開
校となります。佐世保市教育委員会では、開校

に向けた説明会や希望者個別の面接を実施され

ています。

まず、どのくらいの反響があったのか、希望

者、人数などについて、お尋ねをいたします。

併せて、県教委のプロジェクトチームとして

の関わりと県の支援について、お尋ねいたしま

す。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）夜間中学の

開設に向けた説明会は、県教育庁の職員も同席

の下、8月3日に佐世保市教育委員会の主催で実
施されまして、入学を検討されている方やその

ご家族など、10代から80代まで幅広い年齢層の
六十数名の参加がございまして、関心の高さが

うかがえました。

説明会後、アンケートや個別面談を実施した

ところ、現在、20名程度の方が夜間中学で学ぶ
ことを希望されておりまして、その内訳は、義

務教育の対象年齢を過ぎた方などの入学希望者

と、また、別の中学校などに在籍しながらの通

級希望者が半々という状況でございます。

県といたしましては、説明会への同席のほか、

教育庁内にワーキンググループを発足しまして、

佐世保市との情報共有や協議を重ねてきている

ところでございます。

今後も、来年度の開設に向けまして教職員の

配置や教育課程編成の助言など、さらなる支援

に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 県教委としても、ワー

キンググループで関わりあいをしっかりと発揮

していただきたいということ。

それから、20名ということで、非常に大事な
のが、中学校に在籍していて通級指導を希望す

る方、ここは本当に学びの場の受け皿となるも

のが夜間中学であります。まさに学びたいとい

う積極的な方々が集う場所が夜間中学ですので、

どうか引き続き佐世保市と協議をされて、より

よい学びの場が提供できるようにお願いをいた

したいと思います。

次に、佐世保市立祇園中学校にこの夜間中学

が開校になるということで、幅広い年齢層に対

応できるよう、また、夜の通学となりますこと

から、インフラ整備、あるいはスクールバスの

運行などが必要ではないかと考えます。

また、教育内容につきましては、日本の伝統

文化を取り入れるべく、例えば着物着つけ教室

や茶道教室を導入するなど、ほかと違った独自

の特色を活かしたカリキュラムを導入してはど

うかと提案いたしますが、見解をお尋ねいたし

ます。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）通学路の整

備を含めまして、登下校時の安全確保につきま
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しては、最大限配慮すべき事項であると認識を

しております。

現在、佐世保市において、入学希望者の実情

やニーズを聞きとっているところでございます

ので、今後、必要に応じて関係機関における検

討が進むものと考えております。

また、教育課程につきましては、多様な入学

希望者の実情に応じて特色ある教育課程を学校

において編成することが可能でございますので、

先進校の事例を提供するなどいたしまして積極

的に支援をしてまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 8月3日に佐世保市で
説明会があった折、佐世保市教委は、これまで

にない全く新しいものをつくっていきたいとい

うこと。そして、その時の講師の先生、京都大

学の総合博物館の塩瀬准教授は、今までと同じ

学校にする必要はなく、どうやったら学べるよ

うにするかが大切ということで、特色ある夜間

中学について期待を寄せられています。

県教委としても、教育課程の工夫については、

県教委の範疇であるということから、いろんな

学生と話をされて特色ある教育課程をつくって

いただくように要望させていただきます。

ほかに佐世保市以外で県内の設置に向けた動

きがないか、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）夜間中学を

設置する意向がある市町についての情報は、現

在のところ、把握をしておりませんが、夜間中

学は、議員もご指摘のとおり、学びの機会を求

める方々のニーズに応える場の一つでもありま

すので、引き続き、各市町に対して、佐世保市

の取組について積極的に情報を提供してまいり

たいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 引き続き、夜間中学に

ついては質問をさせていただきます。

（2）不登校児童生徒対策について。
これは前回の一般質問でも取り上げましたけ

れども、睡眠教育、以下、眠育と言いますけれ

ども、お尋ねをいたします。

大阪府堺市を視察してきまして、非常にすば

らしい取組をされておりました。学校と地域と

行政が一体となって取り組んだ結果、不登校だ

った生徒の約50％が登校できるようになった
という報告でありました。県として研修会、講

習会などを開催して各市町で導入を推進すべき

であります。

前回の質問からの進捗状況について、お尋ね

いたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）睡眠を適切

にとることは、生活リズムや心と体の調子を整

えることにつながるものでありまして、児童生

徒が意欲ある充実した生活を送るうえで基本的

なものと認識をいたしております。

県としましては、前回の議員のご提案を踏ま

えまして、睡眠の大切さを家庭や地域とも共有

して連携して取り組むことも重要と考えており

ます。

そのため、養護教諭やPTA、また、社会教育
担当者へのそれぞれの研修会の中で、子どもた

ちが適切な睡眠をとることの大切さを伝えてお

ります。また、具体的な取組事例についても積

極的に情報提供を行ってきたところでございま

す。

これを受けて、学校におきましても児童生徒

や保護者に向けまして発行する「保健だより」

などを活用して、睡眠の大切さについて発信を
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しているところでございます。

適切な睡眠は、児童生徒の健全な身心の育成

や不登校の未然防止にもつながるものと考えて

おります。今後も、各種研修会等を通してしっ

かりと周知を図ってまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 引き続き、眠育導入に

向けて取組を推進していただきたいと考えてお

ります。

もう1点ですけれども、学びの多様化学校の
設置について、お尋ねいたしますが、現在、長

崎市が設置に向けた動きをされておりますが、

ほか、県内の動きについて、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）長崎市では、

令和8年4月、長崎市民会館内に長崎市立桜馬場
中学校分教室の開校を予定いたしておりまして、

不登校生徒の実態に配慮した教育課程を編成す

ることとしております。

なお、令和6年度は改修工事に関する実施設
計と先進地の視察等を行う予定と伺っておりま

す。

また、先ほど答弁いたしましたとおり、佐世

保市では、令和7年4月の開設に向けた夜間中学
校の説明会が市の主催で開催されました。様々

な理由で不登校となった中学生も参加されてい

るところでございます。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）この学びの多様化学校

につきましては、県立として、まずモデル校を

つくって県内の普及を図っていくことが重要じ

ゃないかというふうに思いますが、これについ

て、ご見解をお願いします。

〇議長（徳永達也君） 教育委員会教育長。

〇教育委員会教育長（前川謙介君）本県におき

ましても、不登校児童生徒数が増加しておりま

して、教育機会の確保のためには、個々の児童

生徒の状況に応じた様々な選択肢があることが

望ましく、学びの多様化学校も、その一つとし

て認識をいたしております。

一方で、学びの多様化学校は、主な対象者が

小中学生でありまして、他県の先進校の多くは、

市町村において設置をなされております。また、

児童生徒の通学の利便性にも配慮する必要があ

ることなどから、県といたしましては、夜間中

学校の設置に取り組む佐世保市への支援と同様

に、市町の主体的な取組の後押しに努めてまい

りたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）県としてのスタンスを

確認させていただきました。引き続き、各市町

に向けて周知徹底を図っていただくことを要望

させていただきます。

3、産業労働行政について。
（1）水素県長崎の実現を目指して。
これは前回も取り上げましたけれども、また

取り上げさせていただきますが、昨年度、

「ZERO CARBON STEP NAGASAKI」という
ものが開催されまして、昨年9月定例会に私が
一般質問しておりました水素関連を演題として

取り上げていただきました。これにつきまして

は非常に感謝しております。

また、9月4日には、県庁内におきましてブラ
ザー工業が水素の取組について講演をされると

いうことで、私も拝聴させていただき、多くの

会場で参加者がいらっしゃったということで、

県内でも盛り上がりはあるということを確認さ

せていただきました。

今後、県内企業による水素サプライチェーン

の形成に取り組む必要があるというふうに考え
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ております。水素市場の需要を獲得する、そし

てサプライチェーンの形成、こういった流れを

県として取り組むことができないかと考えてお

りますが、今後の取組方針について、お尋ねい

たします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、水素につ

いては、今年5月、供給・利用を早期に促進す
る「水素社会推進法」が成立するなど、今後、

関連市場の急速な成長が見込まれると考えてお

ります。

これまで県においては、産学官のメンバーか

らなる「長崎県水素事業化研究会」を立ち上げ、

大手企業との連携により、県内企業の市場参入

を図るため、商船三井と県内企業が連携したゼ

ロエミッション船の建造など、具体的な取組を

進めてまいりました。

さらに、県内において、再生可能エネルギー

由来の水素を活用したプロジェクトを立ち上げ

るため、今年6月に協定を締結したブラザー工
業と県内企業との連携を進めているところであ

ります。

今後とも、大手企業と県内企業による技術開

発や実装化に向けたプロジェクトを支援するこ

となどにより、県内における水素関連企業のサ

プライチェーン構築に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 鋭意、取組を推進して

いただきたいと考えております。

（2）製薬企業の誘致について。
これも昨年9月定例会の一般質問でも取り上

げました。その後の県の対応について、お尋ね

いたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、医療関

連分野を企業誘致の重点分野の一つに位置づけ、

誘致活動を実施しております。

令和5年度の医療関連分野の企業訪問件数は、
延べ203件で、このうち製薬企業への訪問件数
は73件となっております。
最近の誘致実績としましては、7月に検査、

治療、診断等のために患部などの組織を採取す

る生検針の製造において、国内トップシェアで

ある株式会社タスクの研究開発拠点の立地が決

定したところであります。

また、さらなる企業誘致に向けた課題としま

しては、医療関連分野を含め、アンカー企業の

立地に適した工業団地が現在県内にないため、

アンカー企業の立地と、それに伴う県内のサプ

ライチェーン構築には、いまだ至っておりませ

ん。

このため、県では、東彼杵町と連携し、アン

カー企業の誘致に適した工業団地の整備に向け、

取組をはじめたところであります。

今後とも、医療関連を含む成長分野の県内サ

プライチェーン構築に向け、アンカー企業の誘

致などに努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 引き続き、アンカー企

業の誘致に向けて東彼杵町に建設される工業団

地に、どうか立地、誘致ができるように取組を

推進していただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

（3）造船関連産業について。
これは現在の国の防衛費増大に伴って自衛隊

艦等の修繕事業などが見込まれ、本県にとって

も絶好の機会であります。

私の地元の佐世保市においても、基地を活か

したまちづくりということで非常に期待の声も

挙がっているという現状から考えて、県は、防
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衛関連の需要を佐世保市をはじめ、県内におい

てどのように取り組んでいこうとされているの

か、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 産業労働部長。

〇産業労働部長（宮地智弘君） 県では、艦艇修

繕などの防衛関連について、これまで県内企業

が培った技術や人材が活かせる分野であるとと

もに、市場の成長も今後見込めることから、県

内企業のサプライチェーン強化に向けた取組を

進めるべきと考えております。

具体的には、これまで県内の防衛関連企業に

対し、市場の参入に必要な認証の取得や事業拡

大に向けた設備投資等を支援してまいりました。

また、県内企業のさらなる需要獲得に向け、

国や大手企業への働きかけを進めるとともに、

去る8月26日には、「長崎県産業振興協議会」
を開催し、長崎市、佐世保市と連携を強化して

いくことを確認したところであります。

今後とも、国や企業の動向を注視しながら、

関係市と連携して県内の防衛サプライチェーン

の強化に努めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）防衛関連のさらなる需

要獲得に向けて、引き続き、確実に取り組んで

いただくことをお願い申し上げます。

造船関連産業は、本県にとってはなくてはな

らない重要な産業であるということ、業界全体

をさらに盛り上げていく必要もあると考えてお

ります。

造船関連産業の振興について、今後、どのよ

うに進めていかれるのか、知事にお尋ねいたし

ます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） 県では、造船関連産業に

つきまして、県内サプライチェーンの裾野が大

変広く、世界的なカーボンニュートラルの潮流

の中でも、さらなる成長が期待できる産業であ

ることから、引き続き、本県の基幹産業として、

ぜひ後押しをしていきたいと考えております。

現在、本県の造船関連企業を取り巻く環境は、

世界的に船舶の大規模な更新時期を迎える中、

環境分野においても、高い技術を有する県内企

業を中心に発注が増加するとともに、防衛関連

の需要拡大もあるなど、大変好調を維持してい

ると認識しています。

このような中で、県では、さらなる造船関連

産業の振興に向けて、企業の設備投資等を支援

するとともに、業界全体の人材確保・育成など

を図るため、本県を代表する造船関連企業の大

島造船所と本年5月に連携協定を締結したとこ
ろでございます。

今後とも、県内造船関連企業のサプライチェ

ーン強化に向けて、企業の規模拡大等を支援す

るとともに、次世代を担う若い世代を中心に発

信を強化するなど、本県の基幹産業である造船

関連産業のさらなる振興に向けて力を注いでい

きたいと思っております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 知事、ありがとうござ

いました。引き続き、今の決意のように推進方、

よろしくお願いいたします。

4、水産行政について。
（1）魚市場における人材確保対策について。
魚市場では、人員確保がままならず、処理能

力が低下しているという状況でありますが、県

は、この状況を把握されているのか、まず、お

尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 本県の主要3魚市場
では、まき網漁の漁獲物の取扱いが多く、様々
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な種類やサイズの魚が一度に水揚げされており、

魚種の選別には多くの人員が必要となります。

しかしながら、高齢化などによる作業員不足

により、処理能力が低下し、作業遅延が発生す

る場合があることを把握しております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 選別と荷捌き、ここに

非常に人員が不足しているという状況を、私も

各魚市場を回った時にお聞きいたしました。

そこで、外国人材が活用できないかというこ

とで考えているんですが、外国人材の活用につ

いて、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 魚市場においては、

職種に制限がない唯一の在留資格である技能実

習1号により、現在、ミャンマーとベトナムの
実習生5名を受け入れております。
しかしながら、本年6月の法改正により、令

和9年までに「技能実習制度」が廃止されて、
新たに「育成就労制度」が創設されますが、魚

市場で行っている水産物卸売業は、受入れ分野

に指定されていないため、外国人材を受け入れ

られなくなることが課題となっております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）以上のようなことを踏

まえて、私、本年4月に、九州北西部に所在す
る5魚市場の皆様方とともに国へ要望活動をさ
せていただきました。

国からは、特定地域の問題であり、全国的な

動きとなっていない中で整理が難しいというこ

とで、非常に難しい問題であるということは認

識しているんですが、解決策というのは、どう

しても見出さなければなりません。

人材不足解消に向けた県の取組について、お

尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 水産部長。

〇水産部長（吉田 誠君） 国からは、外国人材

の新たな受入れ分野の追加は、相当ハードルが

高く、既存分野の活用が現実的との助言を受け、

県は、各魚市場に市場業務と関わりが深い水産

加工会社との連携などを提案し、検討していた

だいているところであります。

引き続き、魚市場の人員不足解消に向けて、

国の助言、指導をいただきながら、関係者と連

携して取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） この課題解決は、どう

してもやり遂げなければなりません。引き続き

関係者との協議を進めて尽力していただくこと

を要望させていただきます。

5、環境行政について。
（1）熱中症及び気候変動対策について。
まず、本年は、本当に猛暑日が続いておりま

して、熱中症警戒アラートの発令が相次いでお

りまして、9月に入っても非常に暑いという状
況であります。

まず、本年8月における熱中症の救急搬送の
人員数、内訳、救急搬送困難事案の件数につい

て、お尋ねをいたします。

〇議長（徳永達也君） 危機管理部長。

〇危機管理部長（今冨洋祐君）県内における本

年8月の熱中症による救急搬送人員数は517人
で、その内訳は、死亡2人、重傷4人、中等症197
人、軽症314人となっております。

8月の合計件数としましては、昨年より146人
多く、調査開始以降、最多となりました。

また、同時期の救急搬送困難事案の件数につ

きましては、国が抽出調査を実施している長崎

市消防局管内の実績によると、5週間の合計件
数は100件で、昨年より39件少なくなっており
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ます。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）気候変動に伴って本県

の気温が今後どう推移するのか、お尋ねいたし

ます。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）気温の予測

につきましては、気象庁の将来予測がございま

す。それによりますと、気候変動問題に関する

国際的な枠組みのパリ協定に基づき、21世紀末
の世界の平均気温が、産業革命前と比べ、約2
度の上昇に抑えられた場合には、本県の21世紀
末の気温は、20世紀末と比べて1.3度、上昇する
と予測されております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）下がることはないとい

うことで、この状況を踏まえて、本県には、「長

崎県気候変動適応センター」というものが設置

されておりますが、このセンターでの取組は非

常に重要であります。

今後の対策について、お尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 県民生活環境部長。

〇県民生活環境部長（大安哲也君）気候変動対

策につきましては、気候変動の影響による被害

の回避、軽減のための適応策と、温室効果ガス

の排出削減のための緩和策の両輪で取り組んで

おります。

適応策を担う気候変動適応センターでは、防

災や熱中症対策などに関するセミナー、ワーク

ショップの開催、ホームページ等での情報発信

などによる周知啓発のほか、情報収集、分析と

して、県民向けアンケートや、気候変動に伴う

びわ収穫量の影響予測などに取り組んでおりま

す。

緩和策については、再生可能エネルギーの利

用促進や省エネルギーを推進しております。今

年度から市町と連携した太陽光発電設備の設置

補助等の実施や、「ゼロカーボンアクション12」
によるライフスタイルの転換を知事から県民に

呼びかけるなど行っており、取組を強化してき

ております。

今後とも、県民総ぐるみで気候変動対策が図

られるよう取り組んでまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）どうかこのセンターの

機能を強化し、充実していただきたいというこ

とを要望させていただきます。

6、土木行政について。
（1）スケートパークの整備について。
現在、各自治体では、都市公園内にスケート

パークを設置する自治体が増えているというこ

とを踏まえて、本県の都市公園、長崎県立総合

運動公園内のローンボウルス場及びその周辺を

有効活用してスケートパークが設置できないか、

新しい機能を有した運動公園として整備できな

いか、提案いたします。見解を求めます。

〇議長（徳永達也君） 土木部長。

〇土木部長（中尾吉宏君）県立総合運動公園の

ローンボウルス場につきましては、利用者団体

の解散に伴い、令和3年3月末に公園施設として
の用途を廃止しております。

跡地は、陸上競技場とプールの間にある芝生

広場の一角にありまして、敷地面積は約2,100
平方メートルで、現在、敷地を柵で囲い、使用

を制限しております。

跡地につきましては、周辺の芝生広場は、日

頃から多くの県民が集う憩いの場となっている

現況も踏まえながら、今後、公園利用者のニー

ズを把握し、近隣施設の配置状況なども考慮し

たうえで、地元の諫早市や指定管理者と協議し、
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活用を検討してまいりたいと考えております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）都市公園の有効活用は

非常に重要ですので、どうか諫早市、そして関

係団体と鋭意協議をしていただいて有効活用し

ていただく中で、スケートボードパークについ

ても検討を進めていただきたいということを要

望させていただきます。

7、スポーツ行政について。
（1）スケートボード（スケボー）の振興に

ついて。

県では、スケボー体験会をずっと継続してい

ただいておりまして、これは引き続き継続して

いただきたい。

ここの場で上手になった子どもたちの発表の

場、これが今後大事であると考えておりますが、

これについて県の見解をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君） 県では、機

運醸成とすそ野拡大を目的として、子どもたち

を対象とした体験会を、長崎市と佐世保市でこ

れまで5回開催してきており、今年度は、市町
の意向を伺いながら、新たに五島市と波佐見町

においても実施する予定としております。

こうした体験会に参加した子どもたちがモチ

ベーションを維持し、継続して競技に取り組む

ためには、練習の成果を発表する場を設けるこ

とが重要であると考えており、県内施設管理者

や関係市町、競技関係者とともに検討を深めて

まいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君） 9月7日と8日には、
Gruunおおむらで日本スケートボード協会主
催の九州サーキット第3戦がありました。この
中から県内では2名が全国大会に出場するとい

うことで非常に活躍されてます、盛り上がりも

ありました。

パリオリンピックでもそうですけれども、若

者の活躍が非常に感動を与えたスケボーであり

ますので、どうか3代目スケボー部長におかれ
ましては、引き続き、発展に向けて尽力してい

ただくことを要望させていただきます。

（2）若者が集うスケボーを含むアーバンス
ポーツ振興対策について。

「ながさきスポーツビジョン」では、アーバ

ンスポーツの可能性検討ということで、これが

盛り込んであるんですね。よって、アーバンス

ポーツフェスティバル、これは開催すべきであ

ります。県の見解をお尋ねいたします。

〇議長（徳永達也君） 文化観光国際部長。

〇文化観光国際部長（伊達良弘君）スケートボ

ードなどのアーバンスポーツの普及は、若者の

スポーツを楽しむ機会の充実や地域活性化につ

ながるものと認識しております。

県では、これまで子どもを対象とした体験会

等を行ってきたところでございますが、さらに

機運を高めるための取組も必要であると考えて

おります。

このため、フェスティバル等のイベントの開

催も含め、今後、施設関係者や市町、民間事業

者等と検討を進めてまいります。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）民間事業者との連携と

いうのは非常に大事ですので、引き続き、協議

を進めていただいて、1回、どうか開催してい
ただきたいというふうに考えております。その

際はスケボーを中心に開催をお願いしたいと考

えております。

8、平和行政について。
（1）佐世保市における平和首長会議に対す
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る県の見解について。

平和首長会議は、昭和57年に設立された団体
であり、5月29日現在で166カ国、8,389自治体
が加盟しています。日本国内では1,739市町村が
加盟しているんですが、佐世保市のみが未加盟

であります。本年7月には、市民団体「未来ア
クション長崎」が署名活動を行いました。

この平和首長会議に佐世保市が加盟していな

いことについて、知事の見解をお尋ねいたしま

す。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）平和首長会議でございま

すけれども、核兵器廃絶の市民意識を国際的な

規模で喚起する、市町村で構成される組織であ

ると承知しております。その加盟につきまして

は、各市町村の判断で行われるものと認識をし

ております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員─16番。
〇１６番（宮本法広君）そういった答弁ですね。

寂しいような、悲しいようなという感じがしま

すが、県としてももっと協議をしていいんじゃ

ないかというふうに考えております。

知事としても、しっかりとした対応をもって

佐世保市に対応していただくことを要望させて

いただき、次の質問に移ります。

9、知事の政治姿勢について。
（1）知事の政治姿勢。
これまでは県内における諸課題について質問

いたしましたが、最後に、知事を取り巻く諸問

題について、質問をさせていただきます。

まず、大石けんご後援会収支報告書における

286万円について、質問いたします。
前回、6月定例会での田中議員の一般質問か

ら、私自身も収支報告書をつぶさに確認をさせ

ていただいております。

その中で、令和6年8月2日付で286万円は寄附
へと訂正されておりましたが、併せて同日付で

借入金2,000万円も削除されておりました。
286万円と関係があるのか、どういうことな

のか、なぜ削除したのか、説明を求めます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君） まず、端的に申し上げま

すけれども、2,000万円と286万円は別物でござ
います。そのうえで2,000万円の記載を削除した
経緯について、ご説明をさせていただきます。

私は、令和4年2月の知事選挙に際しまして、
この2,000万円を準備をして後援会の口座に入
金をいたしました。この2,000万円について、私
は、後援会の令和4年分の収支報告書を提出し
た際には、私から後援会に貸し付けたものと認

識をしておりました。

そのため、令和4年分の収支報告書には、借
入金として記載をして、その返済として後援会

から、令和5年3月に460万円、令和6年3月に195
万2,000円の支払いを受けております。
しかし、今般、令和4年分収支報告書の記載

内容の見直しを進める中で、先だって提出され

ていた選挙運動費用収支報告書において、2,000
万円につき、自己資金と記載をされていたこと

に気づきました。これを後援会への貸付とする

ことは誤りであったと判断をして、後援会から

支払いを受けていた、合計で655万2,000円がご
ざいますけれども、これについて全額返済をす

るとともに、令和4年分収支報告書における
2,000万円の借入金の記載を削除したものでご
ざいます。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） また併せて、収支報告

書には同日付で、知事ご本人から390万1,944円
が寄附として追加されています。この金額は、
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2年前の令和4年2月21日付、知事選挙投・開票
の翌日のお金であります。これについて説明を

求めます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）ご指摘の寄附として追加

をいたしました390万1,944円についてですけ
れども、これは記載漏れになっていた選挙運動

費用の過剰、余ったお金を記載したものでござ

います。収入が2,000万円と公費負担分の217万
2,600円の合計から、支出の総額でございます
1,827万656円を差し引いた金額になります。
〇議長（徳永達也君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君） 2年前のお金が、なか
なか理解しがたいところかと思います。県民の

不安は、日ごとに募っております。私も、地域

や企業を訪問するたびに、県政に対する不安や

怒りの声をいただきます。

報道から知らされるのではなくて、全てを洗

いざらいにして、まずは早期に議会に対して、

集中審査などで知事ご本人から説明責任を果た

すべきです。

知事の見解を求めます。

〇議長（徳永達也君） 知事。

〇知事（大石賢吾君）これまでも答弁をしてお

りますけれども、説明が不十分であるというご

指摘は真摯に受け止めて、今後も丁寧に説明の

機会を設けていきたいと思っております。

また、議会にお求めいただいた場合には、そ

れも丁寧に対応していきたいと思っております。

〇議長（徳永達也君） 宮本議員―16番。
〇１６番（宮本法広君）県政の停滞につきまし

ては、知事ご本人が陳情に上京できなかった、

またはNPT再検討会議への代理出席だけでは
なくて、このように県政一般質問で時間を割く

こと、あるいはこれで職員が動くこと、これこ

そが県政の停滞であります。そのことを深く深

く知事は認識をしていただきたい。

そして、説明責任をきちんと果たす、これは

政治家として、知事として、当然のことであり

ます。どうか、知らなかったとか、捜査への影

響とかという言葉を排除して、議会での真摯な

説明を求めます。

以上で、終わります。

〇議長（徳永達也君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。

次に、先に上程いたしました第82号議案乃至
第91号議案につきましては、お手元の議案付託
表のとおり、それぞれの委員会に付託いたしま

す。

お諮りいたします。

第92号議案「長崎県収用委員会の委員及び予
備委員の任命について議会の同意を求めること

について」は、委員会付託を省略することにご

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（徳永達也君） ご異議なしと認めます。

よって、第92号議案は、委員会付託を省略い
たします。

次に、第4号請願「『福祉医療機構が行う、
社会福祉施設職員等の退職手当共済に掛かる公

費助成の継続』に関する請願書」ほか2件が提
出されておりますので、これを一括上程いたし

ます。

ただいま、上程いたしました請願につきまし

ては、お手元の請願付託表のとおり、文教厚生

委員会に付託いたします。

次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますよう、お願いいたします。

以上で、本日の会議を終了いたします。

明日より10月3日までは、委員会開催等のた
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め本会議は休会、10月4日は、定刻より本会議
を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

― 午後 ３時４８分 散会 ―
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２３番 石 本 政 弘 君
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３２番 堀 江 ひとみ 君

３３番 中 山   功 君

３４番 小 林 克 敏 君

３５番 川 崎 祥 司 君

３６番 深 堀 ひろし 君

３７番 山 口 初 實 君

３８番 山 田 朋 子 君

３９番 中 島 浩 介 君

４０番 前 田 哲 也 君

４１番 浅 田 ますみ 君

４２番 外 間 雅 広 君

４３番 徳 永 達 也 君

４４番 瀬 川 光 之 君

４５番 溝 口 芙美雄 君

４６番 田 中 愛 国 君

説明のため出席した者

知 事 大 石 賢 吾 君

副 知 事 浦   真 樹 君

副 知 事 馬 場 裕 子 君

秘書・広報戦略部長 陣 野 和 弘 君
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総 務 部 長 中 尾 正 英 君

危機 管理部 長 今 冨 洋 祐 君

地域 振興部 長 小 川 雅 純 君

文化観光国際部長 伊 達 良 弘 君

県民生活環境部長 大 安 哲 也 君

福祉 保健部 長 新 田 惇 一 君

こども政策局長 浦   亮 治 君

産業 労働部 長 宮 地 智 弘 君

水 産 部 長 吉 田   誠 君

農 林 部 長 渋 谷 隆 秀 君

土 木 部 長 中 尾 吉 宏 君

会 計 管 理 者 井 手 美都子 君

土 木 部 技 監 植 村 公 彦 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 渡 辺 大 祐 君

文化観光国際部政策監 村 田 利 博 君
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産業労働部政策監 石 田 智 久 君

教育委員会教育長 前 川 謙 介 君

選挙管理委員会委員長 渡 邊 敏 則 君

代表 監査委 員 下 田 芳 之 君

人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員長 安 部 惠美子 君

警 察 本 部 長 遠 藤 顕 史 君

監査 事務局 長 桑 宮 直 彦 君

人事委員会事務局長
(労働委員会事務局長併任)

田 中 紀久美 君

教 育 次 長 狩 野 博 臣 君

財 政 課 長 苑 田 弘 継 君

秘 書 課 長 黒 島   航 君

選挙管理委員会書記長 楠 本 雅 一 君

警察本部参事官兼総務課長 古 賀 新 一 君

議会事務局職員出席者

局 長 中 尾 美恵子 君

次長兼総務課長 濵 口   孝 君

議 事 課 長 佐 藤 隆 幸 君

政務 調査課 長 大 宮 巌 浩 君

議事課課長補佐 永 尾 弘 之 君

議 事 課 係 長 山 口 祐一郎 君

議事課会計年度任用職員 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ―

〇議長(徳永達也君) ただいまから、本日の会議

を開きます。

この際、知事より、認定第1号乃至認定第3号
の送付がありましたので、これを一括して上程

いたします。

ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。

認定第1号から第3号は、地方自治法の規定に
基づき、令和5年度長崎県一般会計決算及び各
特別会計決算等の認定を得ようとするものであ

ります。

以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。

何とぞ、適正なるご決定を賜りますようお願

い申し上げます。

〇議長(徳永達也君) ただいま上程いたしまし

た認定第1号乃至認定第3号につきましては、お
手元に配付いたしております議案付託表のとお

り、予算決算委員会に付託いたします。

お諮りいたします。

認定第1号乃至認定第3号につきましては、議
会閉会中の継続審査とすることにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、認定第1号乃至認定第3号は、議会閉
会中の継続審査とすることに決定されました。

次に、第92号議案「長崎県収用委員会の委員
及び予備委員の任命について議会の同意を求め

ることについて」を議題といたします。

お諮りいたします。

本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本議案は、原案のとおり委員として、佐野竜

之君、楠大典君に、予備委員として、山下肇君

に、それぞれ同意を与えることの賛否について、

表決ボタンをお押し願います。

表決漏れはありませんか。
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これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、第92号議案は、原案のとおりそれぞ
れ同意を与えることに決定されました。

これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。

まず、総務委員長の報告を求めます。

石本委員長―23番。
〇総務委員長（石本政弘君）（拍手）〔登壇〕

総務委員会の審査の結果並びに経過の概要に

ついて、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

83号議案「知事の調査等の対象となる法人の範
囲を定める条例の一部を改正する条例」のうち

関係部分外3件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告申し上げます。

まず、警察本部関係の所管事項について、

SNS型投資・ロマンス詐欺に関し、本年1月か
ら3月末までの被害については、43件、被害総
額は約3億円であったが、6月末時点においては
88件、被害総額は約5億3,000万円であり、年間
の被害総額が10億円を超えるペースで増加し
ている。関係機関と連携した被害防止に取り組

む必要があると考えるが、警察本部の見解はと

の質問に対し、被害防止に向けた関係機関との

取組については、県警察と関係機関・団体との

間で構築している、約5,600か所のネットワーク
を活用し、被害防止の情報発信に努めているほ

か、今年の8月から県内全ての携帯電話の販売

事業者に対して、新規契約または機種変更等を

する際、顧客への被害防止の広報について協力

を要請している。

また、犯人側に送金する手段として約6割が
ネットバンキングを利用している状況であるた

め、金融機関に対して、ネットバンキングを利

用する際に啓発のためのポップアップが表示で

きないかの検討を要請するなど、関係機関・団

体の協力を得ながら被害に遭わない環境づくり

に取り組んでいきたいとの答弁がありました。

次に、企画部関係の所管事項について、新し

い長崎県づくりのビジョンに関し、ビジョンに

ついて、こども、交流、イノベーション、食の

4つの分野があるが、なぜ、この4つの分野だけ
なのか。県民の安全・安心を守る防災対策、国

土強靱化、長崎県が抱えている根幹的な問題で

ある人口減少対策、良質な雇用の場の確保とい

った分野も必要ではないかとの質問に対し、注

力する分野は、今の長崎県の現状、課題、かつ、

長崎が持っているポテンシャル等を踏まえ、ま

ずは各部局が連携・融合するような形で4分野
を設定している。

災害・防災対策については、近年、頻発化・

激甚化している自然災害に対して、県民の生

命・財産、暮らしを守って、社会機能を維持す

ることに、欠かすことのできない重要な課題で

あると認識している。

良質な雇用の確保も非常に重要な観点であり、

ビジョンの実現に向けた共通視点にある人材の

確保・育成や産業振興といったイノベーション

分野でしっかり取り組んでいきたい。

分野の枠組みについては、今後の社会情勢の

変化、県議会の議論等を踏まえながら、検討し

ていくことになろうかと考えているとの答弁が
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ありました。

次に、総務部関係の所管事項について、中期

財政見通しに関し、社会保障関係費の増加や地

方債の償還に係る公債費の増加などにより、令

和7年度以降、本県の財政状況は厳しさを増し
ていく状況の中で、県勢浮揚につながる施策を

推進していくために必要な財源をどのように確

保していくのか。今後の持続可能な財政運営に

向けた考え方はとの質問に対し、歳入面では、

本県は脆弱な財源構造であるため、国に対して、

地方税財源の確保・充実を強く要請するととも

に、国の補助制度や地方債の活用などを進めて

まいりたい。

また、歳出面では、事務事業評価を活用した

見直しや、部局横断的な取組を促進する中で効

率化を図るなど、事業の選択と集中を進めなが

ら、必要な財源を確保し、持続的な財政運営を

実現してまいりたいとの答弁がありました。

次に、危機管理部関係の所管事項について、

能登半島地震の課題を踏まえた防災対策の見直

しに関し、10月末を目途に最終取りまとめを行
い、11月に県防災会議において地域防災計画を
修正するということで進められているが、平成

25年度に国が実施した調査において、災害時に
孤立化の可能性がある集落が、県内で378か所
あるという調査結果となっているが、県として

具体的にどのような対応を検討しているのかと

の質問に対し、集落が孤立した場合、まずは道

路の啓開活動により、できるだけ早く孤立を解

消することが重要と考えている。また、物資や

人員の輸送のためのヘリコプターや船舶の活用

も必要なことから、ヘリコプターの離発着適地

の確保とともに、防災情報システムを活用した

情報を市町や関係機関で共有し、輸送を円滑に

実施できる環境を整えていく。

併せて、孤立した集落の状況を迅速に把握す

るため、ドローンの活用、衛星通信を活用した

インターネット機器による通信手段の確保など

検討したいと考えているとの答弁がありました。

これに対し、離島・半島で道路が寸断され、

物資が届けられない場合に、ドローンで物資を

届けることも可能と思うので、市町とも連携し

て計画の見直しを行っていただきたいとの意見

がありました。

次に、地域振興部関係の所管事項について、

西九州新幹線の開業効果に関し、開業1年間の
新幹線を利用して長崎を訪れた観光客数が103
万人、うち開業を契機とした新規の観光客数33
万9,000人、新幹線を利用した観光客による経済
波及効果193億円といった、部分開業でありな
がらも相当な効果が出ていると思われるが、県

として、どう評価しているのかとの質問に対し、

1年目の開業効果としては、JR九州をはじめ、
沿線自治体の努力によって、この数値が出てお

り、一定評価できるものと思われる。

しかしながら、最終目的とするところは、こ

の西九州新幹線が、全線フル規格で関西と直通

運行することであり、さらにその効果を高めて

いく取組を進めていきたいとの答弁がありまし

た。

これに対し、今後も佐賀県への働きかけを行

い、西九州新幹線が全線フル規格となることに

よって、広島、新大阪からの観光客を西九州、

長崎に取り込むこととなり、さらなる効果に繋

がっていくものと思われる。

この1年目の開業効果を広く知ってもらうよ
う取り組んでいただきたいとの意見がありまし

た。
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以上のほか、一、マイナンバーカードの免許

証一体化について、一、大麻等の薬物対策につ

いて、一、横断歩道での交通事故防止対策につ

いて、一、日本版ライドシェアについて、一、

市町の会計年度任用職員の処遇改善について、

一、中国軍機による領空侵犯について、一、IR
について、一、県北地域の振興についてなど、

総務行政全般にわたり活発な論議が交わされま

した。

また、今回、総務委員会において、大石知事

の政治資金等について集中審査を行い、参考人

を招致しての意見聴取及び知事への質問応答を

実施いたしました。

それらの詳細については、この際、省略させ

ていただきます。

最後に、別途、本委員会から、「米兵の性的

暴行に厳重抗議し対策を強く求めることについ

て」の意見書提出方の動議を提出しております

ので、併せてよろしくお願いいたします。

以上で、総務委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) この際、念のため申し上げ

ます。

本委員会と観光生活建設委員会に分割して付

託いたしておりました第84号議案「知事等の損
害賠償責任の一部免責に関する条例等の一部を

改正する条例」につきましては、観光生活建設

委員長の報告終了後に、本委員会と農水経済委

員会に分割して付託いたしておりました第83
号議案「知事の調査等の対象となる法人の範囲

を定める条例の一部を改正する条例」につきま

しては、農水経済委員長の報告終了後に、一括

して審議することにいたします。

お諮りいたします。

各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。

次に、文教厚生委員長の報告を求めます。

山下委員長―22番。
〇文教厚生委員長（山下博史君）（拍手）〔登

壇〕 おはようございます。

文教厚生委員会の審査結果並びに経過の概要

について、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

85号議案「長崎県安心こども基金条例の一部を
改正する条例」及び請願3件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。

次に、請願につきまして、まず、第4号請願
「『福祉医療機構が行う、社会福祉施設職員等

の退職手当共済に掛かる公費助成の継続』に関

する請願書」及び第6号請願「長崎県立千々石
少年自然の家の今後の在り方に関する請願」に

つきましては、いずれも異議なく、採択すべき

ものと決定されました。

なお、第4号請願の採択に伴い、本委員会と
して、別途、「社会福祉施設職員等退職手当共

済制度における保育所等に対する公費助成の継
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続について」の意見書提出方の動議を提出して

おりますので、よろしくお願いいたします。

次に、第5号請願「ゆたかな学びの実現・教
職員定数改善をはかるための、2025年度政府予
算に係る請願書」につきましては、起立採決の

結果、不採択とすべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、総務部の所管事項について、長崎県立

大学における「しまなびプログラム」に関し、

学生が「しま」の地域課題を調査分析し、解決

策を提案していく「しまなびプログラム」は、

地域課題に対し的確な提案をいかに引き出すか

が大事であるため、これまで蓄積したノウハウ

を発展させていく取組が必要だと思うがどうか

との質問に対し、「しまなびプログラム」につ

いては、大学において、より良い制度になるよ

う改善を行っていくこととしているため、その

ような考え方についても伝えてまいりたいとの

答弁がありました。

これに対し、「しまなびプログラム」を通し

て、地域へどのように貢献するかを十分に協議

してほしい。

また、離島それぞれの良さがあるため、離島

1か所のみの体験ではなく、何か所か体験して
もらい、離島に対する理解を深めてほしいとの

意見がありました。

次に、教育委員会の所管事項について、運動

部活動の地域移行に関し、地域移行に関するパ

ートナーシップを日本青年会議所九州地区長崎

ブロック協議会と締結し、各市町が抱える様々

な課題解決を支援するための体制を構築したと

いうことであるが、構成員である県内各地の青

年会議所は単年度制で活動を行っているため、

協定期間の2027年度まで継続的な支援が可能
であるのかとの質問に対し、締結に合わせて、

現役会員及び青年会議所の卒業生で構成される

「一般社団法人長崎青少年育成振興協議会」が

設立され、子どもたちのスポーツを通した健全

育成のほか、持続可能な子どもたちのスポーツ

活動の機会確保に向けて、継続的な支援・協力

をいただけるものと考えているとの答弁があり

ました。

次に、金融リテラシーに関し、2022年の金融
リテラシー調査によると、長崎県は全国順位が

42位であり、その危機感から学校現場では金融
リテラシーに力を入れているところであると思

うが、現在の実施状況はどうか。また、どのよ

うな効果が出ているのかとの質問に対し、昨年

度、全日制の公私立合わせて77校中71校におい
て、金融のプロの方が各高校に出向き、出前授

業を実施したところである。アンケートによる

と、生徒の87％が好意的な回答をしており、目
新しい新鮮な講義に映っていたようである。ま

た、教師の84％が生徒に対して役に立つ内容で
あったと回答しており、十分に効果が上がって

いる状況であるとの答弁がありました。

次に、福祉保健部の所管事項について、認知

症対策に関し、令和6年1月に「共生社会の実現
を推進するための認知症基本法」が施行され、

政府は認知症施策推進基本計画の策定を進めて

おり、都道府県においても、認知症に関する施

策推進計画の策定が努力義務となっているが、

本県はどのように取り組んでいくのかとの質問

に対し、「ながさき長寿いきいきプラン」にお

いて認知症高齢者等に対する支援の充実を重点

分野に位置付け、国の認知症施策推進大綱に沿

って施策を推進しているところであるが、今後
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の国の計画を踏まえ、認知症当事者の声を聞き

ながら本県も計画を策定する必要があると考え

ている。国から提示される予定である計画策定

支援マニュアル等も参考にしながら、計画策定

に向けた取組を進めてまいりたいとの答弁があ

りました。

次に、こども政策局の所管事項について、5
歳児健診に関し、1歳6か月児及び3歳児の乳幼
児健診については実施義務があるが、5歳児健
診においては任意であるため受診していない子

どもがいると思われるが、本県21市町はどのよ
うな状況であるのかとの質問に対し、集団健診

のほか、相談会や園訪問方式など、本県がこれ

まで進めてきた基準による5歳児健診は、19市
町で実施されているとの答弁がありました。

これに対し、発達障害の子どもの支援のため

には早期発見、早期支援が大事であるため、残

り2市町についても、5歳児健診が実施できるよ
うに対応いただきたいとの意見がありました。

以上のほか、教育及び福祉・保健行政全般に

わたり熱心な論議が交わされましたが、その詳

細については、この際、省略させていただきま

す。

最後に、別途、本委員会から「私学助成の充

実強化等について」の意見書提出方の動議を提

出しておりますので、併せてよろしくお願いい

たします。

以上で、文教厚生委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますようお願い

いたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) お諮りいたします。

各案件は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

まず、第5号請願「ゆたかな学びの実現・教
職員定数改善をはかるための、2025年度政府予
算に係る請願書」について、採決いたします。

本請願に対する委員長報告は、不採択とすべ

きものであります。

本請願を採択することの賛否について、表決

ボタンをお押し願います。

表決漏れはありませんか。

これにて、表決を終了いたします。

賛成少数。

よって、第5号請願は、不採択とすることに
決定されました。

次に、その他の案件について、採決いたしま

す。

各案件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、第85号議案は、原案のとおり可決さ
れ、請願は、それぞれ採択されました。

次に、観光生活建設委員長の報告を求めます。

千住委員長―21番。
〇観光生活建設委員長（千住良治君）（拍手）

〔登壇〕観光生活建設委員会の審査の結果並び

に経過の概要について、ご報告いたします。

本委員会に付託されました案件は、第84号議
案「知事等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例等の一部を改正する条例」のうち関係部分

外4件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定されました。
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以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、第91号議案「第4次長崎県男女共同参
画基本計画の変更について」に関し、男女共同

参画の視点での防災・復興等研修の実施回数に

ついて、事業実施方法の変更に伴い、目標値を

上方修正するとのことだが、具体的にどのよう

な研修を実施しているのかとの質問に対し、東

日本大震災をはじめとする災害現場での意思決

定過程において、女性の参画が十分に確保され

ず、女性のニーズが反映されないという課題が

生じた。

国も女性の視点に立った防災・復興の取組を

促進していることから、男女共同参画の視点で

の防災・復興研修を長崎県男女共同参画推進セ

ンターが実施しており、令和5年度は熊本地震
を経験した方に講演していただき、8地域で185
名の参加があった。本年度は防災オリジナルカ

ードを用いた避難所運営のグループワークを実

施しているとの答弁がありました。

これに対し、様々な研修が実施されているよ

うなので、今後、実際に災害が起きた時に生か

せるよう、進めていただきたいとの意見があり

ました。

次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。

土木部の所管事項について、石木ダム事業に

おける地域振興策に関し、ソフト面に関する素

案については、川棚町からの要望を受け、検討

を進めるということであったが、今後、町が要

望を具体化していく過程において、県はどのよ

うな姿勢で関わっていくのかとの質問に対し、

県としても、ダム周辺地域振興について、交流

人口が増えた他県の取組事例等の情報収集を行

い、町に提案を行う等、積極的に関わっていき

たいとの答弁がありました。

次に、文化観光国際部の所管事項について、

県産酒の振興に関し、9月4日に開催した「さけ
くらべ長崎」のイベントについて、当日の来場

者数、また開催による成果はどのようなものか

との質問に対し、酒販店からの酒蔵に足を運ぶ

時間がない等の声から、飲食店や酒販店等と酒

蔵とのマッチング会を実施した。イベントには

108事業者が参加し、当日に商談につながった
との話も聞いている。開催後の状況把握を行い、

今後の取組に生かしていきたい。

また、10月初めには、一般の方を対象とした
イベントを、長崎駅前かもめ広場にて、開催予

定であり、今後も県産酒の認知度向上に努めて

まいりたいとの答弁がありました。

次に、交通局の所管事項について、高速シャ

トルバスに関し、平日と休日で、どの程度、乗

客数に差があるのか。休日は便数が少ないとい

う状況も承知しているが、長崎スタジアムシテ

ィ開業も控えており、V・ファーレン長崎の試
合が、諫早市から長崎市に移るので、これを活

かして、休日のシャトルバスの利用をアピール

してほしいとの質問に対し、高速シャトルバス

は、通勤通学の利用が多く、平日は2,600人から
2,700人の利用がある一方で、休日は1,000人に
満たない程度の利用となっている。

今後、長崎スタジアムシティ開業における催

し物等も考えられるため、その移動手段として

の利用を積極的に周知してまいりたいとの答弁

がありました。

また、今回、本委員会において「最低制限価

格の見直し」について参考人を招致し、集中審

査を行いました。土木部より経緯等の説明を受
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けた後、参考人からの意見聴取及び土木部との

質問応答を行いました。

以上のほか、観光生活建設行政全般にわたり

活発な論議が交わされましたが、その詳細につ

いては、この際、省略させていただきます。

以上で、観光生活建設委員会の報告といたし

ます。

議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) お諮りいたします。

本委員会と総務委員会に分割して付託いたし

ておりました第84号議案を含め、各議案は、質
疑・討論を省略し、直ちに採決することにご異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。

次に、農水経済委員長の報告を求めます。

中村一三委員長―24番。
〇農水経済委員長（中村一三君）（拍手）〔登

壇〕農水経済委員会の審査結果並びに経過の概

要について、ご報告いたします。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

83号議案「知事の調査等の対象となる法人の範
囲を定める条例の一部を改正する条例」のうち

関係部分であります。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては異議なく、原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。

以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、産業労働部関係の所管事項について、

半導体関連産業に関し、本県の半導体関連の製

造品出荷額はどのくらいで、どの程度伸びてい

るのかとの質問に対し、令和3年の実績で3,103
億円となっており、10年前と比較して557億円、
率にして22％増加しているとの答弁がありま
した。

これに対し、半導体関連の県内の雇用者数は

どのくらいか。また、今後の見通しはどうかと

の質問があり、令和4年度で6,323名となってお
り、今後、規模拡大や、本格操業を控えている

企業の稼働が始まると、さらに雇用は増加して

いくと考えるとの答弁がありました。

これに対し、人材の確保が必要だが、県内の

大学や高校での確保策をどのように考えている

のかとの質問があり、「ながさき半導体ネット

ワーク」の新たな取組として、県内の理工系と

情報系の学部を有する大学、高専の学生を対象

に、半導体関連企業の見学バスツアーを9月20
日に実施した。学生等51名に参加いただき、会
員企業2社を見学した。今後も企業を知る機会、
現場を見る機会を積極的に作り、人材確保につ

なげていきたいとの答弁がありました。

次に、水素事業に関し、9月4日の長崎県水素
事業化研究会で、6月に連携協定を締結したブ
ラザー工業のセミナーが開催されたが、その概

要はどのようなものかとの質問に対し、参加者

は、県内企業をはじめ、大学、行政関係者約40
名で、ブラザー工業が取り組んでいる水素事業

に関する説明や、製品の紹介、今後の水素関連

事業の展開などについて説明いただき、併せて、
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長崎県水素事業化研究会のプロジェクトの紹介

もさせていただいたとの答弁がありました。

これに対し、水素で産業を立ち上げる上で、

県が大きな姿勢を示していくことが重要だが、

意気込みはどうかとの質問があり、国の補助金

も活用しながら、県の水素関連のプロジェクト

を立ち上げ、強力に推進していきたいと考えて

いる。その際にはブラザー工業のような大手企

業を中心として、県内企業の参画も積極的に募

りながら進めていきたいとの答弁がありました。

次に、水産部関係の所管事項について、養殖

技術ブレイクスルー促進事業に関し、水流やマ

イクロバブル装置などによる赤潮対策技術の開

発とのことだが、どのような内容なのかとの質

問に対し、赤潮発生時の養殖魚の被害軽減に向

け、生簀内の溶存酸素量を増やす技術や、プラ

ンクトン濃度の低い海底近くの海水を、エアポ

ンプで生簀へ送ることで、生簀内のプランクト

ン濃度を下げる技術の実証を行い、評価してい

く内容となっているとの答弁がありました。

これに対し、どこの海域で評価する予定なの

かとの質問があり、長崎市戸石地区での実証を

考えている。今期の赤潮は終息しているため、

赤潮に対する直接的な評価は難しいが、フィー

ルド試験で得られたデータを踏まえ、実用化に

向けて取り組んでいきたいとの答弁がありまし

た。

次に、魚市場における荷捌きの人材確保に関

し、外国人労働者の規制が緩和されても、人材

を確保するのは難しいと思うので、AI化、スマ
ート化、完全自動化に向けて取り組むのが良い

のではないか。技術は日々進歩しており、加速

度的に良いものができてくると思うがどうかと

の質問に対して、民間企業や大学などが連携し

て研究開発に取り組んでおり、1尾ずつの魚種
判別は可能となったものの大量処理が課題で、

現時点でのまき網漁業などへの導入は困難な状

況である。

しかしながら、先端技術の導入による作業の

効率化は、人手不足解消に効果的であるため、

関係部局などとも連携し、どのようなことがで

きるのか研究していきたいとの答弁がありまし

た。

次に、農林部関係の所管事項について、なが

さきモデル「食の賑わい」創出に向けた先進事

例・可能性等業務委託に関し、どのような委託

内容で、今後どのように取り組んでいくのかと

の質問に対し、「未来大国」の食の分野に関す

る事業で、具体的には、県民が本県の食を誇り

に思い自慢したくなるよう、県民や観光客など、

誰もが本県の食を買って味わえる食の賑わいの

場の創出に向けて、国内外の先進事例、県内各

候補地の立地環境や交通アクセス、観光客の動

向等を調査・分析して、今年度中に、実現に向

けたロードマップを作成することとしていると

の答弁がありました。

これに対して、厳しい財政状況の中、予算を

かけて実施するからには、他部局との連携をは

じめ、取組の進捗状況などを今後報告していた

だきたいとの要望がありました。

次に、米の生産に関し、米農家が減少し、耕

作放棄地が増加する中、県内の米生産の現状は

どうなっているのかとの質問に対して、本県の

令和5年産主食米の作付面積は、約1万ヘクター
ルで、5年前に比べて約1,400ヘクタール減少し
ている。生産量も併せて減少しており、約4万
8,800トンとなっているとの答弁がありました。
これに対して、米農家は儲からないので子ど
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もには継がせないという話も耳にするが、今後、

どのように生産量を維持していくのかとの質問

があり、温暖化等に対応した高温耐性品種の推

進や、省力化を図るためのスマート農業の普及

を引き続き進めていく。

また、現在、県内の生産者や卸業者に対して

生産及び流通の課題等の調査を、消費者に対し

てはアンケート調査を行っており、課題をしっ

かりと把握・解析して、令和8年度以降の米の
振興方針策定に向けて関係機関と協議していく

との答弁がありました。

以上のほか、農水経済行政全般にわたり熱心

な論議が交わされましたが、その詳細について

は、この際、省略させていただきます。

以上で、農水経済委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますようお願い

いたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) お諮りいたします。

本委員会と総務委員会に分割して付託いたし

ておりました第83号議案は、質疑・討論を省略
し、直ちに採決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

本議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、第83号議案は、原案のとおり可決さ
れました。

次に、予算決算委員長の報告を求めます。

宅島委員長―27番。
〇予算決算委員長（宅島寿一君）（拍手）〔登

壇〕予算決算委員会の審査の結果並びに経過の

概要について、ご報告いたします。

本委員会で審査いたしました案件は、第82号
議案「令和6年度長崎県一般会計補正予算（第2
号）」でございます。

慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、起立採決により、原案のとおり、可決

すべきものと決定されました。

以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。

まず、総務分科会では、ジェットフォイル更

新支援事業に関し、今回、博多、壱岐、対馬間

を結ぶ1隻の老朽化に伴う更新の支援として、
国、県、市が協調して複数年にわたり補助する

とのことだが、国の予算については、来年度以

降も担保されているのかとの質問に対し、既存

の補助事業を活用する方針となっており、単年

度事業の予算ではあるが、国からは、船舶の引

き渡しまでの5年間にわたり、その更新に支障
を来さないように、所要の予算確保に、最大限

努力していく旨の説明を受けているとの答弁が

ありました。

これに対し、離島の人口減少対策にもジェッ

トフォイルの役割は非常に大きく、福岡から多

数の観光客が利用している。引き続き、国の補

助金をしっかり担保できるよう、連携を取って

進めていただきたいとの意見がありました。

次に、文教厚生分科会では、医療勤務環境改

善支援センター事業費に関し、補助対象者は長

崎大学病院のみとのことだが、当該病院におい

て、医師の働き方改革の時間外・休日労働の上

限960時間を超える医師は何名か。
また、今回の取組による効果をどのように考

えているかとの質問に対し、上限を超える時間

外労働を行っている医師は、令和5年度実績で6
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診療科11名となっている。
本事業を活用し、年間上限を超える医師の長

時間勤務の解消を図ることにより、県内医療機

関への医師派遣等を通じて、引き続き地域の医

療提供体制の確保が図られるよう、長崎大学病

院の取組を支援してまいりたいとの答弁があり

ました。

次に、観光生活建設分科会では、長崎県動物

愛護管理センター（仮称）整備にかかる債務負

担行為に関し、収容頭数が犬75頭、猫25頭程度
とのことであるが、適正な規模なのか。他県の

状況はどうか。また職員は、何人程度となるの

かとの質問に対し、他県で昨年度建設されたセ

ンターは2か所あり、広島県で、延床面積1,853㎡
に対し、収容頭数が、犬100頭、猫70頭、熊本
県で、1,459㎡に対し、犬50頭、猫80頭である。
本県のセンターの延床面積は、1,500㎡程度を

計画しており、他県と比較しても適正な規模と

考えられる。

また、管理部門施設の事務室には県及び事業

者の従業員15人程度の配置を想定していると
の答弁がありました。

これに対し、収容頭数について、犬と猫は、

どのような比率で決めているのかとの質問があ

り、収容頭数については、収容してから譲渡す

るまでの期間及び単位面積を勘案し、決定した

ものである。

将来的に、収容頭数及びスペースは、柔軟に

運用していきたいとの答弁がありました。

次に、農水経済分科会では、養殖魚赤潮被害

緊急対策事業費のへい死した養殖魚に代わる代

替魚導入への支援に関し、代替魚の購入金額の

うち、生産原価を除いた経費が対象となる既存

制度と、代替魚の購入金額全額が対象となる特

例制度があり、支援に差がある。

同一海域で同一原因によって、総養殖尾数の

7割以上がへい死した場合に、特例制度が適用
されるが、仮に、個人が大きな被害を受けたと

きの対応はどのように検討しているのかとの質

問に対し、今回の支援は、産地崩壊を防ぐ産地

支援の考えのもと、崩壊の度合いに応じて支援

の内容を整理するのが妥当と考えているが、個

人の場合に、どのような支援が必要なのか、現

場の状況を伺いながら、検討していきたいとの

答弁がありました。

これに対し、個人の場合も検討していく必要

があると思っている。11月補正で検討いただき
たいとの意見がありました。

以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。

以上で、予算決算委員会の報告といたします。

議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。（拍手）

〇議長(徳永達也君) これより、第82号議案「令
和6年度長崎県一般会計補正予算（第2号）」に
ついて、質疑・討論を行います。

堀江議員―32番。
〇３２番（堀江ひとみ君）〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。

ただいま議題となりました第82号議案「令和
6年度長崎県一般会計補正予算（第2号）」につ
いて。

緊急を要する養殖魚赤潮被害緊急対策事業費、

さらに、身体障害者手帳の交付対象とならない

軽度・中等度の難聴児に対して、所得制限を撤

廃し、補聴器購入費用の一部を支援する予算な

ど、県民が求めている予算については賛成です。
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しかし、以下の予算は賛成できません。

1、石木ダム建設事業。
石木ダム事業については、9月2日付で、長崎
県公共事業評価監視委員会が、総事業費を285
億円から420億円に増額すること、工期完成を
令和7年度末から令和14年度末に延期すること、
事業継続を原案どおり認める意見書を提出しま

した。

本補正予算には、石木ダム建設予算が計上さ

れています。事業費総額が135億円も増えたに
もかかわらず、B/Cは、かろうじて1を上回りま
す。

費用便益費のB/C、総便益を総費用で割って、
その値が1を超えれば、つまり社会に与える利
益が費用を上回るのであれば、事業を行うこと

が正当化されるとしています。

石木ダム事業変更に伴うB/C1.1、これは全体
事業費が増加すれば、それに伴い増加する流水

の正常な機能の維持に対する便益が増加したた

めであり、その他の項目においても、ダムの便

益を過大に算定しており、市民による石木ダム

再評価監視委員会は、「適正に評価されていな

い」と指摘しています。

市民による石木ダム再評価監視委員会は、専

門家による議論だけではなく、住民の声も聞い

ています。

1回目の委員会で、住民を代表して発言した
男性は、「抗議の座り込みを始めて14年になり
ます。知事が覚書を守ってくれたら、私たちも

座り込みなどする必要はありませんでした」と

語り、「私たちの疑問に答えないなら、この市

民委員会の質問にしっかり答えてほしい」と述

べました。

大石知事、知事が住民の理解を得た上で事業

を推進するというなら、市民による石木ダム再

評価監視委員会へ出席し、石木ダムがなぜ必要

か、説明を行ってください。

事業を進めることは、水没予定地に現に生活

している13世帯、約50人を行政代執行で追い出
すことであり、絶対に認められません。

2、動物愛護管理センター（仮称）整備予算。
同センターを老朽化、矮小化で整備すること

は異論ありませんが、PFI方式での整備は賛成
できません。

担当課より、「設計から運営までの事業全体

を一つの事業契約として締結するため、従来方

式に比べ、約6～7％の事業費削減効果が見込め
る」と説明がありました。

民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律、いわゆるPFI法が成立し
て既に25年、この制度を用いると、事業コスト
が削減できるとか、より質の高い公共サービス

を提供できるなどと言われます。しかし、実際

には、多くの問題があり、国内でも契約が解除

されたり、中止されたりする例が出てきていま

す。

そもそも、公共施設や公共サービスについて、

質が高く、かつ経費も安いということはありま

せん。経費を削減しようとすれば、質は下がり

ますし、質を維持しようとすると、軽費は簡単

に減りません。

15年の長い期間、一つの事業者に委ねるPFI
方式では、本来の公共施設の役割、サービスが

守れるとは言い切れないとの立場から、予算に

反対いたします。

以上、反対討論といたします。

〇議長（徳永達也君） 初手議員―12番。
〇１２番（初手安幸君）（拍手）〔登壇〕 自由
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民主党の初手安幸でございます。

会派を代表いたしまして、第82号議案「令和
6年度長崎県一般会計補正予算（第2号）」につ
いて、賛成の立場で意見を申し述べ、議員各位

のご賛同を賜りたいと存じます。

今般の補正予算は、一般会計における国の内

示に伴う公共事業費等の追加のほか、赤潮によ

り被害を受けられた養殖事業者の支援に要する

経費や、離島の海上高速交通の維持・確保に要

する経費などが計上をされております。

また、公共関係事業費等について、適切な工

期が確保できなくなったこと等に伴い、繰越明

許費を設定いたしております。

このうち石木ダムについては、川棚川の洪水

被害を軽減し、佐世保市の慢性的な水源不足を

解消するなど、地域の皆様の安全・安心を守る

ために必要不可欠な事業であり、近年、全国各

地で自然災害が激甚化・頻発化していることか

らも、早期の完成を望むものであります。

今般、長崎県公共事業評価監視委員会におい

て、治水面の再評価が行われ、総事業費420億
円、完成工期を令和14年度末として、事業を継
続する県の方針が認められたところであり、県

におかれましては、引き続き、佐世保市及び川

棚町と一体となって事業の推進に力を注がれる

よう要望をするものであります。

次に、赤潮により被害を受けられた養殖事業

者の支援についてでありますが、6月中旬から
県内各地で複数種の赤潮が同時かつ長期にわた

って発生し、約57万尾の養殖魚がへい死するな
ど、甚大な被害が生じており、被害額としては、

過去最大となる約16億円が見込まれていると
のことであります。

そうした中、県では、今般の補正予算におい

て、代替魚の確保や被害低減が期待される足し

網などの導入に係る経費の支援、経営再建、事

業継続に向けた金融支援等に要する予算を計上

されております。

これらの対策は、まさに被害を受けられた養

殖業者の声を踏まえたものであり、養殖業者が

安心して経営を継続していくことに資する事業

として、大いに期待をしているところでありま

す。

そのほか、補正予算については、医療機関の

勤務環境改善の支援や、動物愛護管理センター

（仮称）の整備運営に対する債務負担行為など、

いずれも重要な事項ばかりであります。

知事におかれましては、今回の補正予算に盛

り込まれた事業について、一刻も早く県民の皆

様に届けていただき、早期に具体的な効果を実

感いただけるよう、引き続き、ご尽力をいただ

くことを強く要望をいたします。

以上、第82号議案の賛成意見を申し述べ、議
員各位のご賛同を賜りたく、よろしくお願いい

たしまして、賛成の討論とさせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

〇議長（徳永達也君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。

本議案は、委員長報告のとおり決することの

賛否について、表決ボタンをお押し願います。

表決漏れはありませんか。

これにて、表決を終了いたします。

賛成多数。

よって、第82号議案は、原案のとおり可決さ
れました。

次に、お手元に配付いたしております動議件

名一覧表のとおり、総務委員会及び文教厚生委

員会から、政府・国会あて、意見書提出の動議
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が提出されておりますので、これを一括して議

題といたします。

お諮りいたします。

各動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

各動議は、可決することにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、動議は、それぞれ可決されました。

次に、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りいたします。

お手元に配付いたしております議員派遣第

98号乃至議員派遣第101号のとおり、議員を派
遣することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定されました。

次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長(徳永達也君) ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定されました。

以上をもちまして、本定例会に付議されまし

た案件の審議は終了いたしました。

この際、知事より、ご挨拶があります―知事。

〇知事（大石賢吾君）〔登壇〕 9月定例県議会
の閉会に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。

はじめに、去る9月20日以降、停滞した前線

の影響により、石川県を中心に大雨による河川

の氾濫や土砂災害による被害が発生しておりま

す。

お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に、心から哀悼の意を表しますとともに、被

害を受けられた方々に衷心よりお見舞いを申し

上げます。

能登半島地震からの復興の途上での重なる被

災となり、県としても、引き続き、できる限り

の支援を行ってまいります。

このたびの議会は、去る9月9日から本日まで
の26日間にわたり開かれましたが、議員の皆様
方には、本会議及び委員会を通して、終始熱心

にご審議いただくとともに、それぞれ適正なご

決定を賜り、厚くお礼申し上げます。

この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。

（長崎の被爆体験者の救済）

去る9月9日、長崎地方裁判所において、被爆
者健康手帳の交付等を巡って争われた被爆体験

者訴訟について、原告44名のうち15名に手帳交
付を認める判決の言い渡しがありました。

これを受けて、9月11日に、徳永県議会議長
や長崎市長らとともに厚生労働省を訪問し、控

訴断念が地元の強い思いであることをお伝えし

ました。

さらに、9月18日には、岸田総理大臣とオン
ラインで面談し、私と長崎市長、それぞれから

控訴断念の思いをお伝えしたところであります。

このように、長崎市とともに、国には重ねて

控訴断念を求めてまいりましたが、9月21日に
総理公邸において、岸田総理と武見厚生労働大

臣に面会した際、武見大臣から国としての最終

的な考え方が示されました。



令和６年長崎県議会・９月定例会（１０月４日）

- 221 -

具体的には、司法判断の根拠に対する考え方

が、最高裁で確定した先行訴訟と今回の判決で

異なることなどから、上級審の判断を仰ぐため、

控訴せざるを得ないというものでありました。

これを受け、長崎市長とも協議を行い、熟慮

した結果、苦渋の判断として、控訴期限である

9月24日に控訴の手続を取ったところでありま
す。

また、21日の面会の際、岸田総理からは、今
般の訴訟の原告であるかどうかに関わりなく、

全ての被爆体験者に被爆者と同等の医療費助成

を実施するという具体的な対応策が示されまし

た。

県としても、これにより、高齢化が進む被爆

体験者の支援の幅が拡がるものと考えており、

新たな医療費助成の早期実施に向け、現在、国

や長崎市と調整を進めているところであります。

高齢化が進む被爆体験者の皆様の救済は急務

であり、引き続き、国や長崎市と連携を図りな

がら、被爆体験者の救済に向けて取り組んでま

いります。

（「日本スポーツマスターズ2024長崎大会」
の開催）

「日本スポーツマスターズ2024長崎大会」は、
高円宮妃殿下のご臨席を仰ぎ、県内10市町で13
競技が実施され、全国各地から約1万人の方々
にご参加いただき、去る10月1日をもって、盛
況のうちに全日程を終了することができました。

これもひとえに、県議会をはじめ、市町や各

種競技団体の皆様の格別のご支援とご協力の賜

物であり、心より感謝申し上げる次第でありま

す。

また、開会式を含め多方面にわたり、お力添

えをいただきました関係団体及びボランティア

の皆様、そして、大会を盛り上げていただきま

した多くの県民の皆様に対して厚くお礼申し上

げます。

大会運営をはじめ、関係皆様による心のこも

ったおもてなしにより、本県を訪れていただい

た多くの方々の心に残る魅力あふれる大会にな

ったものと考えております。

県としては、本大会の成果を受け継ぎ、スポ

ーツを通した交流人口の拡大や地域の活性化に、

引き続き、力を尽くしてまいります。

（「ツール・ド・九州2025」の開催）
「ツール・ド・九州2025」については、UCI
（国際自転車競技連合）から国際レースとして

公認されたことを受け、本県や関係県などで構

成する同大会実行委員会は、本日、大会開催が

決定したことを発表いたしました。

併せて、大会初日となる令和7年10月10日に
佐世保市において、短い距離を周回するクリテ

リウム形式のレースを実施することを発表した

ところであります。

県としては、佐世保市や関係団体等とも連携

し、国内外から多くの選手や観客等にお越しい

ただけるよう大会の成功に向けて全力を注いで

まいります。

（企業誘致の推進）

去る9月26日、福岡市に本社を置く株式会社
三陽が現地法人を設立して、対馬市に進出する

ことを決定されました。

現地法人の株式会社三陽対馬水産において、

4年間で18名を雇用し、マグロ加工及び加工品
の製造を行うこととされております。

また、7月に、長崎市への立地が決定してお
りましたプラント事業の大手企業である日揮株

式会社と9月26日に立地協定を締結いたしまし
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た。

引き続き、地元自治体や関係機関と連携しな

がら、雇用の拡大と地域経済の活性化に資する

企業誘致の推進に力を注いでまいります。

（スポーツの振興）

いよいよ新たに完成した長崎スタジアムシテ

ィにおいて、長崎ヴェルカとV・ファーレン長
崎が躍動します。B1、2年目となる長崎ヴェル
カは、本日、サンロッカーズ渋谷との開幕戦を

ハピネスアリーナで迎えます。

今シーズンは、「TOGETHER，WE RISE」
をチームスローガンに掲げ、初のチャンピオン

シップ進出を目標としており、国内最高峰の舞

台でのさらなる飛躍が期待されます。

また、サッカーJ2リーグのV・ファーレン長
崎は、10月6日にピーススタジアムでの初のホ
ーム戦を迎えます。リーグ戦も、残すところ5
試合となりますが、念願のJ1復帰に向けた全力
プレーを期待しております。

県としても、市町や関係者、県民の皆様と一

体となって、地元プロスポーツクラブの活躍を

後押ししてまいります。

一方、9月5日から10月15日まで佐賀県で開催
されている「第 78回国民スポーツ大会
『SAGA2024』」において、昨日までにローイ
ング競技少年女子の田中真緒選手をはじめ、バ

レーボール競技少年男子ビーチバレーの梶山剛

大、園田柊弥ペアが優勝を飾ったほか、ライフ

ル射撃成年男子エアピストルの内田翼選手が準

優勝するなど、団体、個人合わせて7競技・15
種目で入賞を果たしております。

「チーム長崎」の一員として、ふるさと長崎

を代表して戦っていただいている監督・選手の

皆様の健闘を称えるとともに、熱戦が続く今後

の競技においても、活躍を期待いたします。

引き続き、県民に希望と活力を与えるスポー

ツのさらなる振興と競技力の向上に力を注いで

まいります。

このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。

さて、すがすがしい秋を迎えましたが、皆様

方には何かとご多用のことと存じます。どうか

ご健康には一段とご留意いただき、ますますご

活躍されますことを心からお祈り申し上げます。

最後になりますが、報道関係の方々には、会

期中、終始、県議会の広報について、ご協力を

賜り、ありがとうございました。

この機会に、お礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶といたします。

〇議長(徳永達也君) 令和6年9月定例会の閉会
に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

去る9月9日に開会いたしました本定例会も、
全ての案件の審議を終了し、本日閉会の運びと

なりました。

この定例会中は、赤潮被害対策をはじめ、九

州新幹線西九州ルートの整備促進、人口減少対

策、石木ダム建設、離島振興、土木行政、教育

行政、医療・福祉行政、農林業・水産業の振興、

スポーツ振興など、当面する県政の重要課題に

ついて、終始熱心にご論議をいただきました。

この間の議員各位のご努力と知事をはじめ、

理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心から厚く御礼を申し上げます。

さて、去る9月20日からの秋雨前線に伴う大
雨は、能登半島地震にて被災した地域に再び甚

大な被害をもたらしました。
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ここに、改めて犠牲になられた方々並びにご

遺族の皆様に、心から哀悼の意を表しますとと

もに、被害を受けられた方々に衷心よりお見舞

いを申し上げます。

県内においては、6月中旬から橘湾、西彼、
県北海域などにおいて、赤潮が同時かつ長期に

わたって発生し、約57万尾の養殖魚がへい死す
るなど、甚大な被害が生じております。

本定例会において、赤潮被害対策関連の補正

予算が可決されたところであり、県議会といた

しましても、被害を受けた養殖事業者の経営再

建に向けて、県が行う代替魚の確保や、被害低

減が期待される足し網の導入にかかる経費の支

援などを後押しするとともに、理事者や関係団

体と連携し、必要な対策に取り組んでまいりた

いと存じます。

次に、去る9月23日、西九州新幹線（長崎～
武雄温泉間）が開業2周年を迎え、新幹線各駅
においても、沿線市が中心となり、様々な記念

イベントが開催されたところであります。

県議会といたしましても、引き続き、新幹線

の効果を県内全域に波及させていくため、理事

者や関係団体と連携し、取り組んでまいりたい

と存じます。

時候は、まさに秋を迎えており、季節の変わ

り目でございます。

皆様方には、くれぐれも健康にご留意のうえ、

県勢発展のために、一層のご尽力を賜りますよ

う、お願いを申し上げ、閉会に当たってのご挨

拶といたします。

これをもちまして、令和6年9月定例会を閉会
いたします。

― 午前１１時 ９分 閉会 ―
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